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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１０月２８日

自  午前 ９時５８分

至  午後 ５時２５分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 石本 政弘 君

副委員長(副会長) 冨岡 孝介 君

委 員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま 大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

田中 愛国 君

５、参考人の氏名

長崎県議会議員 田中 愛国 君

自由民主党長崎
県長崎市第８支
部会計責任者

長崎県医師会会長 森崎 正幸 君

元 秘 書 課 長

６、県側出席者の氏名

知 事 大石 賢吾 君

７、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５８分 開会 ―

【石本委員長】 おはようございます。

ただいまから、総務委員会を開会いたします。

本日の議題は、「大石知事の政治資金等」に

ついてであります。

まず、先日の協議においてご意見がありまし

た追加の参考人招致についてお諮りいたします。

県議会議員田中愛国氏を招致することとして

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】それでは、そのように進めさせ

ていただきます。

なお、出席につきまして、調整を行いますの

で、しばらく休憩をいたします。

― 午前 ９時５９分 休憩 ―

― 午前１０時 ５分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

審査順序の確認をいたします。

審査は、お手元に配付しております審査順序

のとおり、「大石知事の政治資金等」について、

参考人からの意見聴取及び知事への質問応答を

行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。

次に、知事及び参考人への質問につきまして

は、事前通告に基づき質問を行うこととし、各

委員の質問時間は、参考人の審査時間に応じて

答弁時間を含め、1回当たり10分から20分以内

とし、審査時間が残っている場合に限って、再

度の質問ができることといたしますので、よろ

しくお願いします。
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傍聴人の定員増について。

次に、傍聴人の定数について、お諮りをいた

します。

委員会の傍聴につきましては、議運申し合わ

せにより、原則として20人以内となっておりま

すが、本日からの集中審査における傍聴は30人
以内とすることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】それでは、そのようにいたしま

す。

なお、この際、傍聴人の方々に申し上げます。

傍聴人の方々は、お手元の「傍聴人等の守る

べき事項」を守って、静粛に傍聴するようにお

願いいたします。守れない時は、退出を命ずる

ことがありますので、念のために申し上げてお

きます。ご協力をよろしくお願いいたします。

それでは、これより審査に入ります。

初めに、委員長として、一言ご挨拶を申し上

げます。

本日、ご出席いただきました田中愛国議員に

おかれましては、本委員会にご出席いただきま

したことに対しまして、厚くお礼を申し上げま

す。

本日は、「大石知事の政治資金等」について

意見聴取をさせていただきたく、急遽、ご出席

をお願いした次第でございますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

ここで、念のために申し上げますが、呼称に

つきましては、規定により、「参考人」という

言葉を使わせていただきますので、ご了承をお

願いします。

また、発言される際は、挙手の上、委員長で

ある私が指名した後、簡明に案件の範囲を超え

ることなく、ご発言いただきますようお願いい

たします。

なお、発言の際は、着座のままで結構であり

ます。

また、参考人は、委員に対しての質問ができ

ないこととなっておりますので、ご了承をお願

いいたします。

万が一、質問の趣旨がわからなかった場合は、

休憩を求めてください。休憩中に質問の趣旨を

確認していただくことといたします。

それでは、これより質問を行います。

質問はありませんか。

【小林委員】 おはようございます。

田中参考人には、お忙しい中、ありがとうご

ざいました。

なお、私は足を痛めておりますので、座った

ままの質問をどうぞお許しをいただきたいと思

います。

もうご承知のことと思いますけども、6月定

例会において、大石知事のある県議会議員に対

して286万円の件で、やっぱり知事と議員の在

り方について、いろいろと取り沙汰されており

ましたので、やっぱり政治倫理の面から質問を

されようと、こういうようなことで承っており

ましたけれども、なんか286万円の件で質問さ

れることを、大石知事の命を受けて当時の監査

人が、あなたの家にやってきて、そして何か質

問止めをしたかのような話が実は舞い上がって

いるわけであります。

こういうようなことがもしあるとすれば大変

な議会に対する介入であり、知事といえども大

変な罪の重い、こういうことではないかと、こ

んな感じがいたすわけであります。

そういうことで、これを明らかすることによ

って、やはり前に進まなければいけないという

ことで参考人のご出席をお願いをしたところで

ございます。重ねて、お忙しい中にご出席いた
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だきましたことをお礼を申し上げたいと思いま

す。

さて、いわゆる当時、大石知事の監査人の方、

名前は言いませんが、令和6年6月22日、なんと

夜の8時30分過ぎぐらいに田中県議宅へ到着し

たんだと言われておりますが、それは事実であ

りますか。

【参考人(田中愛国議員)】 はい、事実でありま

す。

【小林委員】 それでは、田中愛国邸に、あなた

のお宅に午後の8時過ぎ、8時半過ぎと、こうい

う夜の遅い時間にね、やってきているというこ

とは、以前からあなた、お付き合いがあってよ

く存じ上げている方でありますか。

【参考人(田中愛国議員)】 本当に見ず知らずの

人で一度も会ったこともないし、もう風体から

して若干疑問を持ちましたけれどもね、私は、

マスコミ関係の人だと思って、まあ応対をした

わけであります。

【小林委員】そうするとね、やっぱり今まで話

し合ったりとか、顔見知りとか、そういう関係

は全くないんだと、そういうような人がですね、

しかも、私はね、ちょっと時間帯から考えて、

初めての人が訪ねてくるという時間帯、8時半

過ぎというようなのは、ちょっと私はマナー違

反ではないかと。少しですね、何といいますか、

マナーに違反をするんじゃないかと、こんな感

じがするわけでございます。

そういう点から考えてみて、よくぞあなたは

そういう人を招き入れたもんだと思うわけです

が、その経過はどういうことですか。

【参考人(田中愛国議員)】 ちょっと時間をいた

だきますが、何しろ6月22日のことですからね、

もう4か月以上昔の話ですから、日時とか時間

帯ははっきり覚えていますけれども、若干言動

に関してはですね、わからないと、覚えていな

いところもありますので、ご理解いただきたい

と思いますが。

私は、大手のある新聞社福岡支局の人が私の

家に電話をかけてきて、家内が受けたんですけ

れどもね、福岡から来て、会いたいということ

で、私は、近くのホテルオークラである会合に

出ていました。宴席でしたけれども、会合に出

ていました。だから、8時過ぎには帰るよと、

待ってもらえれば待ってていいよと、待っても

らわなければ、別にこっちはどうでもいいわけ

だから、向こうから応対があってですね。だか

ら、8時過ぎにまた催促、家内から催促の電話

があって、「あんまり待たせ過ぎよ、早う帰っ

てこんね」という話で帰りました。そして、招

き入れたんです、その大手新聞社の福岡支局の

人をね。

そしたら、ずかずかとその後から入ってきた

男がおった。私は、秘書かと思って、あんまり

気にしなかったけど、ずかずかと入ってきて、

名刺は交換しましたよ。しかし、これ、えたい

の知れない名刺でね、沖縄の住所とかね、普通

の関係じゃない。まあ、マスコミの人じゃない

なと思いつつ、私も入れた以上、玄関から入れ

た以上は応対したわけですが、割り込みですよ、

割り込み。アポもなし、何もなし。そして、大

手の新聞社の人と会話をしようとするけれども、

「聞いてください、何でも答えますよ」と会話

をしようとするけど、こちらに大手の新聞社の

人がいてね、正面にどかっと座ったのが、その

男ですよ。そして、いろいろもう話をさせない。

割り込んで私を、まあ、途中からは、ああ、こ

いつは俺を脅しに来たんだなと、俺を脅しに来

たんだなという感覚を持ったのが事実ですよ。

【小林委員】今の話を聞きますと、アポイント
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もなし。それから、あなたは新聞社かと思って、

実際、新聞記者の方を待たせておいたので、そ

の新聞社の方に、「どうぞお入りください」と、

こう言った時に、一緒に合わせて、ずかずかと

土足で入ってきたのが、そのいわゆるあなたの

質問を何かね、そういうやめてもらいたいと、

そういうような思いを持った人が突然やってき

たんだと。

こういうようなことでございますが、これか

らいよいよ本命ですが、どんな話をしに来たん

ですか。

【参考人(田中愛国議員)】 2時間ありますから、

応対した時間が2時間ありますので、大筋で言

うと、私は脅されているという感覚が2時間、

屈辱の時間でした。私も46年、議員をやってて

ね、こんな男に脅されるのかと思ってね、対応

しましたけれどもね。

私は、この大手の新聞社の人と話そうとする

んだけども、話をさせない、正面に座っている

男がね。そして、はっきり言うと用意周到に準

備してきたなという感じですね、用意周到に。

私のことを調べてきた。もちろん、その日の日

程もスケジュールも全てわかってたみたいで、

ホテルオークラに私がいたこと、「近くにおっ

たんだよ、俺も」と、「知事もいたよ」と、「知

事もいたね」という感じでね。なんか私の周辺

を1日間、つけ回していたみたいなね、話で、

異様な感じになってですね、異様な感じになっ

て、1対1なら私は警察を呼んでいますよ。こん

な男にね、こんなにいろいろ言われる筋合いじ

ゃない、私は。警察を呼ぶ、ここに一人大手の

新聞社の人がいるから、私もそこまでしなかっ

たけど。帰った後、家内が、「大丈夫ですか、

大丈夫ですか」と私のところに来て、「何度も

何度も警察に電話しようと思いました」と言う

ぐらいのね、2時間やりましたよ、激論を。

基本的にはどういうことを言われたかという

と、私の収支報告書も調べてきたと、私の収支

報告書。「おまえもすねに傷があるじゃないか

と、たたけばいくらでもたたけるんだぞ」と、

「おお、やってみろ」というような感じとかね。

あの当時、地検が入っているという話がね、

ありましたので。私は、「知事周辺に入ってい

るんだぞ」と彼に言った。彼は、「いや、そう

じゃないんだ」と、「IRなんだ」と。「おまえ

が一番金もらっているだろうと、IRから。東京

では、もうおまえの話でいっぱいだ」というよ

うな話までするんでね、「何、言うか、俺は1
円だってもらってないぞ」というような話をし

たことが大きなことでしょうかね。

収支報告書、私の、調べてきた。私の過去の

こともいろいろ調べてる。それはいろいろあり

ましたから、私もね。弟のことで。

そういうことまでね、本当に用意周到に調べ

上げて私を脅しに来たと。私は屈辱の時間でし

たよ。

【小林委員】参考人ね、非常に大事なところで

びっくりしてますが、脅しに来たんじゃないか

と、屈辱の時間帯だった、2時間はと。非常に

用意周到に準備してと。何を準備してきたのか

ですね。そしてまた、全く見も知らない人間が、

そんなあなたの身の回りのことについてね、準

備周到にしてですね、乗り込んできているとい

うことは、ちょっと普通ではないと思うんです

が、もう一回、何の目的のために、あなたの家

に、そんな夜分のね、遅く来たんですか、何の

目的だったと思いますか。

【参考人(田中愛国議員)】 質問をやめてくれな

んてことは、一切私は聞いてない。ただ、やめ

させようとしてきた空気感はね、空気感は、も
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うびんびん。おまえも一緒だろうと、おまえも

たたけばいくらでも出てくるんだぞと。だから、

やめろと言わんばっかりのね、言わんばっかり

の。それは、私が質問通告した後、いろいろな

ものがありましたからね、うちの自民党の会派

内でも、もうやめさせようというような動きも

あった。しかし、私は、この件については、私

の信条として許されんと、だから質問するよと

いう話。

そういう空気感の中で、そういうことがあっ

たのでね。流れ的に、ははあ、誰かが差し向け

たんだなと、その時はわからない。この男、見

たこともないわけだから、政治ゴロ的な男でね。

風貌からしてやっぱり違いますよ、マスコミの

皆さんと。

だから、追い出そうということを考えたけれ

ども、腹の探り合いで、ずっと2時間通したと

いうことが、今、思い出す内容ですね。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【小林委員】 今日はね、20分の時間帯なんで

すよ。だから、1回終わって、また誰かいたら、

その次にまたやらんといかんけれども、今のと

ころ、いないようだから、引き続き質問いたし

ますけれども、要するに、誰かに頼まれて来た

んじゃないかと思ったと。要は、286万円の質

問をやめさせてくれと、やめてくれと、やめさ

せてくれと頼まれて、あなたのところに乗り込

んできたと。言わないけれども、質問をやめて

くれと、こういうようなことで脅しをかけられ、

圧力をかけられたと、そういう感じがしたと、

こういうことでございますか。

【参考人(田中愛国議員)】 そりゃ間違いなくで

すね、脅されましたよ、間違いなく。脅されま

した、いろいろなことでね、内容。それは、私

が1対1ならば、もう警察を呼んで応対してませ

ん。しかし、1回入れてね、追い出すというタ

イミングがなかったので。こちらと話そうとす

るけれども、話させない。ほとんど9割方、す

ぐ突っ込んでくるから。おまえは、おまえはと

いうような感じで。しかし、根底には、俺の質

問をやめさせようとして来たんだなという感じ

は、もうびんびんしますよ、感じは。

【小林委員】その当時の知事の監査人という人

は、現実に今、我々のまた別の参考人として出

席を願っている人なんですけども、そんな感じ

はしないんだけどもね。しかしながら、今、そ

の方がいわく、知事に頼まれて、あなたに質問

をやめさせてくれと、それが目的でお宅に行っ

たんだと、こういうことをですね、その行った

本人が、実は何を隠そう、大石知事から頼まれ

て、あなたに直接会って、286万円のそういう

質問をですね、やめさせようと、そういう狙い

で実は知事から頼まれたと。

それで、私が県議会の全員協議会で質問をし

たんです。こういう質問をしてます。要するに、

知事は、そのいわゆる今は元監査人、当時の監

査人をですね、質問をやめさせようとして、そ

ういうことで田中邸に送り込んだのではないか

と、こういう趣旨の質問を私がやったんです。

そうすると、大石知事の答弁は、こういうこと

です。「ご指摘の人物が田中邸を、田中議員の

自宅を訪問して、田中議員にお会いしたのは事

実だと認識をしております」と。なんで知事が

それを知ってんのかと私も個人的に思いますが

ね。知事が派遣、つまり送り込んだから知って

いるのか。田中議員は、知事にそのことを話し

ましたか。

【参考人(田中愛国議員)】 一切、知事との接触

はありません。

【小林委員】ご指摘の人物というのは、監査人



総務委員会（集中審査・参考人招致）（令和６年１０月２８日）

- 6 -

ですね。自分は行ったということは知ってると、

田中邸に行ったということは知ってると、認識

してますと。それで、「ご指摘の人物から、286
万円には問題はなく、田中議員に対して、その

考え方を説明するという申し出を受けていまし

た。私としても、事前に田中議員に286万円の

資金移動に関する当方の考え方をお伝えしてお

けば質問時間に限りがある中、より充実した質

疑応答を行えるのではないかと考えておりまし

た。私は、当然のことながら、田中議員の質問

を止めたいなどとは全く考えておらず、そのよ

うなことも依頼したこともございません」と、

こういうふうなことを、今読み上げたとおり、

知事が私に答弁してるんです。

それでは、お尋ねしますが、286万円のそう

いう説明をすると、そういうことで実は行くと、

あなたの自宅に、そういうことを監査人から聞

いておりましたと。そういうことを知事が言っ

てるわけだけど、答弁で。その話の中に286万
円の説明、何でこうなってるのかと、286万円

のことについて説明が丁寧になされたんですか。

あったんですか、286万円の説明が。

【参考人(田中愛国議員)】 私もですね、鮮明に

は覚えてませんけども、286万円について、こ

れは迂回献金じゃないかというような話で、い

や違うんだというような話で、貸し借りとして

はおかしいぞというような話はしたような気も

します。しかし、知事から私にそういうことを

説明したいならば、連絡があって、会いたいな

ら会いたいと、誰々をやるから会ってくれとか

いう話があれば、それはまだ私も対応しますよ。

一切ない、今もって何もないけれどもね、何も

ないけれども。

だから、私は怒ってますよ、知事に。こんな

男が長崎県の知事なのかと、私はそういう心境

です、今もって。

【小林委員】 今の話を聞きますとね、286万円

については、ひょっとしたら記憶にないが、若

干の話をしたかもしれない、説明があったかも

しれないが、それをあなたがね、そういう質問

の中で時間帯を考えて、よく理解できるような

ものではなかったと。ただ、とにかく質問をや

めてくれとは言わんけれども、質問をやめてく

れということを目的にして、誰かから頼まれて

きてですね、そうして荒々しく、もうあなたが

屈辱の時間帯と、もうとにかく圧力をかけられ

たと、脅しが行われたと。いかに精神的な不安

な状況におとしめられたかというようなことは

ですね、つくづくあなたの、参考人のお話から

浮かび上がってくるわけです。

もし仮にですね、また知事の時間帯で聞きま

すけども、知事が、自分が使ってるそういう監

査人です。その知事のそばにおる監査人が、あ

なたのところに来て、そういう圧力とか脅しと

か、あなたを精神的に非常に不安にかられるよ

うな、そういう話し方をもって脅してるという

ようなことはですね、断じて許されないと。や

っぱりこれについては、知事からしかるべきの

ことを、この人間が参考人の自宅に行ったこと

は、知事は、認識してますと、はっきり言って

るわけだから、当然ですね、あなたにご迷惑を

かけましたぐらいの話はすべきで、286万円の

説明についてもですね、しっかりやるべきでは

ないかと思うが、そういうことは一切なかった

んですか。

【参考人(田中愛国議員)】 まあ、この4か月の

間、会う、会える、会話を交わすぐらいの機会

はあったと思うんだけれどもね、1回も、何も

ない。何の話もない。

【小林委員】最後にもう一回確認しておきます。
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結局は、何をしに来たのかと。要は、286万円

の質問については、やめてくれと口では言わな

いが、その目的のためにですね、あなたを脅し

に来たと、圧力をかけに来たと、そういう認識

でよろしいですか。

【参考人(田中愛国議員)】 私も、市議会、県議

会、46年議員やってましてね、100回以上、一

般質問していますよ、通告していますよ。それ

でね、行政の人がいろいろなことでね、ああし

てほしい、こうしてほしい、それはいろいろあ

りますよ。しかし、一般の人がね、私の家まで

乗り込んで来て脅しに来ると、こういう卑劣な

ことをね、何でやるのかと、怒っています、私

は、今もって。

22日の日も帰った後、朝まで眠れなかった、

私は。それは眠れませんよ。誰かわからんのだ

から、不安もありますよ。どうなるものかと、

どういう動きがあっているのかと、私の周りで。

あんなえたいの知れないような男がね、ずかず

か乗り込んで、割り込んで、本当にけしからん

話ですよ。

【小林委員】知事の監査人をしてる何々ですと

いう、知事から依頼を受けて286万円について

説明に来ましたと、こういうようなことは全く

言わないんですか。

【参考人(田中愛国議員)】 名刺はここにありま

す、名刺はあります。

【石本委員長】参考人、固有名詞は出さないで

ください。

【参考人(田中愛国議員)】 そうですか。

ある、名刺はある。名刺交換しただけ。一切

ありません。

【小林委員】知事の監査人をやってるというこ

とで、知事から頼まれてきましたと、あるいは

知事と相談して来ましたと、286万円の説明に

と。そういうことではなくして、脅かし、圧力

をかけ、あなたを精神的に不安にさせて、そし

て質問に何かやっぱりそういう、まあどういう

か、厳しい質問にならないように、要するに、

できればやめてくれと、そういうことであなた

に圧力をかけに来たと、こういう受け止め方で

ございますね。どうですか、もう一回。

【参考人(田中愛国議員)】 脅されたという時間

だったという感覚が今もってあります。今もっ

てあります。

【小林委員】あなたも長い政治的なキャリアの

中で、そうやって質問を止めに来るようなこと

で、しかも、家まで夜遅く乗り込んで、2時間

以上もですね、そうやって何か圧力をかけると

いうようなことは、本来これは警察に連絡すべ

きことではなかったかというぐらいなことを感

じますし、もし仮に、先ほども言ったが、これ

が知事からのやっぱりですね、依頼ということ

で、その監査人という人が来たということであ

ればですね、これは大変なね、民主主義に対す

る大きな挑戦であるし、議会に対する大きなや

っぱり挑戦だと、私はそう思います。

だから、そういうことでやっぱり大変なこと

だと、これを黙ってほっとくわけにはいかない

と。今日、後から知事のね、またいろいろ参考

人としてのそういう意見とかなんかありますし、

また、明日は参考人として、その当の本人が参

りますから、その辺のところもですね、しっか

り聞いて、お尋ねをして、一つの方向性を見つ

けたいと、こう考えております。ありがとうご

ざいました。

【坂本委員】 今日は、お疲れさまです。私の方

からも2点だけ、簡単にといいますか、事実関

係だけなんですけれども、聞きたかったのは、

今、小林委員からありましたので確認いたしま
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した。

この元監査人の方が記者と来たということで

すけれども、この監査人と、田中先生のところ

に来た記者は、全く無関係という理解でよろし

いんでしょうか。

【参考人(田中愛国議員)】 あくまでも私が家に

帰ったのは、この大手新聞社の福岡支局の、会

いたいということで私は急いで帰ったんです。

それに割り込んできたんですよ、割り込んで。

私が、一緒だなと思って勘違いしたのは、ちょ

っとありますけどね。

【坂本委員】わかりました。このお二方は全く

の知り合いでもないということなんですね。そ

うですか、わかりました。

それから、もし支障がなければですね、この

大手新聞社の福岡支局の記者さんが田中参考人

のところに取材に来られた目的というのは、こ

の件に関してなのか、全く別件なのか、支障が

なければ教えてください。

【参考人(田中愛国議員)】 あの当時は、はっき

り言って地検が長崎県でいろいろ調べてるよと

いうような雰囲気があって、東京からも何社も、

いろいろな人が会いたいと言って来られて会っ

てた時代です。名刺は20枚ぐらいありますけど

ね。

そういう中で私に会いたいということだった

ので、それはもうその案件だと。286万円とい

うことじゃなくして、知事の周辺の案件だと思

って、私は「いいよ、いつでも会おう」と言っ

て時間を取ったということですね。

【浅田委員】本当に今日はお忙しい中を、参考

人におかれましてはお時間を頂戴いたしました

こと、大変感謝申し上げます。

もう時間がありませんので、最後にまとめて

しっかりお伺いをしたいんですが、一体全体、

参考人のところにこうやって脅しのように来ら

れてしまった、いろんな問題があります。議会

を軽視するような問題、様々な問題が含まれて

いると思いますが、この本質的に参考人は、今、

誰が悪くて、誰によってこういう問題が起きた

のかということを思っているのであれば、最後

に教えていただければと思います。

【参考人(田中愛国議員)】 その時は、本当、え

たいの知れない男なんでね、不安を感じて、恐

怖を感じて、どうしようかという気持ちもあり

ました。ただ、ここにね、もう一人いたので、

辛うじて私も踏みとどまって、こうやり合いま

したけれどもね。

だから、誰かわからないという不安ですよ。

しかし、風貌からして、話し方からして、やっ

ぱり一般の人じゃない。一筋縄にはいかんなと。

これは私の長年の経験でいうと、政治ゴロ的な

ね、そういう感じですよ。この男は、という感

じで、構えなきゃいかんようなね。そういう脅

され方をした、私は。

【浅田委員】政治ゴロ的な脅し方をされたとい

うことで、ただ、そこにはそれを依頼した人が

いる、いない、そういうことのお話ということ

とかは最終的にはしてないのでしょうか、その

来た方に対してですね。

【参考人(田中愛国議員)】 2時間の間、お互い

の腹の探り合いというかね、こう言う、ああ言

う、こう言う、ああ言う、探り合いだ。

ただ、来た時に、私が今までいた会場の話を

しました、ホテルオークラの話をね。「知事も

来てたぞ」と、「私もいましたから。あなた、

あっち行ったり、こっち行ったりしてましたね」

と私に言うぐらいだから。知事に関係あるのか

なと、知事の付き合いかなという感じはしまし

たけれども、第三者的な言い方をちょっとした
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からね、第三者的なね。知事の、直、頼まれて

きたという感覚は受けなかった、その時は。

【浅田委員】その時点では、知事から頼まれた

という感覚はなかったと。ある一方で、送って

きた方が知事の後援会の方が運転をして、その

方を送ってきたというようなお話もありました

ので、その時に、そういうような前段として話

があったのかどうなのかということが気になっ

て、今質問させていただいたわけですけれども、

その時にはなかっと。しかしながら、やっぱり

議会として、議員として、そういう質問止めみ

たいなのをされたことに関して、具体的に、な

ぜその人がそこにいるのかという、例えば私が

参考人と同じ立場だったら、この人、何でここ

までのことをするんだろうと思ったかなと思っ

たものですから、お伺いをした次第ですが、そ

の後に、それを改めて確かめたということはな

いんでしょうか。

【参考人(田中愛国議員)】 帰るまで2時間言い

合ってましたからね、興奮してましたから、私

も。負けんようには言いましたから。俺はね、

こんなことを言われる筋合いはない、俺は本当

に。こんなえたいの知れないような男にね。だ

けど、不安はやっぱりありますよ、不安は、身

の不安も。家の中だから、刺されはしないだろ

うという気持ちだったけれどもね、もう一人、

ここに一人いたからね。

そういう状況で進んでいって、知事の話をし

た時に、私が、「知事はさっき、その隣のホテ

ルにいたよ」と言ったら、「私も見ました」と

言うから、あれ、これはと思ったけれども。あ

のですね、夜の8時というとね、あの時間でも

暗かった。

【吉村委員】時間もないので端的に言いますけ

ど、参考人におかれては、その時は、その相手

を知らなかったから、誰から言われて、そうい

う脅しに来たのかというのはわからんやったと。

しかし、現在では、その当時は、その参考人は

大石後援会の一員だったわけですよ。そして、

その参考人が出した資料にですね、LINEのや

り取りに、これは知事本人がですね、やり取り

をずっとしとるんですよ。ここに、いわゆる大

石グループと、そうでないグループをもう色分

けして分析してですね、参考人も一緒、小林委

員、私、浅田委員とか、これは反対派なんだと

いうことで、「今どこにいますか」、「会場に

います」、「出ました」、そういうやり取りも

ずっと載っとるんですよ。それについて現在は、

今もうその後援会が内部分裂した状況でそうい

う資料が出てきておるわけですが、それを見て、

やっぱりこの訪れた人は、その当時は大石知事

の関係者やったけど、現在は違うと。そうする

と、やっぱり大石知事から言われてきたんだな

ということと考えられると思うんですが、いか

がですかね、そこら辺は。

【石本委員長】 参考人、手短にお願いします。

【参考人(田中愛国議員)】 これは、ある県議か

らちょっと私に会話があってね、「来らしたで

しょう」と、「うん、来たよ、えたいの知れな

いやつが」と言った。「脅してきた」と、「明

日から入院せろと言って来たよ」と言って帰っ

てきたというような話を聞いて、私はがっくり

したんだけれどもね。私は、脅されたというよ

りも、やり合ったという感じもね、あったんだ

けれども、そういうことが一つありましたし、

最後に一言だけ後でまた。

【まきやま委員】それ以降、ほかに何か脅し等

ありましたか。

【参考人(田中愛国議員)】 これはですね、ちょ

っと不確認だったんですが、私が質問をしたの
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が24日です。月曜日です。25日に長崎に来る間

にね、どうも車でね、つけられているような感

じがしたもんだから、一般質問、全部終わった

後、私は溝口会派長に頼んで徳永議長のところ

に行って、議会事務局の誰か来てくれと言った

ら次長が来て、4人で、私は今、いろいろ動く

気はないけれども、こういうことがあったとい

うことだけは確認しとってくれよと、残しとっ

てくれよと言って話をさせていただきました。

これは徳永議長も、溝口会派長も、事務局の次

長もわかっているはずです。こういうことがあ

ったよと。やっぱり俺の身辺、何かおかしな動

きがあるぞと。その時に、警察に保護願いとか

警備をお願いしたらと。警察もその後、委員会

の後、来ました、私のところに。早岐警察署を、

ずっと家に行かせましょうかと。しかし、そこ

まではね、具体的な事例がなかったので、もう

ちょっと、何かあったらお願いするということ

で別れたという感じで、異様な私の家の周辺、

私の個人的な周辺にはあったことは事実ですね。

【石本委員長】 最後に何かありますか。

【参考人(田中愛国議員)】 私がお願いしたいの

は、私のこの問題は、やっぱり本筋とはちょっ

とこう、私が質問したのは、やっぱり収支報告

書の虚偽記載、これについておかしいじゃない

かというのが本筋なのでね、できれば、この問

題がある程度終わってから、私は議会運営委員

会で、県議会の一般質問に対する当局の対応。

こういうことはね、許されない。一般の人がね、

一般質問に割り込んできて、ああせろ、こうせ

ろなんていう話になると、これは長崎県議会、

全国の議会の恥ですよ。当局にそういうことを

許させたらいかん。行政の人との対応はありま

すよ、私もね。それはやり取りいろいろある。

本当にね、見も知らんような人がね、家に乗り

込んできて脅されたらね、やっぱり誰が見たっ

て、私の一般質問をやめろということだと。

私も、何日かは悩みましたけれども、悩みま

したけど、私でも悩みましたけどね。しかし、

これはやるべきことはやらなきゃいかん。私は

許されん行為だということでしたことだけはご

理解いただきたい。議会運営委員会あたりでね、

再度ぜひお願いをしたいと思っています。

【石本委員長】時間となりましたので、本参考

人に対する意見聴取は、これにて終了いたしま

す。

参考人におかれましては、本日は大変お疲れ

さまでございました。ありがとうございました。

本委員会を代表いたしまして、お礼申し上げま

す。ありがとうございました。

これより、しばらく休憩し、11時より委員会

を再開し、自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者に対する意見聴取を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時４９分 休憩 ―

― 午前１０時５９分 再開 ―

【石本委員長】再開いたします。

引き続き、参考人からの意見聴取を行います。

これより、意見聴取を行う参考人につきまし

ては、申し出により、衝立を設置して意見聴取

を行いますので、ご了承をお願いいたします。

併せて、申し出により、氏名についても公表

しないこととしておりますので、ご了承をお願

いいたします。

また、インターネット配信等の取扱い及び報

道への対応につきましては、別紙の取扱いとす

ることでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】それでは、そのように取り扱う
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ことといたします。

それでは、参考人入室ため、しばらく休憩し

ます。

― 午前１０時５９分 休憩 ―

― 午前１１時 １分 再開 ―

【石本委員長】再開いたします。

これより審査に入ります。

初めに、委員長として、一言ご挨拶を申し上

げます。

本日、ご出席いただきました自由民主党長崎

県長崎市第8支部 会計責任者におかれまして

は、お忙しい中、本委員会にご出席いただきま

して、誠にありがとうございます。厚くお礼を

申し上げます。

本日は、大石知事の政治資金等について意見

聴取をさせていただきたく、ご出席をお願いし

た次第でございますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

ここで念のため申し上げますが、呼称につき

ましては、規定により「参考人」という言葉を

使わせていただきますので、ご了承をお願いし

ます。

また、発言される際は、挙手の上、委員長で

ある私が指名した後、簡明に案件の範囲を越え

ることなくご発言いただきますようお願いいた

します。

なお、発言の際は、着座のままで結構です。

また、参考人は、委員に対しての質問ができ

ないこととなっておりますので、ご了承をお願

いいたします。

万が一、質問の趣旨がわからなかった場合に

は、休憩を求めてください。休憩中に質問の趣

旨を確認していただくことといたします。

それでは、まず参考人より5分以内でご自身

のご紹介のための発言を求めます。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 自由民主党長崎県長崎市第8支部

会計責任者をしております。

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

【石本委員長】それでは、事前通告に基づき質

問を行います。

事前通告をされた委員の方でご質問はありま

せんか。

【吉村委員】時間も短いので、直ちに質問に入

らせていただきます。

今日は、ありがとうございます。

第8支部に振り込まれた286万円の件ですけ

れども、これは9つの医療法人から振り込まれ

たわけでございます。そして、その9つの医療

法人の中から、4名か5名は大石知事の応援に振

り込んだんだという証言がとれております。

そういった意味で、この286万円という9つの

医療法人からの寄附が、どうしてこの長崎市第

8支部に入ってきたのかというのが疑問になる

わけですが、会計としてはおかしいなというこ

とは思われなかったのか、お尋ねをいたします。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 一応、なぜこういうふうな形にな

ったのかということを、流れ的なことを皆様に

ご紹介したいと思います。

当時、私の選挙をしているお部屋の席の横が

コンサルタントのお席でした。遊説から戻られ

た県議がそのコンサルタントに呼ばれまして、

なんか打ち合わせを始められたんですね。打ち

合わせを始められた時に、漏れ聞こえた中に、

「県議にしか頼めないんですよ。分裂選挙のた

め、県連の口座が使えないんですよ」というの

が漏れ聞こえてきました。

で、その二人の打ち合わせが終わった時に私
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が呼ばれて、一応支部に入ってくる寄附を県議

の後援会に移し、それから大石知事の方の後援

会の方に移していただけないかというふうなこ

とを、コンサルタントより指示を細かくされま

した。私もちょっと「違法性はないんですか」

ということを念押しをいたしました。そうしま

すと、コンサルタントは、絶対に違法ではない

ので、心配要りませんよということで言われた

んですね。

この方は、いつも私の横で公職選挙法の辞典

をぼんと置いておかれて、いつも何かにつけ見

られていたんです。なので、私もこの人が言う

んだったら間違いないんだろうなと思って、何

も深く考えずにそういうふうなことを、信頼も

しておりましたし、実行に至ったということな

んですね。

実際、県議と私がこのことに関して関わりを

持ったのは、その5～6分の話なんです。なので、

どういうふうな形で法人様の方にアナウンスを

されたとか、というふうなことというのは一切

聞かされておりません。

なので、一応その時に言われた口座をこうい

うふうに移すんだよというふうなことの指示だ

けを私は実行させていただいたということにな

ります。

【吉村委員】わかりました。県連の事務局が使

えない。それから、当時、選対本部長やったの

かな、参議院議員ですね、現職、これも使えな

いと。そういう経緯の中で、自民党県連を使え

ないというのは、分裂選挙だからというので、

今、多少理解ができたというか、なんですが、

その選対本部長も断ってくると、そういう中で

受けれないと。

それで、その県議は、そういう遊説から帰っ

てきて、そういう話をされとる。県議としては、

もうそういうことで、自分のところで受けると

いうふうに理解を、その中身を理解して受けら

れたのか。なので、この第8支部から後援会に

わざわざ移して、それを大石後援会に移したの

かというふうに考えるんですが、その点。その

点がどうだったかというのですね。

それと、もう一つは、それぞれ9法人別々に

全部鉛筆書きでちゃんと記載をされて振込みを

されています。どうしてそういう作業をされた

のか、この2点について、お伺いいたします。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 お答えいたします。

県議は、はっきり言ってあまりわかってはい

なかったと思います。実際、話をしたのが正味

5～6分の話です。私自身も、ちょっとやっぱり

勉強不足だったのか、その辺は、逆に幾つかに

移すことによって違法性がなくなるのかなとい

うふうに実際思ったんですね。すみません、本

当私も素人でよくわからなかったんですけれど

も、とにかく先ほども申しましたが、その9団
体にどのようなアナウンスをしたかということ

は一切わからなかったんです。

ただ、私が後でちょっとお話しようと思って

いたんですけれども、寄附金ですとか、そうい

ったものが入ってきた時にはお礼状、このお礼

状作成を私がしてました。なので、医師会さん

の方にご連絡を差し上げて、銀行の振込の中に

は片仮名でしか名前が書いてなかったりとか、

医療も医だけだったりとかするので、正式名称

がわからなかったんですね。なので、医師会さ

んの方の事務の方にご連絡を差し上げて、正式

なお名前を聞いて、通帳にも書き込みをしたと

いうことになります。

【吉村委員】名前がよくわからなかったので通

帳に書き込みをしたということですね。わかる
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ように9つ、例えばですよ、当初は貸付という

ことでした。まとめて286万円を一本でぽんと

貸し付ければいい話ですが、それぞれ振り込ま

れているというのはなぜかというところをお聞

きしたかった、大石後援会にですよ。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 それについては、やはりどこがお

幾ら振り込んでいただいたかというのは明確に、

寄附金の管理をその時してましたので、明確に

やっぱりしておかないといけないという思いと、

振り込まれたら、一個一個移動してねというの

はコンサルタントの指示でした。

【吉村委員】全てコンサルタントの指示で動い

たということですね。

先ほど、ご答弁の中でお礼状も書いたんです

という話ですが、それぞれ寄附金が入ってきて、

それを大石後援会に移すわけですね。移動させ

るわけですね。それは、例えば当初より大石後

援会への寄附ということをちゃんとわかっとっ

たのか。わからなかったけど、そのコンサルタ

ントの指示によって、大石後援会に振り込んで

くれと言われて指示どおりに動いたのか、その

点について、お知らせいただきたい。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 それについては、寄附だと私は認

識しておりました。なので、寄附をありがとう

ございますということで、お礼状を第8支部で

作成をしてお送りをしております。

【吉村委員】 ということは、その寄附は、県議

の第8支部に寄附をいただいた。おかしいと思

われなかったんですかね。知事選の時に、どう

して自分のところに寄附が医師会から、それも

選挙区外の知らない医師会から入ってくるとい

うことについては、疑問を感じられなかったん

でしょうか、いかがですか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 私としては、疑問は感じませんで

した。といいますのが、やはり違法性がないと

いうのを強く言われておりましたので、そのこ

とばっかりが頭にあって、特に、県議が法を犯

したとか、私が違法に加担したとかというふう

なことは考えませんでした。

【吉村委員】普通は、そういう知らないところ

からお金が寄附金で入ってくるというと、おか

しいなと思うのが、普通かなと思うんですが。

だって、誰も知らないところから、知らない人

が、急に寄附をしてくれるということは、まず

ないことと思いますが、純心素朴であられたの

かなと思いますけれども、いかがですか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 先ほども言いましたけれども、県

議に寄附というふうな認識がございませんでし

た。なので、コンサルタントの方から口座を貸

してというふうな、県議にしか頼めないんだと

いうことをおっしゃられていたので、私の中で

は、もうそういった形でお渡しするんだという

ふうなことでしか認識してませんでしたので、

第8支部に入ってきて後援会に移して、また大

石知事の後援会の方に回すというふうなことは

理解していたので、うちの方に、第8支部の方

に入ってきた寄附というふうな認識はなかった

です。

【吉村委員】 先ほど答弁で、お礼状は第8支部

の名前で出しましたと言われたので、第8支部

にいただいたと思われとったのかなと。そう思

ってなかったのであれば、大石後援会の名前で

お礼状を書くというのが普通じゃないかと思う

んですが、どうして第8支部になったのですか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 このお礼状に関しても、実はコン
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サルタントの方から指示がありまして、着地点

がどうしても第8支部になるので、第8支部のお

名前で出さなければおかしいということで言わ

れましたので、そういうふうにいたしました。

【吉村委員】そのコンサルタントの方の指示が

全てであったと。そういうことで言われるまま

にしたんですということが、言っているお話の

中でわかるんですけれども、それとは別に、最

初質問の中で、「私は寄附と思っておりました」

という発言がございました。それで、最初は、

これは寄附ですと言われたのか。ただただ、医

師会長も選挙でばたばたで、いろんなことを考

える暇がなかったんだとか、臨時の会見で言わ

れておりますけど、とりあえずお金が入ってき

て、それを回してくれと言われて、それは寄附

なのか何なのかわからない。後で、今回、この

収支報告書は後づけばっかりなんで、こういう

事実関係を調べているんですけど。後で寄附と

なりました。いやいや、最初貸付となりました。

それで、その年の年末にもう返金してあるわけ

ですね、利息を付けて。それがその年の年末で

す。年を越えて、本当は、年を越えてじゃない、

この前の一般質問で貸付を寄附ということに、

また変えられたわけですよね。

そうすると、戻すというのがおかしくなると

いう、受け取らなかったんだという後づけの答

えなんですけど、その年の年末にやったことと

比較して考えると、考え方が全然乖離しとるわ

けですね。その点について、貸付を寄附という

ことをどうしたんだと県議は言われましたが、

それは違法性がないというのを確認して同意し

たということですが、やっぱり考え方が全く変

わってくるので、それはおかしいということで

議論にはならなかったのか、その状況をお知ら

せいただければと思います。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 休憩をお願いします。

【石本委員長】 休憩します。

― 午前１１時１７分 休憩 ―

― 午前１１時１８分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 寄附が貸付に変更になったことに

関しまして、これは一切、はっきり言ってアナ

ウンスがなかったんですね、知事の方からは。

で、県議の方にも直接お話があったわけでもな

く、こういうふうにしますというふうなことの

決定事項だけがきたわけです。なので、私も県

議も首をかしげながら、やはり両方とも合わせ

てやっとかないとおかしなことになるので、一

応弁護士さんも入って、そういうふうにしてく

ださいというふうに言われましたので、納得の

いかない状態で訂正をしたというのが事実です。

【吉村委員】 最後にしますけれども、そこで、

その戻った286万円というお金についてですね、

ここに参考人が出した資料がございます。

LINEのやり取りです。

この中で、もう286万円は、県議は、次の年

が県議選でしたから、もうそこの県議選で使っ

てしまいましたと、もう残額はありませんと、

どうしましょうというメールがあるわけですよ、

LINEの。これについては、このLINEのとおり

と受け取っていいのかどうか、会計の立場でお

答えいただければと思います。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 そのLINEのやり取りの時には、そ

ういうふうな流れで、選挙に使っちゃったんだ

というふうなことで、軽く県議もお返しをした

みたいなんですね。私、着地点が286万円が後
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援会なので、実際のところ、帳簿上、やはり帳

簿上は残高になりますから、支払いとして後援

会名義のお支払いですとか、支部と後援会の案

分の通常の支払い、これに関して一応残高から

お支払いをしています。県議について、その286
万円をどうしますというふうなことで問うたこ

とがあったんですけれども、これに関しては医

師会の方と連絡を取り合っておりますと。いつ

でも返せる準備ができているので、大丈夫だよ

というふうに私の方には言いました。なので、

それをいつでも返してほしいというふうなこと

で医師会の方が言ってきた場合は、お返しがで

きるというふうに私は思っています。

【吉村委員】 ということは、後援会の、県議の

後援会の通帳には残高は残っているということ

で理解していいですか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 残高からいろんなものをお支払い

をしているので、少しは使っているんですね。

なので、県議がもし返す場合は、県議が寄附な

り、貸付なりをして、合わせた状態でお返しを

するということになります。（発言する者あり）

不足、そうですね、現在はいろんなもので、や

はり残高からいろんなものを帳簿上は払ってい

きますので、それは減ります。そうしないとお

かしくないですか。別にそれを取っているとい

うことではなく、個人的に持っていらっしゃる

ということです。

【石本委員長】 ほかにご質問。

【宮本委員】参考人におかれましては、本日は

お忙しい中、集中審査にお越しいただきまして

ありがとうございます。

端的に質問させていただきます。

私もいろいろ質問して、なかなか理解しがた

い部分とか、お金の流れがどうなっているんだ

という部分がちょっとあって、非常に複雑なん

ですが、まず確認したいのは、これは確認です。

第8支部の会計責任者である参考人は、286万
円を移された先の県議の会計責任者と同じとい

うことで捉えていいのか、まず確認させてくだ

さい。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 一緒です。私が全部やっておりま

す。

【宮本委員】 ありがとうございました。

質問通告に現在の管理状況ということで質問

通告を出しておるんですが、先ほどの吉村委員

の話もありまして、すみません、私の認識では

286万円が第8支部から県議の口座にいって、そ

れが大石けんご後援会に移った。それを質問が

あったので、また返している状況なんですよね。

この286万円は、丸々当該県議の口座にあると

思っているんですが、そういう認識でいいのか。

丸々あるという認識でいいのか、これも確認さ

せてください。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 はい、残っていると思います。た

だ、それが後援会の通帳ということではなく、

やはり通常の支払いとかがいろいろあるじゃな

いですか、やっぱり。なので、いつでも支払い

が可能な状態の蓄えをちゃんと別に持っていて、

後援会からの支払いは、いろんなものはやっぱ

り時がたてばしていかなければいけないので、

そこからは減っています。

【宮本委員】 ちょっと待ってください。286万
円というのは、そもそも、丸々大石けんご後援

会から当該県議へ移ってきたわけで、それに手

をつけてはいけないんじゃないかなという認識

なんですが。だから、それはそのまま置いとい

て、それを例えば医療機関から返してください
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ねと言われたら、即返せるような状態にしてお

かんばいかん。何も手をつけてはいけないお金

というふうに認識しているんですが、そうでは

なくて、それから使っていっている。当該県議

の活動に使っていっているという認識でいいん

ですかね。ちょっとすみません、確認させてく

ださい。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 そのまま残しているのが一番ベス

トなんですけれども、帳簿上はそういうわけに

いかなくないですか。（発言する者あり）帳簿

上は、毎月の支払いがあったりとか、いろいろ

するので、やはり減ってはいきますよね。なの

で、例えば医師会さんの方から返金してくださ

いと言われた場合は、そこの残高と、県議がプ

ラス、合わせたものをお支払いをしようという。

（発言する者あり）

【宮本委員】 なるほどですね。すみません。お

金に色はついてないので、そうなるんでしょう

けども。そうなれば、結局286万円というのは、

当該県議が使っていって、返してくださいと言

わない限りは、当該県議のために寄附された

286万円というふうになるんじゃないかなと思

うんですが、そもそもは、9つの医療機関から

寄附された286万円は、第8支部に一旦いって、

そもそも先ほどもおっしゃったとおり選挙に対

する寄附というふうに認識をされている。要は、

第8支部に対しての寄附ではなくて、あくまで

もやっぱり選挙、知事選挙に対する寄附として

捉えて、それをコンサルタントの指示で県議に

いって、それから大石けんご後援会にいったの

だから、それを県議の後援会にあるもの、それ

を（発言する者あり）また自民党の第8支部に

戻さないといけないんじゃないかな。すみませ

ん、当該県議の口座に置いておくんじゃなくて、

第8支部に戻して、そこで管理をしなければい

けないんじゃないかと思うんですが、この認識

は間違っていますかね。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 休憩をお願いします。

【石本委員長】 休憩。

― 午前１１時２７分 休憩 ―

― 午前１１時３０分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

【宮本委員】 時間の関係上、すみません、私の

認識としてはそういうふうに考えます。第8支
部に置いておくべきお金286万円だと思うので、

そこはちょっと再度考えていただければという

ふうに思います。

この286万円に関して、大石けんご後援会と

何らかの連絡とかというのは取り合っていたの

かどうか、これについても、その当時取り合っ

ていたのか、教えていただければと思います。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 全く取り合ってません。

【宮本委員】あくまで、やはり選挙コンサルタ

ントの指示でしてくださいということで、違法

性はないということで、参考人もそのまました

という認識でよろしいのか、再度お答えくださ

い。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 そう思います。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【小林委員】 本日はありがとうございました。

ちょっと私は足を痛めておりますから、座った

ままお許しをいただきたいと思います。

端的にね、今、問題になっておりますのは、

この9つの医療法人から献金というか、第8支部

に入金された286万円は、これは大石知事に対
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しての献金なのか、支援なのか、それとも、お

たくの県議に対する支援なのか、これはどう考

えていらっしゃいますか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 私の考えで言いますと、当時のこ

とは、やはり大石さんにだと私は思っています。

ただ、処理の仕方しか私は指示をされていませ

んので、これが、医師会さんがどういうふうに

アナウンスをして寄附を募ったとか、コンサル

タントと医師会とほかの人たちがどういうふう

に話をされたのかというのは一切知らない状況

なんですね。なので、あくまでも、私の個人的

な感情は別として、とにかく処理の仕方でしか

指示がなかったので、そのプラスアルファとい

うのは、実際のところはわからないです。

【小林委員】 つまり、まず、9つの医療法人の

4つぐらいの医療法人の方がマスコミ関係の取

材に答えて、あくまでもこのお金は医師会から

大石知事の、いわゆる大石賢吾さんに対するい

わゆる支援のお金、献金だと、こういう医師会

からのいわゆる何といいますか、お願いで、そ

れに応えたんだと。

だから、第8支部については、県議の顔も、

それから全く関係のないところと、だから、あ

くまでそのお金は大石さんに対する支援だと、

こう明快におっしゃっておりますが、これはあ

なたもそうだからこそ、いわゆる医療法人から

286万円、いわゆる第8支部に入ってきた。それ

を後援会にきれいに集めて、そして、大石さん

のところにそのまま送られていると。そういう

きれいな会計処理をされているということは、

あくまでもコンサルタントからも、あくまでも

この第8支部を経由して、いわゆる医療法人は

大石後援会に入金ができないと、支援するお金

を振り込むことができないと。これは違法にな

ると。だから、違法にならないようにするため

には、第8支部をあくまでも経由をして、この

お金は大石後援会に渡すお金だよと、こういう

ふうな認識をされとったんでしょう。そういう

認識をされとったんでしょう。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 私は、そういうふうに認識してい

ました。

【小林委員】それが当然だと思うんですね。ご

くまともなことで。というのがね、今頃になっ

て、第8支部に対する実は支援だったんだと、

こういう話があることは聞いていますか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 はい、聞いております。なので、

先ほどからずっと言っていますけれども、どう

いうふうにアナウンスをされたのか、寄附を募

ったのかということというのが、全く私どもに

は知らされていなかったので、医師会さんの考

えだったりとか、知事の考えだったりとか、コ

ンサルタントの考えがどうであったかというこ

とについては、実際のところ、私はわからない

です。

【小林委員】 ただね、一般論として、その県議

の顔も知らないと、県議との付き合いもないと、

こういうところから、そうやって企業献金だと

しても、そんな知らないところにお金が振り込

んでくるわけはないと思うんです。あくまでも

目的は、そういうことで大石後援会にとか、大

石知事を励ますための献金だと、こういうふう

に考えるのが普通だと思います。

そこでお尋ねしますが、そのような指示がコ

ンサルタントからあったんじゃないかと。あく

までも286万円が、たまたま9つの医療法人から

きましたけれども、そのお金はあくまでも大石

さんにいわゆる献金するお金だよと、第8支部
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ではないんだよということは聞かれておりまし

たか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 それは聞いてないです。聞いてな

いですけど、知事選の中での指示でしたので、

もちろん大石さんに対しての献金だというふう

に私個人的には認識をしていたと、先ほどから

お伝えしています。

【小林委員】 大体令和4年の2月18日、投・開

票日が2日後の20日ですよ。選挙戦の真っ最中

の追い込みも追い込みも後半の時ですよ。その

時に286万円がやっぱり第8支部を経由して、そ

して後援会に移り、後援会から大石後援会に手

続きをとって処理していただいていると。これ

はあくまでも大石さんのお金だからということ

で、もし第8支部だったら、なんで大石さんの

ところにいくかと。なんで第8支部ということ

だったら、その県議の後援会にとどまることが

なかったんですか。なんで振り込まれたんです

か、大石後援会に。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 休憩をお願いします。

【石本委員長】 休憩いたします。

― 午前１１時３８分 休憩 ―

― 午前１１時３８分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

【小林委員】 ちょっと明快に、あくまでも第8
支部じゃなくして、大石後援会に対する寄附だ

と、こう受け止めておりましたということを確

認をしますが、それでよろしいんでしょう。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 はい、何度も言いますが、私は、

その時は大石知事に対しての寄附だと思ってお

りましたので、そういうふうに後援会、第8支

部、後援会、大石さんの後援会というふうなこ

とでの移しを実行した。これは事実なので、そ

れは認識をしていたと言っております。

【小林委員】わかりました。よくわかりました。

言われたとおりのことをしたということですよ

ね。

そうすると、今言ったように令和4年の2月18
日、選挙戦が20日ですから、知事はこの286万
円の件について、いつ知ったと思いますか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 実際のところ、選挙事務所で大石

さんとお会いしたのって、本当数回なんです。

選挙の時ってほとんど遊説に出ていらっしゃる

ことが多くて、大石さんとお話をしたのも本当

数えるくらいなんですね、選挙事務所内では。

なので、大石さんがその時に認識されていたと

か、そういう話というか、事務的な話は一切し

てないのでわからないです。

【小林委員】 そうすると、最後に、今にして思

えば、コンサルタントから依頼を受けて、県議

が、それがあなたの方に指示がきたと。今、こ

れが大きな問題になっていますね。今、コンサ

ルタントから指示されたことで、これだけ大き

な問題になって、県議も大変迷惑をされている

と思うんです。ここはよくわかりますよ。県連

もだめ、ある参議院議員の方もだめ、どうして

も選対本部長である県議に依頼をするしかない

と、こう泣きつかれて、人のいいおたくの県議

がそれを引き受けたと。しかしながら、これだ

け大騒ぎになって、おたくの県議は本当に矢面

に立たされて、一番悲哀を帯びていると。こう

いうことでございますが、今にして思えば、こ

れを引き受けたこと、これについては、個人的

に結構ですが、どう思っていらっしゃいますか。

正しいことをやったと、これでよかったんだと
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思っておられるか。これをやって相当な迷惑が

かかったと思っていらっしゃるか。それ以外の

こともあれば教えてください。

以上です。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 私、実際検察庁に9回行きました。

9回行って、その間、話が5時間、6時間です。

なので、今日お話することも検察庁でお話をし

て、調書も取って署名・捺印、これもしてきま

した。で、実際のところそういうふうな、普段

何もなければ、そういうふうな経験をしないよ

うな時間も費やしているわけですよね。実際、

今日もこうやって出てきていることも、本来な

らしなくていいことですよね。ですけれども、

実際、うちの県議が、ほんの5～6分、10分程度

の打ち合わせで、そういうふうに口座を貸した

ということで、こういう流れになってしまった

というのは残念に思います。

ですが、その時は、私も含め、勉強不足だっ

たなと言うしか、今、実際はないので、後悔し

ているとかということではなく、やはりいい勉

強をさせていただいたなというふうに思ってま

す。

【まきやま委員】 ありがとうございます。

私の方からは、コンサルタントの指示によっ

て作ったお礼状のデータは残っていますか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 大石さんのデータは、全てUSBに
入れて、大石後援会の方に全部お渡ししました。

当時のやつ、残ってないですね。

【まきやま委員】では、当初は寄附という考え

でいらっしゃった。後に、今度貸付ということ

で契約書を結んだ。その時に寄附だったことが

貸付に変わったということで、286万円が県議

のもとに返ってくるということで、その時はど

ういう会話を県議とされましたか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 この処理方法につきましても、金

銭消費貸借書ですかね、これが県議のLINEに
送られてきました。これを、こんなふうに処理

をするらしいよというふうに見せられて、後日、

大石さんの方の事務の方が収入印紙を貼った状

態で、その票を持って来られて県議の方に署

名・捺印していただいて、一部ずつお渡しする

というふうなことで管理をしていたんですけれ

ども、これについても、ちょっと頭をかしげる

ところはあったんですけれども、そういうふう

な処理をしなきゃいけないんだという状況だっ

たので、そういうふうにしました。

【まきやま委員】そういうふうにしたというこ

とで、今度286万円が県議のもとに返ってくる

わけですね。じゃ、これ自由に使えるね、どう

使おうかとか、そういった話を、県議さんとど

ういう会話をされました、その件について。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 自由に使えるねというふうな話は

してないです、実際のところ。もちろん、県議

が「選挙資金で使っちゃった」みたいなことを

LINEで言っていたのは、私も「変なことを言

わないでくださいよ」というふうに言ったんで

すけれども、これについては、私もちょっとや

っぱり残しておかないといけないなというふう

に思ったので、「もうあんまり使わないでくだ

さいね」というふうには県議にはお伝えしまし

た。

【まきやま委員】 ということは、当該県議は、

私のもとに返ってきて、これは使えると思って

使ったということですね。

その後に、貸付から今度また寄附にというこ

とになりましたよね。その時はどういった会話
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を県議とされましたか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 これについても、事後報告でいろ

いろくるので、これはやっぱり知事と医師会と

うちと「これ三者で会って話をしないといけな

いんじゃないですか」というふうに私は提案を

したわけです。ですが、一向にそういうふうな

ことはなく、知事の方から弁護士さんを通し、

弁護士さんから連絡がくるというふうな方式は、

最初から最後まで変わらなかったです、そのス

タンスは。

【まきやま委員】確認なんですけれども、コン

サルタントの指示で286万円を後援会の方に戻

しますよね。寄附として返してくるわけですよ

ね。それは、コンサルタントが後援会に286万
円を戻してくださいという指示があったんです

か。そして、その後はどうするという指示はな

かったですか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 休憩をお願いします。

【石本委員長】 休憩します。

― 午前１１時４７分 休憩 ―

― 午前１１時４８分 再開 ―

【石本委員長】 再開いたします。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 指示はなかったです。

【まきやま委員】 ありがとうございます。

それでは、選挙の後に、恐らくなんですけど、

そのコンサルタントの人と税理士の方と3つの

箱を用意して、これはこうって振り分けていた

と思うんですけども、それについてはご存じで

したか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 領収書の件については、私も参加

して振り分けをしました。

【まきやま委員】 それは、なぜ3つに分けてい

たんでしょうか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 2つではなかった。確団と、すみま

せん、私が最終的に領収書に携わったのは、選

挙収支の項目別に振り分けをした。家屋費です

とか、人件費ですとか、そういったものの振り

分けをお手伝いをしたのが最後です。

【まきやま委員】 わかりました。

ウグイスさんは、何人ぐらいいらっしゃいま

したか。（発言する者あり）

【石本委員長】 質問項目に入っているのかな。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 私、多分それは選挙時の事務につ

いてのお話をされていると思うんですけれども、

私は事務でも会計責任者と事務の責任者の方が

いらっしゃってて、結局、私がするのは小口現

金の管理が主なんですね。皆さん、選挙ってご

存じじゃないですか。やっぱり皆さん先輩方が

選挙経験者なので、いろんな事務所内で使う文

具ですとか、消耗品とか、お弁当代とか、そう

いうふうな小口でお支払いをする現金について、

私は管理をしていた。なので、ウグイスさんは、

多分長崎は二人いらっしゃったと思います。佐

世保とか壱岐とか対馬とか、そこにも多分いら

っしゃったと思うんですけど、それについては

はっきりわからないです。

【まきやま委員】 以上で、終わります。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【浅田委員】参考人におかれましては、本当に

このような形で、こういうような状況になって

しまうということは非常に大変なことだと思い

ますし、それに勇気を振り絞って、こうやって

真実を少しでも明らかにしたいという参考人と
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当該県議の思いで、この場に来ていただいたと

いうことに関しては、非常に感謝をするところ

であります。ありがとうございます。

その中で、今まで様々な委員が質問をした中

で、ちょっと私が、これは繰り返しになってし

まうかもしれなくて大変恐縮なんですけれども、

わかりにくかったのが、もともとコンサルタン

トから全て指示があってやったと。そこはちょ

っと素人なのでわからなかったというご意見

等々もありました。

で、そもそも論としては、大石知事の寄附だ

と思っていたという参考人と当該県議がいます。

そこから時がこう流れていて、急におかしいと

言われて、結局、貸借の合意が成立していたと

は言えなかったと。それはなぜならば、知事自

身が資金移動の認識をしていなかったと。だか

ら、寄附及びその返金と評価した実態に基づい

てということで、今度寄附になったと。それの

しっかりとした収支の訂正というのは、今年の

8月でありました。

しかしながら、その前に先ほど質問が幾つか

出ていましたけれども、既に県議がほぼこの

286万円を全額使ってしまったというふうなこ

とがあります。使っていいと判断をしたのは、

理由としてが、ちょっと先ほどの質問でわから

なかったんですけれども、使っていいという判

断をしたのには、何かきっかけ等々はあったの

でしょうか。そもそも論の使ってしまった時の

後にいろんな訂正が行われていますので、そこ

を確認させてください。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 休憩をお願いします。

【石本委員長】 休憩します。

― 午前１１時５３分 休憩 ―

― 午前１１時５４分 再開 ―

【石本委員長】 再開いたします。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 お金を使うことに関しては、私が

聞いたのは、またコンサルタントが出てきます

けれども、コンサルタントの方から、「とりあ

えず、県議、使っちゃって大丈夫ですよ」みた

いなことを、多分言われたんだと思います。私

もその場にはいたと思います。

【浅田委員】ということは、やはりこれは寄附

ではなくて、貸付だったからということなのか

何なのかだと思うんですけど、要は、大石知事

への寄附だった。だけど、それが貸付になった。

で、使っちゃっていいよということをコンサル

タントから言われたというのは、一連の本来の

資金の流れからすると、すごく疑問だなという

ふうに、今いま聞いて感じたものですから確認

をさせていただきましたが、使っちゃっていい

よと言われたのは、では、その後コンサルタン

トとのやり取りをしてないとするならば、いつ

の段階でコンサルタントから、その286万円は

県議使っちゃっていいよというふうに言われた

んでしょうか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 私は、そのLINEを見せてもらった

んですよね。「使っちゃってください」みたい

なことが書いてあるLINEを。で、だけれども、

やはり私の中でちょっとしくしくあったので、

「そんなに使わないでくださいね」というふう

に言ったんです。だから、その後、後援会から

は、本当は第8支部に移さないといけないのか

もしれませんけど、後援会からの口座というの

は、ちょっと支払いでずっと使わせていただい

ているという段階で、県議が個人的に使われて
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いるということは、そこからお金を出して使わ

れているということはないです。

【浅田委員】トータルとして、要は選挙費用と

して使っちゃっていいよって、コンサルタント

から言われていたので、ただ、参考人は、それ

は本当に大丈夫かなという心配があったのでと

は言ったけれども、もう全部使ってしまったと

いうことだと思うんですけど。

繰り返しになります。コンサルタントから使

っちゃっていいよと言われたのは、いつの時点

ですか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 すみません。それはもう記憶にな

いですね。

【浅田委員】あくまで、いろんなことがあった

けれども、使っちゃっていいよと言われて使っ

てしまったと。だけど、それを今度は貸借から、

また寄附に変えてくれと。勝手にされてしまっ

たというような、いろんな流れがあったという

ことで、そこは理解したいと思います。

いずれにしましても、本日、このように出て

きていただいて、いろいろご答弁いただいたこ

とを感謝申し上げます。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【坂本委員】 今日はありがとうございます。

ちょっと1点だけ、今のやり取りの中で確認

させてください。

その使っちゃっていいよというLINEなんで

すけど、これ、いつのLINEかという日にちは

確認できますか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 全く確認できないです。というの

が、私が機種変をしてしまって、アンドロイド

からiPhoneに変えてしまって、全てない状況で

す。

【坂本委員】わかりました。大体いつ頃という

のは、記憶の中にはございませんか。

【参考人(自由民主党長崎県長崎市第8支部 会

計責任者)】 契約書を交わした、貸付の契約書

を交わした後だと思います。

【坂本委員】わかりました。契約書を交わした

後ぐらいという記憶ということですね。ありが

とうございます。

【石本委員長】ほかにございませんか。よろし

いですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】ほかに質問がないようですので、

本参考人に対する意見聴取を終了いたします。

参考人におかれましては、本日は大変お疲れ

さまでした。

委員会を代表しまして、お礼を申し上げます。

それでは、参考人退室のため、しばらく休憩

いたします。

― 午前１１時５９分 休憩 ―

― 午後 零時 ０分 再開 ―

【石本委員長】 再開いたします。

これよりしばらく休憩し、午後は1時より委

員会を再開し、長崎県医師会会長への意見聴取

を行います。

しばらく休憩します。

― 午後 零時 １分 休憩 ―

― 午後 零時５９分 再開 ―

【石本委員長】 再開いたします。

これより意見聴取を行う参考人につきまして

は、委員からの質問に対して、パネルを用いて

発言したい旨の申し出があっておりますので、

ご了承をお願いします。

それでは、これより審査に入ります。
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まず初めに、委員長として一言ご挨拶を申し

上げます。

本日、ご出席いただきました長崎県医師会、

森崎会長様におかれましては、お忙しい中、本

委員会にご出席いただきましたことに対しまし

て厚くお礼を申し上げます。

本日は、大石知事の政治資金等について意見

聴取をさせていただきたく、ご出席をお願いし

た次第でございますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

ここで念のために申し上げますが、呼称につ

きましては、規定により「参考人」という言葉

を使わせていただきますので、ご了承をお願い

します。

また、発言される際は、挙手の上、委員長で

ある私が指名した後、簡明に案件の範囲を超え

ることなくご発言いただきますようお願いいた

します。なお、発言の際は着座のままで結構で

ございます。

また、参考人は、委員に対しての質問ができ

ませんので、ご了承をお願いいたします。

万が一、質問の趣旨がわからなかった場合は、

休憩を求めてください。休憩中に質問の趣旨を

確認していただくことといたします。

それでは、まず参考人より5分以内で、ご自

身の紹介のための発言を求めます。

【参考人(長崎県医師会会長)】 私は、長崎市内

で産婦人科の有床診療所を開業して理事長をし

ております森崎正幸です。役職は、長崎県医師

会長と長崎県医師連盟委員長です。以上です。

【石本委員長】それでは、事前通告に基づき質

問を行います。

事前通告をされた委員の方で質問はありませ

んか。

【吉村委員】 今日は、お忙しい中、ありがとう

ございます。時間もないので、早速質問に移ら

せていただきます。

9つの医療法人から合計286万円寄附をされ

たと、これが迂回献金に当たるのではないかと

いう疑義が持たれているという件での質問でご

ざいます。

これについて、その当時、選対本部長であっ

た県議、ここの後援会口座、それから第8支部

というこの2つの口座を使って、最終的に大石

知事候補者の後援会の口座に資金が移動された

ということでございます。

この動きについて、医師会長は、当初よりそ

ういう動きになるということはご存じでした

か。

【参考人(長崎県医師会会長)】 それについて

は、私どもは最初からは存じておりません。

【吉村委員】 それについて、当初、医師会から

発出された大石知事候補に対する支援というこ

とについてのお願いの文書がございます。その

文書が、この9つの医療法人にもいっておった

のではないかと思いますが、それについての認

識が参考人にはございましたか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 長くなります

が、選挙の経緯からちょっと説明させてもらっ

てよろしいでしょうか。

【石本委員長】 簡潔にお願いします。

【参考人(長崎県医師会会長)】 私どもが寄附を

お願いした経緯については、皆さんご存じのよ

うに、2021年の12月20日に大石氏が記者会見を

して出馬表明をしました。そして、その数日後

に私は、県の医師連盟の支部長、13あるんです

が、それぞれがそれぞれの医師会長です。長崎

市医師会長、諫早市医師会長、その13支部の

方々に、私は推薦したいけれども、いかがかと

いうことで、単独では推薦できないものですか
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ら、お伺いしました。そして、その結果は、ど

この誰かわからないのに、とても推薦できない

というのが半数以上の意見でした。名前も知ら

ない。

そんな中で、じゃ、資料をお配りしますので、

29日に自民党の委員会で推薦を決めるという

ことになっていますので、28日にもう一回会議

をしますということで、案を練っていただきま

した、それぞれの支部でですね。

その結果、1支部が反対、これはもう現職に

お世話になっているから。1支部は保留という

ことで、11支部が賛成ということで、推薦を決

めたのが28日で、29日に自民党県連にお願いし

て、自民党県連の推薦をいただきました。

我々は、自民党県連の推薦をいただかない限

りは、大石さんの選挙はないということに決め

ていましたので、推薦をいただいたことで、じ

ゃ、選挙をやろうということになりました。

その当時の後援会というのはないんですね。

それで、1月4日に一応、名前だけの後援会とい

うのができています。代表者名が大石賢吾、も

ちろん会員はいません。

そこで後援会ができて、1月14日の日に選対

本部を開きました。その選対本部というのは、

大石後援会と自民党県連との合同会議です。こ

れがそのパネルになりますが、大石後援会はも

ちろん私が会長で入るわけですけど、自民党の

県連の方からは、当時の幹事長、政務三役も入

っていただきました。多くの県議の方も参加し

ていただきました。

その中で、まず最初に私が質問したのは、「こ

れは一体誰の選挙ですか」ということを聞きま

した。そうしたら三役の方が、「これは自民党

主体の選挙です」ということを言ってくれまし

た。それは非常にうれしかったです。自民党と

して戦えるということです。我々は、長崎県医

師連盟は、これまで政権与党たる自民党とずっ

と選挙をやってきましたので、じゃ、やりまし

ょうということで選挙を始めることになりまし

た。

資金面は、我々がやはり長崎県医師連盟、薬

剤師連盟、看護連盟で、ある程度資金面を負担

しようということで動き始めたわけです。

1月21日に、県医師連盟13支部の支部長に、

委員長に寄附の依頼をしました。それぞれが個

人の献金がきていたわけです。多くの個人から

の寄附をいただきました。その中に、やはり医

療法人、団体から寄附を出せないかという問い

合わせがあったのは1月の25～26日です。それ

で、26日以降にそれぞれ1つずつの医療法人か

ら申立てがあったところにファックスをお願い

して、先ほど吉村委員からお尋ねがあったよう

に9つの医療法人に、こちらの指定口座を示し

て、それが当時の選対本部長の第8支部の口座

だったわけです。

それについては、我々は、これはもう法人で

の口座は難しいんだな、寄附は難しいんだなと

諦めていたところに、選対本部の方から、ここ

の口座を使ってもよろしいですよという返事を

いただいたので、じゃ、そこに振り込みましょ

うと。

我々は、選対本部でやるということを、選挙

決めていましたので、そこに寄附をしようとい

うことでお願いしたのが、その経緯です。9つ
の医療法人にそれぞれ、日にちは違います。26
日以降、2月15～16日までに、それぞれの医療

法人にお願いをして振り込んでいただいたとい

うことになります。

以上です。

【吉村委員】そういった経緯は今の話でわかる
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んですが、団体からの寄附というのができない

ので、その受け皿を探していたと。それが、本

来であれば自民党県連ということになるんだろ

うと思う。

しかしながら、その前段でですね、参考人は

おっしゃいましたけど、自民党県連として最終

的には決定していなかった。選対本部までは決

定しとったわけです。でも、最終的な総務会で

決定をしていなかった。ですから我々は、両方

に推薦なしで、お二人の候補者を、それぞれ自

分たちが思うところで応援をしていくというこ

とでいいんではないかという当時幹事長の話

で、それを信じて活動をしておったわけですが、

後になって聞くと、そうやって自民党県連から

推薦を受けたんだ、だから、そういう活動がで

きたという話を聞くと、これは自民党県連も一

緒になって、そういうことをやっとったんだな

ということを今さらながらに思いますけれど

も、それは果たして正常な形だったかなという

のは、我々の反省も入るところですが。

そういうことで、今の話ですが、この前の知

事と合同の記者会見、合同じゃないですけれど

も、お隣に座られとった。その時に、どうして

第8支部、長崎市第8支部に振り込まれたか、今

の話で、そこを指定されたからということです

が、当然多少の違和感はあるはずなんですが、

選挙でばたばただったから、わからなかったと

いうことですが、その話の中で、県議さんたち、

自民党県連、一生懸命やってくれておりますと。

それで、「長崎県央、佐世保、どこもそうです

が、手弁当で選挙活動をやっていただきよると、

その経費として使われるんだと私は理解してい

ました」というふうなお話をされております。

ここで、長崎県央、佐世保というふうに言わ

れると、どうして第8支部に振り込むというこ

とになるのか、その妥当性が問われてくるわけ

ですが、その時点で参考人は、それでいいのか

なというふうな感じは覚えられなかったか、お

尋ねいたします。

【参考人(長崎県医師会会長)】 先ほどの自民党

推薦の件ですけど、我々は1月10日にきちっと

した推薦状をいただいております、県連会長名

で。当然推薦していただいたものと我々は信じ

ておりましたし、いまだに信じております。で

すから、何ら我々はそれは悔いはありません。

我々は、我々として自民党県連と一緒に選挙を

したということです。

今、佐世保という名前がたまたま出ましたが、

私は県下全体でという意味で言ったので、この

対策本部の中に、第1選挙区支部、第2選挙区支

部、第3選挙区、第4選挙区の責任者と書いてあ

るんですが、こういうふうに県内のそれぞれの

地区に責任者をつくって我々はやったわけで

す。個人名は挙げておりませんが。ですから、

全県下で我々は自民党とともに戦うということ

でやったわけですから、当然選対本部で使われ

るということで、たまたまその支部が選対本部

長の支部の口座だったというだけで、我々はこ

こで使われるべきものだと信じておりました

し、そうだと思っておりました。今までも、今

でもそう思っておりますけれども、ここで使う

べきお金だったんだろうというふうに思ってお

ります。

【吉村委員】おっしゃることはわからんことも

ないんですが、私の立場もございます。自民党

県連が決めたことは正しいんだと言われれば、

応援される方にとってはそうかもしれません。

私にとっては、それはおかしい、となるわけで

すが。

それは別として、まあそういうことで、県全
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体で使われるものだろうというふうなお話でご

ざいますが、先ほど、その当該県議の後援会の

会計責任者が参考人でお見えになりました。そ

の方のお話では、その一連の流れについて、当

然大石候補の後援会に振り込むべきものと考え

ていました。それは選挙コンサルタントからそ

ういう指示を受けました。それで第8支部で受

けて、それを後援会に移して、県議のですね、

それから大石後援会に移動したというふうにお

答えになられたんですよ。

その会計責任者の方のお話について、参考人

はどのように思われますか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 私どもは、これ

までもいろんな議員の方に寄附をしてまいりま

した。衆議院選挙であり、県議会議員選挙であ

り、その中に、もちろん支部に入れたお金もあ

ります。後援会に入れたお金もあります。いわ

ゆる個人献金と、団体です。

皆さん、もう釈迦に説法というか、先生方は

ご存じだと思うし、我々の会員の中で、これす

ら知らない方もいるんですが、我々医師連盟の

委員長はご存じだと思いますが、団体から後援

会には入れられないということは知っておりま

した。ですから、これまでも議員さんに、私ど

もは支部に入れていますし、後援会にも入れて

います。その先のお金の流れは一切関係ありま

せん、我々には。向こうの勝手ですから、向こ

うの都合ですから、何に使っているかもわから

ないです。

だから、その議員さんたちが、後援会と支部

で行ったり来たりするのか、それも迂回なのか

どうか、よくわかりませんが、我々はそこは一

切関知するところではありませんので、要は支

部、後援会までのお金の集め方が我々の仕事だ

と思ってやっておりました。

以上です。

【吉村委員】最後にしますが、そのように言わ

れると、後のことは知らないと言われれば、や

る方はそうかもしれませんが、第三者的にとい

うか、一般的に見て、やはりその形が最終的に

おかしいということになれば、やっぱりそれを

最初に企画したところにも責任が及ぶのではな

いかと思ったりもします。やっぱり「やるはや

ったは、後は知らないので、私たちは」という

ことにもいかないんだろうと。ですから、先ほ

ど申したように、県議の第8支部の会計責任者

も、そういう流れであったという認識を示され

ておりました。

そうすると、その形は、その疑義がもたれて

いる迂回献金の形になってしまうわけです。で

すから、その当時わからんということであって

も、結果的にそのような形になると、責任とい

う話にもなってくるのではないかと思います。

それから、最後にしますが、そのようになる

と、第8支部に寄附をしたと、もうその後は知

らないということになるというお話でございま

すが、その9つの医療法人の1つが大変怒られた

と、どういうことかということでですね、中身

はもうご存じでしょうが。それで、その1つの

医療法人の、怒られている方のところにご挨拶

に行くようにという指示のLINEあたりが残っ

とるわけですよ。そういうふうに支持をした、

知事がですね。1つの法人ですよ。9つの医療法

人の中の1つですね。それで、そういうことの

動きを見ると、認識としては、知事の後援会に

寄附を受けたものだという認識があったという

ことになるわけですが、結果的にですね。

参考人としては、そこはやっぱりあずかり知

らぬと言われるのか、そういうことを招いたと

いうことの責任というのもあるのではないかと
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考えられるのか、お知らせをいただけませんか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 休憩をお願いし

ます。

【石本委員長】 休憩いたします。

― 午後 １時１８分 休憩 ―

― 午後 １時１９分 再開 ―

【石本委員長】 会議を再開いたします。

今の件に関して、何か答弁はありますか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 私は一切知りま

せん、知事が指示したとかということについて

はですね。

私は、その医療法人に、8月ですかね、お伺

いして説明をしてきました。それは、なんで行

ったかというと、取材攻勢があって迷惑をかけ

たからです。9つの医療法人に、すごい勢いで

取材攻勢があっていました。それが大手の新聞

記者、あるいは地方紙も含めてですね。それで、

説明と謝りに行きました。

そこで同じように怒っておられました。なん

で怒っていたかというと、自分は大石に寄附を

したのに、会っても知らん顔している。それは

どういうことかというと、知事自身は、そこの

医療法人から寄附があったことを存じなかった

んだと思います。私どもだったら知っているは

ずなんですけれども。それで、私も知りません

でした、その額についてはですね。後日わかっ

たわけで、その当時、全く知らないです。

ですから、第8支部に結構多額のお金が入っ

ていたんですが、私も知らなかったし、知事も

知らなかったので、その医療法人に説明したの

は、今のこの個人からは支部にはできません、

いやいや、個人からは後援会にできるけれども、

団体からは後援会にはできないんですよと、そ

れで我々としてはこういう手続を踏んだんです

よと言ったら、「ああ、そうだったんですね」

と納得されました。

以上です。

【宮本委員】 宮本です。本日は、参考人、お忙

しい中、お越しいただきまして、誠にありがと

うございます。

幾つか質問をさせていただきます。先日、緊

急の知事との記者会見をなされていらっしゃい

まして、非常に長時間だったと記憶しておりま

す。大変申し訳ない、私もつぶさにその内容を

確認しておりません。既にその記者会見の中で

おっしゃっていただいたのかもしれませんが、

確認の意味も踏まえて、改めてお聞きさせてい

ただきます。

時系列で、先ほど参考人から、9つの医療機

関に至るまでの経緯のお話がありました。これ

は9つの医療機関を指定したという言い方が適

当なのか、要は医師会に加盟している医療法人、

多く集めるのであれば全員に求める方がいい、

より一層集まるのではないかと思いますが、こ

れはあえて9つの医療機関を絞って、要は一本

釣りでしたということではなくて、その9つか

ら求めがあったからお願いしたという認識でい

いのか、その9つの医療機関に対応する捉え方

を教えてください。

【参考人(長崎県医師会会長)】 我々が、いろん

な伝達事項をする時は、そこの会長、いわゆる

13支部の会長、委員長を通じてやります。13支
部の委員長に、寄附のお願いということをやっ

て、そこの支部から全会員に通達がいきます。

ですから、お願いは全ての医療機関にいってい

ます。それで、個人献金は、その団体からの寄

附の数倍、10倍近く集まりました。で、医療法

人からはほとんどこなかったんです。申し出が

あったのが、その9つだけということです。
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どういう意味かというと、医療法人の中には

立場があります。先生方はご存じだと思います

けど、それぞれが県にお世話になっていたりと

か、そういうことがあって選挙も動けない。選

挙も本当に動いてもらえなかったです。我々は

挨拶に行きましたけどね。

そういう状況ですから、申し出があったのが

9つの医療法人ということになります。

【宮本委員】 ありがとうございました。

また、第8支部の方に、本部からここに振り

込んでくださいという形で指示があったという

ことですが、これは、すみません、確認ですが、

どなたからの指示でここにというふうにあった

のかを教えてください。

【参考人(長崎県医師会会長)】 どなたからの指

示かというのは全く覚えていませんが、選対本

部と連絡を事務局ととっている中で、選対本部

の方から「ここにお願いします」という連絡が

ありましたということを私は伺っております。

【宮本委員】 わかりました。それは、要は選挙

コンサルタントかどうかというのは把握できな

いという認識でいいのか、再度お願いします。

【参考人(長崎県医師会会長)】 そこは、全く私

は、コンサルタントとは、選対本部の会議で数

回会ったんですが、それ以上の会話というのは

あんまりないので、直接選対本部じゃなくて、

選挙コンサルタントにいろんな指示を受けたこ

とは、私はありません。選挙のやり方は聞きま

した。どういうふうな形でやります、あるいは、

経費はこういうふうに使われます、その中で全

戸ポスティングというのを一生懸命強調された

んですが、いろんなことをやっぱり考えておら

れました。

それで、この寄附金についての指示とか、そ

ういうのは全く私は受けておりませんし、それ

は全く知りません。

【宮本委員】わかりました。選挙コンサルタン

トから、そういった指示があったというわけで

はなく、数回お会いして、いろんなお話はした

けれども、これについてはなかったという認識

で承知をいたしました。

9つの医療機関から集まった286万円は、9つ
の医療機関の皆様方は、もちろん、知事選で頑

張っていただきたいという思いで寄附をされて

いたと認識しているんですが、実は、午前中の

集中審査でもありまして、参考人の方にいろい

ろお尋ねをいたしました。

この286万円、今現在、第8支部から送金があ

った当該県議の後援会にあるという状況であ

り、そこでいろんな形で支出等もあっているよ

うですが、最終的に選挙で使われる、使ってい

ただきたいというこの286万円が、今現在、当

該県議の口座にあり、そこから何かしらの経費

に使われているという現状を、これはいかがな

ものかと思うんですが、これについて参考人、

いかがお考えでしょうか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 その点について

は、私は全く存じておりません。今、第8支部

にどれくらいのお金があって、それが何に使わ

れているかは存じ上げておりません。

私どもはあくまでも、2月3日公示の2月20日
の選挙で使われるお金だと思って、そこに入れ

たわけですから、それ以降のことは、第8支部

にも確認しておりませんし、それが今どうなっ

たか。先ほど吉村委員から、後のことはどうで

もなっていい、あとは知らないでいいのかと言

われましたけど、我々はあくまでも選対本部で

使うお金だということで、後は知らないじゃな

いんです。選挙でしっかり戦うということで集

めたお金ですから、そこで使われるべきお金だ
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ったというふうに理解しております。

以上です。

【宮本委員】ありがとうございます。やっぱり

そういう認識である。しかしながら、使ってい

るのは選挙ではなくて、結果的には当該県議の

ところにあるというのはちょっと、すとんと落

ちないんですよね。何かそこがちょっと腑に落

ちなくて。そうであれば、もっと追及をして、

なんで選挙に使ってくれないんだって、皆さん

から集めた大事な大事な寄附金なんだぞという

のを、参考人の立場として、9つの医療機関の

方の思いも踏まえておっしゃるべきではないか

と私は考えるんですが。

もちろん第8支部に献金をして、それがどう

使われようかというのは選対本部にお任せす

る、それはそれで一つの考え方としてあるとは

思うんですが、しかしながら、その先の使われ

方、せっかく寄附していただいた9つの医療機

関のことを考えれば、そこは追及をしていきな

がら、参考人としても、なぜ今そこにあるのか

というのを確認をし、ちょっと突き詰めていく

必要があるかと思うんですが、改めての質問に

なるかもしれません、この考えについていかが

でしょうか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 支部の政治資金

の報告書というのは見たことがないので、私も

何とも言えませんが、今後見たいと思います。

ありがとうございます。

【宮本委員】ぜひ確認をしていただきたいと思

います。どういった流れで、お集めになった寄

附金が今どうなっているのかというのは、この

流れというのは非常に大事であろうと私は考え

ますし、ちょっと繰り返しになりますけれども、

9つの医療機関としても、選挙に使っていただ

くために出したんだというお金が、今は県議の

口座にあり、そこから何かしらの経費で落とさ

れていくという現状を考えれば、何のために寄

附をしたんだろうという考えになっていらっし

ゃる医療機関もあるんじゃないかなと思いま

す。そこは非常に重要なところであろうかと思

いますので、そこは参考人としても、リーダー

シップをとっていかれるお立場とすれば確認を

していただいて、原因究明をしていただきたい

というふうに考えております。

これを行動に移していただけるかどうか、最

後にお聞かせください。

【参考人(長崎県医師会会長)】 その報告書につ

いては、しっかりと見たいと思います。

【宮本委員】ありがとうございます。つぶさに

ご確認をしていただきますように、よろしくお

願いいたします。

以上です。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【坂本委員】今日は、本当に参考人におかれま

しては大変お忙しい中ありがとうございます。

委員の坂本と申します。

2点お尋ねいたします。

まず1点目は、当時ですね、この寄附を相談

をしてするというのが大体1月ぐらいなのかな

と思うんですけれども、その当時ですね、これ

当時は予定候補たる大石知事なんですけれど

も、この大石知事から、例えばそういう依頼を

受けたりとか、あるいは医師連盟として、こう

いうふうに各13支部に寄附を、何というんです

かね、募集をするというふうなこと等のやり取

りというんですかね、知事から、少し金銭、物

心両面での支援を、要請を受けたりとかですね、

そういったものを含めたやり取りというのがあ

ったのかどうか、そこら辺ちょっとお聞かせく

ださい。
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【参考人(長崎県医師会会長)】 今言われたこと

は、質問の意味はよくわかりませんが、私が、

まず、その出ようということを21年の12月20
日に言いました。そして、推薦をいただいてい

るのは12月29日です。その時に知事と会って、

「選挙には金がかかるから、これはみんなで寄

附しないといけない。まず、あなたが借金をし

てくれ」と言ったのは私です。そうしないと集

められません、お金なんて。候補者本人がゼロ

円で選挙なんか戦えるもんじゃないですよ。や

っぱり我々はずっと今までも選挙をやってきて

いますので、本人の資金がまずないとだめです。

それにプラスして我々がやるわけです。ですか

ら、借金させたのは私です。あとは我々が集め

るからということで、知事から頼まれたことは

一切ありません。彼は、選挙は素人だし、私の

方が、むしろまだ少し知っていたかもしれませ

ん。

以上です。

【坂本委員】ありがとうございます。知事から

は依頼されてないけれども、やっぱり自らはそ

れなりに自分でお金を出してしないと選挙はで

きんぞと、あるいは、その選挙のための寄附も

なかなか集めにくかよというふうな、そういう

やり取りをされたということですね。理解をい

たしました。

そういう意味でいきますと、個人の寄附だと

か、団体の寄附だとか、今、会長が言われたよ

うにルートがいろいろあるというふうなこと

で、確かに団体、法人については、いわゆる政

党の支部にしかできないというそういう縛りが

ありますので、そういうのを考慮された上で、

今回、9法人については自民党長崎市の第8支部

に寄附したというふうなことだろうというふう

に思います。

ただ、今回の286万円の、特定寄附ではない

かとか、迂回献金では、寄附ではないかという

ことで疑義があって、こうやって委員会の中で

もいろいろご意見を聴取させていただいている

わけなんですけれども。やっぱりどうしても県

民の皆さんにとっては、この支部を経由して選

対長たる県議の後援会、そして大石知事自身の

後援会というふうに、こう流れとしては非常に

ですね、いわゆるそういう特定寄附とか迂回と

いうですね、そういう疑義がどうしても払拭で

きないというところがあるわけなんです。

そういう意味からいいますと、今言われまし

たように、やっぱり選挙はそれなりのお金がか

かりますから、そういう意味でいきますと、や

はり選挙にきちんと使ったんだと、先ほど宮本

委員からもありましたように、そういうふうに

流れを明らかにしておく必要が本当はあるんじ

ゃないかなって思うんですね。

そういう意味でいきますと、今回、6月定例

会で議員から指摘を受けて、これは貸付ではな

くて、貸付はやっぱり知事と議員との関係の中

ではおかしいだろうというふうな指摘があって

ですね、寄附にしたわけですよね。そうすると、

その寄附というのが、やっぱりそういう疑義が

ありますので、その寄附で訂正をしました。大

石知事自身がですね。これは後援会の収支報告

書なんですよ。大石知事の後援会の収支報告書、

これを8月2日付で訂正したわけなんですよ。

そうすると、本来であれば選挙の収支報告書

を訂正するというのが、会長の思いからすれば

自然の流れなんですね。ところが、そうなって

ないというところに、私たちも含めてそういう

疑義がどうしても残ってしまうということにな

っているわけですね。

そこのところについて、先ほど宮本委員から
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のご質問に対して、ちょっと調べてみますとい

うふうなことでありましたけれども、そこら辺

について、私が今言ったことに対する認識と会

長さんの認識というのが一致しているのかどう

なのかなというところ、そこをちょっとお答え

いただけますか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 寄附、貸付、そ

のようなことは、私の頭の中では全く想像つか

ない世界です。ですから、その世界で寄附にし

た、貸付にしたという議論については、いまだ

に理解できなくております、私は。

ですから、あくまでも私が会員にもお願いし

たのは、法人からは支部に、個人からは後援会

に寄附ができますから、それでお願いしますと

いうことしかやっていないので、その先の動き

については、先生方はよくご存じなんでしょう

けど、私の頭の中では全く想像つかない世界な

ので、寄附なのか、貸付なのかということにつ

いては全く、私が論ずることはできないと思い

ます。

以上です。

【坂本委員】 わかりました。

ただ、寄附は、問題はですね、貸付とか、結

果的に寄附で処理した後に、しばらくたって貸

付に変更しているわけですよね。それを今年の

6月議会で指摘されたんですよ。それは会長が

言われるように、その後の問題ですから、会長

自身とか医師連盟、医師会員の方には、そこは

わかるはずがないというのはよくわかります。

ただ、寄附をするということですから、その

寄附の流れというのかな、そこをですね、本来

であれば選挙運動の収支報告書、そこにきちん

と寄附として記載があって、それを収支報告書

で全部書いているというのがですね、そこがき

ちんとなっとけば、今回の疑義、私はなかった

んじゃないかなって思うわけなんですよね。

そこで、後援会で受けたとかいう、後援会で

受けて、それをさらに貸付に一旦するというで

すね、そこら辺は、これまでのいろんな話の流

れによりますと、いわゆる選挙コンサルタント

の方がそういう指示をしたというふうなことな

んですけれども。

今日の午前中の第8支部の会計責任者の方の

話も、やっぱり自分としては、当然この選挙に

使うものだというふうなことで認識をしていた

というふうにはっきりおっしゃっていましたの

で、そういう意味でいきますと、今回のこの問

題は、やはり本来であれば後援会ではなくて、

選挙運動の収支報告書、ここにきちんと記載す

べきではなかったかというところについて、ぜ

ひ、会長さんもぜひ認識を深めていただきたい

と思いますし、それはもう既に選管のホームペ

ージで、パソコンがあればクリック一つでぱっ

と出てきますので、ぜひそこのところを、これ

は質問にならなかったですね、すみません、お

願いといいますか、そういう認識をぜひ持って

いただきたい。それがなければ多分、こんな疑

義はなかったんじゃないかなというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。

【浅田委員】参考人におかれましては、本当に

お忙しい中、お時間をとっていただいたことを

感謝申し上げます。

そして、私としては、私の立場としては、常

に自民党県連に関して様々なご支援をいただい

ていること、これはやはり参考人を含め、参考

人の皆様方が所属しておられる団体が、長崎県

のために、ひいてはしっかりした政治をつくる

ために、そこにはやはり先ほど来から参考人が

おっしゃっているとおり、かかるべきものはか

かると、そういった思いで常にご支援をいただ
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いているものだと感じております。

また、それを私どもも、普段の場合には、き

ちっと適正にちゃんと処理をさせていただいて

いるということだと思います。もちろん寄附し

ていただいた方が、寄附が1円、1円どこまでど

う使われたということは、もちろん私も寄附い

ただきますけど、皆さん存じ上げないと思いま

す。ある一定のことはご説明をしますけれども。

ただし、今回これがなぜこのように問題にな

っているかというと、適正ではないことがいっ

ぱい、その経緯の中で行われてしまった。寄附

になったり、貸付になったり、また寄附になっ

たりというようなことが問題だったのではなか

ろうかなというふうに思っております。

正直、私たちとしては、今後もしっかりとご

支援をいただきたいという思いがありますの

で、それを踏まえた上で、ご質問をさせていた

だきたいんですが、午前中に第8支部の会計責

任者の方は、もともとは口座を貸して、それを

大石後援会に貸すという認識だったというのが

ありました。そういったところで、参考人たち

はなかなかそこまで全てを把握できていなかっ

たというお話でした。それが1点。

その後に今度はじゃ、宮本委員からもありま

したが、その286万円は参考人たちが意図して

いた選挙ではないところの選挙で使われてしま

ったと。もうほとんど残っていないというお話

がありました。それも、コンサルタントからは

「使っちゃってください」と言われたので、使

っちゃいましたというようなことがやっぱりあ

ったんですね。

こういうふうになると、私たち政治家として

も、やはり全て疑いの目で見られるのは今後も

非常に残念なことでありますから、やはりもっ

ときちっと制度設計をしっかり我々もしていか

なければいけないなと思うんですが、そういう

それぞれの言い分の違い性というかですね、口

座を貸していたと言われることだったりとか、

当然本当は知事選を応援していたことが、そう

じゃないことに使途をされたということに関し

て、いま一度、率直にどのようにお考えかとい

うのを教えていただき、また今後、どういうふ

うにしたいかということを再度教えていただけ

れば幸いです。

【参考人(長崎県医師会会長)】 私、坂本委員が

言われた、選挙の中で使われるべき、それは選

挙運動収支報告書に記載をするべきことであっ

た、それは私も賛成しますし、そのとおりだと

思います。

それで今、浅田委員からもありましたように、

口座を貸してという考え方というのは、私の頭

の中では、本当に思い浮かばない知恵で、それ

こそ、これからいくと、まるで迂回ですよね。

ですから、我々はあくまでも、口座を貸して

動かすとか、そういう知恵は全くないんですね。

それで、我々はもう常に、選挙では例えば第1
選挙区の支部長選び、第2選挙区の支部長を選

ぶ時もそうですけど、その候補者の方の話を聞

いていて、必ず質問されるのは「地盤・看板・

カバン」ですよね。「あなたは、お金幾ら持っ

てますか」というところまで踏み込んで聞かれ

ます。それは聞いていたので、私は、常に候補

者に対しては、「あなたの地盤はどこですか」

とか必ず聞くようにしています。例えば今回、

衆議院に出たい人とか、あるいは知事選に出た

い人には聞くようにしております。

ですから、集めたお金については、今、浅田

委員が言われたように、やっぱり適正に処理し

ないと、今回の自民党の惨敗みたいになってし

まうと思いますので、それは今後、私らもしっ
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かりと注視し、我々が注視しないと、一般国民

の人ではなかなか注視できないところかもしれ

ませんので、注視していきたいと思います。あ

りがとうございます。

【浅田委員】ありがとうございます。私たち自

身も、やっぱり様々な方面で注意をしていかな

ければいけないというのは、我々政治家自身も

そのような感じだと思います。

そういう意味において、もともと参考人たち

が寄附したものと違った使い方を、この286万
円もされてしまったということに関しては、そ

の行き先はなかなかわからないというのはある

と思います。

午前中は、今はお金はないけれども、どこか

しらから都合をつけてでも返したいと。返して

と言われれば、お金を用意してでも返すのでは

ないでしょうかというお話がありましたけれど

も、このあたりに関してはどのように思います

か。

【参考人(長崎県医師会会長)】 実は、ここ数か

月、第8支部の会計責任者とはお会いしたこと

はないので、その内容について、一切、私も関

知しないし、知らないことなんですが、どう使

われたとか、そういうことについては、本当、

我々はなかなか知る余地がないんです。それで、

こういうところでどんな議論がされているのか

も、よく私も理解していないんですが、収支報

告書も見たことがないし、今後は見ないといけ

ないんですが、実際、私個人的な見解で言わせ

ていただくと、当時の、2022年の2月3日から20
日の間の選挙でしっかりと使っていただくべき

お金だったというふうに思っていますし、それ

以外には使うべきお金ではないだろうというふ

うに思っていますし、私は、会計責任者とずっ

とやり取りしている中で聞いていたのは「赤字

ではありませんか」ということだけ聞いていま

した。「お金は足りていますか」、それだけで

す。だから、何に使ったということではなくて、

本当にお金が足りない選挙だったんです。だっ

て、支援団体が3団体しかないんですから。現

職の方には2,000団体ぐらいついていたわけで

すから。そんな中で赤字は残したくない。勝つ

ともあんまり思っていなかったので、負けた時

に借金だけ残ったんじゃ、かわいそうだなとい

うのがあったので、やはり我々としては最低限、

借金は残さない方向でというふうに。もう2,000
万円借金をさせていましたから、私は。ですか

ら、これ以上のお金は借金させたくないという

のがあったので、そこだけ聞いていました。だ

から、使い途については本当に存じ上げません。

以上です。

【浅田委員】ありがとうございます。確かに参

考人をはじめ、寄附をしてくださる様々な団体

の方は、我々政治家を信じて、その政治家の思

いが、長崎なり国を変えるために寄附をしてい

ただいているものだというふうに私も思ってお

ります。それをどう使うかというのは私たちの

問題でもありますし、せっかく寄附をしてくだ

さった9団体の方にとっても残念な形になって

いるということは、今後、この後、知事も参考

人として出てきていただきますが、自分で借金

をして自分で返すという覚悟がないと政治はで

きないと、先ほど参考人がおっしゃったとおり

だと思いますので、そういうことも含めて、ご

本人の考えもまた聞かせていただければと思い

ます。ありがとうございました。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【まきやま委員】 ありがとうございます。

私からは、まず、寄附の申し出があった9医
療機関のことなんですけれども、この9医療機
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関の寄附の申し出先は、大石後援会に寄附をし

たいということだったのか、それともまた自民

党の方に寄附をしたいとおっしゃっていたの

か、教えてください。

【参考人(長崎県医師会会長)】 最初に言いまし

たように、「大石」という名前は浸透しており

ませんでした、その時期は。

だから、後でその新聞攻勢があった時に、い

ろいろと電話でお聞きしました。その中には、

「選対本部の活動のため」というふうなことを

言っていただいた方もおられます。「大石さん

を応援するため」と言った方もおられます。「長

崎県医師連盟を応援するため」、そしてまた「長

崎県医師連盟の森崎委員長にお世話になってい

るから」といういろんな意見がありました。で

すから、そこにその「大石さんのために」と言

う人なんて、本当に一握りです。もう、医師連

盟の委員長ですら、各支部の委員長ですら知ら

なかった時なんですよね。今、2024年の10月だ

から、こういうふうに知事の名前が浸透してい

るかと錯覚しがちですが、当時は全く知らない

人ですから、そのような状況でした。

以上です。

【まきやま委員】寄附の呼びかけの資料があり

まして、会員各位ということで、13ですかね、

医師連盟の各支部の連名で寄附を呼びかけられ

ている文書があるんですけども、この期日が「令

和4年1月吉日」となっています。この吉日とい

う表記になっているんですけれども、これが各

9医療機関にファクスを送った後なのか、前な

のか、わかりませんか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 1月吉日という

資料については存じ上げませんが、1月21日付

で全会員に出しているはずです。そして、その

後に、法人については1月26日付で、多分、出

した資料が、先日、マスコミから流れたところ

で私は知るところになりましたけど、それで出

たはずです。吉日というのは、ちょっとわかり

ません。

以上です。

【まきやま委員】わかりました。次にいきます。

今回の企業からの寄附がですね、使い途は存

じてないとおっしゃっていましたけれども、こ

れ検証すべきだと思うんです。医師会の、医師

連盟のトップということで、寄附がどうなって

いるのかというのは、きちんと検証して、もし

迂回献金の温床になってしまっていたら、それ

こそ信頼がなくなりますので、もし、この企業

からの寄附がどういったことであるかというの

は、きちんと役員会なり、審査してもらってで

すね、使い途が正しくなければ返金を求める等、

しっかり行動していただきたいと思うんですけ

ども、いかがでしょうか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 先ほど宮本委員

からの質問にもありましたように、後日、その

正式報告書の方でしっかりと調べたいと思いま

す。

以上です。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【小林委員】小林と申します。今日はありがと

うございました。

私は、率直に言って、中村法道前知事の応援

を全力を挙げてやった一人であります。だから

といって何ということはないんですけども、質

問とは全然関係がありません。

ただ、ずっと参考人の答弁とかご意見を聞い

ておりましたら、非常にわかりやすいわけです

ね。理解ができるわけです。要するに大石さん

を、いわゆる医師連盟で推薦をするということ

を決定されたと。それで、あと資金が要るだろ
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うと、ありがたいことに、そういうことを会長

がきちんと思いをいたしていただいて、医師連

盟とか、あるいは看護連盟にも呼びかけて、志

をちゃんと出そうじゃないかと、こういう呼び

かけをやっていただいたわけでありますね。

私も調べましたけれども、結構、おっしゃる

ようにお金が集まっておりますよ。これだけの

集金力というのは、なかなかないわけですね、

ほかでは。まあ、そういうことと、さっきお答

えをされておりましたけども、自分は、何に使

ったかということよりも、お金が足るかと、赤

字になっていないのかと、こんなありがたい後

援会長は、どこにもいませんよ。できたら、ど

うぞ私の方にと言いたいぐらいにね、こんなあ

りがたい後援会長は、どこにもおりませんよ。

そこで、結局は、大石さんは、私は、やっぱ

り医師会長の、医師連盟の皆様方、そういう方々

の支援が当選につながった、大きな貢献度がや

っぱりあると思うんですね。

それで結局は、大石さんの推薦をしたからこ

そ資金集めということであるから、第8支部を

通すというようなやり方については、あまり先

生方はご存じなかったんじゃないかと。ただ、

そのお金が、基本的には大石さんを応援するた

めのものであって、第8支部に対するいわゆる

支援ではなかったと、そういうことがはっきり

しているんじゃないと思いますが、その点はど

うなんですか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 県医師連盟は、

これまでもたびたび県知事選挙、参議院選挙の

後援会長をやってきました。飾りです。飾りで

す。今回初めて選挙しています。

それは、長崎県を変えるためというのもあり

ました。世代交代、新しい長崎県をつくろう。

もう一つが、この分裂した自民党を何とか一緒

にしたい、その2つです。2つ目は、願いがかな

いませんでしたが、何とか世代交代はできたの

かなというふうに思っています。

小林委員にはちょっと申し訳ないですけど、

中村法道さんも12年前、初陣の時、我々も担ぎ

ました。医師連盟も担ぎました。ただ、私の頭

の中には、4期する知事は名知事だというのが

頭にあります。これを言ってはいけないけど、

名知事ですか、中村法道知事は。（発言する者

あり）すみません、質問したらいけないと言わ

れていたんですけど、言ってしまいましたけど。

そこです。それで、我々は戦ったんです。で

すから、今、医師会の大きな貢献と言われまし

たが、我々は本当に微力です。ただ、皆さん方

に、非常に訴えたことが通じたんじゃないかな

というふうに思っています、世代交代とか。

びっくりしたのが、一緒に選挙カーに乗る予

定でなかった某国会議員の方が、途中から自分

のことはなげうって世代交代と言ってくれたん

です。言ってくれたんです。それは、私はずっ

と元国会議員と一緒に、私は、知事との接点は

選挙期間中、3日から20日まで、ほとんどない

です。1回だけ、佐世保市医師会で決起集会を

やったところで待ち合わせましたが、それ以外

は、私は県下の病院回りを国会議員の先生と2
人でずうっとやっていました。知事は知事で街

宣車でずうっと回っていました。そういう手分

けをしてやっていたので、2人の接点はほとん

どないんです。知事から何かを頼まれるとかい

うこともほとんどなかったんです。ただ、一生

懸命に戦ったのは戦ったので、貢献はできたの

かなとは思っています。

以上です。

【小林委員】 ありがたい後援会長さんですよ。

金は出すけど、口は出さんと。もう天恵で、二
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人といない。初めて見た、そういう人は。

そこで、いわゆる呼びかけていただいてお金

を集めたと、そのお金は第8支部のお金ではな

く、大石さんの応援のために使っていただくお

金であると、こういうことをずっとおっしゃっ

ておりますが、そういう認識でよろしいんです

か。

【参考人(長崎県医師会会長)】 最初に申しまし

たとおり、我々は、自民党県連と一緒に戦う選

挙をしたかったわけです。この味方がないと勝

てないと思っていましたから。

先ほど、寄附の中に歯科医師連盟とあったけ

ど、歯科医師連盟は入っていないです。薬剤師

連盟と医師連盟と看護連盟です。

この構図の中で我々は、大石のためにとかと

いうことではなくて、自民党県連として選対本

部のために、選対本部のためにということをず

っと訴えてきました。それがどれだけ通じたか

はよくわかりません。

中には、寄附をいただいた先生によっては、

自分たちは大石候補のためにやったんだよと、

聞かれればそう答えるかもしれません。私が電

話で聞いた時もそうでした。やはりそういうふ

うに、いや、自民党にやったわけじゃないよ、

大石さんのためにやったんだよ、しかしながら、

医療法人から後援会には寄附ができなかったん

ですよと。

それで我々としては、本当1円でも欲しい時

期でしたから、じゃ、その申し出に対して、「申

し訳ないけど、よろしくお願いします」という

ことで、第8支部、選ばれた第8支部をお願いし

た。たまたまそれが選対本部長の口座だったの

で、私らは何のためらいもなく、こちらに入金

をお願いしますということを連絡しました。

以上です。

【小林委員】 だから、第8支部を通したがゆえ

に、先ほどもね、ちょっと会長先生、触れられ

たけれども、参考人触れられたけれども、結局、

迂回献金になってしまうと、こういうようなこ

とをご自分で認められたわけですよ。

で、今回のことは、大石さんのためではなく

て、長崎県のためだと、世代交代も必要と、や

っぱりここで選手交代ということを高く掲げら

れて、戦いを引っ担いでやられたわけですよ。

そして、勝利をもたらしたと。

だから、そういう点からして、第8支部経由

は、あくまでも大石さんの応援のためにそのお

金は使うべきであって、そういうことで第8支
部の応援のためではないと、私は、ずっと一貫

して先生はおっしゃっているんじゃないかと、

こう考えるわけです。

だから、自民党のご支援をいただいていると

いうことは、本当によく理解をしておりますけ

れども、やっぱりそのお金の流れがきちんとし

た形で、あくまでも大石さんの後援会、ひいて

は政治活動、選挙運動に使ってもらいたいと、

こういう願いであって、第8支部のことが迂回

献金になるかどうかと、こういうことは全然ご

存じないわけで、あんまり奥のことはわからん

と、こうおっしゃっているわけですよ。

だから、そこにお金をね、医療法人はそのま

ま後援会にお金を送ることができんから、そこ

を通してやってくれと、こう言われたからやっ

ただけのことであって、それは何も第8支部の

応援のためではないということだけは、先生、

明快にしていただかないと、ちょっとつじつま

が合わないという感じがします。いかがでしょ

うか。

【参考人(長崎県医師会会長)】 何度も言って申

し訳ないんですが、選対本部の中に第8支部も
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あります。そこで使われるべきお金だと私は思

っていましたので、ここの中で使われればいい

わけです。選対本部の中、自民党県連本部の中

のいろんな支部があるのかもしれませんが、ど

の支部でもいい。我々は、自民党県連の本部で

お願いできませんかということを一度申し上げ

ました。それはかないませんでした。理由はわ

かりませんが。

そして、そこで第8支部が手を挙げていただ

いた時に、ありがたいと、我々としては、医療

法人の先生方の好意に応えられると、それが大

石後援会にいくとか、いかないとかいう問題で

はなくて、選挙を戦えるというだけの話です。

以上です。

【小林委員】あのですね、ちょっと率直に言わ

せていただくと、本来、先生がおっしゃる医療

法人の寄附は、県連で受け取るべきことではな

かろうかと私は推測します。第8支部じゃなく

して、県連が受けるべきであるのに、なんで県

連が受けないのかと。

第8支部のその286万円がどういう形で使わ

れたかということは、今日の午前中の会計責任

者の方に聞いておりましたら、そのお金はです

ね、全然使われずに、選挙が終わった後に使わ

れております。これが今日、明らかになってお

ります。

だから、第8支部ということも、いわゆる大

石さんの選対という意味で捉えていらっしゃる

と、こういう形でよろしゅうございますかね。

【参考人(長崎県医師会会長)】 何度も言いまし

たように、その選対本部の中の一つが第8支部

なので、我々としては、最初に自民党県連にお

願いしました。支部として、お金を入れてほし

いと、幾つかの医療法人から申し出があってい

ますと。それは、理由はわかりませんが、先ほ

ど申し上げましたが、ノーということでした。

難しいということでした。それを経た上で第8
支部に、そのご好意をいただいたので、そこに

入れたということが経緯です。

以上です。

【小林委員】 おっしゃるとおりで、県連は、な

ぜ、そういう医師連盟のありがたい、こんなあ

りがたい資金を受け入れることができなかった

のかと。これは要するに迂回献金に当たるかも

しれないと、こう、ひょっとしたら思われたん

じゃなかろうかと、これは私のあくまでも推測

でございます。

それで、コンサルタントから、いわゆる第8
支部のある県議会議員が、もうあんたしか頼る

人がいないと、もう選対本部長をされておるあ

る県議会議員です。そこに、ある意味では泣き

ついたような形で、もうあんたしか頼む人がい

ないというようなことでお金を受け入れてくれ

と。これはもうあくまでも大石選対のために使

ってもらいたいと、こういうことになっておる

わけでございまして、通常、第8支部に入金さ

れるということは、その第8支部を支えている

ところのある県議会議員の応援のために、そこ

にお金を入れたと、普通は捉えがちだけれども、

実際は参考人の話をずっと一貫して、あくまで

も選挙のために、選対のために使ってもらいた

いと、こういう形で一貫されております。非常

にわかりやすいんです。

だから、第8支部のものではないと。個人の

第8支部のものではないと。あくまでも大石選

対に入れたお金だと、こういう受け止め方が今

のお話でよく理解ができましたことをもって、

ご説明ありがとうございました。

以上です。

【石本委員長】時間となりましたので、ここで
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終了したいと思います。

参考人におかれましては、本日は大変お疲れ

さまでございました。

本委員会を代表いたしまして、お礼を申し上

げます。本当にありがとうございました。ご苦

労さまでした。

これよりしばらく休憩し、14時15分から開始

いたします。

― 午後 ２時 ５分 休憩 ―

― 午後 ２時１５分 再開 ―

【石本委員長】それでは、会議を再開いたしま

す。

これより、意見聴取を行う参考人につきまし

ては、申し出により氏名について公表しないこ

ととしておりますので、ご了承をお願いいたし

ます。

それでは、これより審査に入ります。

初めに、委員長として、一言ご挨拶申し上げ

ます。

本日、ご出席いただきました参考人におかれ

ましては、お忙しい中、本委員会にご出席いた

だきましたことに対しまして厚くお礼を申し上

げます。

本日は、大石知事の政治資金等について意見

聴取をさせていただきたく、ご出席をお願いし

た次第でございますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

ここで念のために申し上げますが、呼称につ

きましては、規定により、「参考人」という言

葉を使わせていただきますので、ご了承をお願

いいたします。

また、発言される場合は、挙手の上、委員長

である私が指名した後に、簡明に案件の範囲を

超えることなくご発言いただきますようお願い

いたします。

なお、ご発言の際は、着座のままで結構です。

また、参考人は、委員に対しての質問ができ

ないこととなっておりますので、ご了承をお願

いいたします。

万が一、質問の趣旨がわからなかった場合は、

休憩を求めてください。休憩中に質問の趣旨を

確認にしていただくことといたします。

それでは、事前通告に基づき、質問を行いま

す。

事前通告をされた委員の方でご質問はありま

せんか。

【小林委員】大変忙しいのか、忙しくないのか、

わからんが、よくお越しをいただきましてあり

がとうございました。

参考人にお尋ねをしますけども、今日は、率

直に真実の話をしていただいて、かつてのよう

な虚偽の答弁というか、そういうことは絶対に

やめていただきたいと。もし仮に虚偽の答弁な

どがあった場合には、私なりの考え方を持って

おりますから、ひとつね、よろしく、正直にお

願いをしたいと思います。

まず、政務と公務について、お尋ねをいたし

ます。

大石知事の行動日程を見ますとね、令和5年
の3月12日、県議会議員の選挙、地方統一選挙

がある直前です。令和5年3月12日は、告示が令

和5年の3月31日、ちょっと丁寧に教えておきま

す。その直前が3月12日、大石知事は、この日、

6人の県議会議員の選挙事務所を、いわゆる訪

問しております。

3月12日は、今申し上げるように、県議会議

員地方統一選挙の直前も直前です。こういう時

期に事務所を知事みたいな立場の人が訪ねるの

を、大体一般的に我々は陣中見舞と、こういう
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ような呼び方を一般的にやっているわけでござ

います。要するに、その選挙事務所に行って、

どうぞ頑張ってくださいと、当選を祈ります、

勝ち上がってくださいというような激励に行く

こと、これをもう一度言いますが、陣中見舞と

言います。

そこで、お尋ねしますが、陣中見舞とは、公

務なのか、それとも政務なのか、ここをお尋ね

をしたいと思います。

【参考人(元秘書課長)】 まず最初に、先ほど小

林委員の方からお話がありましたけれども、ま

ずもって、ちょっと私が誤解を受ける発言等で

ご迷惑をおかけしたということについて、まず

はお詫びを申し上げたいと思います。その上で、

私が本日、わかる範囲でお答えをさせていただ

きたいということを申し上げたいと思います。

その上で、ただいま小林委員の方から、陣中

見舞については、公務なのか、政務なのか、ど

ちらなのかとご質問がございました。私の認識

では、陣中見舞はやっぱり政務というふうに考

えます。

【小林委員】そうするとですね、これまでの参

考人が、いわゆる本庁で大石知事の秘書課長を

されておりました。今はね、泣く子も黙る県北

の局長さんに出世されておりますが、秘書課長

の時に、要するに、あなたは私の質問に対して、

公務といわゆる政務はきちんと分けております

と、選挙応援にどこに行ったのか、挨拶にどこ

に行ったのか、何回行ったのかとか、そんなこ

とは何回もお尋ねしましたが、わかりません、

わかりませんと。政務と公務ははっきり区別し

てますと、そういうことだから、時の知事の一

番いろんなことを存じ上げているところの秘書

課長という立場の人が、わかりません、わかり

ません、公務と政務はきちんとそういうことで

区別してますと明快に言いよったのが、今、陣

中見舞は何かと、こう聞いたら、これはまさに

政務だと。当然誰が見ても、これをね、公務と

か考える人はいないと思うわけです。そういう

ことで政務だと。

では、今まであなたが秘書課長として、ある

いは秘書・広報部長として常任委員会でやっぱ

り答弁してきた、そういういわゆる何といいま

すか、区別をきちっとしてます、公務とね、そ

ういう政務はきちんと整理してると、だからわ

からないと、こう言っておったけれども、何で

公務だという陣中見舞、これが知事の日程表に

3月12日、きちんと載ってるんですか、お尋ね

します。

【参考人(元秘書課長)】 まず、幾つかポイント

があるかと思っております。

まずは、私が以前、令和5年6月の総務委員会

の中で答弁させていただいたことについても、

小林委員から今言及がございましたので、少し

まずは触れさせていただければというふうに考

えております。

まず、その時の議事録等も改めて見させてい

ただいております。そういった中におきまして、

選挙の応援実績等についてですね、どうかとい

うご質問が何度かあったかというふうに承知し

ています。

その際に、まずは私の方としまして秘書課長

の職務として、職務そのものとして知事の公務

以外のことを積極的に知っていたということで

はなく、私としましては、伝聞とか報道等のそ

ういった範囲の中で内容を知ることはあったと

いうことで、網羅的に経過等も含めまして個別

具体の内容を承知してなかったということで、

そういう回答をさせていただいたところでござ

います。
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それが一つと、まず、公務と政務についてと

いうことも言及ございましたので、そこについ

てもご説明をさせていただければと思うんです

が、基本的に我々、私としましても、公務と政

務のけじめというのはつけないといけないと考

えておりまして、基本的にそういうふうにやろ

うと進めていたところです。

ただ、中には、公務、政務がどうしても区分

が明確にできない場合が中にはございます。そ

ういったこともありまして、それはなぜかとい

うのが、知事の職務におきまして、やっぱり知

事という公職と政治家という立場もありまして

線引きが難しいというのも中にはございます。

そうした中で、私としましては、先ほど答弁

の話にまた戻らせていただきますが、伝聞とか

新聞報道等でお聞きしたこと、あくまで部分的

なことで知っている範囲で限られていましたの

で、詳細な部分については明確にちょっとお答

えできないところも実はあったということでご

ざいました。

そこで、政務関係につきまして把握できてい

ないという旨の答弁をさせていだきましたが、

言葉足らずであったと思っており、本来は選挙

応援、そして政務関係につきまして、詳細や個

別具体的な内容は把握できておりませんでした

と答弁すべきあったと深く反省をまずはしてお

ります。

その上で、小林委員から今お話がございまし

たが、様々な誤解であったり疑念を抱かせてし

まったということに対しまして、陳謝の上、深

くお詫び申し上げます。以後、こういうことが

ないように十分注意していきたいと思います。

その上で、3月12日のご質問についてでござ

います。3月12日のところが陣中見舞というこ

とであれば公務にならなくて、なぜかというご

質問がございました。3月12日のところは、ま

ずは公務としまして、私の記憶でございますけ

れども、南島原市の方で叙勲の祝賀会がありま

して、そこに知事は公務で向かいました。その

際に途中、島原半島に行くに当たりまして、複

数の県議の事務所を訪れたわけでございます。

その際に知事としましては、公務に行く途中、

中で、県政の推進のお願いがしたいということ

もありましたので、そこで公務に行く途中、帰

りもちょっと一部ありますけれども、公務とし

て対応させていただいたと、こういったことで

ございます。

以上でございます。

【小林委員】一応反省しているような発言にも

聞こえるが、内容を聞けば、あんまり反省して

ないじゃないか。なんであれだけ質問をして全

く寄せつけないように、政務のことは一切あず

かり知らないと、声を大にしてこのような、堂々

たる胸を張って言っていたあなたが、実はもう

虚偽答弁をね、実は繰り返しておったと。何が

誤解か、私が、何であんたを誤解せんといかん

のか、失礼なことを言うな。我々は、あくまで

もあなたが答弁されたことに対して、質問に対

して答弁されたことが全く事実と違うと。もし

私がですね、情報開示を求めず、あなたが出し

た黒塗りだけの日程表で、もし仮に仕方がない

と思うとったら、こういう3月12日や、その他

県議会議員の応援に行かれたような日程は、一

切出てこなかったんだよ。隠蔽をし、隠して真

っ黒に塗って、情報開示から考えてみておかし

いではないかと、こう思ったから、私はきちん

と求めるところに情報開示を求めたわけだよ。

そうしたら、私の言い分が全部認めてもらって、

基本的には情報開示がね、当たり前のことだと、

何も隠す理由はないじゃないかと。全部明らか
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になって、黒塗りがまともに返ってきて見てび

っくり。あんなに政務と公務はきれいに分けて

いると、政務については一切関わってない、あ

ずかり知らないと声を大にして胸を張って言っ

とったあなたが、今となってね、なんだかんだ

訳のわからんことを言いよる、謝罪をしよる。

そういうようなことがまかり通るはずがないじ

ゃないか。

何で今みたいな姿勢をそうやって当時の一般

質問とか、あるいは常任委員会等における質問

とか、みんなね、胸張って寄せつけないような

態度で非常に失礼千万と思っておったけれども、

今ここになって、そのうそがばれたわけだよ。

だから、3月12日は、要するに叙勲に行った

ことは事実だよ。陣中見舞に行って悪いという

ことを言っているんじゃないんだぞ。当然、選

挙の応援に、知事も政治家だから当然行かれる

ことは全然おかしくないんだよ。ただ、何回行

ったんですかとか、いつ行かれたんですかとか、

当たり前の質問に対して、一切あずかり知らん

と。本当にそれだけのことを言っとった人が、

今の態度と当時の、なんかね、虎の威を借りた

かのような、そんなあんたの態度はね、見苦し

くてしようがない。そういうふうに感じがする

わけ。見苦しい、実に情けない、それが県北振

興局長と、えらい出世じゃないか、えらい早い

出世じゃないか。そういうようなことで、こう

いう人事の在り方についてもいろいろ問題に、

話題になっているわけだけれども。

そこでお尋ねしますがね、政務のことは把握

できておりません、公務以外では知事に同行し

ておりません、私は全く把握しておりませんの

でコメントはできませんと、これだけのことを

言っておった人がさ、そういうことで明らかに

政務を日程に載せているのはなぜか。区別して

ないじゃないか。

【参考人(元秘書課長)】 まずは虚偽答弁をした

というふうに私は考えておりません。ただ、い

ずれにしましても、小林委員が今申されたよう

に失礼であったということであれば、本当にお

詫びを申し上げたいと思います。その上で言葉

足らずのことではあったということを今申し上

げたところでございます。

さらに、3月12日の話につきましても、公務

としての、いわゆる事務所に行くのは陣中見舞

ということを言われましたので、陣中見舞とい

うことであれば政務であるというふうに今申し

上げたところでございます。それと、申し訳ご

ざいません、すぐ終わります。

【小林委員】陣中見舞いであればと、なんかね、

急にね、叙勲のお祝いに行っているついでに何

か思い出したんじゃないんだよ。ちゃんと事前

から6か所回るよと。だから、事務所とかどこ

にあるかとか、そういう地図を見て、ちゃんと

計画的に回っていることも明らかじゃないか。

そしてね、そういうなんか非常に失礼みたい

なことを言ってるけども、全然自分でね、間違

ったことを言ってない、虚偽答弁じゃないと、

こう言ってるけども、全然そうやって日程には

載せてないと、政務のことについては日程に載

せてないと、あれだけ胸張って言いよった人が、

何で虚偽答弁ではないと言えるのか。答弁をお

願いします。

【参考人(元秘書課長)】 言葉足らずであったと

思っております。3月12日は、我々としまして

県政推進のためというところにありましたので、

確かに小林委員ご指摘のとおり、まずは事前に

日程調整した上で公務の日程として入れさせて

いただいたというところでございます。ただ。

以上でございます。
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【小林委員】県政推進という名の下に議会対策

を平気でやってるわけだよ。こんな陣中見舞い

に行った時に、立ち話しかできないぐらいの時

間帯で行っている状況で、また選挙事務所には

人が多くいらっしゃるわけだよ。何で県政推進

とか言葉巧みにそういうことを言うのか。あく

までも陣中見舞は陣中見舞じゃないか。だから、

そういう県政推進だから何なんですか、お尋ね

します。お尋ねします、県政推進だから何なん

ですか。

【参考人(元秘書課長)】 県政推進ということで

ございますので、公務というふうにそこは整理

させていただいたと。ただ、委員おっしゃられ

るとおり、陣中見舞の側面があったということ

もありますけれども、区分がなかなかできない

ところがあるということでございます。

【小林委員】全然反省してないじゃないか。全

然、何を言ってるんですか、あなた。陣中見舞

であればとかなんとか。今、そういう言い方は、

あんたが投げやりに言ってることが議事録にち

ゃんと残っているわけだから、後でまた精査を

してね、またしかるべき日に当然問題にせんと

いかんと思いますよ。あんた、反省をしてない

じゃないか。県北振興局長になって偉くなった

もんだから、全然そういう公務員としての、地

方公務員としての基本がもう忘れられてしまっ

てる。間違うなよ、自分の立場を。あなたはあ

くまでも地方公務員の一員だよ。地方公務員法

のいわゆる規定にのっとって、それだけの行動

を課さんといかんと、それだけの行動をとらな

ければならんということは当たり前だよ。

だから、県政推進の話をするから公務と思う

とったとか、じゃ、何なのか。私が、いわゆる

陣中見舞は政務だからと私が言ってるんじゃな

くて、あんたに質問したじゃないか。陣中見舞

というのは、政務か公務かと言って質問して、

あんたは政務と明快に言ったじゃないか、それ

をまた翻す。一体どういうことですか、説明し

てください。理解ができません。

【参考人(元秘書課長)】 陣中見舞という行為に

つきましては、やっぱり政務であるということ

は、私も今もって先ほど答弁したとおりでござ

います。

3月12日の時のことにつきましては、陣中見

舞という県政推進のための公務であったという

ふうに認識していたということでございます。

いずれにしましても、いろいろと私が公務員

として、まだまだだということに対しまして、

それは真摯に受け止め、今後もしっかりと頑張

っていきたいというふうに考えております。い

ずれにしましても、ありがとうございます。

【小林委員】 何を言っているか全然わからん。

全然話がね、もうしどろもどろ。一体ね、通常

のあなたはどうしたんですか。

そこでね、今言うように、公用車を使って行

ってるわけだ。公用車を、職員もつけて、公用

車については、誰が指示したんですか。

【参考人(元秘書課長)】 指示したと、ちょっと

記憶はありませんけれども、公務で行くという

前提の中で公用車を使って行ったというふうに

認識しております。

【小林委員】まだ公務と言っているのか。だか

ら、自分で公用車をですね、それは叙勲のこと

は公務でしょう。そこを公用車で行くというこ

とについては、そこまでもだめだとか、そこを

否定しているもんじゃないんです。それは公務

でしょう。しかし、陣中見舞は政務ですよと、

ここははっきり区切りをつけんといかんと。こ

こはどうですか。

【参考人(元秘書課長)】 まずは陣中見舞いにつ
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いて、やっぱり区切りをつけるべきだというこ

とは、おっしゃるとおりだというふうにまず認

識をしてますし、そのようにも考えております。

その上で、3月12日の行く過程等におきまし

て寄ったところということが陣中見舞というこ

とであれば、おっしゃるとおりだと思うんです

けれども、我々としましては、そこは公務の、

県政推進のためということで公務というふうに

考えておりました。ただ、一定。

【小林委員】 だから、今ね、あなたが言ってる

ことは、あくまでも陣中見舞も公務であると言

っているような状況で公用車で行ったと、だか

ら日程にも載せてると。県政推進という言葉の

下に、県政推進という名の下に、そんなことを

言ってるわけだ。

だから、自分で陣中見舞というのはわかるん

ですか。さっき言ったでしょう、私が説明した

でしょう。選挙の直前、12日、その選挙の直前

も直前と。知事みたいな立場の人が選挙事務所

にお訪ねをするということは、そこで頑張れよ

と、頑張ってくださいと、こういう激励を飛ば

しに行く、こういうことを陣中見舞と言うんで

すよと、こう言っているんでしょう。あなたが

わからんなら教えてあげてるんだよ。

だから、そのとおりのことなんだから、県政

推進なんていう話をするような、県議会議員候

補の人も時間がないわけで、そんなところでね、

県政推進とか、また、県政推進ということで何

で偏った人間だけに行くのか、おかしいじゃろ

う。そういうとこはどうですか。なんで何人か

だけ。

【参考人(元秘書課長)】 何人かだけというとこ

ろで、去年の答弁にも関わってくるんですが、

私が具体的にどこの、どこに県議の先生方のと

ころに行っている、もしくは行った、その理由

は何かというところをつぶさに全体把握できて

おりませんでしたので、ああいう答弁をしたの

でございます。

その上で、ですから、陣中見舞というのを改

めて小林委員の方から選挙の応援、選挙の直前

の時に事務所に行って激励をすることだという

ことが陣中見舞というふうに、私もそう思って

おります。ただし、その際は知事の方からも、

途中に事務所があるところにちょっと寄って行

って県政の推進のお願いをしたいということで

させていただきましたということで、具体のと

ころで最終的にどこまで、誰を、どういった理

由でご訪問していったということは、申し訳あ

りませんが、私が把握はできておりません。

以上でございます。

【小林委員】今の話のね、だから陣中見舞に行

ったということは認めてるんだよ。認めてない

のか、どうか。答弁しなさい。

【参考人(元秘書課長)】 陣中見舞いというふう

な目的そのもののためだけに行ったと、ためだ

けに行ったというか、その目的で行ったという

ふうには認識しておりませんので、あくまで

我々としては公務の県政推進のためと思ってお

ります。ただ、確かにそういう時期等踏まえた

時に、陣中見舞という側面で捉える場合もあり

得るかと思います。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【坂本委員】 お疲れさまです。今日は、お忙し

いところ、ありがとうございます。私からも政

務と公務の混同について、何点か質問をさせて

いただきます。

まず、昨年の県議選ですね、今もちょっとあ

りましたけれども、この時に、これは一昨年の

知事選挙の時に推薦をした政党ですね、どこと

は言いませんけれども、ここの多分、候補者宛
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てだろうと思うんですけれども、知事のビデオ

メッセージをですね、作成したということで、

参考人ほか当時の秘書課職員が作成をしたとい

うふうなことになってます。これが一つです。

それから2つ目は、今年の1月に知事の、いわ

ゆる告発する文書を作成したという指示をした

ということが、これ、最近の朝日新聞ですか、

これに掲載をされておりました。これも当時、

秘書課長だった参考人ほか公務時間中に二人の

職員が作成したということになっています。

それから、あとは、それに関わって、今のは

知事のコメントですね、この件に関わるコメン

トを、本来であれば後援会が私は作成すべきだ

と思うんですけれども、これをちゃんと秘書課

が作っているという部分ですね。

それと、これは大石後援会に対する2,000万円

の架空貸付の借用書というのがありますけれど

も、これを作成をしているということで、これ

もですね、というようなことで情報、これは明

日、参考人としてお呼びしている方のブログ等

にも書かれているというふうに思いますので、

ひょっとしたら参考人も見られているかもしれ

ませんけれども。ここら辺についてのいわゆる

秘書課の職員も含めて、参考人も含めて関わっ

たという、そこら辺の事実関係について、まず

教えてください。

【参考人(元秘書課長)】 まず1点目、知事のビ

デオメッセージの作成に、職員が、これは私も

含めてということでございますけれども、関わ

ったのではないかということについて、まずは

ご説明というか、答弁したいと思います。

まず、基本的に知事がビデオメッセージをお

願いされることというのは多々あります。これ

は公党からの話であったり、公務の中での行事

あたりでのビデオメッセージであったり、それ

から政務、いわゆる政務、政治の関係でビデオ

メッセージをというような話があっているとい

うふうに､まずは3つパターンがあるかと思っ

てます。

そういった中におきまして、公党のところに

つきまして、公務で対応するという、公党のと

ころは対応するという場合がございます。

さらに、当然、公務の行事等でのビデオメッ

セージと申しますのは、公務のことでございま

すので、まずは関係課と、所管もちょっとセッ

ティング等ありますけれども、そこで関わるこ

とがあります。

それから、3つ目の政務的な選挙応援のとい

うような話が今ございましたけれども、その件

につきまして、基本的に私の認識の中では、知

事が、場所はいろいろあるかと思いますけれど

も、ご自身で撮っていたというふうに認識をし

ております。

それから、2点目の令和6年1月の知事のコメ

ント欄の朝日新聞さんのところで、職員が作成

したのではないかということでございます。

まず、そこにつきましては、秘書・広報戦略

部の職員でですね、まずは知事と話しながら作

成をしたということでございます。

なぜそうだったかということでございますけ

れども、実際、告発の関係でございますので、

政務的なところがございます。ただ一方で、知

事としてということもありましたので、政務、

公務混じったような形の中で、知事からこうい

う文章でというようなお話もありつつ、作成し

ながら議論したというのが一つです。

その際に、最終的にコメントを後援会事務所

の方で送っていただきました。そこに私が関わ

った記憶はございます。私の方からも（「記憶

にございませんと言っているのか」と呼ぶ者あ
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り）ございます、関わった記憶はございます。

それは知事の方からも、実際、事象の方からい

くと就任前のことでもあるのでということで後

援会の方からという話があったので、私の方か

ら、そのデータといいますか、それを送らせて

いただいたということが結果でございます。そ

れが2つ目でございます。

それから、2,000万円の借用書を作成したので

はないかということでございますが、職員が

2,000万円の借用書に直接的に関わったという

ふうには私の記憶はございません。ただ、何の

書類だったか、私もはっきり記憶はないんです

けれども、知事が不在の時に書類に印鑑を、知

事が不在だった時にですね、印鑑の押印を代行

してくれないかというお願いがありまして、そ

こで不在の時に印鑑を押印した記憶はございま

す。内容がはっきりと、私もそこでよく確認を

してないというか、物理的に要は押印をしたと

いうことでございますので、今はっきり、どう

いった書類だったかというのは記憶にありませ

ん。

以上、3点でございます。

【坂本委員】 1番目のビデオメッセージですけ

れども、これは、それぞれ公務、政務、いろい

ろあると思います。

ただ、これは選挙なんですよね。ビデオメッ

セージというふうなことで、政務でする分につ

いて、秘書課が、政務ってやっぱり区別すべき

なんでしょう。いろんなビデオメッセージ、知

事にはあると思うんですよね。それを公務と政

務と、そういう区別をするという判断。

これでいくと、私がいただいた情報ではです

ね、これはだから、参考人と、それから当時の

参考人ですね、秘書課長、当時、秘書課長だっ

たんですよね。で、秘書課の職員が作成をした

というふうに聞いています。

作成した後に、後援会の職員の方に引き渡さ

れたということで、これLINEのやり取りも資

料としてあるんですよ。これは去年の、令和5
年の県議選前ですから、2月10日付のLINEのや

り取りをですね、これコピーでいただいていま

して。

で、その政党に届けているというふうな、こ

の中にはない政党です。今、選挙には出ました

けど、実際、現職は今いない政党ですよね。そ

う言えば大体わかるんじゃないかなと思います

けれども、そこはやっぱりきちんと区別すべき

じゃないかなというふうに思いますけど、そこ

は認識はいかがですか。

【参考人(元秘書課長)】 職員の方から、まず選

挙関係の政務のビデオメッセージというものの

作成が、政務と公務ときちんと分けるべきだと

いう、まずは認識、1点目ございましたので、

それについてはおっしゃるとおりだと、まずは

思っております。

その上で、先ほど一つ申し上げたのは、政治

関係、政務関係の選挙の応援ということの個別

のものにつきましては、知事が基本的には対応

して、ご自身でしていたという認識はあります。

その上で、先ほど、ここにいらっしゃらない

政党の分ということで、公党のメッセージにつ

きまして、しかも、それが私が、令和5年2月10
日付のLINEで、後援会事務所に送ったという

話があるということでございますが、公党の部

分につきまして、確かに私は作成は、そのもの

はしていませんで、知事自身がしたんですが、

恐らくその時に私が送った記憶は確かにありま

す。多分、その時だったんだろうと思いますけ

れども、そのビデオメッセージを、知事からデ

ータをいただいたかなんかのものを後援会事務
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所に送ったことが何かあるというのは記憶にご

ざいます。

【坂本委員】送りましたけど、このビデオメッ

セージそのものを制作したのは、秘書課の職員

じゃなくて、知事自身がつくったということな

んですね。（発言する者あり）

【参考人(元秘書課長)】 そう記憶をしていま

す。

【坂本委員】それはまた明日、その情報の元に

なっている、明日の参考人に改めてお尋ねをし

たいと思います。

それから、この告発を受けた時のコメントで

すね、知事のコメント、これをですね、これを

公務として、公務として、これは参考人が作っ

たということでいいんですよね。作って、後援

会として、これを発したということなんでしょ

うね。

ここがですね、公務と政務が非常に線引きが

難しいところだろうとわかるんです。現職の知

事ですからね。その知事が告発されているわけ

で、しかも告発には「職業長崎県知事」と書い

ていますから、そこはわかるんですよ。

ただですね、それだったら、知事名で知事が

発表すればいいことであって、後援会が出すこ

とじゃないんじゃないかなと思うんですけど、

そこはどうですか。

【参考人(元秘書課長)】 そのコメントを、知事

コメントを、まずは私が作ったかどうかという

ことでございますが、私が作成したということ

ではございません。そこは秘書・広報部職員の

中で、知事と議論しながら、知事から指示を受

けて、実際作業をした職員がおりますけれども、

それを受けた上で、まずは私から後援会の方に、

これで発表をという話をお送りしたのは間違い

ありません。作成が、私が直接的に作成したと

いうわけではございません。あくまでも作成そ

のものの話というか、コメントにつきましては、

内容につきましては、そこは知事が、知事とも

議論は確かにしましたけれども、そういうこと

で作成をさせていただいたということになりま

す。

その上、以上ですかね。いずれにしても、は

い。

【坂本委員】そこに見解の相違がね、さっきの

もそうですけど、出てくるんですけど、知事が

考えて、作業をしたのが職員というわけでしょ

う。それ、職員が作業することは公務じゃない

ですか。そうでしょう。その分だけ職員が、県

庁の職員、公務員が、その部分だけ、知事の後

援会になっているということじゃないでしょ

う。知事が考える、相談しながらだったら、そ

れは知事の後援会の職員の方が作業をですね、

パソコンで打ったり、データをつくったりして、

で、後援会名で発するというのが筋じゃないか

なと思うんですけどね。そこはちょっと見解の、

どうぞ。

【参考人(元秘書課長)】 その時のコメントは、

私の記憶でございますけども、知事としての受

け止めという部分で、何というんですかね、い

わゆる公務的な要素がある。ただし、内容的に

は確かに政務ですね、知事になる以前のことで

ということなので、政務的な話になると思いま

す。

そういう意味で、公務、政務がちょっと入り

混じったような、私が一番最初に申し上げまし

たけれども、区別ができないような場合も確か

にあります。その上で、作成、実際に作業は職

員でしたということになります。

それと、コメントは知事自身が出すべきでは

ないかということで、現実的には公務の場合に
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おきましても、知事が直接コメントを、文書で

出す場合につきましては、関係課あたりからも

出していきますので、なかなか知事が直接ぽん

と出すというのも、確かにあり得るんでしょう

けれども、その時はそういった対応をさせてい

ただいたということでございます。

【坂本委員】知事が告発されているわけですか

ら、そういう意味でいくとですね、しかもそれ

を、それに対するコメントを、後援会を通じて

発表しているわけですから、当然考えるのも知

事、それから、それを作業するのも後援会の関

係者たるべきだというふうに思いますけどね、

私はですね。

それから、最後の3つ目の契約書です。貸付

契約の借用書の作成です。

これは、確かに押印を当時、参考人がされた

んだというふうに思います。これは、作ったの

は多分、後援会なんです。

ただですね、それを秘書課の、多分、機械を

使って借用書作成を、PDFに変換したりとか、

そういうふうなことをされていますけれども、

この借用書というのは、まさに後援会の、今問

題になっている部分であってですね。そういう

意味でいけば、秘書課の機械、要するに県庁の

所有物を使って、そういうふうな作業をしたと

いうことなんですけれども、これは事実ですか。

【参考人(元秘書課長)】 秘書課の機械を使って

PDFに作成したということでございます。先ほ

ど、ちょっとはっきり、私が最初の質問の時に

も申し上げたんですが、2,000万円の契約書だっ

たかどうか、はっきり記憶はございません。た

だ、何らかの書類に押印、知事から、外部から

あって、自分が不在でということで、押印を代

行してくれということだったので、まずは代行

した記憶がございます。

その上で、最終的に、恐らく、ということは

いけないんでしょうけれども、報告をするのに、

こういうふうにしましたというので、職場の機

械でPDFにしたんだろうと思います。

【坂本委員】したんだろうということは、そう

いう記憶がありますということですね。押印を

して、なおかつ、それを報告するためにPDFに
変換をしたというふうなことが、記憶としては

あるというふうなことですね。わかりました。

以上です。

【小林委員】今の坂本委員に関連してお尋ねし

ますがね、2,000万円の、いわゆる借用書、いわ

ゆる架空の2,000万円、架空の借用書に、そのい

わゆる借用書は、たしかコンサルタントの方が

つくったと思うんです。その内容がね、要する

にあなたが印鑑を押していると、偽の借用書に

あなたが印鑑を押していると。

でね、知事から大事な印鑑を預かっている者

が、何らか書類にと、その書類の中身も見ない

で、そんな印鑑を押すなんてことはね、知事の

印鑑を押すなんてことは常識的に考えられない

こと。

なんでこんな、すっとぼけたうそを言うんで

すか、あなたは。いつからそんな悪い人間にな

ってるの。ここは正直な話をしてくださいとい

うお願いをしているわけよ。全然正直じゃない

やんか。

いいですか、当時の秘書課長か、部長か知ら

んが、これはね、あくまでも偽の借用書ですよ。

二重計上の借用書に、何の内容か知らんと、何

か書類に、知事から指示があって印鑑を押した

と、こう言っているんですね。そんなことが、

あなたね、常識で考えられますか。頭をひねっ

て何かすっとぼけているけども。知事のそうい

う大事な、そういう資料を、書類を、中身が何
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も知らんという状況の中で、この印鑑を押せと

いうのは、知事から指示があったんでしょう。

どうですか。

【参考人(元秘書課長)】 最後の知事から指示が

あったというのは、おっしゃるとおりです。た

だ、それが2,000万円の契約書だったかどうかと

いうことは、私は今、記憶にちょっとありませ

んけれども。

それと、もう一点でございますが、中身をよ

く確認してない中で、あれですけど、架空の契

約書であったとかということで、今言われてい

ましたけど、私がそういうことは全く存じ上げ

ない中で、とにかく知事から、物理的に押して

くれという指示であったので、書類を持ってく

るのでということで、押印をしたということで

ございます。

【小林委員】 いいですか、架空の2,000万円と

いうことであったということは、知事本人が認

めているんですよ。あなたがそれを知らないと

いうことはないでしょう。

そして、中身は何かわけのわからんとを印鑑

を押したと。これも、しかし、知事から指示が

あって印鑑を押したと、こういうような状況に

なってきて、極めて不自然極まりないと。

あなた、秘書課長ぞ、本当にこれで秘書課長

が務まるのか。知事から預かっている大事な印

鑑を、中身は何かわからんというような形で、

簡単に印鑑を押すかな、そんな常識は通らん。

そんなでたらめを言うもんじゃないですよ。

だから、あなたが、その偽の借用書づくりに

加担させられているわけだよ。いいですか、あ

なた、犯罪ですよ、これは。告発されているん

ですよ、この2,000万円の問題は。こういうこと

に加担する秘書課長、あなた、地方公務員法を

よく読んでみなさい、服務規律とか、ね。

そういうような状況で、あなたのやっている

ことは、地方公務員法に明らかに違反するよう

な行為。偽の、そういう架空の借用書に、何か

わけのわからんやったけどもと、こんなことで

自分を守ろうとしている。自分をね、逃げよう

としている。こういうような秘書課長で務まる

のか。あなたは、そうやって中身はわからんか

ったんですか。

【参考人(元秘書課長)】 少なくとも、私がその

時によく確認していなかったということで、今

現在、その2,000万円のだったのかどうかという

のは、今、私の記憶にございません。

ただ、ご指摘のとおり、架空の契約書だった

かどうかというのは、私も経過は知りませんし、

知事からは、逆に、書類を持ってくるんで、自

分ができないけれども、急ぎなので押しとって

くれと私にお願いがあったと。

それから、何でもやっぱり知っておくべきだ

ということで、それで秘書課長が務まるのかと

いうことで、ご指摘いただきましたけれども、

それは、ご指摘はご指摘で受けますが、当時、

私は、そういう状況の中で書類に印鑑を押した

ということで、中の書類につきましては、よく

確認した記憶があまりありません。

以上でございます。

【小林委員】印鑑を預かっている者が、何に印

鑑を押すかということの記録はないんですか。

記録はないんですか。はい、答えなさい。

【参考人(元秘書課長)】 印鑑を私がずっと預か

っとったわけでも、まずありません。その上で、

何の書類だったかというのは、今は本当に申し

訳ございませんが、記憶にありません。もしか

したら、その2,000万円の契約書だったかもしれ

ない。そこは否定する材料を私も持ち合わせて

いないものですから、今こういう答弁をさせて
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いただいていますが、申し訳ございませんが、

以上でございます。

【小林委員】何度も同じことを言いますが、知

事の大事な印鑑を預かっている、しかも秘書課

長が、ね、何の書類かとか、何のものかという

ことを確認しないままに、そうやって印鑑を押

す。考えてもあり得ない話だと。

それから、さっきね、答えなさいよ、その印

鑑を使って、どんなものに使ったか、印鑑を押

したかと、こういう記録はちゃんと残さんとい

かんと思うんだけれども、そういう記録はない

んですか。

【参考人(元秘書課長)】 知事から、1回限りの

話でしたので、その後、知事の印鑑をというの

は、私印でございますけれども、それを押した

のは、私1回限りで、記録はございません。

【小林委員】記録がないということもおかしい

よ。そういう印鑑を預かっている者が、1回だ

けしか使っていないと、これもわからんじゃな

いか。1回だけなのか、2回だけなのか、10回使

ったのか、そんなことは当然ね。知事が不在で

しょう。7月22日でしょう。ね、令和4年の7月
22日、5時26分10秒だ。その時間帯に知事は東

京におったわけだよ。国土交通省に行っておっ

たんだよ。だから、あなたに電話してきたと。

そういうことで、あなたは実はどういうものを

印鑑を押せと言われて、ただ預かっているから

押すと、どういう内容のものかということを全

く見もしていない、確認もしていない、こんな

ことがまかり通るわけではないと。

これはあなたね、犯罪に加担していると言わ

れても仕方がないと思うが、それに対してはど

う思いますか。

【参考人(元秘書課長)】 違ってほしいと思いま

すけれども、本当に今、小林委員ご指摘があり

ましたけれども、もし、それが架空の契約書で

あったりとか、そういうことでありまして、私

が犯罪にということでありましたら、非常に遺

憾だというふうには思います。

ただ、いずれにしましても、その時には、印

鑑があるのでということで、押してくれという

話でございました。（発言する者あり）

【石本委員長】 休憩いたします。

― 午後 ３時 ９分 休憩 ―

― 午後 ３時１４分 再開 ―

【石本委員長】 再開します。

【小林委員】 2,000万円の借用書を、PDFにし

たのはあなたか。こういうPDFだよ。あなたは、

うそを言えんぞ。前の秘書課にあったPDF、こ

ういうこと、黙してもわかっている。こういう

のを使って、あなたはやったろう。PDFにした

んだろう。

【参考人(元秘書課長)】 先ほども答弁しました

が、私がPDFに何か処理をしたというのは、間

違いありません。その上で、知事に対して、ご

報告をさせていただいたと、印鑑を押せと、押

してくれということだったので、恐らくそれは

私がしたものだというふうに思います。（発言

する者あり）だと思います。

【小林委員】 それは認めるわけですね。

さあ、そうするとね、先ほどのビデオメッセ

ージも、維新の会の長崎の決起大会のことだよ。

そういう政務だろうが、これは。公務ですか。

質問しよるんだよ、答えなさい。

【参考人(元秘書課長)】 総会というふうに今言

われましたけど、例えば、他党のところでの知

事が出席する場合とかってございます。公務と

して参加させていただいている中での、それが

ビデオメッセージバージョンだというふうに認
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識をしております。ですから、他党の定期大会

とかなんかで知事が挨拶するのも公務として行

かしていただいているところでございます。

【小林委員】 話をごまかさないでください。

2023年の2月10日、維新の会の定期総会、これ

にビデオメッセージを秘書課で作成してると。

先ほどから指摘があったように、それは後援会

事務所で作るべき内容のものではないかと、こ

ういうことで坂本委員からご指摘があって、あ

なた、それを認めたじゃないか。こんなのが公

務に入るのか。県庁の金で、県民の税金で、そ

ういう自分が知事選挙の時に推薦を受けたから

ということで、そういうお返しの意味で日本維

新の会の長崎の定期大会に、そうやってビデオ

メッセージを送っていると。これを大石後援会

の方に渡して、後援会から、そうやってメッセ

ージを維新の会に渡していると。これは政務で

すか、公務ですか。

【参考人(元秘書課長)】 公党の定期大会は、先

ほど申し上げましたとおり、公務として対応さ

せていただいております。その上でビデオメッ

セージ、直接行くんではなくて、メッセージの

対応としてビデオメッセージを撮ったというこ

とだというふうに思っております。

その上で、小林委員から、それが政務か、公

務かということでございますけど、公務として

対応させていただいたというふうに今考えてい

ます。

【小林委員】 あなた、これを公務と言うのか。

政務だろう。後援会に渡しているんだろう。ち

ゃんとそれだけの証拠があって言ってんだぞ、

ちゃんと証拠があって言ってんだぞ、思いつき

ばったりで言っているわけじゃありませんよ。

だから、そういう点から考えても、今日は公

務と政務について、その混同しているところに

ついての問題点を、あなたが当時、ちゃんと、

きちんと分けてます、政務のことは一切関わり

がありません、知りませんと言い切ってるから

聞いてるんだよ。

聞いてみれば、こんなにね、いいかげんな、

でたらめな、そして、今頃になって、知事は政

治家でもありますからと、公務と政務が混合す

ることがあるんですと。わかってるから、当然

そういうことを当初聞きよったんだけれども、

公務と政務は本当にきちんと区別してると、全

然政務に関わってないと、あれだけ言い切った、

あんたが。

そしてね、これは虚偽答弁ということについ

ては、私にずっと答えてきたことが、整理して、

区別してないじゃないか。ちゃんと日程表に載

せてるじゃないか。誰のところに行ったとか、

応援に行ったとか、そんなことを区別してると

か、ありもしないことを、でたらめ言うことが

虚偽というんだろう。あんた、虚偽答弁をどう

思うのか。

【参考人(元秘書課長)】 繰り返しになりますけ

れども、私が答弁したことがですね、私は虚偽

として答弁したというつもりはありませんでし

た。言葉が足りなかった、それから誤解を招い

てしまった、それについては本当に深く反省し

ておりますし、要するに詳細は言葉が足りなか

ったんだろうというふうに反省しております。

【小林委員】非常に失礼だよね。何が言葉が足

りなかったんですか。どこが言葉が足りなかっ

たんですか。何の誤解を与えたんですか。あれ

だけ明快に答えて、政務と公務は区別してます

と胸張ってね、一歩も寄せつけないような顔を

して言っているあなたが、何が誤解を与えたの

か。何が言葉が足りなかったのか。いいかげん

なことを言いますなよ。ここは神聖な県議会で



総務委員会（集中審査・参考人招致）（令和６年１０月２８日）

- 51 -

すよ。何をそんなでたらめを言うんですか、あ

なたは。もう一回答えなさい。虚偽答弁だろう

が。

【参考人(元秘書課長)】 繰り返しになりますけ

れども、私が虚偽でというふうに、指摘にあっ

たというふうには、申し訳ありませんが、私は

考えておりません。

いずれにしても、説明が不十分であったり、

言葉が足りないというのは、網羅的なことを私

が承知してなかった。したがいまして、最初か

ら繰り返し申し上げますけれども、政務関係に

ついて把握できていないというふうに申し上げ

たのは、もう間違いなく先ほど委員が言われた

ように、あれですが、選挙応援や。

【小林委員】 今となって、そんなね、でたらめ

を言わんでくださいよ。あなたはずっとね、そ

うやって政務のことは一切関係ないと、こうい

うことをはっきり区別してると、こうずっと言

ってきたわけだよ。しかし、あなたの知事の日

程に黒塗りを、あれのまま見たら、ちゃんとど

こに応援に行ったと。3月12日だけではないん

ですよ。

それからね、さっきまた質問しようと思って

ね、あなた、虚偽答弁をなぜ認めないんですか。

それからね、あなたはね、選挙応援の実績整

理ということを後援会の方に送ってるでしょう。

ここに資料がありますよ。どうですか、それは。

【参考人(元秘書課長)】 まず、後援会事務所の

方に実績一覧というようなものを送ったかとい

う事実関係でございますが、送ったことに間違

いありません。まず、それをきちんと認めます。

【小林委員】だから、その間違いないものを公

務の時間になぜ作るんですか。

【参考人(元秘書課長)】 それにつきましては、

複数の議員の方から、選挙の応援と実績はどう

だったんだと議会の中でもお聞きするというこ

とでございました。ただし、私が全てを把握で

きているわけではございませんで、伝聞とか報

道等によって知り得る範囲だと。

ただ、やっぱり伝聞の中でも、こういうこと

があってるんじゃないかと思いまして、後援会

の方に、私が、そういう実際行った実績はあり

ませんかというふうに実はお尋ねをさせていた

だきました。そうしますと、後援会の方からは、

そういう実績の一覧というのはありませんとい

うことでございましたので、それでは私は議会

対応をしっかりやろうという中でもですね、自

分なりにわかる範疇のデータを整理しながら、

自分の整理用としまして、まずは表を作り始め

たところでございます。

その上で、もうちょっとだけすみません、そ

の上で、実際、後援会の事務所の方にも確認し

てくれというふうに私はお送りしまして、後援

会事務所の方からも一定見させていただいて修

正等がまずきました。ただ、一定わかる範囲で

しましたという話ではありましたけども、最終

的に全て確実なものというふうにはちょっと言

えないということもありましたので、私としま

しては、それが全体の話としてお答えできるだ

けの十分なものではないというふうにしました

が、した後も、委員のご質問がございました資

料は私が作りました、恐らく作ったものだと思

います、お送りしました。

【小林委員】 何度も言ってるように、知事は、

誰のところに、いつ、何回行ったかとか、誰々

のところに応援に行ったかと、私は公式に聞い

てるんだよね、議会で。そういう時のあなたの

答弁は、自分で一回、議事録を読んでみなさい

よ、いかにでたらめを言っているかと、わかっ

てるくせに、ちゃんと日程表に載せておるくせ
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に。公務と政務はきちんと分けてると、こうい

うことを言いながらだよ。それで選挙が終わっ

た6月に、こういう選挙応援実績整理と、頼ま

れもしないことに、あなた、後援会に送ってる

わけだよ。こういうね、でたらめをね、また公

務の時間に、そんなに暇なのか。秘書課長とい

うのは、そんなに暇なのか。

だから、そういうような形で、本当にでたら

めなことをやってるわけだよ。そして、私の質

問に答えてないのは、公用車は誰が指示したの

か。さっき質問して、あんたは逃げて答えない。

公用車はあんたが指示したんだろう。

【参考人(元秘書課長)】 誰も頼まれていないと

いう、まず、選挙応援実績の件にまずは答えさ

せていただきます。

それにつきましては、とにかく先ほど何回、

誰に行ったのかというご質問をいただいており

ましたので、私なりに精いっぱいできることを

しようと思ってしていったところでございます。

その際に私なりに時間外勤務をしながら、いろ

んなものを調べながら、私なりに作ったことで

すが、最終的に完成できませんでした。

それから、3月12日の公用車で行けという指

示は誰がしたのかということでございますが、

具体的に私が指示はしておりません。公務に行

く途中の中での話としまして、そういうふうに、

確かに事前に、先ほど申し上げましたが、事務

所を回るという中で、当然、公用車で行くとい

う前提の中で動いたものというふうに認識して

おります。

【石本委員長】 ほかにご質問は。

【まきやま委員】お疲れさまです。今日はあり

がとうございます。

まず確認ですね。その維新の会へのビデオメ

ッセージ、秘書課職員が制作して後援会に渡し

たというのは間違いないでしょうか。LINEの
やり取りが残ってまして、CD、DVDを販売し

てなくてとかですね、いろいろきちんと残って

るんですね。それをまず確認させてください。

【参考人(元秘書課長)】 ビデオメッセージの作

成が、大変申し訳ございません、LINEがどう

かという話はちょっとわかりませんけれども、

作成というのをどう捉えるかなんですが、少な

くとも何らか関わったというのは間違いないと

思います。

ただし、その時に具体的にどういうふうにあ

れしたかというのは覚えてませんが、何らか私

が後援会にCDかDVDかわかりませんけども、

何らかのデータをお渡ししたということだった

んではないかというふうにちょっと思います。

【まきやま委員】次に、知事選の告発に関する

文書なんですけれども、参考人から知事の方に

弁護士を紹介してると思うんですけれども、知

事選の告発に関する文書作成の時の件なんです

けど、参考人からM議員のLINEの方に弁護士

の紹介をされてるんですけども、まず、それが

事実かどうか、教えてください。

【参考人(元秘書課長)】 今ちょっとはっきり記

憶に、ちょっと覚えてないので明確にお答えす

ることできないんですが、弁護士を紹介したと

いう記憶はありません。もしかしたら、何かし

ているかもしれませんが、すみません、明確に

お答えすることはできません。

【石本委員長】 休憩します。

― 午後 ３時２９分 休憩 ―

― 午後 ３時２９分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開します。

【参考人(元秘書課長)】 具体名はちょっと言え

ませんが、ある弁護士さんが、知事が当時、た
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しか顧問弁護士だったというふうに記憶してま

して、その方の名前をお出ししたのかもしれな

いです。

【まきやま委員】これがですね、公務であれば、

長崎県が弁護士費用を負担するのが筋なんです

けれども、これ、後援会が弁護士費用を支払っ

ています。毎月11万円の顧問料を支払っている

ようなんですけれども、これ、事実かどうか、

教えてください。

【参考人(元秘書課長)】 まずは、私は、具体的

にあれですが、公務ではなくて、知事が、公務

ではなくて政務というのか、個人というのか、

の契約をされていた方というふうに認識してま

すので、逆に公務で支払うという話にはならな

いだろうと思います。

ただ、先ほどの紹介というのがちょっとよく

わかりませんけれども、いずれにしましても、

その支払いがどうかというのは、実際上、県と

しての支払いは当然あってませんし、それは県

の顧問弁護士とかということではございません

ので、あくまで後援会事務所で契約とかという

話であれば、後援会事務所でという話なので、

私は、すみません、そこについて存じ上げてお

りません。

【まきやま委員】では次、県議宛ての激励会の

メッセージなんですけれども、これ、2023年5
月16日のメールで秘書課の方で作成、2023年5
月16日ですね、秘書課の方で作られたかどうか、

記憶はございますか。

【参考人(元秘書課長)】 2023、昨年度というこ

とで、私ははっきり認識しておりません。

【まきやま委員】 次に、2024年4月5日に維新

の会定期大会にメッセージを作成、秘書課が作

成していると思うんですけれども、その記憶は

ございませんか。

【石本委員長】 休憩します。

― 午後 ３時３２分 休憩 ―

― 午後 ３時３２分 再開 ―

【石本委員長】 再開します。

【参考人(元秘書課長)】2024年4月5日というの

は、今年度の4月ということだと思うんですけ

ど、私はもう県北振興局に行ってまして、あん

まり記憶がございません。

【まきやま委員】次は、大石けんご後援会のホ

ームページの作成についてなんですけども、こ

の時、知事がマニュフェストの達成状況を県の

幹部が各部門に問い合わせて収集した公文書を

そのまま業者に渡したとLINEグループに記し

ていました。ということで、この時に、後援会

と業者間で守秘義務契約をしたこともLINEに
残っています。このことに関して知っているこ

とはありますか。

【参考人(元秘書課長)】 まず、ホームページの

ですね、後援会のホームページを更新するとい

うことは、どこかの段階で更新していきたいと

いう話は以前から知事も言われてたので、それ

については私は知っています。まずはそれが一

つでございます。

その上で、公務としての実績の方をというこ

とで、恐らくホームページに載せるという前提

だと思いますけども、ということで知事からも

実績を教えてくれと言われまして、県としても、

公務としての実績のとこでございますので、私

が幾つかの数字を関係課に数値などをお聞きし

て、私がその数字をまとめて一部お渡ししたと

いうことは、私もはっきり覚えております。た

だ、時期はちょっと覚えておりません。

【まきやま委員】これは恐らくですね、様々な

知事の政務を知事が秘書課の方に指示をして、
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それを公務時間を使ってやっていたということ

が問題であって、参考人の立場であれば、これ

は公務なのでできますとか、政務なのでできま

せんとかをきちんとおっしゃるべきだったのか

なと思います。

ただ、これを混同して指示をする知事の方が

問題じゃないかと思っていまして、この区別を

しっかりしなければ、知事が秘書課を私物化し

ているということになってしまいます。

それで、現実、実際、状況としては、このほ

かにもたくさんそういったことがあったと思う

んですけども、現場では公務、政務の線引きが

きちんとできていなかったということは認めま

すか。

【参考人(元秘書課長)】 まず、知事の方から、

例えば全て言われたとおりで、した業務を我々、

公務の時間内に公務としてやっていたというこ

とで混同してないか、知事が混同してるんじゃ

ないかというふうな話でございます。

まずはそれについての認識でございますけれ

ども、1点目、知事は知事としてですね、基本

的に当然ながら公務のことを我々に指示をして

ますし、我々も公務のことで一生懸命やってお

りました。

ただ、そこが、先ほど小林委員からもご指摘

があったように、微妙にこう絡むようなところ

があったりしますので、誤解とかですね、今申

し上げたり、私が舌足らずだったり、いろいろ

ご指摘ありますけれども、そういう中でやって

ます。

そこで知事が私物化したという話でも、そこ

は必ずしもないだろうと思いますし、もう一点、

全て知事が言うとおりに私が動いていたかとか、

秘書課職員が言うとおりにしか動いてなかった

かというと、必ずしもそうではございません。

私は、私の立場の中で、やはりこれは公務とし

てはどうだということで、中には、内容によっ

て、公務の中でもそうですけども、知事に対し

て諫言を申し上げるという機会もありましたし、

職員としてもそういったことはやっておりまし

たので、公務、政務、我々としては、やっぱり

きちんとけじめをつけながらやるべきだという

中でやっておりました。

ただし、そこの色分けの中で、先ほどご指摘

がありましたけど、PDFの話とかですね、それ

はそれで私も反省すべきだったところはあろう

かというふうに考えております。

【まきやま委員】では、秘書課の中では公務と

政務の線引きがきちんとできていたと言えると

いうことですかね。

【参考人(元秘書課長)】 我々は、やはり基本的

にそうすべきだと考えておりましたので、その

ように努めて参ったところでございます。

【まきやま委員】今の参考人の言葉は、すごく

大事なところなんですけれども、それができて

ないから、こういったいろんな問題が出てくる

と思っております。

ですので、そうですね、今一番の根本の原因

は、指示をする立場の知事の在り方なんですけ

れども、今後ですね、今後はもう秘書課におら

れないのであれなんですけれども、秘書課の方

たちが、こういった区別をきちんとして公務に

当たっていただきたいと思います。

以上です。

【参考人(元秘書課長)】 公務と政務につきまし

ていろいろなご指摘、まきやま委員からもご指

摘いただきました。それにつきましては、我々

としても改めてそういうご指摘を受けたという

ことにつきましては、県の職員として、先ほど

小林委員からも地方公務員としてどうなんだ、
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秘書課長としてどうなんだということでござい

ました。私としましても、十分ではなかったと

ころはあろうかと思っておりますので、改めて

今後、しっかりと指摘も踏まえながら、公務に

しっかりと対応していきたいというふうに考え

ています。

以上でございます。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【吉村委員】 今日はお疲れさんです。僕はね、

あなたに期待しとったとよ、県北振興局に来て

ね、言うたよね。真面目でね、県北のために頑

張ってよねと言うたよね。そう期待しとったの

に、こういうことになって非常に残念なんじゃ

けど、だからね、もう最初に言うとくけど、や

っぱりさっきからの話を聞いとってね、やっぱ

りグレーよね、その公務か政務かという話をす

ると。やっぱりその境界線もあんまり、もやも

やっとしたところがある。そういうことを区別

するのも、やっぱり難しいところもあるという

あなたの話ね。そういうことを聞きよったらグ

レーよ、グレーは黒よ。もうはっきりするなら、

これは公務です、どうもこれはわからんという

のは、全て政務よ。そういうこと、そうせんと、

今からじゃだめ、もう結果論よ、今までしてし

まった、そういうことに。それが今、問われよ

るわけよ。

だから、知事がね、私物化した、そういう話

もどこかであいよっとかもしれん、僕も聞きよ

ったら、そういうこともあるかもしれんねと思

う。でも、そういうふうにしてしまったのは、

まあね、知事はあなたの上司たいね、そうなる

わけよね、知事だから。その言うことを聞くと

いうことは、ある意味あるんじゃろうけど、こ

れは公務員としてね、やっぱり地方公務員法と

いう法律があるわけよ。だから、一般の民間の

会社とは違うね。

そこを考えると、もう既にこれまでできてし

まったその結果、その積み重ねは、もう後に戻

らん。だから、やっぱりそこを、今後というの

であれば、もうね、やっぱり。もう取り返しが

つかん、やっぱり今までやってきたことはね。

グレーは黒という話でよ。

それでね、今までの質問を聞きよって思うん

じゃけど、この2,000万円の架空貸付の、架空か

どうかというのもまだね、あなたにはわからん

じゃろうけど、とりあえず2通作ってあるもん

だから、一つは架空てなるわけよ。金の動きが

一つしかないもんだから。

その借用書の作成、第1回目はね、5回で払う

て、今、参考人が言った話と同じ。でもね、も

う一つあるのよ、同じのが、払うのもね。これ

は前の参考人が出した資料に載っとるんじゃけ

ど、これ見よるとね、判こが違う、判こが違う

のよ、甲乙ね。そして、この2回目のやつが、

多分、参考人が押した判こと一緒かなと思うん

よ。そしてね、これが2回目。

そして、3回目があるのよ。これはね、やっ

ぱり1回目がね、無理な返済ね、460万円、1回
に支払いますという、5回で2,000万円を返すと

いう消費貸借契約書なのよ。それが無理がある

ので、それをね、10回に分けとらすとよ。これ

が多分3回目かな。これもまた判こが違う。い

ろいろね、疑問点がいっぱいあるんじゃけど、

ここら辺は、知事が直接判こをついたのか、判

こを預かっとったあなたがついたのかはわから

んけど。

そしてね、1回目、2回目は年利3％で貸し付

けてある。でも、3回目の10回に延ばした時は

ね、年利2.2％に変更している。くしくもね、こ

れは医療関係の金融機関から、知事本人が選挙
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当初に借りた2,000万円の金利と一緒、2.2％。

それを最初、3％で貸しとるから、これは貸金

業法違反になるとじゃなかろうかと思って見た

けど、それを訂正してあるんじゃな、2.5％に。

そして、毎年の払いを減額してある。やっぱり

無理があるんじゃろうな。だから、お金を集め

んと、どうにもならんというところで金集めば

かり一生懸命ならしたっじゃろうなと思うんじ

ゃけど。

そういうところの知事の動きというのを見る

と、やっぱりそこは一線を画してほしかったな

と思うんじゃけど、やっぱり、まあそこら辺。

それと問題はね、一つお尋ねは、さっきから

小林委員が言われとるのは、僕がちょうどおら

ん時の総務委員会のあなたの答弁ね。やっぱり

そこで断定的に言ってあるというのが議事録に

も残っとる。「違います」、「知りません」、

そこが問題なのよね。やっぱり今日の答弁を聞

いとると、ちょっと忘れて、ようっとはっきり

わからない。それとか、はっきりしてないので

知らないと言うたとか、こうだんだん変わって

きよるから、わあわあとなるんじゃけど。

そこら辺について、やっぱり前回の総務委員

会で答弁された時と現在というところのあなた

の記憶の違いというか、そこら辺をちょっとお

知らせいただけませんか。

【参考人(元秘書課長)】 まず、契約書の関係の

話でございました。吉村委員が今いろいろ経過

があるんだという言葉がありましたけど、私は、

全くそれは存じ上げておりません。ですから、

もし仮に私が2,000万円の契約書に印鑑を押し

たとしても、どの段階の分というのもちょっと

実はわかりません。まずは、それが一つです。

それから、2点目の話としまして、記憶がど

うかということでございました。私も記憶をい

ろいろたどりながら、自分なりのメールも確認

しましたけど、メールのデータが移動等に伴い

まして、うまく移行できなかったりとかという

のもありました。

その上で、小林委員はじめ皆様に、本当にご

指摘をいろいろいただきました。そこにつきま

しては私も真摯に改めて認識した上で、今後、

本当に改善をしていくべきところはあろうかと

思っています。それにつきましては、改めて今

後、自分なりにしっかりと踏まえていきたいと

思います。

以上でございます。

【吉村委員】わかりました。自分なりの答えで

しょうから、それにいろいろは言わんけど。

次に、秘書課長、それから部長になって、今、

県北振興局長やな。そういう中でよ、知事がね、

クリスチアーノ・ロナウド選手と面会したとい

う話があります。全国知事会、山梨県開催。こ

れについて知事は、その全国知事会には出らん

で、大阪に行ってロナウドの出るサッカーの試

合を見た。ここら辺は、秘書課でちゃんと把握

はしておりましたか、いかがですか。

【参考人(元秘書課長)】 そこは把握しておりま

した。

【吉村委員】把握しとらんと言うかと思っとっ

た。びっくりした。把握しとったら、そういう

ことをしていいと思いましたか。その当時、秘

書課長やったとかな。そこを把握しとったと言

うなら、知事がどうしてそのサッカーの試合、

ロナウドが出るサッカーの試合を見に行ったの

か、その理由というのも把握しておりましたか。

いかがですか。

【参考人(元秘書課長)】 令和5年、ロナウドの

件につきましては、令和5年の時だったという

ふうに思います。その際に、まず、全国知事会
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の話が今ございましたけれども、大石知事が就

任してから、まずは全国知事会の参加状況とい

たしまして、事務的な会議、担当者が出る会議

って全国知事会議でもあるんですけれども、そ

ういうのを除きまして8回ほど知事が出席する

場面がございました。そのうち5回を知事は出

席しています。その時に、まず欠席した3回に

つきましては、馬場副知事であったり、東京事

務所長が代理で出てきたわけでございます。で

すから、状況に応じまして、基本的に知事が、

これは全国各地そうなんですけれども、欠席す

る場合というのはあります。

そこで、その上でロナウドの件にまいらせて

いただきたいと思いますけれども、もともとロ

ナウドのサッカー観戦のために大阪に行ったと

いうことでは、まずございません。行った目的

は、それに付随しまして、ある県内出身の方が

経営しています会社の方が、自社のイベントの

中でロナウドさんを使われるということでした。

それにご案内いただいて、長崎県としてのPR
と本県の来訪とをお願いするためにまず行きま

した。

そこで、サッカーの観戦につきましては、も

ともとロナウド氏が日本に来る目的というのは、

サッカーの試合がメインでございましたので、

そのイベントは翌日にということだったと記憶

しておりますけれども、じゃ、その翌日のイベ

ントの中でお会いする機会があったので、千載

一遇のチャンスということの中で、そうすると、

そのお会いする前にサッカー観戦はしておいた

方がいいんじゃないかという判断の中で見たと

いう経過でございます。

【吉村委員】そこまで把握しとったと言うなら、

また聞きたくなるんですが、その次の日の主催、

その次の日か全体かわからんけど、MTGね、長

崎の出身のMTG、そこまでしか言わんけど。そ

この新商品の発表記念に招待されたというよう

な話なんじゃけど。だから、その観戦チケット

は知事が自腹を切って費用を出しました。県は、

そのチケット代は出していませんということに

なるんじゃろうと思うけど、本当に知事が出し

たのか。招待であれば、このMTGというのが、

ただで席を用意してくれたんじゃなかろうかと

思うけど、そこら辺まで把握してますか。

【参考人(元秘書課長)】 ある会社のイベントに

招待を受けてという話がまずあります。その観

戦につきましては、先ほど質問がございました

けれども、知事が自費で払ったのは間違いあり

ません。知事は、自費で払っております。です

から、完全に招待で完全にあれしたという話で

はございません。

【吉村委員】知事が絶対自腹を払ったとあなた

は今言うたけど、そこまで確認しとるとですか、

再度確認します。

【参考人(元秘書課長)】 確認をしております。

それは、私もその支払いにつきまして、私とか

担当者も関わっておりましたので、知事からお

金を預かりまして、それを振り込んだというこ

とでございます。

【吉村委員】実はあんまり確認できとらん、わ

からないような、記憶がないようなという話ば

っかりやったんで、なかなか覚えとらんかなと

思うたら、そこは鮮明に覚えとるんですね。そ

の金がどこからきたかは知りませんけれども、

一応知事が自腹は。

それで、そこまでして、そのサッカーのロナ

ウドが出る試合を見に行って、千載一遇のチャ

ンスと、参考人は先ほど言われましたが、千載

一遇というと、そこまで力を入れるのであれば、

長崎県にとって、それがどういう効果があった
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のかをちょっとお知らせいただきたい。

【参考人(元秘書課長)】 千載一遇と申しました

のは、サッカー観戦というよりも、その翌日に

その会社の社長さんが会えるタイミングをつく

れるというお話がありまして、そこで短い時間

になるかもしれんということでしたけれども、

そこで行ったと。そこで知事の方から、本県へ

の来県のお願い、それからフォロワー数が6億
人だったかと記憶しておりますけれども、それ

だけの方が長崎県の情報発信、魅力というもの

を発信していただければということでお願いを

したところです。

それで、じゃ、その結果について、どうだっ

たのかということでございましたけれども、そ

れにつきましてご協力をお願いしたいというこ

とでしたことですが、今現在、私が知る限りに

おきまして、その時の話とかいうのは、今出て

ないというふうな状況は残念でございます。

【吉村委員】 残念という、出らんでしょうね。

このロナウドを長崎に呼んで宣伝効果を出すた

めには、なんかロナウドは、キャスティング会

社と、当然、プロだから契約してあるんで、そ

れなりのお金を払わんと、そら来んよ、ただで

はね。

だから、最初からそんな効果が出らんところ

に行ったんじゃと結果的にはなってしまうわけ

よ。それを把握しておりました、こうでしたと

いうところが、まあ、秘書課としても甘かった

んじゃないかなと思います。それは答弁は要り

ません。

最後にもう一つだけ。これは、今回、別の参

考人、元監査人という人が、内部分裂でこうい

う資料が出てきたから僕らもわかるんじゃけど、

もうLINEのやり取りがいっぱいあるのよ。検

察に既に全部出してあるそうです。だから、そ

れが事実かどうかというとの確認を僕らはやり

よるわけよ。検察とか警察じゃないので、僕ら

は、そういう取調べはできんちゃけど、事実を

照らし合わせて、そごがないのかとか、どっち

が本当かとかいうのの確認。

それでね、これもLINEで残っとるんじゃけ

ど、その文章がね、知事の。知事の言葉が。

佐世保・県北を担当する専属職員を迎えて、

「何とか県北振興局長に誰かいい人を探しても

らえるようミッションを与えています。これを

事務所に構えという方針を考えていますが」と

いう文章がLINEに残っとる。

県北振興局を、知事の佐世保・県北担当の事

務所にしよったんじゃなかろうかいと、自分の

政治目的のためにと、こう疑うような言葉なん

ですが、こういうことを参考人は知事から聞い

たことがありますか。

【参考人(元秘書課長)】 まずは、県北振興局を

知事の政務事務所みたいにというような話でご

ざいますが、全くそういったことはまずござい

ません。私は、当然ながら、県北振興のために、

未熟ではございますが、一生懸命取り組んでい

るところでございますし、例えば知事から、ま

ずはそのLINEの話が私もどういうものかわか

りませんけれども、知事からは、県北振興のた

めにしっかり頑張ってくれというような、赴任

の時には、そういうお話はいただきました。

【吉村委員】 あのね、一番最初に言ったけど、

あなたは、俺はもう本当に期待をしてね、県北

を頼みたいと思うとったのよ。しかしね、こう

いうことになって非常に残念と、2回繰り返し

言うけど。

このLINEにはね、今、参考人はわからんと

言ったけど、今回の件はね、さっき言うたこと

ね、「商工会議所を中心とした資金づくり」て、
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建設業協会、医師会、歯科医師会とは別にして、

それ以外の資金づくり、こういうことを知事は

いつも考えよったのかと思うと、がっかりくる

のよ。これはね、4月24日のこと。あなたがま

だ県北振興局に行く前かな。もう赴任しとった

かな。こういうのがね、残っとるわけよ。

だから、そういう意味での相談は受けました

か。

【参考人(元秘書課長)】 繰り返しになりますけ

れども、私は、そういった指示なりお話を私に

してくれとか、そういったことも全くございま

せんし、私もした記憶はございません。

私は、とにかく県北振興のためにしっかり頑

張ってくれという中でご指示は受けましたし、

それだけでございます。単純に言いますと、そ

ういうことでございます。

【吉村委員】最後にしますけど、やっぱりあな

たの言うことを、もうそうだと思って聞けばね、

知事を中心とした周りは、それとは裏腹にお金

のことばっかり考えよったということ。県北の

振興も考えとらんし、何も県のことも考えとら

んと、ひたすらお金のことを考えよったという

のが、もうこのLINEのやり取りを見ると、も

う如実に表れてとるというのが、僕の個人的な

感想。

だからね、それに辛いところもあるやろうけ

ども、やっぱり結果が全てというところもある

んでね、やっぱり全くあなたに罪がないとは言

えない。知事と一心同体になってやったところ

があるとなればね、やっぱり考えた方がいいん

じゃないかと私個人は思います。それを提言し

て終わりたいと思います。

以上です。

【参考人(元秘書課長)】 今のお話、知事と一心

同体ということで誤解を与えてしまっているん

ですが、いずれにしましても、私と知事は、当

然、公務の中での話ですし、私は、公務にこれ

までも一生懸命自分なりには取り組んできたつ

もりでございますし、県北振興につきましては、

ずっと以前から県職員としてもいろんな、いわ

ゆる南北問題と言われたり、ましてIRの話があ

る。そういった中におきまして、私は私なりに、

微力ではございますけれども、県北振興のため

にしっかりと取り組んでいきたいと思っており

ます。

【石本委員長】 ここで一旦休憩をします。

― 午後 ４時 ０分 休憩 ―

― 午後 ４時 １分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

先ほど、吉村委員からの参考人に対する発言

については、適切性を欠く発言だと思われます

ので、議事録から取り消したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、ほかにございませんか。

【小林委員】先ほどから参考人にお尋ねをして

て、なかなかまともな答弁が返ってこないと、

かみ合わないということが多々多々であります。

ただ、その中で、政務と公務がやっぱり混合

していると。私は、最初からあなたに尋ねる時

に、政務と公務をどれだけ区別することができ

るかということで、なかなか難しいんじゃない

かと、そう考えておりましたが、あなたは、そ

れはきちんと区別してると。政務についてはね、

一切存じ上げんと、知らないと明確に言いよっ

た。ところが、先ほどから何度も言うように、

あなたに尋ねんといかんことがいっぱいあるか

ら、忘れないうちにどんどん尋ねていかんとい

かんと。

そういうことで、あなたのしっかりとした答
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弁を待つまでもなくね、こちらが先にしゃべっ

てしまうと。それをよいことにして、あなたか

らまともな答弁が全然返ってこないと。

今まで、「言葉が足りない」とか、「誤解が

与えた」とか、そんな失礼なことを言うなよと。

あなたが言うたとおりのことを言っているんで

すよと、こういうことを申し上げとるわけです。

だから、あなたは、公務と、そういう政務を

きちんと区別していますと、何度もきちんとし

て、政務のことはあずかり知らないと言い切っ

たあなたが、今ここにきて、なんか非常にその

辺のところが、なんか自分の言葉が足りなかっ

たとか、誤解を与えたかと思うとかという言葉

に変えて、なんか煙にまかれているような気が

するんです。もちろん私は、あんたにそんなね、

煙にまかれているような思いは全くありません。

まだこんなことを言っているのかと。

あなた、ずっと私に虚偽答弁をやってきたん

だよ。その虚偽答弁を認めようとしないと。何

で認めないのか、うそばっかり言っとったくせ

に。うそも明らかになった。あなたも認めてい

るじゃないか。どうですか、そこは。

これは、あなた、地方公務員法に引っかから

ないのか。そういう信用失墜行為とか、懲戒処

分を受けることも考えられないのか。こんな議

会で、そういううそ八百並べて、そういうよう

な虚偽答弁をやっているということ。そして、

それを認めようとせん。この倫理確保の面から

もね、非常に問題があると思うんだよ。

だから、どうですか。私が間違った発言をし

とったと、事実関係を隠しておったと、これを

謝りたいと、そういうところの謝罪をすべきじ

ゃないか。

【石本委員長】小林委員、ちょっと途中ですけ

れども、本日はあくまで参考人としての招致で

すので、中身を。

【小林委員】だから、参考人と言ってるじゃな

いか。

【参考人(元秘書課長)】 いずれにしましても、

そういうふうに私は虚偽答弁、だましたという

つもりはありませんが、ただし、不確かという

か、言葉足らずであったり説明不足であったこ

とについて、やっぱりそこについてはきちんと

謝罪を申し上げたいと思います。

その上で、地方公務員法の話ございましたけ

れども、地方公務員法に抵触するかどうか、そ

ういったことにつきまして、私が述べるべきで

はないと思いますので、そこにつきましては専

門家であったり、担当のところであったり、い

ろいろなそういった中で、ご判断いただくこと

だと思います。

以上でございます。

【小林委員】あなたがしゃんとしていただかな

いと、委員長からこういう注意を受けてる、言

葉が荒いよと。その原因は、少しあなたにもあ

るんだよ。私は、丁寧な言い方は幾らでもでき

るんです。だけど、やっぱりね、事実じゃない

ことを言われたり、そういう自分の落ち度をね、

言葉巧みにごまかしたり、そういうことはしな

い方がいいんじゃないですかと、こういう言い

方もできるんです。

だから、もうちょっとね、やっぱり公務員な

ら公務員らしく、あなた、知事の側近でも何で

もないんだよ、一公務員ですよ。あなた、地方

公務員ですよ。そうやって1年に1回ずつ、ずっ

と昇級して、異例な速いスピードをもって出世

しているかもしれんが、私に言わせてもらえば、

今の状況の中でね、やっぱり県北振興局長とい

うのは、少し早過ぎたかなと私は個人で思って

るんです。まだまだ、やらなけりゃいかんこと
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があるんじゃないかと、こう思っているし、あ

んまり人事制度に、人事権を発令したのかどう

かわかりませんけども、まともな出世じゃね、

私は、普通の昇進のあり方から少しあなたは違

うと思うんですよ。これは私の個人の考え方で

す。

だから、そういう点から考えて、今申し上げ

ているわけだけれども、虚偽答弁ということを

認めないんですか。

じゃ、今までちゃんと区別してるとか、政務

と公務はちゃんと明らかに整理しているとか言

ってきたことは言葉足らずだったんですか。ど

うですか。ちゃんと答えなさい。

【参考人(元秘書課長)】 繰り返しになりますけ

れども、議事録を改めて見ていただきたいとこ

ろがあります。確かに、私が、政務について把

握できないとしたことも、私は間違いないと思

っています。

その流れの中の話で、例えば選挙の応援にお

きまして、応援を頼んでない人にもお願いした

りとか、そういったこともどうだとか、いろん

な切り口の中でありましたけれども、いずれに

しましても、私は、言葉とか説明が足りなかっ

た点はあると思いますが、虚偽の答弁をしたと

いうことでは考えていません。

ただし、いずれにしましても、そういうふう

な観点で見られてしまうというのは、先ほどの

県北振興局長としてもそうですけども、私の不

徳といたすところでございまして、ご指摘はご

指摘でしっかりと承りながら、改めて今後しっ

かりと取り組んでいきたいと思います。

【小林委員】 もう少し、あなたさ、きれいな気

持ちでやってもらわないと、埋もれてしまった

らだめですよ、と私は思います。

だから、今言うように、いいですか、私がは

っきりわかりやすく言っているのは、あなたは

私の質問に対して、政務と公務は分けていると。

だから、知事が、どこに何日に行ったかとか、

何回行ったとか、そういうものはありません、

知りません、そういうことをずっと繰り返し答

弁してきたんだけども、黒塗りの知事の日程を

見たら、驚くなかれ、どこに、いつ、誰の応援

に行ったかと、こんなことが全部明らかになっ

てきてるし、また、あなたが選挙応援の実績整

理というものを自ら作って、何か備忘録みたい

に、後援会の方にそれを渡していると、これだ

けのことをおやりになってるわけだよ。

だから、そこに私に対して、私がさっきも言

ったでしょう。もし私が公開審査、情報公開を、

これを申し出なかったら、あなたの言い分がま

ともだったのかと、そういうような形で受け止

めざるを得なかったと。ところが、私は、そう

いう公開の審査をしてもらって情報開示という

形でお願いしたところ、それが認められて、黒

塗りが真っ白になったと。そうしたら、全部、

日程表に、そういうことが載っているじゃない

ですかと。

だから、そういうことから考えてみれば、全

くありませんとか、知りませんとか言っていた

のが、あなた、うその答弁をしていると。そん

なのを虚偽答弁というということをずっと言っ

ているけれども、それを認めようとせずに、言

葉が足りなかったとか、誤解を与えたとか、何

で言葉が足りなかったんですか。

【石本委員長】 小林委員、すみません、もう繰

り返しで。

【小林委員】 繰り返しも、答弁をしないから、

しようじゃないか。

【石本委員長】同じような答弁をしていますの

で。（発言する者あり）
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【小林委員】 いやいやいや、そんなことをね、

まともにね、そういうまともな答弁をせんよう

な、そんな集中審査なんかあるもんですか。だ

から、私は事実に基づいて言っているわけだか

ら。それを何回も聞いて、それを虚偽答弁とい

うと、そういうことを認めようとしないから言

っているわけです。

【石本委員長】これまでも何回か答弁してます

けど、もう答弁が変わってないですもんね。

【小林委員】答弁が変わってなければどうする

んですか。

【石本委員長】 一応、いいですか、ここで。

【小林委員】 委員長から注意しなさいよ。（発

言する者あり）

【石本委員長】 しっかりと虚偽答弁じゃなく、

真実を語っていただくということで参考人招致

しておりますので、そこはよろしくお願いしま

す。一応、ここでいいですか、後の時間があり

ますので。

【小林委員】 先ほど、吉村委員からね、佐世保

振興局長にあなたが就任して、知事からね、い

わゆる佐世保の市長と連携とか、そういうよう

なことも含めて、後援会をいわゆる県北でつく

る、佐世保でつくると、こういうところの役割

を担ってほしいと、こういうメールがね、届い

てきた、LINEが届いてきたと、こういう話が

公になっとるわけよ。あなたは当然ね、もう今、

あなたの性格からいけば、そうやって印鑑を押

すのも、何の書類だったかわからんと。こんな

ことを言うような県北振興局長、当時の秘書課

長だから、今、知事からそういう話があったと

いうことについては、全くもって否定をしてい

るけれども、本当にあなたはそういう話はなか

ったんですか。

【参考人(元秘書課長)】 繰り返しになりますけ

れども、知事からそういうことをしてくれとい

うふうな話の指示はありませんでした。県北振

興について、しっかりと取り組んでくれと。そ

の際に、まずは成果にこだわってほしいという

こと。それから、各市町とか地域の方とも連携

して、しっかりと取り組んで県北振興してほし

いというふうなことでございました。

【小林委員】だから、そういうことでいけばね、

県北振興局長は、まだまだ経験を積んだ適任者

はまだたくさんいらっしゃると思うんだよ。あ

なたは特別な命を受けて、この県北振興局長に

就任しているのではないかという疑いが持たれ

ているわけで、今回の人事にいろいろと取り沙

汰されていることは事実ですか。重ねてお尋ね

しますが、そういうような命はないんですか。

【参考人(元秘書課長)】 私自身の人事につきま

して、私は存じ上げておりません。その上で先

ほど委員が申し上げたとおり、私にそういうご

指示で動いてくれ、そのために行ったんだから

みたいな話は、私自身に知事からあったわけで

はございません。

以上でございます。

【石本委員長】 小林委員、（発言する者あり）

あとの知事の時間がありますので、申し訳あ

りません。

質問の中で、不適切な発言については、後刻、

私の方で議事録を精査して適切な措置をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

それでは、参考人におかれましては、本日は

大変お疲れさまでございました。

本委員会を代表しましてお礼を申し上げます。

ありがとうございました。

これより、しばらく休憩し、4時25分から会

議を再開し、大石知事への質問応答を行います。
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しばらく休憩いたします。

― 午後 ４時１５分 休憩 ―

― 午後 ４時２４分 再開 ―

【石本委員長】 再開いたします。

これより、大石知事にご出席いただき、引き

続き、大石知事の政治資金等について審査を行

います。

知事におかれましては、お忙しい中、ご出席

いただきありがとうございます。

それでは、事前通告に基づき質問を行います。

事前通告をされた委員の方で、ご質問はあり

ませんか。

【松本委員】午前中に参考人の田中議員が来ら

れて、質疑を聞きましたので、それに関連して

9つの医療法人からの286万円の迂回献金の発

端の一般質問について伺います。

もう端的に時間がないので聞きますが、田中

議員への質問止めの認識とその経緯について、

どのようにお考えか、お尋ねいたします。

【大石知事】 まず、質問の経緯ですね、質問止

めの経緯、お話しましたけれども、まず、これ

までも既に質問をいただいてお答えさせていた

だいておりますけれども、私自身、質問を止め

てほしいとか、そういった思いは全くございま

せん。全く問題がないというふうに元監査人の

方からも聞いておりましたし、その点、質問い

ただければ、しっかりお答えすべきだというふ

うに思っておりました。

ただ、そういう中で、非常にお話が難しい、

内容が非常に難しい部分も、複雑な部分もござ

いますので、その考えをお伝えしておくという

ことで、そこは整理できるのではないかと、よ

り建設的なお話、質疑ができるのではないかと

いうお話の中でお会いするということでしたの

で、そのことについて、今思えば、やはり誤解

を与える対応であったと思いますし、今、反省

して止めておくべきだったというふうに思いま

すけれども、その点については、そういった質

問止めをしてほしいと言ったこともありません

し、お願いするつもりもありませんでした。

以上です。

【松本委員】田中議員の説明の中に、恐怖を感

じたと、突然知らない人が入ってきて脅された

というような話もありました。これに関して、

知事が関与しているかどうかは別としても、い

ずれにしても、知事が質問を止めさせるという

お願いをしたという意識があるのかどうか、認

識があるのか、もう一回確認をしたいんですけ

れども、いかがですか。

【大石知事】それは、先ほど繰り返し申し上げ

ますけれども、先ほど述べたとおり、ありませ

ん。先ほど、県議の方から恐怖を感じたという

ふうなお言葉があったと思います。それについ

ては、私自身そういったことを、また圧力をか

けるとか、そういった思いは全くありませんで

したけれども、結果として、そういう思いをさ

れたということに対しましては、本当に申し訳

なく思っておりますし、そういう機会をいただ

ければ、改めてお詫びを申し上げたいというふ

うに思います。

そのお会いをしに行った際ですけれども、理

由はわかりませんけれども、知り合いの記者の

方が同席されるというふうに事前に伺っており

ました。ですので、そういったことからも、元

監査人において、県議に対して圧力をかけると

か、質問を止めさせるといったような行為があ

るとは思っておりませんでしたし、私自身です

ね、恐らくその元監査人の方もそう思っていた

というふうに理解はしています。
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【松本委員】そこで、元監査人が行かれたとい

うことですが、要するに知事は、元監査人の接

触自体は把握していたのか。お願いして行って

もらったのか。何のために行ってもらったのか。

そちらについては重要になってくると思うんで

すけど、そちらについてはどうでしょうか。

【大石知事】これまでも申し上げてきましたけ

れども、お会いするということは事前に承知を

しておりました。それは先ほど経緯を申し上げ

たとおりでございます。

その質問を止めてほしいとか、そういった思

いは全くございませんでしたし、繰り返しにな

りますけれども、問題はないというふうに伺っ

ておった中で、ただ、難解であって、非常に複

雑なものだというふうに私自身も思っておりま

したけれども、その考え方について説明をする

という話で、その時はその方がよろしいかと思

って止めなかったというのが事実でございます。

そのことについては、本当に誤解を与えてし

まうということですし、先ほど、圧力を感じた

というふうにお話をされていましたので、それ

についても本当にやはり止めるべきだったなと

いうふうに思って反省をしております。

【松本委員】 その後も、本日は参考人で、286
万円の資金の流れについての参考人の質疑があ

りました。一部は、その自民党の第8支部の方

と、また県医師会の会長が、そういう経緯につ

いて質疑をしたんですけれども、やはり一番大

事になってくるのは、この部分に県議の支部、

県議の後援会、知事の後援会という流れで資金

が動いていったことを、知事本人が当時認識し

ていたのかどうか、もう一回確認をいたします。

【大石知事】これも繰り返しお話させていただ

いてきておりますし、先日、記者会見の場でも

はっきりと申し上げさせていただきましたけれ

ども、これについては把握をしておりませんで

した。

以上です。

【松本委員】それでは、やはりポイントになる

のは、これを誰が考えたということが一番大事

になって、皆さんそこがわからないもんですか

ら、それぞれもわからない、わからないという

ことで結論が出ないわけで、こちらに対しては、

しかし、ご自身の後援会の話でありますので、

把握する必要があると思うんですが、このよう

な流れを誰が考えたのか、もう一度お尋ねいた

します。

【大石知事】 私の後援会に入ってきて、2022
年のうちに返しています。そういった意味では、

私の後援会ということは、今、ご指摘いただい

たのは該当するかというふうに思います。です

ので、私自身身も、また、加えて私の選挙期間

中に、選挙に関わって起こったことだと認識を

していますので、私自身もそこをできる限り皆

様にご説明を差し上げるということに責任を感

じて、これまで対応させていただいてまいりま

した。

で、この点について、これまでも本当申し上

げてきているとおりなんですけれども、私自身、

どういった形でその資金移動がなされたかとい

ったことについてお話を聞いてまいりました。

今日もお話が、議論がされていたと、質疑が

あったと思いますけれども、そういった指示が

あったというふうなお話もある一方で、当該の

方にお話を聞いたところ、それについてはなか

なか食い違ってしまっているという状況もござ

います。そういったことを全て踏まえて、やは

り解明するに至っていないということが現状だ

と思っています。

【松本委員】参考人の会計責任者の方も、何回
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も検察に呼ばれて説明をしたということで、そ

ういう本当に多くの方が関わって、そしてご負

担もかけているわけでありますので、やはりし

っかりと事実関係を、ここは調べ、確認するた

めの委員会ですので、やはりそこのところはご

自身の責任として、わからないよりも、とにか

く少しでも解明できるようにですね、今後も協

力してもらいたいと思うんですが。

もう一つは、いろいろ前回説明をいただきま

した、経緯をですね。最終的には、寄附金の返

済286万円に令和6年の8月2日にしましたとい

う経緯はわかりました。

ここでまた問題になってくるのが、借入金か

ら寄附金にして、寄附金はまた戻しているわけ

ですね、県議の後援会の方にですね。その部分

がやはり借入れじゃなくて寄附なので、返金が

事後買収に当たるのではないかという話が出て

いるんですけれども、事後買収に当たるという

認識はございますか、お尋ねをいたします。

【大石知事】 まず、事実の確認ですけれども、

2022年にお金が入ってきて、それを気づいた時

に、疑いをもたれるのは本意ではないというこ

とでお返しをしています。

そのお返しをした方法の記載の在り方につい

て、今回変えたと。借入ということを寄附に変

えたということで、実際にお金の移動が今起こ

っているわけではありません。そこについては

明確に申し上げておきます。

で、それが事後買収に当たるかどうかという

認識でございますけれども、私の認識はもう当

たらないというふうに思います。それは実際に

私がいただいたお金というか、お返しをしたも

のでございますので、それについては当を得な

いご指摘かなと思います。

【松本委員】実際そのまま戻したということだ

から、当を得ないということですが、それはご

自身の判断なのか。それとも、専門家の助言を

得ての発言なのか、お尋ねいたします。

【大石知事】 まず、当を得ないというか、該当

しないということについて、ご助言をいただい

たものだという、ご助言を踏まえての発言かと

いうことだと理解をしてお答えをします。

これについて、もちろんご相談といいますか、

ご助言を仰いだところでございますけれども、

そもそもが、私が受け取るというお金ではなく

て、お返しをしておりますので、そのことから

も、その事実をもってしても、それは当を得な

いというふうに理解しておりますけれども、そ

れは本当個別具体の事例を踏まえて司法が判断

することだと思いますので、私自身がそこを決

定的に、断定的に申し述べるのは適切ではない

というふうに思います。

【浅田委員】今の確認をさせていただきたいと

存じますが、先ほど質問止めをする意図はなか

ったと、田中議員に関してはと。しかしながら、

質問がスムーズにいくようにそういうことをあ

る一定したと。なかなかないわけですよ。私も

もう十数年この議員をしておりますが、わざわ

ざ佐世保まで行って、その質問の中身を確認す

ると。それも、気になっているのは、第三者で

すよね。県の職員さん、理事者でもない、第三

者の方にそれをスムーズにいくように確認に行

かせたということ。

そして、これを、前、知事の答弁の中で、一

緒に行った方は知事の後援会のスタッフが運転

をして行ったと言っていました。

先ほど来から、実は知事がやっていることの

公務と政務がむちゃくちゃじゃないかという話

があるんです。これもそれと同じだと思うんで

すけど、どのようにお考えですか。
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【大石知事】 まず、ご指摘いただいた、同席を

するといったこと、あとまた、質問の意図を確

認しに行ったことについて、どう思うかという

ことについて、これについてはこれまでも申し

上げてきていますけれども、やはり反省すべき

ところはもちろんあるというふうに思っていま

す。

今思えば、誤解を与える、また圧力をかけら

れたとお感じになられたというご本人、県議か

らもお話がありましたので、それについては本

当に申し訳なくお詫びを申し上げたいと思いま

す。

個々について、そのお話をご説明しに行くと

いった申し出があって、それについて私の質疑

に関することでございましたので、それについ

ては後援会の事務職の方に運転をしていただい

たという経緯がございますけれども、そこの公

務、政務の整理について、これはどちらかとい

うと、どっちも要素はあるかもしれませんけど

も、その時はそのような対応が適切だというふ

うに判断をしてお願いをしたところです。

【浅田委員】先ほども選挙の時の話なども出て

おりました、前秘書の方、参考人として。やは

り知事自身の見識というものが、県のトップで

あると、そういったことが余りにもちょっとな

さすぎるのではないかと感じています。なぜか

というと、私も3人の知事と一緒に仕事をさせ

ていただいているんですが、このような問題が

あったことはないわけなんですよ。選挙も何度

もあっている、知事選も。しかし、それがない。

だけど、何か言うと謝罪すればと言われても、

謝って済むものではないということも私はやっ

ぱり感じていただかなければならない。それだ

けの責任がある職責なんだということを感じて

いただく必要があると思うんですね。

286万円についても、今日、参考人の方々が、

まず最初の方は口座を貸してということで大石

後援会に回すという認識をしっかり持っていた

ということをお一人の方は言いました。そして、

その途中で、じゃ、なぜ、その286万円を全て

使っちゃったというようなお話があったもので

すから、どのタイミングで使っていいかと判断

したんですかと言ったらば、それにはコンサル

タントが「使っちゃっていいよ」と言われたか

ら、知事の選挙ではなくて、別のことに使った

という答弁がありました。

そして、医療関係の連盟の委員長からも、要

は、それは知事の選挙のために、知事の選挙で

活動していただいている支部に支払ったもので

あり、要は知事の選挙に使うものがそうではな

い使い方をされたりとか、いろんなところの全

てを選挙コンサルタントの方がジャッジをして

いる感じがあるんです。

ご自身のところ、その286万円が入ったとか、

入ってないというのが仮にわからなかったって、

前々から答弁がありましたけれども、いずれに

しても、自分にかかるお金を、そのコンサルタ

ントの方に全て任せていたのか。そういう行動

に関しても何もかも、いろんな状況が、答弁が

どんどん変わっているかのように私には感じら

れたんですが、その辺も含めて今日の参考人の

方たちの答弁に関してはどのようにお考えでし

ょうか。

【大石知事】 まず、知事としての認識、自覚が

不足しているのではないかというご指摘、これ

はもう本当に受け止めるべきことであると思い

ますので、反省することは反省をして、改める

ことは改めて、気をつけていきたいと思います。

まず1つ目、参考人の方が口座を貸してほし

いと、私のところへ回すといったこと、その返
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した後に関して使ってもいいというお話につい

て、ご指摘がありましたけれども、これについ

ては、やり取りが私からはわかりませんので、

それについてはお答えをしかねます。

医師連盟委員長のお話の中で、大石の、私の

知事の選挙のために集金を、資金を集めたとい

う話がございましたけれども、そこの点につい

ても、実際どういった経緯でそういったことに

なっているか、私自身がわかっておりませんの

で、そこについてもお答えはしかねます。

選挙の際に、資金をどのようにお任せをして

いたのかといったこと、これも本当お恥ずかし

ながら詳細まではわかっておりませんでした。

選対本部の皆様にお世話になっておりましたし、

そこは適切に使っていただく、適正に処理をし

ていただくといったことを、信頼関係のもとで

お願いをしてしまっていたということです。そ

れが事実です。

【浅田委員】知事も当然おわかりだと思います

が、選挙というのは、使っていい上限、お金の

上限等々も当然あります。そして、使うべきも

の、使ってはならないものというのがあります。

信用してて任せていたにしても、最終責任はそ

の選挙に出ている政治家本人なわけですよね。

本人なんです。私たちもそうです。それをわか

らない、わからないって、それで済むというふ

うに思っているんでしょうか。それが130万人

のトップの知事として、それで許されると知事

はお考えでしょうか。

【大石知事】もちろん、そこで何か生じていた

場合、そこの関わってきた者、私としての責任

もあろうかと思いますけれども、本当正直これ

はお恥ずかしい話なんですけれども、その上限

であるとか、何に使っていいとか、そういった

ことに対して知識が極めて不足していたことは

事実でございますし、そういった管理をすると

いったことも全く余裕がなかったのも事実でご

ざいまして、先ほど申し上げたとおり、その選

挙にかかる資金の管理につきましても、選対本

部に本当に任せてしまっていたということが事

実でございます。

【浅田委員】 選対本部の方は、皆さん、その選

挙コンサルはプロだったと思いますが、そのほ

かの方はプロだということで信用なさっていた

ということですか。

【大石知事】プロだから、プロじゃないからと

いうような認識を考えたことはございません。

【浅田委員】だとすると、やはりその方たちも

わからない、わからない。今日午前中の参考人

の方も、本当にわからなかったと言っていまし

た。わからないか、わからないで済んで、訂正

して訂正していけば、全てオーケーなのであれ

ば、例えば県政の事業だってそういうふうにな

ってしまうんじゃないのか。本当に、果たして

130万人県政のかじ取りとして任せて大丈夫な

のかということも一点気になるところでござい

ますが、そこは今日は触れずともですね、例え

ば今、知事は、それであるとするならば、県政、

こういうふうな委員会等々を開いて、こういう

状況になっていることに関して、停滞している

と思っていますか。どうでしょうか。

【大石知事】 これまで、一般質問、また各派代

表者会議、全員協議会、またいろんな機会を通

して、できる限りご理解をいただけるようにご

説明をしてきました。

今なお、それがまだ十分でなくて、ご理解い

ただけてないということで、こういった機会を

設けられているといったことについては、本当

に私が戦った選挙にかかることですので、そこ

については申し訳なく思っています。
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また、今日も朝から参考人の方々がお越しに

なられてお話をされておりました。その方々も、

本来であれば、こういった対応をする必要もな

いというふうなお話も一部ありましたけれども、

そういったご発言も踏まえて、本当にこれは申

し訳なく思っているところでございます。

【浅田委員】私たち、この総務委員会のメンバ

ーもそうですよ。本来であれば、こういうこと

に時間を3日も割いて、視察までやめて、ここ

で朝からこんな時間までずっとしていること自

体、私はどうなのかなと思います。

しかし、それは本当に、もうなんでいまだに

やっているのかみたいなことを総務委員長が文

句を言われたりするわけですよ。しかし、私た

ちは二元代表制として、県民の代表として、し

っかりと明らかにすべきであると。県議会とし

ても緊張感を持ってそれをやることが県民に選

ばれた我々の職責だと思っております。その辺

に関しては、知事はどのようなご見解でしょう

か。

【大石知事】先ほど申し上げたとおり、私自身

としては、本当に皆様のご理解をいただけるよ

うに対応してきたところですけれども、それが

十分に至っていないということについては、本

当に申し訳なく思っています。

総務委員会の皆様が、本当に皆様方のご判断

で、これが必要だということを正式に議論して

決定をされて、今この参考人招致、また集中審

査をされているという状況だと私は理解をして

います。そのことについても本当に重く受け止

めながら、私自身もしっかりと真摯に対応して

まいりたいと思っております。

【浅田委員】今、真摯に対応いただけるという

ことをおっしゃっていただきました。

そういう意味においては、知事にとって、私

が一番求めたいのは、知事がずっと選挙の時に

も相談をしていた。そして、その後にも相談し

ていた。何かあると、みんながコンサルタント

の方が、コンサルタントの方がと言うんですよ。

でも、この問題が浮上してからは、知事はその

コンサルタントの方とも弁護士を通じてしか会

話をしてないと言います。しかし、知事がその

方を信用して、こういうことになっている。こ

れが県政を本当に停滞しているというのであれ

ば、我々の時間を無駄にしているというのであ

れば、知事がその方をしっかりと参考人として

出ていただいて、しっかりと自分たちの理解で

きなかったところを、把握できるようにすべき

であるということを私は言うべきだと思います

が、どうでしょうか。

【大石知事】 招致する参考人につきましては、

先ほど申し上げたとおり、総務委員会で正式に

議論して決定をされたものだと承知をしており

ます。その招致を受けた、依頼を受けた参考人

につきましては、それぞれの立場で、それぞれ

の状況において判断をされているというふうに

思います。それについては、やはり尊重すべき

だと思います。

【浅田委員】 しかしながら、知事は、その方に

ついて、一番信頼していて全部任せていた。お

金も使っていい、286万円も使っちゃっていい

みたいなジャッジをされているわけですよね。

されたと言いました。しっかりほかの参考人の

方がおっしゃったので、そういうことが積み重

なっていると、これずっと議論が終わらないわ

けですよ。

これは、やはり多くの県民の方は、気にして

いると思うんですね。マスコミの方だって気に

しているから、こうやっていて、これを我々総

務委員会としても県議会としても、中途半端に
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終わることはできないです。やはり司法の場、

司法の場と言っても、二元代表制として県民の

負託を得ている私たちとしては、ある一定きち

っと、このような中途半端ではなくて、ちゃん

としたものを出して、委員会としても終わらな

ければいけないと思っているんですね。しかし、

ずうっとなんか並行的なばっかりの感じで、や

はり知事の決断というものをもう一つ求めたい

と思いますが、時間がないので、ほかの方に質

問を代わっていただきます。

【石本委員長】 ほかに質問ございませんか。

【小林委員】今朝からね、あなたもテレビで聞

いとったみたいだけれども、忙しくないの。テ

レビを見られる暇があるのか。

そんなようなことで、大体午前中から、まず

田中愛国邸にあなたの監査人の方が、いわゆる

行って、大抵脅かされたと。もうとにかく圧力

をかけられた。もう本当に精神的に、身体的に

不安を感じたと、こういうようなことをあから

さまに実体験の中で話をされました。

この田中愛国邸に令和6年6月22日、実はあな

たの監査人が赴いたわけですよ。そこに知事が

大変な関わりを持っている、関与していると、

こういう話が大分流れております。

そこで、事実を明らかにしていただかないと

いかんが、まず、あなたの監査人の方が、田中

愛国邸に赴かれたのが、なんと全然アポイント

なしで、顔見知りでもない、突然やってきた人

が、8時半過ぎの夜分ですよ。こんなところで

訪ねていっているわけです。

あなたは、叙勲でいろいろと田中愛国さんの

動きを逐一LINEで流しておったとか、ずっと

連絡を取り続けとったとか、そういう話もあり

ますが、まずお尋ねしますことは、午前中に県

民の知事室で、あなたが、この監査人を呼び込

んで、呼んでいろいろと田中愛国邸に行くため

のいろんな打ち合わせをしておったというよう

な話がありますが、そういうことは事実であり

ますか。

【大石知事】知事室でお会いをして、お話をし

たことは事実です。すみません、いつなのかは

はっきり覚えておりませんけれども。

田中議員の場所に、お会いをして、ご説明を

差し上げると言われたことも、先ほど来申し上

げているように事実でございます。

その点について、どういった形でお会いする

かまでは、私自身ちゃんと理解できておりませ

んでしたけれども、先ほど来申し上げていると

おり、本当に誤解を与えない、与えてもおかし

くないことだと反省していますし、先ほど田中

議員の方からも不安を感じたと、脅しを、圧力

を感じたというふうにお話されていましたので、

そのことについては、本当にお詫びを申し上げ

たいと思います。

【小林委員】お詫びも今頃のお詫び、そしてね、

狙いは286万円の説明をさせることが目的でと、

こんなことをあなたは議会で答弁を私にしてい

るわけですよ。だけど、実際に監査人が行って、

田中愛国先生のお宅で話したのは2時間強よ。

その中で、286万円の説明らしきものはほとん

どないわけだよ。そういうようなことを田中先

生の証言から、今日、参考人として、その説明

でよくわかったわけだけども、そういう状況か

ら考えて、あなたは午前中に、事もあろうに知

事室で、そうやって監査人を呼び込んで打ち合

わせをされていると。どういうことの打ち合わ

せをされたかと、今聞いているけど、答弁がな

いです。もう一度どうぞ。

【大石知事】いつ、その午前中にということは、

本当日時はちょっとわかりませんけれども、知
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事室でお話をしたことがあるのは事実です。そ

の中でどんな話をしたのかというと、ちょっと

記憶に定かではありませんけれども、様々なこ

とはお話していると思います。もちろん、286
万円についてのご助言もいただいておりました。

また、種々の政治資金に関して、適正、適法

に、もし過ちがあるのであれば、適正、適法に

対応したいということでご相談をしておりまし

たので、本当にそこについては幅広くお話した

んじゃないかなというふうに思っています。

【小林委員】 その打ち合わせをした割に、286
万円の話はほとんど出ずに、結局は質問をやめ

てほしいと、やめてくれと、いわゆる質問止め

に、なんか田中先生に圧力をかけ、脅し、そう

いうようななんか、暴力はなかったが、やっぱ

り脅している。こういう状況が明らかになった

わけですよ。

これは、我々県議会としても、知事のいわゆ

る下におる人が、そばにおる人が、そういうよ

うな状況でね、質問をあたかもやめろと。そし

て、田中愛国先生はどんなに感じたかと。怖か

った、つまり、質問をやめろということで、誰

かに頼まれて自分のところに来たんではないか

と、こういうようなことを感じたと、午前中の

参考人としての話はそんなことなんです。

それで、午前中に、事もあろうに知事室でそ

ういう打ち合わせをしたというならば、その辺

の話は一体どうなっとったのかと。様々な話を

したんだろうが、そこのきちんとした話を、説

明をしてもらわなければ納得はできませんよ。

あなたのそばにおった、これは監査人ですよ。

どうですか。

【大石知事】 実際、本当に詳細に、お会いされ

た時にどんな話をされていたのか、詳細にはわ

かりません。ですけれども、先ほど申し上げた

とおり、私自身が質問を止めてほしいとか、圧

力をかけたいとか、そういった思いがあったわ

けではありませんし、お願いもしておりません。

先ほどちょっと質問の中で触れたんですけれ

ども、お伺いをされると聞いた時に、理由はち

ょっとわかりませんけれども、知人のお知り合

いの記者を連れて行かれるというふうなお話も

事前に伺っておりました。ですので、同席をさ

れるということで私は理解していたので、そう

いった状況で、そういった圧力をかけるとか、

質問止めをするとか、そういったことも当然行

われないだろうというふうに思っておりました

し、それは元監査人の方もそういう理解である

のではないかと拝察をいたします。

【小林委員】 大体ね、田中愛国議員に聞けば、

全く見も知らない人と、初めて会う人と、それ

が新聞記者と一緒にどやどやと入ってきたと。

なんか記者の方かと最初は思っておったと。

ところが、現実はそうじゃなくして、何度も

言うように、話がいろいろと多岐にわたり、そ

して結局は質問止めをお願いに来たような、質

問止めが目的だったかのような、そういう内容

で、そんな受け止め方をしたと。怖かったと。

そういう状況で、それをあなたがやらせている

と。結局、あなたが派遣していると、こういう

ような受け止め方になっていることが、実は問

題なんですよ。ここはよくしっかり受け止めて

もらいたい。

全く知らない人が、そうやって、あなたから

依頼をしてないと言うが、元監査人の方は、あ

なたから依頼があったから、知らない田中愛国

邸に自分は向かって、幾らかでもあなたの役に

立とうと、こう思ったんだと、こういうことを

言っているわけですよ。

だから、あなたは、後援会の車を後援会の職
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員に命じて運転をさせて、田中愛国邸まで往復

送迎をさせていると。

そしてね、同時に、話が2時間以上も及んで、

帰りの10時27分から電話で41分間、電話で41
分間、そのいわゆる長崎に着くまで、田中愛国

邸から長崎に着くまでのこの41分間の中で、そ

のいわゆる田中邸で話したことを全部知事に報

告をしていると。こういうのはボイスメモでと

ってあると、こういうことになっているわけだ

が、それは事実ですか。

【大石知事】まず、夜分に押しかけたとおっし

ゃられました。それについて、先ほど申し上げ

ましたけれども、私がどのような形で、どうや

ってお会いをして、お話を伺う機会を得たのか、

それについては本当にわかりません。わかりま

せんけれども、はっきりと申し上げますけれど

も、無理をして、無理やり上がり込んでほしい

とかいったことは全く考えておりませんし、も

ちろんでございますけれども。それは、私がお

願いしたということは全くありません。

また、事実確認ですが、事実に関してですけ

れども、私からのお願いで、このお話をしに行

ったと今お話がありましたけれども、これは事

実ではございません。元監査人の方から申し出

を受けて、それに対して私が確かにお断りしな

かったのは、今、反省しているところでござい

ますけれども、まず、そこの事実が違います。

帰りに報告を受けたといった、お電話をいた

だいたのは私も記憶がございます。その内容に

ついて、様々、いろんな話があったと思います

けれども、そういった電話が帰りの帰路でかか

ってきたのは事実でございます。

【小林委員】 だからね、帰りの車の中で41分
間、こうやって電話を入れたということはお認

めになりました。しかし、自分から行ってほし

いとか、そんなことを頼んではないという割に、

無理やり上がり込んでとかという言葉が若干あ

なたから漏れたが、やっぱり幾らか関与してい

るのかなというようなちょっと感じをいたしま

したけれども、あなたは8時半過ぎに行ったと

いうことは知らんと言うけども、実際にハウス

テンボスのホテルオークラの叙勲の場に田中愛

国さんと一緒におって、あなたは全部逐一田中

愛国さんの行動を連絡をとっているということ

は覚えがありますか。

【大石知事】まず、今お話の中で少し事実が異

なることがありましたので、8時半にと言いま

したかね。8時半にお会いをしに行ったことを

知らなかったとは私は申し上げておりません。

会いに行った時にどのような形でお家に、ご自

宅にお上がりになったのかということは、そこ

は承知をしていないと申し上げました。

今質問いただいた件ですけれども、叙勲の会

場で連絡をとっていたのも事実ですし、その後

にお会いを、接触を試みるといったことを承知

はしておりました。それが事実です。

【石本委員長】 そろそろ時間です。

【小林委員】 それでね、私は田中愛国邸に、そ

うやってあなたの関係者ですよ、まだ当時は。

その人がやっぱり結果的に質問止めに行ったと

いうようなことについては、あなたが頼んでい

るか、頼んでないかというのは、まだしっかり

そういう証拠をもって精査をしなければいけな

いし、相手の話も聞いてみないといけないと、

こう思いますけれども、結局は、こうやって田

中愛国さんに対して、あれから会う機会もたく

さんあっただろうと思いますけども、お詫びひ

とつも言ってない。謝罪の一つも言ってない。

そういうようなことが、やっぱり知事として、

人間的にいかがなものかと、こう私は考えます
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よ。

また、そういう元監査人は、今は元だけれど

も、当時はあなたが頼りにされておった監査人

であることは間違いないと。やっぱり議員であ

る田中愛国先生にご迷惑をかけたんだから、謝

罪とお詫びと286万円の説明が大事だと思えば、

ちゃんとそのことは田中先生にあなたはやるべ

きではないかと、それすら挨拶ができてないと

いうところは、遺憾千万だと思うけど、それに

ついてはどう思いますか。

【大石知事】まず、元監査人の方がお会いする

と言った時に私が止めなかったということは、

もう本当これは反省すべきことだと、今、思っ

ております。それについては、先ほど来申し上

げておりますけれども、田中県議に礼節を欠い

ていたといったご指摘だったと理解しておりま

すけれども、それについてもご指摘のとおりだ

と思います。ここについては、今日、改めて田

中県議の方から、圧力をかけられたというよう

に感じたと、不安を感じたというお話がありま

したので、そのことについては本当申し訳なく

思っております。ですので、機会をいただけれ

ば、改めてお詫びを申し上げたいと思います。

【まきやま委員】 お疲れさまです。

知事が質問止めではないとおっしゃっており

ますが、2024年6月15日のメールがあります。

題名が「議事録について」という題名です。こ

こには、「通告期限を確認したところ、週明け

月曜日とのことです。内容は把握できますので、

月曜日夕方には入手可能と思います。」翌日に

は一般質問の予定表も送っておられます。

これ、一般質問に関しての情報を送るという

ことは、質問止めをしようとしていることが明

らかじゃないかと思うんですけれども、いかが

でしょうか。

【大石知事】それは全く当たらないと思います。

もちろん、先ほど申し上げましたけど、286万
円についても、もちろんご助言を仰いでいまし

たし、そういった中で情報共有といったことの

一つです。それによって、質問を止めようとか、

そういう話じゃないと理解しています。

【まきやま委員】これ、一般質問のかなり前の

メールなんですけれども、我々議員も知らない

ことを第三者にわかり次第提供するというのは、

情報漏洩として大問題だと思うんですけれども、

そこの見解をお聞かせください。

【大石知事】日時について、詳しい詳細のこと

について正確はわかりませんけれども、情報の

取扱いについて、これは信頼の中でMDAを結ぶ

こともあると思いますけれども、信頼の中で相

談をするといったことはあるかと思います、そ

れを、情報保持をお願いした上でですね。

【まきやま委員】 秘密保持契約を結んだ上で、

そういった第三者への情報を流すということは

可能と考えられていますか。

【大石知事】それは、ものと状況によるかと思

います。

【まきやま委員】その判断が信頼関係という基

準であると、ちょっと議会軽視につながるよう

な気もするんですけれども、この点については

いかがでしょうか。

【大石知事】直接、必ずしもそこが直結するか

わかりませんけれども、情報の取扱いについて

はしっかりと配慮すべきだと思っています。

【まきやま委員】もう一つお聞きしたいことが

あります。

元秘書課長のことについてですけれども、こ

の課長は、大石知事の右腕だったと思いますけ

れども、1年置きに昇進をされています。これ

は、ほかの職員に聞くと異常だという意見を伺
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いますけれども、人事権を発動したかどうか、

教えてください。

【大石知事】人事に関わることは、お話はしま

せんけれども、当該の職員については非常に有

能な方だと理解しています。

【石本委員長】 時間もそろそろになりますが。

【小林委員】 何時までいいの。

【石本委員長】 一応今日。

【宮本委員】 知事、お疲れさまです。今日はあ

りがとうございます。

1点だけ確認をさせていただきます。知事が、

5日前か6日前に元監査人を告発されました。要

は書いているブログが事実無根であるというこ

とで告発をしたという記者会見を聞きました。

今から確認するのが、その期間に該当するの

かどうか、ちょっとわかりかねますけれども、

これも事実無根だということの認識でいいのか。

これは、知事が県北振興局長に送っている一部

がブログに載せてありますが、要は、県北振興

局長への政務ミッションという形であって、3
点、県北振興局長に対して知事が送られている

ものがあるんですが、「佐世保ですが、大きく

以下の3点を踏まえて進めていただければと思

います。まず1つ目が、今回の件は商工会議所

中心とした資金づくりという整理。2点目が仁

義きりの手順の整理。3点目が佐世保の活動体

制、最終的には佐世保・県北を中心とする、担

当する専属職員を迎えて事務所を構える」とい

うような文面、これがブログに出ています。こ

れ、知事のアイコンになっていて、知事が送っ

ている。これも知事は、事実無根であるという

認識なのか。これ、実際知事が送っているので

わかると思います。これについていかがですか。

【大石知事】 ちょっと休憩を、確認を。

【石本委員長】 休憩します。

― 午後 ５時 ９分 休憩 ―

― 午後 ５時 ９分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

【大石知事】そのブログに何が載っているのか、

ちょっとわかりかねます。今、私の方でわかり

かねます。それが正確かどうかも、私について

はわからないですけれども、私から県北振興局

長に対して、政治活動ですね、主体に行ってほ

しいと言ったことはありません。

【宮本委員】そうするならば、これは作られた

ものであって、知事は送ってない。こういった

ものは知りませんということですかね。

大変申し訳ないです、真実を確認するために

聞いているんですけど、残っているわけであっ

て、これは知事が、誰か第三者がこんなものを

わざわざ作って載せるというのは到底考えられ

ないんですが、これは、もう一回聞きますが、

知事はこういったものを送信してないという認

識で本当にいいんですか。

【大石知事】繰り返しになりますけれども、ど

ういったものが出ているかわかりませんけれど

も、そういった出回ったものに対して一つひと

つ正確かどうかなんて確認は、できないと思い

ますし、まず、私、事実として述べているのは、

県北振興局長に対して政治活動を行ってほしい

ということを、指示を与えたことはありません。

【宮本委員】 わかりました。これも踏まえて、

恐らく知事は刑事告発をされているんだろうと

思いますが、誰かが、第三者が作ったというこ

となんでしょうね、そうならば。それはにわか

に考えにくいと思います。もう具体的に書いて

あってですね。恐らく知事もブログを見た上で

刑事告発されているので、確認はされているも

のと思っているんですが、あのブログを見た上
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で告発されているので、ブログの内容は多分確

認されていると思うんですが、もう一回ちょっ

とお聞きします。（発言する者あり）

【大石知事】確認できていません。全部は確認

できませんけれども、私が先日告訴させていた

だいた内容について、そこについては明らかに

事実をしっかりと告訴をするといったことに足

る状況になったと、これはもう弁護士等とも協

議をした上で、そこの結論に至ったので対応さ

せていただいたということでございます。

【宮本委員】では、それはどこの部分でしょう

か。これは明らかに違うって、これは明らかに

事実無根だという箇所を教えてください。

【大石知事】先日、会見の場でも申し上げさせ

ていただきましたけれども、告訴の内容につい

ては、供託金の300万円について、私が後援会

からそれを受けて、借り受けて、それでお支払

いをしたと。そのお支払いをした供託金、当選

しましたので戻ってきております。それを返さ

ずに、私が背任をしたというご主張だったかと

思います。背任というか、返さなかったという

ご指摘だったと思いますけれども、それについ

ては全く事実無根でございます。私は、親族か

らその供託金300万円については借りてますし、

返ってきた後にお返しもしています。

また、事実として申し上げさせていただいた

のは、私が供託金を納めた日付については、実

際に後援会から出金があったと、その主張でさ

れている日よりももっと前のことですので、そ

もそも供託金はそれの前に支払われたというこ

とが事実でございます。

【宮本委員】わかりました。供託金の部分が事

実無根であるという形ですね。恐らくブログを

読まれていらっしゃるのであれば、この記事も

出てくると思いますから、いま一度確認いただ

いて、誰かが第三者が作ったとは思えないよう

な形で正確に、具体的に載っているのでご確認

いただいて、これが真実であるとするならば、

これはちょっといかがなものかなと、私自身も

ちょっと考えますので、いま一度ご確認いただ

ければと思います。

以上です。

【小林委員】時間もありますからね、一つだけ

ね。

先ほど、あなたの前の参考人に、佐世保の振

興局長が参考人で来たんです。それで、いろい

ろと議論しましたが、一番大事なことは、2,000
万円の架空のいわゆる貸付、これは知事も認め

ているんです、架空ということは。それで、そ

の借用書を作成をしたのが誰かという1点と、

その借用書に秘書課長かなんかに印鑑を預けて

おいて、それで印鑑を押印させたと、こういう

ことが明らかになり、いわゆる、今の県北振興

局長はそれを認められたわけです。そういう事

実がありましたか。

【大石知事】 まず、その2,000万円が二重計上

になってしまっていて、今回修正をさせていた

だいております。これについては、架空と今お

っしゃいましたけれども、二重計上になってい

たと。その当時、貸付をするといったことが適

切な対応だと私は認識をしておりましたので、

そういう認識のもとで対応したということでご

ざいます。

で、その中ででございますけれども、確かに

私が不在の時に押印をお願いしたといったこと

があったと思います。それが恐らく、確かに

2,000万円の借用書だったかもしれません。その

ように思っています。それについて、本当に今

思うと、そういったことを、もちろんその印鑑

のある場所、県庁に置いておりましたので、そ
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れと信頼するという中でお願いしてしまったと

いうことはありますけれども、それについて巻

き込んでしまったといったことについては反省

すべきところだと思っています。

【小林委員】 まさに、そういう基本的にね、結

果的に見れば、なんか二重貸付と架空は何がど

う違うのか。どう違うんですか。自分でわかっ

て言っているんですか。

【大石知事】私の認識として申し上げておりま

すけれども、私はその2,000万円が返していただ

けるとありがたいと、それが問題がないという

認識のもとで、その対応をしておりますので、

それはその当時、そうすることが適切だという

理解で行っております。

今回、二重計上ということをご指摘をいただ

いたので、それに基づいて適切に記載を修正を

させていただきました。

【小林委員】 だから、2,000万円のお金がね、

あなたから、1回目は医師会から借りてきて、

それを入金させたということははっきりわかっ

ている。そして、2回目の後援会の貸付は、も

う既にあなたが訂正しているように、あり得な

い話なんだ。そういうことを二重計上というの

か、架空というのか、あり得ないことをやって

いるところに問題がある。それを借用書を作っ

て、あたかもそれが正しいかのような、そんな

借用書を実は誰が作ったかというと、誰が作っ

たんですか。

【大石知事】文書自体は、事務所で作成をした

と認識をしています。押印については、恐らく

その2,000万円の時だったと思います、その印鑑

をお願いをしたということは。なので、そうい

ったことが事実ですけれども、先ほど来申し上

げているとおり、その2,000万円について返して

いただけると、それで問題がないということで

ございましたので、その認識のもとで作成をし

たということでございます。

【小林委員】県民の皆様方にわかるような、こ

のいわゆる委員会の状況を見ていらっしゃる方

もいるかもしれないので、わかる表現をさせて

もらうが、その借用書は偽借用書と、こう言わ

れても仕方がない。実際にあり得ない、そうい

う2,000万円、これを借用書をつくって、それを

後援会に作らせて、そして、それに印鑑を押せ

と、当時の秘書課長に依頼をしている、命じて

いる。こうやって加担させるような、県庁の職

員をね、そういう悪さに引き込むような、そん

なことを命じるということはいかがなもんです

か。ここはもう十二分に反省を求めなきゃいか

んと。一体何と考えているのか、それはどうな

んですか。

【大石知事】 先ほど来申し上げているとおり、

そのことについて、まず、その作成をした認識

は先ほど申し上げたとおりでございますけれど

も、結果として、それが正確な記述じゃなかっ

たということについて、今回訂正をさせていた

だいております。それについては本当に反省し

ておりますし、それに基づいて返金対応等々も

済ませておりますけれども、それについてはも

う本当自分を恥じるべきことだと反省をしてお

ります。

ただ、もう一つ、すみません、もう一つ職員

に押印をお願いしたといったことについても、

それはもう本当に私が信頼をおいて、印鑑の場

所を知っていると、信頼しているということで

甘えてしまったところもあったかもしれません。

それについては、巻き込んでしまったことにつ

いて、それについてはもう反省をして、今後、

それを踏まえた対応をすべきだと、自分でも理

解しています。
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【小林委員】あなたから依頼を受けて、押印を

した、その元秘書課長は、要するにどんな内容

かは知らないと。見ていないと。こんなものを

ね、大事な知事の印鑑を押すなんていうことは

あり得ないと。ものすごくそういうあり得ない

話だと。やっぱりどんな内容で知事の印鑑を使

っていいものか、責任が全部のしかかるわけだ

から、その内容を見てなかったとか、内容は知

らないとか、そんなような話をね、そこまでし

ながら、あなたを守っているわけだよ。ここは

もう県庁の職員のすることじゃないと。また、

そういう人を巻き込むようなあなたの人柄、あ

なたの人間性、あなたが知事としてのそういう

品格のなさ、そういうものをあえてあなたにこ

こは申し上げなければいかんと。十分反省して

いるなら、言葉だけじゃなくして、本当に反省

をしてもらいたい。最後にどうですか。

【大石知事】判こを押していただいたというこ

とは、本当にそれはやっぱりすべきじゃなかっ

たなと思っています。本当にそれは反省して、

今後改めたいと思います。

【吉村委員】すみません、ちょっと時間も過ぎ

ているので、指摘だけさせてもらいます。

今の2,000万円の件ね。あんまり言いたくない

けど、金銭消費貸借契約書、最初ね、これを5
回で払うようになっとるわけね。それで、それ

の印鑑がここにあります、契約書、令和4年1月
12日付。もう一つあります。令和4年1月12日付、

これも5回払い、それで金額は一緒、年3％、利

息。さっき言った、同じ1月12日で判こが違う。

これは明らかに2つ作っとるということになる

ね。

そして、今度は、なかなか払うのがきついの

で、それを引き延ばした。そういうメールのや

り取りもあるんじゃけど、年利2.2％に引き下げ

た。そして、10回払い。これの判こもまた違う。

3枚、判こがそれぞれ違う。これをちょっと指

摘させていただいておきます。後でゆっくり考

えてください。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質問ありませんか。

〔「時間がないんだろう」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】ほかに質問がないようですので、

大石知事への質問応答を終了いたします。

知事におかれましては、本日はお忙しい中、

ありがとうございました。

知事退室のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ５時２４分 休憩 ―

― 午後 ５時２５分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は10時か

ら審査を再開し、大石けんご後援会元監査人か

ら意見聴取することといたします。

本日は、お疲れさまでした。

― 午後 ５時２５分 散会 ―



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２９日 

（第２日目） 
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１０月２９日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ４時４２分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委 員 長 石本 政弘 君

副 委 員 長 冨岡 孝介 君

委 員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、参考人の氏名

大 石 け ん ご
後援会元監査人

６、県側出席者の氏名

知 事 大石 賢吾 君

７、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【石本委員長】 皆さん、おはようございます。

委員会を再開いたします。

本日の議題は、昨日に引き続き、大石知事の

政治資金等についてであります。

これより意見聴取を行う参考人への各委員の

質問時間は、答弁時間を含めて一回当たり20分
以内とし、審査時間が残っている場合に限って

再度の質問ができることといたしますので、よ

ろしくお願いをいたします。

傍聴人への注意喚起でございます。

次に、傍聴人の方々に申し上げます。

傍聴人の方々は、お手元の傍聴人等の守るべ

き事項を守って、静粛に傍聴するようにお願い

いたします。守れない時は退出を命ずることが

ありますので、念のため申し上げておきます。

ご協力をお願いいたします。

次に、これより意見聴取を行う参考人につき

ましては、申し出により、つい立を設置して意

見聴取を行うこと、また、申し出により氏名に

ついても公表しないこととしておりますので、

ご了承をお願いいたします。

次に、参考人より、委員からの質問通告に対

して、お手元に配付しております資料を用いて

発言したい旨の申し出があっております。

なお、資料につきましては、参考人の申し出

により、総務委員会委員のみへの配付とさせて

いただき、審査終了後は回収させていただきま

すので、よろしくお願いをいたします。

また、資料中の個人情報を明らかにするよう

な形での質問とならないよう、ご注意を願いま

す。

次に、インタ―ネット配信等の取扱い及び報

道への対応につきましては、別紙の取扱いとす

ることでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕
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【石本委員長】それでは、そのように取扱うこ

とといたします。

参考人入室のため、しばらく休憩をいたしま

す。

― 午前１０時 １分 休憩 ―

― 午前１０時１０分 再開 ―

【石本委員長】 会議を再開いたします。

これより審査に入ります。

初めに、委員長として、一言ご挨拶を申し上

げます。

本日、ご出席いただきました大石けんご後援

会元監査人におかれましては、お忙しい中、本

委員会にご出席いただきしたことに対しまし

て、厚くお礼を申し上げます。

本日は、大石知事の政治資金等について、意

見聴取をさせていただきたく、ご出席をお願い

した次第でございますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

ここで念のために申し上げますが、呼称につ

きましては、規定により「参考人」という言葉

を使わせていただきますので、ご了承をお願い

します。

また、発言される際は、挙手の上、委員長で

ある私が指名した後、簡明に案件の範囲を超え

ることなくご発言いただきますようお願いいた

します。なお、発言の際は着座のままで結構で

す。

また、参考人は、委員に対しての質問ができ

ないこととなっておりますので、ご了承をお願

いいたします。万が一、質問の趣旨がわからな

かった場合は、休憩を求めてください。休憩中

に質問の趣旨を確認していただくことといたし

ます。

それでは、まず参考人より、前回の意見聴取

を踏まえ、補足したい内容等がありましたら、

5分以内での発言を許可いたします。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 前回

に引き続き、長崎県議会の方から召喚を受けま

した。

まず最初に申し述べますが、総務委員会集中

審査の審査の目的は、参考人を追及すること、

参考人の人生をつぶすことが目的ではないと認

識しています。総務委員会集中審査は、知事の

疑惑とされる事案を審査する場であり、参考人

が、知事の疑惑とされる事案についてのみ、証

拠を示して真実を述べ、他方、知事も、疑惑と

される事案についてのみ証拠を示して真実を述

べる、これが本委員会の目的だと認識していま

す。

しかしながら、参考人に対する誹謗中傷、そ

れもどうしても本委員会への召喚を阻止したい

方々からの、言語をもって自己の欲求に応ずる

ように迫る行為、また、ほかの参考人には、全

く身の覚えのない書面を送りつけ、内容を了知

させる行為等、受忍限度を超えた召喚阻止活動

が激しく行われている現状です。

前回の総務委員会で、浅田委員が知事に問い

ただしていただいたおかげで、しばらくの間、

いわゆるイタ電は、その日をもって止まりまし

た。ありがとうございました。

しかし、10月13日から、また再開しておりま

す。以前の、知事しか知らない直通電話番号に

は1本もありませんが、28日までスマートフォ

ンに1,008回、そのうち24件、留守番電話が入

っていました。

その内容の主なものは、「のぼすんなよ、被

害届出せや、その前にくらわすぞ、こん、

YouTubeにさらすぞ、こら、くらわすぞ、めっ

ちゃやぜか」と、理解できない言葉が並んでい
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ますが、いずれにしても、阻止に必死なんだろ

うなと思った次第です。

参考人は、脅迫と威嚇、圧力に絶対に屈しま

せん。脅迫と威嚇、圧力と闘う覚悟で、本日も

参った次第です。

総務委員会集中審査において、参考人として、

18件の不正と16件の虚偽の表示、26件の不記載

について、公共の利害に関すること、公共の利

益に関わる事実、また真実の証明、述べた事実

が真実であることを証明できるもののみ陳述い

たします。

最後になりますが、28日付、長崎地方検察庁

に、以下の告発、告訴状を送付しました。

10月2日臨時記者会見、10月24日の名誉棄損

告訴発表記者会見における知事の発言について

名誉棄損罪2件、10月24日、名誉棄損告訴に対

する虚偽告訴罪で、県職員の政務活動について

地方公務員法違反、公職選挙法違反並びに公務

員職権乱用罪で告発しました。

県幹部及び知事に対する公文書の漏洩、地方

公務員法違反、公務員職権乱用罪で告発しまし

た。また、選挙運動員買収及び虚偽記載、真実

は選挙運動者なのに、選挙事務労務者として金

員を供与した運動員買収。

そのほか長崎労働基準監督署に、以下告訴状

を明日付で送付します。時間外手当の支給、休

日手当の不支給、就業規則明示及び作成と届出

違反、これは後援会職員に対する労働基準法違

反です。

以上、合計8本の告発、告訴をしたことを公

表します。

以上です。

【石本委員長】それでは、事前通告に基づき質

問を行います。

事前通告をされた委員の方で、ご質問はござ

いませんか。

【吉村委員】 おはようございます。

連日、参考人には大変申し訳ないと思ってお

りますが、我々は、事実関係をつまびらかにす

るということでのみ、この集中審査を開催いた

しております。ご理解をいただきまして、ご協

力をいただきますように、よろしくお願いした

いと思います。

まず、昨日の集中審査におきまして、田中県

議より、参考人としてのご意見を伺いました。

参考人が自宅へ訪問されたと、どこの誰ともわ

からない人間であったと、夜も8時過ぎで、本

人にしてみれば、夜遅い時間に誰ともわからな

い人が急に来て、いろいろ話して、質問を、一

般質問の前でございますので、「一般質問をす

るな」ということは言われなかったけど、それ

に近いような恐怖を覚えたという証言が昨日あ

っております。

それについて、参考人はどのようにその周辺

状況を把握して、また捉えておられるか、お尋

ねしたいと思います。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 まず

最初に、田中愛国議員が、知事に対して、286
万円の質問をすることを初めて知ったのは、6
月15日です。後援会職員からの電話で知った、

その旨、知事にメールでお伝えしました。それ

が、本日お配りの証拠32番のメールです。

知事は、全員協議会で、事前に田中議員、こ

のメールによりですね、知事が初めて、田中議

員からの質問について初めて知ったのが6月15
日です。6月15日午後8時6分、参考人宛てメー

ルがあった以降、知事は、田中愛国県議から286
万円の迂回寄付を追及されることが恐怖、何と

か質問を止められないかという旨で、電話で相

談がありました。相談があったのは6月15日午
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後8時6分の電話です。証拠33番です。から、ず

っと続きます。（発言する者あり）

まず、提示されたのは、田中愛国県議から質

問を止める手段として、3つの考えを電話、メ

ールで示しました。

参考人が田中愛国県議と会って質問を止め

る、知事自身が自民党S県議とT県議にお願いし

て質問を止める、議長に相談をして質問を止め

る、この3つの案を示してきました。

そのうちイとウについて、2番目、3番目です

ね、自民党の先生にお願いをする、議長にお願

いをするということについては、依頼済みであ

ったということです。しかし、結果としては、

2つとも不調に終わりました。

このように、知事が圧力をかけて質問を止め

ようとしたことは、今回が初めてではありませ

ん。知事に就いてから、自分に不都合な事前通

告があったら、議員の関係者、また支援団体に

まで自らが連絡をして圧力をかけていたことを

本人から聞きました。また、関係者からも聞き

ました。これは、議会関係者では有名な話だと

いうことをお聞きしました。

これが経緯です。

【吉村委員】ただいま、田中県議に対して行わ

れたことの周辺状況を、ある程度把握をさせて

いただきました。

この証拠34に載っているア、イ、ウですね。

このアが、参考人が行われたことかなと思って

おります。イも、これは議会控室で、県議本人

から話を聞いて、このお二人から、お二人に合

わせてもう一人、幹事長だったですかね、質問

をしないようにと、小1時間にわたって責めら

れたと。

それから、議長に相談して質問を止めるも、

議長に話はされたようですが、議長がそういう

ことはできないという答えで不調に終わったと

いうような経過をたどっていることは、一応確

認はさせていただいておるんですが。

ここで、昨日もあったんですが、こういう周

辺状況として、LINEのやり取りが残っており

ます、ずっと、今回の資料におきましては。昨

日、その後、知事に対する質疑応答というのが

あったんですが、知事についてはですね、この

LINE自体を、その信憑性について、「確実性

を持ったものであるとは認識していない」とい

うような発言をされました。それを言われると、

もう、これが全部否定されるということになる

と、質疑ができなくなるということになるわけ

ですが。

参考人にお聞きいたしますが、ほかにもずっ

と提出されております、このLINEのやり取り

について、偽造をしたりとかというようなこと

ではなくて、これは実際にやり取りをしたもの

の証拠と言える、ということを証明していただ

ければありがたいんですが。

昨日も、田中愛国県議のところに行ったのも、

知事は頼んでいないと言われたんです。参考人

は、知事と話をして訪ねたんだと先ほどからも

言われておりますが、知事は頼んではいないと。

しかし、やり取りの中を見ると、知っとるじゃ

んと、こういう話になるんですが、それについ

て、このLINEのやり取りを否定するというこ

とをされると、そこら辺の話が構築できなくな

るわけですが、そういうことで参考人に、この

LINEの信憑性ということについて、お尋ねを

いたしたいと思います。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 LINE
とメールについて、一言一句、現物に間違いな

いです。ただ、確認方法として、ご提案したい

のが、知事のスマホ、これを確認するのが一番
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早いです。それができないと、嫌だということ

であれば、明日召喚予定の後援会事務職員さん

にお願いをして、スマホを見せてくださいとい

うことであれば、ご協力いただけるか、いただ

けないか、これはわかりませんが、実際のもの

を確認できると思います。

私の方も、メールとか、そういうものについ

て、現物を見せろということであれば、昼から

でよろしければ、そのものはお見せします。

以上です。

【吉村委員】今、大変ありがたい答弁をいただ

いたんですが、午後からでも実際に拝見させて

いただければ、我々もその事実確認というもの

ができると思います。

といいますのも、昨日、長崎市第8支部の会

計の方が見えて、参考人としてですね、お答え

をいただいたんですが、その方もLINEでやり

取りをされておりますが、それは現在残ってい

ますかという質問に対して、「大変申し訳あり

ませんが、途中でその機種を変えてしまったの

で、メーカーも全然違うので、当時のやつは全

く残っていません」というふうに答えられたん

ですよ。そう言われるとどうしようもなくなる

ということで。また周辺で埋めていけば、でき

んこともないんですけれども、ぜひとも午後か

らお見せいただければと思います。

それから、医師会長も昨日来ていただいて、

お答えをいただいたんですが、やっぱり自分は

全く知らないというお答えでした。医師会はひ

たすら、選挙費用を捻出する、その作業だけで、

その後は知らないんだと。しかし、それがもし

後で違反になったとした場合、さかのぼって医

師会長もその罪に問われるのではないですかと

いう質問をしたんですが、そこら辺は私にはわ

からないと、そして、そういうつもりもなかっ

たんだと。

それで、第8支部にお金を入れたのは、自民

党県連、それから参議院ですね、現在の参議院、

そこが、いわゆる公選法違反に引っかかるから

だめだと言われたわけではなくて、自分は知ら

なくて、最終的には第8支部の口座を教えられ

たと。そこに振り込んでくださいと言われただ

けで、その後は、長崎県全体の自民党の活動に

寄与するものと思っていたというふうな答弁を

いただいたんですが、そこら辺の周辺状況で、

実際はどうであったのか、そこら辺もLINEの
やり取りの中である程度、見えるところがある

んですが、そういうことを全部否定されると、

次にいくのはなかなか難しくなるんですが、参

考人のご承知の範囲内でお答えいただければあ

りがたいと思います。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 前回

の時にもお話しました。この286万円のことに

ついて、これは明らかに迂回寄附です。

まず最初にお話しします。

286万円のことについて、長崎県議会全員協

議会、総務委員会集中審査、臨時記者会見での

知事の答弁、説明は、全て虚偽です。

虚偽の理由を述べます。

知事は、これまで長崎県議会での答弁、定例

会見、また長崎県議会全員協議会、総務委員会

集中審査、10月2日の臨時記者会見、286万円の

迂回寄附について、証拠1の答弁や説明をされ

てきました。

まず1点目、その年の12月まで資金の流れは

知らなかった、9法つの医療法人は自民党政党

支部への寄附だった、大石賢吾に対する寄附で

はなかったと答弁をしてきました。また、その

次のアからカ、シまでが、答弁の内容です。

しかし、以下証拠（発言する者あり）証拠2
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のメールを見てください。これが全てです。

また、昨日の集中審査において、解明に至っ

ていないのが現状ということを証言されました

が、知事は、このようにメールを書かれており

ます。大石候補が法人からは受け取れないが、

こういう方法もあるという趣旨で、Oさん、選

挙コンサルタントさんから助言をいただき、違

法でなければということで、知事も県議も承知

したということだと思います。

その後、実際に送金が発生、知事としては、

法人からお金は受け取れないから返金、その返

金が貸付処理となり、利子が発生してしまって

いる。本来、両者に違法性を捉えることを行う

意思はなく、今回訂正のご指導を受けたことで、

改めることを同意した。

ところが、「そういうところが現在地なのだ

と理解しています」というメールがあります。

このメールは、知事が、候補の時から、286万
円について認識があったということになりま

す。これが全てです。

【吉村委員】これを見ると、知事は知っていた

んだということ、恐らくそうであろうとは思い

ます。全くそれを知らないで選挙が進むわけが

ないと、それも大事な選挙資金の話ですから。

医師会長も、当然お金が必要だから、どうに

かして知事の選挙に応援したいんだ。医師会長

の話も、矛盾が非常に含まれているんです。長

崎市の県議会議員のところにやれば、議員の口

座に振り込めば自民党にいくものと思ってい

た。それが、それ以降はもう知らないんだと。

知らないで済みますかと、お金を出した人がで

すね。それは、その後まで責任を持たんばでし

ょうということを昨日申し上げましたら、今後、

その県議の会計帳簿、出納を見てみたいという

答弁でした。

それと、その流れがですね、最初、何も言っ

ていないから、最初は寄附なんですよね。それ

で、ちょっとたって貸付けにした。その年の年

末に、利子をつけて戻してあるわけです。その

2年後に一般質問を受けて、また寄附に戻した

と、こういうタイムラグがあるんです。ですか

ら、この2年後の寄附というところは、もう実

際のお金は全く動いておらんで、出納簿上、寄

附に変えたというだけの話なんです。ですから、

最初の2004年の年末には、県議の会計帳簿の中

に286万円があるはずなんです。あっているわ

けです。

それで、昨日、会計の方のお話では、多少使

っていると。その次の年が県議会議員の選挙で

したから、選挙で使ったんだということになり

ます。

そうすると、それが今度は2年後になります

けど、寄附に変更をすると、これは貸付けじゃ

ないですから、いわゆる9つの医療法人から受

け取った寄附金を、そのままトンネルをして大

石後援会に流したんだという話に戻ってしまう

わけです。

そうすると、それを使うことはできない。第

8支部に最初は戻さんばいかんわけです。後援

会に受けて、第8支部に戻す、そして9つの医療

法人に戻すという作業になるわけですが、それ

を使ってしまっておるという話なので、会計さ

んのお話ですから、それは使わんで取っておっ

た方がいいんじゃないですかという助言をしま

したという、昨日、証言がありましたから、事

実なんだろうと思います。ですから、今後、そ

ういうところも確認をしていかなければならな

いと思っております。

知事が沖縄、参考人の事務所にお見えになっ

たという話をちょっと耳にしたんですが、真偽
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のほどは私には今の時点ではわかりません。参

考人の方からお知らせをいただければありがた

いですが、いかがでしょうか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 知事

が、私どもの事務所がある市の方に来られたの

は、6月19日の夜です。6月19日の夜、到着した

のが8時30分ごろ、約束のホテルのラウンジの、

ホテルのロビーで待ち合わせしました。

その日、宿泊をされたんですが、8時30分か

ら12時ごろまでお話をしました。場所はラウン

ジの個室です。その時に、特定寄附の県の資料、

特定寄附の県の資料ですね、県のどこかはわか

りませんけれども、県が、その医療法人に対し

て、この9つの医療法人の中に特定寄附者がい

るんです。特定寄附に該当するところがあるん

です。その特定寄附の県の、令和何年幾ら、令

和何年幾ら、どういう補助金だったかという内

容を示した資料、それを見せてくださいという

話をして、知事がそれを持ってきて、それの説

明を受けました。まずもって該当します。特定

寄附の法人に該当します。

そのほか、2,000万円のことについて。2,000
万円のことについて、286万円が田中愛国先生

から質問にあうということ以上に、この2,000
万円の架空貸付がばれたら、これは286万円ど

ころの騒ぎじゃないですよという話をずっとし

ていましたから、その対処方法についてもお話

しました。

また、ほかの案件についてもお話をしました。

そしてプラス、今後、その翌週に控えた、6月
24日だったと思います。議会の答弁について打

ち合わせをしました。

なお、そのホテル代は、私どもの方でお支払

いをしました。

以上です。

【吉村委員】 今の2,000万円が出てきたので、

あと1点だけ、時間がきておりますが、尋ねさ

せてください。

昨日も最後に、時間がなかったので、知事に

指摘だけして、質問まではしなかったんですが、

2,000万円が架空貸付であると、1つがですね、

二重計上じゃなくてというのを裏付けるものに

なるのかなと思うんですが、2,000万円の金銭消

費貸借用書、これが3枚あります。最初につく

ったやつ、次につくったやつ、それから5回で

払うのを10回に延ばしたやつ、参考人からいた

だいた資料のとおり。その判こを見ると、3つ
とも判こが違うんです。違う判こが打たれてい

る。ですから、二重に、処理を間違って二重に

してしまったというのが、成り立たないような

気がするわけです。

10回に延ばしたのは、一遍に払えないので延

長したということであろうと思います。その時

の判こは角印が打ってありますけどね、後援会

の。その前の2つは、中身は一緒で、判こだけ

違うんです。だから、後でそこを調べておって

くださいねと、昨日、知事に指摘をして終わっ

ているんですが、その中身について、2,000万円

の貸付が架空貸付であるということの中身にそ

れも入るのかどうか、参考人にお尋ねしたいと

思います。

【石本委員長】 休憩します。

― 午前１０時４７分 休憩 ―

― 午前１０時４８分 再開 ―

【石本委員長】 再開します。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 なぜ

二重計上ではなく架空貸付なのか、というご質

問だったと思いますが、手元にある証拠24を見

てください。24、番号の振り方が誤っています
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けれども、24を見てください。

役員会、選挙後の3月の25日ですね、3月25
日に、最後の医師会からの200万円というお金

が入ってきています。その役員会の終了後、元

出納責任者の方が、知事選挙の収支について、

1枚の紙をつくっています。それを基にして、

この役員会が開かれました。役員会によって、

知事と選挙コンサルタントは、2,000万円が自己

資金で計上されているという認識がありまし

た。それはなぜかというと、その日に、役員会

の日に、選挙収支報告書を確認しています。そ

れは、知事の方が議事録を持っていますので、

その役員会の議事録、これは私は6月22日に知

事室で、実際にその役員会議事録を見せてもら

いましたから、ファイルに入ったやつ、そのフ

ァイルを委員会の方に提出していただいたら、

そのファイルの中の役員会議事録に、医師会会

長さんとか、そういう方の出席のもとに行われ

たという役員会議事録があります。それをぜひ

見てください。そこに、2,000万円が自己資金と

いう形で計上されているという認識、確認事項

があります。

また、会計上に自己資金という形で計上した

まんま、二重計上である2,000万円の貸付けがで

きないことぐらい、いくら会計に疎いという形

であったとしても、知事でも、コンサルタント

の人でも、理解はできるはずです。

また、ここが大きく違います。

貸付利息、長崎県医師信用組合の貸付利息は

2.2％です。知事と後援会の間の貸付利息は3％
です。これも差があります。同じものではあり

ません。そのことから別物で、計上日もそれぞ

れが違います。その上で契約を締結しています。

この時点で、自己資金2,000万円と金銭消費貸借

契約での2,000万円は別物という認識があって

しかりであり、知事に、不法に領得する意思が

あったという意思があります。

また、知事において、本件の借用書に際し、

貸付金である2,000万円を貸し付ける意思も能

力もなかったはずです。能力というのは現金預

金です。2,000万円もなかったと思います。なか

ったということは、出す気がないわけです、出

せないんですから。ですから、そこで知事の後

援会から詐取すると。実際に資産があればいい

ですよ。ないんですから。ないのに2,000万円貸

付けの架空の借用書をつくっているわけですか

ら、だましとるということです。加えて後援会

の口座は、これは法人です。知事は個人です。

その意思を実現する行為があったということで

す。

さらに、偽造した金銭消費の借用書について、

偽りの返済を受けたということで、収支報告書

に記載して、収支報告書の趣旨を変えていると

いうことになります。

ですから、このようなことから、2,000万円の

貸付契約は、二重計上ということにはなりませ

ん。架空という契約です。これは間違いないで

す。

以上です。

【石本委員長】ほかに、ご質問はございません

か。

【坂本委員】おはようございます。今日はあり

がとうございます。前回に引き続き、よろしく

お願いいたします。

今の2,000万円の件で、少し、何点か確認をさ

せていただきたいんですけれども、前回の集中

審査の折に、参考人の方から出された資料等々、

それから説明をいただきました。

まず、冒頭ちょっと確認をしたいんですけれ

ども、その日に参考人の後に、知事が参考人と
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してやり取りをさせてもらったんですけれど

も、この2,000万円については、参考人からの先

だっての前回の集中審査を受けまして、これは

やっぱり知事が言う二重計上じゃなくて、架空

なんだなということを改めて思っていたんです

けれども、そこのところはなかなかですね、知

事とのやり取りで平行線なんですよね。ずっと

平行線のままなんです。

一つ、事実関係だけ確認したいんですけれど

も、前回参考人からいただいたこの資料で、こ

の2,000万円の架空貸付を決定するまでという

ところの中で、時系列のところで、令和4年12
月中旬、これは知事選の年の12月中旬ですね。

この中で知事が選挙コンサルタントに、選挙運

動収支報告書に自己資金として計上した2,000
万円を返してもらう方法はないか旨相談をした

というふうな記載がありました。

これは、前回の集中審査の折にも知事に、知

事のほうがそういう投げかけをしたんですか、

どうなんですかということを聞いたんですけれ

ども、それは選挙コンサルタントの方から、後

援会への貸付けというふうなことが処理が可能

なんだと、法令にも抵触をしないというふうな

答弁でありました。これは資料も、前回、知事

の方から出されたんですけれども。

問題は、選挙コンサルと知事のやり取りがあ

った日付、時系列で言うと、どっちが働きかけ

たのかは別にして、参考人の資料では令和4年
12月中旬ごろとなっているんですけれども、知

事に聞きましたら、これは令和4年の選挙が終

わった数か月後と言うんですね。そこのところ

がちょっと、事実関係として、どっちが働きか

けたかは別にして、やり取りがあったのが、日

付が半年ぐらい違うなというのがありまして、

これを確認させてもらえませんか、まず冒頭に

ですね。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 2,000
万円の架空貸付があったことについて、10月2
日、臨時記者会見で知事の説明と、前回私から

提示した資料について、対比しながら立証しま

す。

証拠16です。証拠16の青文字については、10
月2日、知事の臨時記者会見での知事の説明で

す。

まず、知事選挙で自己資金2,000万円を準備し

て後援会の口座に入金しました。これは間違い

ないです。1月14日、確かに長崎県医師信用組

合から2,000万円の融資を受けたことについて

は事実です。その後、後援会に同日、2,000万円

の振込みが入っています。そこの口座に、通帳

の記載のとおりです。

次、知事の発言、一部報道で2,000万円の入金

記録がないといったことも少し見られますけれ

ども、2,000万円を後援会のほうに入金したこと

は間違いないです。

これについても、報道の2,000万円の入金記録

がないというのは、知事と後援会の間で締結し

た架空の金銭消費契約書の日付が1月12日、そ

の日に入金記録を確認すると、その上にある通

帳の写しですね、そこに、1月12日には2,000万
円の入金がありません。しかし、金銭の消費の

契約書について、知事が後援会に2,000万円を貸

し付けたという貸付日は1月12日に間違いあり

ません。

また、契約書の第1条に、大石賢吾は、令和4
年1月12日に後援会に2,000万円を貸し渡し、後

援会はこれを借り受けたという形の文書も、条

項もあります。ということは、1月12日に大石

賢吾が後援会に対して貸し付けたというもので

す。そうすると、1月12日に知事が後援会口座
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に2,000万円を振り込むか、または現金で2,000
万円を後援会に入金するか、いずれかになりま

すが、以下の証拠のとおり、通帳の写しにもそ

の記載がありません。また、現金小口の出納帳

にも、その写しが、入金記録がありません。

以上により、まず、金銭の消費貸借契約書を

締結した2,000万円が、貸付けが履行されていな

いということに間違いはありません。

次に、令和4年、知事の言葉、先ほど委員が

おっしゃった、令和4年3月7日時点で、選挙運

動費用収支報告書を提出しているということを

知事はおっしゃっています。確かに令和4年3月
7日、選挙管理委員会に選挙運動収支報告書を

提出していることは間違いありません。しかし、

知事は、3月7日から3月30日までの第2回目の選

挙運動収支報告書も提出しています。このこと

については、臨時記者会見の場では述べられて

いません。

なぜ述べていないのかということは、令和4
年3月7日から30日までの間の選挙運動収支報

告書については、なぜ隠ぺいしたか。隠ぺいし

た理由は、2回目の収支報告のことを明らかに

すれば、知事が2,000万円の自己資金として計上

した認識があったからということがわかるから

です。

なぜか、この間に役員会が開かれているから

です。役員会で承認しているからです。先ほど

も言ったように、役員会の議事録を見てくださ

い。確かに書いていますから。

で、下側の、次に出てくる表です。表を見て

ください。その表について、先ほどもお話しし

ましたが、3月25日ごろ、出納責任者が作成し

たものです。その理由は、3月25日ごろという

理由は、表の米印のところに、長崎県歯科医師

連盟からの寄附が3月18日、長崎県医師連盟か

らの寄附が3月25日、このことから、収支報告

書がその頃に作成したことが推認できます。作

成目的は、選挙後の後援会の役員会で説明する

からです。

【石本委員長】 参考人、できましたら、資料の

何番か、言ってください。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 そう

です、そのとおりです。よろしいですか。

役員会では、今の証拠の資料により、選挙運

動費用の説明がありました。2,000万円の自己資

金を含む1回目の選挙運動費用収支報告書の報

告の承認と、2回目の選挙運動費用収支報告書

の承認がありました。

以上から、知事が、2,000万円が自己資金とし

て計上されていることを承認、認識したという

ことが言えます。

ここまでの説明で、1月14日、知事が振り込

んだ2,000万円は自己資金という認識が知事に

あったこと、1月12日付、知事と後援会が締結

した2,000万円は架空であり、その日から後援会

口座に2,000万円が振り込まれた形跡もないし、

現金小口にも2,000万円が入金されている形跡

もありません。

さらに知事は、自己資金を誤って二重計上し

たものだと主張されていますが、長崎県医師会

信用組合から融資が実行されたのが1月14日、

もし知事が言われるとおり二重計上なら、その

日が借用日になるはずです。それが金銭の締結

日の1月12日となっています。このことからも、

意図的に架空貸付を計上したことに間違いはあ

りません。

もう一つのご質問の、選挙コンサルタントか

ら言われたから、このスキームが進んでいった

んだということについてですけれども、選挙コ

ンサルタントから知事に対して、こういうこと
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を提案することはまずないです。今までのこの

全てが、まずもって知事から相談を受ける、そ

れで選挙コンサルタントが提案する、立案する、

で、承諾するというパターンがほとんどです。

以上です。

【坂本委員】ありがとうございました。ご丁寧

な説明だったと思いますけれども、今言われま

した最後の方の、選挙コンサルタントから、大

石知事の方が、どうかできんかと。これ、前回

の参考人から出されている資料のように、返し

てもらう方法はないかというふうな投げかけを

しないと、コンサルタントが「じゃ、こういう

ふうにしたらどうですか」と言うことはあり得

ないというふうなことですね。

で、今の件に関して、そういうやりとりの日

付、日時といいますか、時期なんですよね。参

考人の資料では、選挙の年の令和4年の12月中

旬ごろとなっているんですが、これが知事が言

うには知事選の数か月後と、5月ごろだったか

なというふうなことなんですけれども、そこら

辺についてはどんな認識ですか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 正直、

私が12月と前回の時に述べさせていただいた

のは、これはボイスメモです。メモの一言一句

全て、知事からお聞きした12月の中旬ごろとい

う形で全部、全て出していきました。

ただ、知事が5月前後と記者会見で述べまし

た。それも一応、確認しました。全て確認しま

した。知事が、私どもの方に述べたのは、12月
の中旬ごろに、選挙収支、自己資金として計上

した2,000万円を返してもらう方法はないかと

いう形で相談をしましたということから始まっ

て、同月ごろに、1月12日の添付して、知事は、

県庁事務局に預けてあった小さい印鑑2種類、

「大石」を使用して、当時の課長に、ボイスメ

モには実名が挙がっていました。に押印しても

らったということで述べられています。

知事が、5月ごろという形で記者会見で述べ

た内容と、私が前回提示した内容の違いという

のは、日付がまず違う。12月か5月の日付が違

う。「相談した」が抜けています。この2点の

みが違います。この2点のみが違うということ

で、知事の主張、参考人が聞いていた知事から

の説明の相違点、新たな証拠が出てきたので、

その事実を突き合わせて検証して、今からお話

をします。

まず、知事は10月2日、臨時記者会見で、「令

和4年6月8日、私の資産報告書を提出、この中

でも貸付金として2,000万円を記載しました」と

説明しています。確かに知事は、選挙後初めて

の資産等の報告書、県庁に出すやつですね、令

和4年6月8日に提出しています。そうであれば、

その時点で2,000万円の架空貸付をしたという

認識があることになります。知事が参考人に説

明した借用書の時期と整合性がとれません。

その上で、知事からメールでいただいた金銭

の消費貸借契約書を解析しました。その解析し

たPDFのプロパティを確認したところ、その中

にはファイル名、作成者名、作成日、作成に使

用した機種、プリンターですね、等が自動に入

力されます。以下の証拠のとおり、ファイル名、

作成者名は消されていました。が、作成日と作

成に使用した機種名、プリンターの品名等が残

っていました。

作成日は、令和4年7月22日17時26分10秒で

す。これは、今そこに、証拠17に写真を貼って

いるものがそうです。証拠17です。

その機種を、事務所の機種かなと思って、事

務所の機種を調べました。それが証拠18です。

これが事務所のプリンターの機種です。違いま
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す。この機械。

そこで、これまで政務活動で活動していた県

職員が作成した、その他のWord、PDFを確認

しました。全て確認しました。そうすると、現

状の機種、秘書課の現状の機種は、そこに書い

ているとおりです。そこに書いている、品番が、

恐らく今、秘書課に行って確認していただいた

ら、この機種が入っているはずです。直近のこ

の1年ぐらいのやつは、この機種が入っている

はずです。これが全部入っていますから。ここ

は判明しました。ということは、違います。

じゃ、いつの機種なのかということで、さか

のぼって政務関係の資料を全部調べました。そ

うすると、出てきました。今の一つ前の機種が

出てきました。それで全て合致しました。です

から、この長崎県庁のそういう備品の係に行っ

て確認していただいたら、この2つの機種が前

後であるはずです。それを確認してみてくださ

い。

ということはですね、この令和4年7月22日17
時26分10秒に、この機種を使用して、秘書課に

あったプリンターを使用してPDF化したもの

ということが言えます。そして、この書類をな

ぜ、そこでPDFにする必要があったのかという

のが、クエスチョンつきました。

まず、知事の予定を調べました。知事はその

日、東京に行っております。7月22日、東京で

した。東京にて、7月22日のこの時間帯、17時
26分10秒、この時間帯は、国土交通省の方に行

って、国土交通省の方で、この時間帯、5時30
分から45分までの間の予定で、藤井事務次官と

面会をされています。

この時間帯に長崎の県庁の中にあるプリンタ

ーでPDFにするということは、知事にとっては

無理なんです。ということは、誰かがやってい

るということで、当初聞いていた、Oさんとい

う方が印鑑を押したということで間違いないと

思います。

このOさんは、昨日の証言によると、何の書

類かわからなかったということでおっしゃって

いましたけれども、ファイル名に、先ほどから

何回も言っているとおり「金銭消費貸借契約書」

という名前が入っています。これは借用書だと

いうことは、誰が考えてもわかるはずです。

それとプラス、その契約書の一番最後のとこ

ろ、2か所に判こをついています。印鑑をつい

ています。違う印鑑をついています。そして、

左側のところに割り印も押しています。合計4
つ、印鑑と割り印を押しています。各ページに

も押しています。ですから、そんなに全然何も

わからんような書類に判こがつかれるというこ

とは、まずもってありません。

その後に、恐らく知事の方に、メールに添付

して知事の方に送られていると思います。PDF
にしたんですから、送られていると思います。

それは、県庁のサーバーの方にいって調べるこ

とはできるはずです。ですから、それは県庁の

サーバーで発信履歴を取って調べてください。

必ずあるはずです。

ですから、以上のような形で、7月22日に作

成されたことが間違いないということがわかっ

て、ということで、次の知事の青文字が、「令

和4年の収支報告書に借入金2,000万円を掲載

しています」ということですね。収支報告書に

も2,000万円を出していますよということです

から、その令和4年度分の収支報告書の取りま

とめの時期に、令和5年3月22日に、後援会の事

務所にいた、当時事務局長だったOさん、顧問

契約をしていた税理士のN会計事務所のM税理

士さん、後援会職員が在しているところに、選
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挙コンサルタントから事務所に電話があって、

M税理士に「2,000万円の貸付けは架空です」と、

「架空の貸付けを計上して返済することにしま

した」旨、申し向けて、M税理士は「そういう

ことにするのですね」ということで了承したと

いうことですから、明日来られる後援会の職員

さんにも、この辺を確認してみてください。そ

ういうことで、締結までのお話は以上です。

【坂本委員】そうすると、先ほどから私が何回

もお聞きしている、コンサルと知事が2,000万円

をどうするかという話をしたというのは、やっ

ぱり今の時系列からいうと5月ぐらいというの

が妥当なことだということですかね。

そうすると、参考人が令和4年12月中旬ごろ

というのは、これはまあ、ボイスメモによって

そういうふうに書いているということは、そも

そも知事が、その時点でちょっと記憶が不鮮明

という、だから12月中旬ごろというふうに、そ

れは先ほどあった架空の、参考人が言われる架

空の金銭消費貸借契約というのが12月、そこと

知事の記憶がごっちゃになっていたということ

で理解していいですかね。そういう理解でいい

ですか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 間違

いありません。

【石本委員長】 ほかに。

【小林委員】ご苦労さまでございます。ちょっ

と足を傷めておりますので、座ったままでお許

しください。

まず、吉村委員が、田中愛国邸の問題をお話

をされました。田中愛国邸に行かれた日の午前

中、知事室で知事と打ち合わせをされましたね。

簡単に、どんな内容で、どのくらいの時間帯、

打ち合わせをされたんですか。大事なポイント

だけ教えてください。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 朝9時
30分から、知事室でお話をしました。内容につ

いては、その日の予定をお聞きしました。自民

党の大会がニュー長崎で行われるということを

お聞きしました。そのニュー長崎で、昼食はカ

レーライスだと、これはうそか、わかりません。

事実かどうかわかりません。でも、カレーライ

スだということもお聞きしました。

で、その後に、そこにまず行くということに

なっていました。しかし、この自民党の大会に、

会議に欠席されたという連絡が10時過ぎぐら

いに入ってきました。病欠だと、「田中先生は

病欠です」ということで連絡が入りました。こ

の連絡者は、ここの委員会の委員にいらっしゃ

る先生です。から連絡があったということをお

っしゃいました。

それで、その委員の連絡によって、ニュー長

崎に行くということをやめました。その後に、

知事は外出されました。恐らくその時、自衛隊

の何か行事があったと思います。自衛隊の慰霊

祭か何かの行事があったと思います。そこに、

向かいました。

で、佐世保のホテルオークラに向かわれると。

ただ、病欠ですから、本当にホテルオークラの

叙勲のパーティーに行かれるかどうかというこ

とについてはわかりません。それで、その叙勲

のバーティーに行かれるということの確認を、

後援会の職員さんにとっていただきました。そ

れも、ここにいらっしゃる総務委員会の委員さ

んに、確認をとっていただいています。ですか

ら、その委員さんの話によると、佐世保の叙勲

パーティーには出席されるという回答でしたの

で。

でも、それまで時間があります。ですから、

そこで知事と、24日の議会答弁について、お話
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をしました。午後12時ぐらいまで、お話をしま

した。

以上です。

【小林委員】簡単に結論だけ言いますが、知事

は、あなたに、田中愛国邸に行って、286万円

の質問についてはやめていただくように、あな

たにお願いをしているということは全くない

と、こう言っておりますが、それはどうですか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 全く

ないことないです。行く必要はないんです。私

と田中愛国先生は、縁もゆかりもないんです。

初めて田中愛国先生のお名前を聞くんです。そ

ういうところに私が行く必要はないです。

知事の方から、どうしても怖いと、話してほ

しいということで言われて、行ったのが実際な

んです。それ以外ありません。

以上です。

【小林委員】今の答弁では、当然と思いますが、

田中愛国さんとは、全くもって縁もゆかりもな

いと、顔も見たこともないと。そんな家に、ど

うしてあなたが行かんといかんのかと。頼まれ

たからこそ行く、そこに一つの要因が出てくる

のではないかと、そう思うんだけど、これはも

う一回、はっきりしておきたいと思うんです。

だから、一番大事なことは、決定的に知事か

ら頼まれたと。知事は依頼をしたことはないと。

あなたが田中邸に行ったことは認識している

と。それは、286万円の問題を、あなたから説

明させて、説明してもらって、それで、本会議

の時間がないところで、よく理解ができるよう

にやってもらうために、あなたが行かれるとい

うことは承知していると、こう言っているけれ

ども、間違いなくですね、質問をやめてくれと、

やめさせてくれと、こういう依頼を受けた決定

的な、いわゆる証拠、これは何かありますか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 決定

的な証拠については、ボイスメモですね、ボイ

スメモがあります。「それについては、お願い

します」ということで、ただ、「お願いします」

の後には、必ず私の方が、「それをやったら、

私が脅迫とか強要とかの罪で捕まってしまいま

すよ」ということのお願い、返答はしていまし

た。ですけど、今委員が、あったのか、なかっ

たのかということであれば、間違いなく要請は

ありました。

以上です。

【小林委員】何度も言うけれども、繰り返し言

うけれども、要請がなければ、全く知らない人

のところにあなたが行ってね、質問をやめさせ

ようというような趣旨で行っているわけだ。

286万円の話なんか、ほとんどなかったと。

田中愛国さんは、昨日の参考人として、そうい

うような答弁をされておりますね。だから、頼

まれないとあなたは行かんだろうと、こういう

ようなことで、間違いなくあなたに、質問を何

とかやめてもらいたいと、そういう依頼をされ

たからこそ、あなたは行かれたと、こういうこ

とで、認識でいいですね。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 結構

です。

【小林委員】 それから、委員長ね、ちょっと休

憩をしてもらいたい。

【石本委員長】 休憩します。

― 午前１１時２３分 休憩 ―

― 午前１１時２３分 再開 ―

【石本委員長】 再開します。

【小林委員】 この2,000万円の借用書に、知事

がいなかったものだから、当時の秘書課長が印

鑑を押したということが明らかになり、本人も
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印鑑を押したということは認めております。ま

た、知事も、依頼をしたということは認めてお

ります。

ただし、その当時の秘書課長は、何の書類な

のか、資料なのか、全くわからないままに印鑑

を押したと、そんなようなとぼけた話をしてい

るんです。それは間違いなく、今、ご答弁の中

で、借用書というのがタイトルに書いてあると。

見ればすぐわかるような借用書と、こういうよ

うな認識でよろしいですか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 タイ

トルはですね、正式なタイトルは「金銭消費貸

借契約書」、これは日本語が読める、漢字が読

める方だったら誰でも読めます。

以上です。

【小林委員】 休憩をお願いします。

【石本委員長】 休憩します。

― 午前１１時２５分 休憩 ―

― 午前１１時２６分 再開 ―

【石本委員長】 再開します。

【小林委員】 先ほどの答弁から、何か知事が、

あなたに面会を求めて那覇まで、沖縄まで行っ

たと。そして、ホテルであなたと長い時間話し

たと、しかも、ホテル代はあなたが払ったみた

いな、そんな答弁がありました。

大体いつごろか、覚えていますか。何月ごろ

か。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 6月19
日です。

【小林委員】 6月19日ごろといえば、まあね、

いろいろと問題が出てくる前だと、こう思いま

すけれどもね。要するに2,000万円の問題とか。

そこでどんな話をされたんですか。もう少し

具体的に。

だってね、知事は、一番多忙な人なんです。

そんな沖縄まで行って、失礼だけれども、沖縄

まで行って、あなたと会うような時間が、果た

して取れるかと、日中において。そういうよう

な形から、何時ごろ行ったかわからんが、今、

6月19日とおっしゃいました。

そこで、具体的に1つ、こんな内容、2つ、こ

んな内容と。

要するに、いろいろ知事が忙しい中において、

わざわざあなたに面会を求めて沖縄まで自らが

行っていると、こういうことは、やっぱり相当

ですね、2,000万円の問題とか、あるいは286万
円の問題とか、その他もろもろ相当困っておっ

たと。その打開の道を求めて、あなたに会いに

行ったと、こういうふうな理解をするわけだけ

れども、あなたに助言を求めて行っているわけ

だね。いかにあなたが信頼をされ、また知事が

あなたを信頼しておったかと、こういうことに

尽きると思うんだけれども、具体的にどんな話

をしたんですか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 お話

したのは、先ほどもお話したとおり、286万円

の議会答弁について、2,000万円の架空貸付につ

いての、その前に、迂回返済というのを処理し

ていますから、それ以降の話し合いについて、

プラス、先ほどもお話したとおり特定寄附。

本当は2つあるんです。9法人の中に2つあり

ます。9法人の中に2つありますけれども、1つ
は該当するか、しないかという、本当にこの、

あれあります。1つは間違いなく該当していま

す。ですから、その判断については司法当局が

判断するべきであって。

ですから、特定寄附のことについて、県の資

料を持って来られたと、それを見て確認をした

ということですね。ですから、それには詳しく
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書いていました。

以上です。

【小林委員】県の資料を持ち出して沖縄までや

って来るということは、やっぱり尋常ならざる

を得ないと、尋常ではないと、相当追い詰めら

れて困っておった状況が、手に取るようにわか

りますよ。

ちょっと念のために、あなたがなんでホテル

代を払ったんですか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 これ

は公務のお金で来るんですか、政務のお金で来

るんですか、個人のお金で来るんですかという

ことで、私の方から聞きました。そうしたら、

「個人です」ということをおっしゃった。です

から、「じゃあ、ホテル代はこちらの方で持ち

ます」ということでお支払いをしました。

【小林委員】公務だったらね、当然出張費は出

てるんだよ。ちゃんと宿泊代もね、それなりの

ものが出ているやろう。

幾ら経費がかかったか、宿泊代とか。ある程

度、ラウンジを借りるならば、幾らか何か飲ん

だりするんだろうと思うんだけれども、宿泊代

が幾らぐらいで、トータルで経費は幾らぐらい

かかりましたか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 ホテ

ル代は3万2,000円少しです。ラウンジの費用に

ついては、知事がカードで支払いをしました。

以上です。

【小林委員】 3万2,000円。私は調べたんです

よ。那覇ホテルやろう。那覇ホテルは、私が調

べて資料を送ってもらった。3万9,000円だよ。

私がもらった、ホテルから取った資料は3万
9,000円、3万2,000円じゃないよ。

そういうような形で、あなたがお金を払って

いるわけだよ。領収書があるよ。そういう点か

らしてみても、やっぱりこれもおかしいわけだ

よ。まあ、いかにあなたを信頼されておったか

というような形が明らかになったと、それでい

かに困っておったかということも明らかになっ

た、こういうことを強調しておきたいと思いま

す。

それから、2,000万円の架空の問題ですね。こ

このところを、何か私は調査で調べてみたら、

どうもコンサルタントから、何かこうね、2,000
万円を架空で計上するぞというような、そうい

う話が後援会の事務所の方に、そこに後援会の

事務の方、それから税理士の方とか、会計責任

者みたいな人が一緒におったと、こういうこと

がね。コンサルタントから電話があって、2,000
万円を架空で計上すると、こういうことをコン

サルタントが電話してきたと、これは事実です

か。知っていますか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 この

話については、明日来られる後援会の職員さん

に聞いていただいて。私もその当時に、これは

なんで計上を決めたんですかと、いつ決めたん

ですかということを聞いた時に、このように言

っていました。

令和4年度分の収支報告書の取りまとめ時期

の令和5年3月22日、後援会事務所にいた、当時

事務局長だったOさん、顧問契約をしていた税

理士Mさん、後援会の職員が在室しているとこ

ろに、選挙コンサルタントから事務所に電話が

あり、M税理士さんと話をしました。「2,000
万円の貸付けは架空です。架空の貸付けを計上

して返済することにしました」旨申し向けて、

M税理士は「そういうことにするのですね」と

いうことで了承したと。

その会話を聞いて初めて、後援会の職員さん

は、知事が後援会に2,000万円を現金で貸付けた
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ことは架空だったんだということを初めて知っ

たということでお話をされていました。

以上です。

【小林委員】 大変な問題ですよ、これはね。そ

ういうことをコンサルタントから電話を受け

て、後援会の方と、そこに何か税理士、知事が

雇っている税理士、後援会の会計責任者、そこ

にいるところに、じゃ、3人いたわけだ。明日

も、その後援会の事務の方がお見えいただくも

のとして、当然聞きますが。

もう一度確認しますが、あなたが、その事務

の方に、なんで2,000万円計上しているのかと、

こういうことを聞いたらば、もう一回言ってく

れませんか、大事なところ。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 私の

方からですね、なぜ、この2,000万円が計上され

たのか、これ出てこないと、実際に入金記録が

出てこないと、「なぜ、これが計上されている

んですか」ということで確認をしました。その

時に出てきたお話として、ちょうど収支報告書

の取りまとめで、みんなが集まっていたんだと、

集まっているところに選挙コンサルタントの方

から電話があったんだと。

その電話の内容はどうでしたかということ

で、お話を聞いたところ、さっきお話したよう

に、「2,000万円の貸付けについては架空です」

と、「架空の貸付けを計上して返済することに

しました」ということのお話があったと、それ

によって、それに対して税理士さんが、「そう

いうことにするのですね」ということを了承し

たと。その話を聞いて初めて職員さんが、知事

が後援会に2,000万円を現金で貸付けたことは

架空だったんだということを初めて知ったとい

うことをお聞きしました。

以上です。

【小林委員】 今の話はね、ちょっとね、ただご

とではないね。当然のことながらコンサルタン

トが、そうやって電話で指示してきたと、電話

でね。

そして、当然コンサルタントは、その指示を

するということは、知事と話し合った上でのこ

としかできないと思うんです。そういうような

ことで、明らかに架空だと、二重計上ではなく

て架空だと、そういうことを明らかにしたわけ

ですね。これはもってのことだと思うんです。

それで、そこで聞きますが、例えば事務の方

が収支報告書に誤った記載とか、それから誤っ

た振込と、こういうことで、何かこの利息の655
万円については誤った振込とか、そんなような

ことを知事は言っているけれども、そんなこと

はあくまでもでたらめ。

元監査人は当然そういう内容についてはご存

じかと思いますが、いかがですか、そこのとこ

ろは。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 ちょ

うど今、2,000万円の記載があったということ

で、2,000万円のところの証拠19以降を見てく

ださい。19以降を見ていただけば、全て知事の

方に確認をしています。この事務員、後援会職

員さんは、全て知事の方に確認をしています。

コンサルタントにも確認をしています。この1
回目の2,000万円の460万円を振り込む時にも、

「いついつに振り込んでください」ということ

で連絡があって、初めて、じゃ、「知事の個人

の口座はどこですか」ということで、このよう

な形で、19のような形でLINEで確認をまずし

ています。

その後、2回目のものについても、2回目の支

払いについては証拠21ですね、21のところを見

てください。証拠21、2回目の支払いの195万
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2,000円の分についても、このLINEでですね。

LINEは、会話がたくさんあったから、普通

のようなこの形ですね、大変だったのでテキス

ト形式にしていますけれども、この会話が一言

一句、自分の方から、2024年2月26日に、1時5
分、知事の方から、「この支払いについてはど

うですか」という話が始まっているんです。

ですから、常に知事の方から話があるか、そ

れか知事の方から相談するかということから入

っていっていると思います。ですから、この証

拠をずっと見ていただいたら、何に関しても全

て知事の会話がスタート。

それはもちろん知事ですから、長崎県知事で

すから、いくらコンサルタントといえども、知

事が全てです。

以上です。

【小林委員】これは証拠もあるし、そういうこ

とで架空にするからと、こういうことを電話で

指示してきて、初めてそこで架空ということが

わかったと。

そうしたら、さっき言ったように、これを知

事は、誤った記載とか。それから利息について

は、これも誤った振込とか、こんなことで人の

せいにしていると。

今、事務員の方が、事務所をね、今、辞めよ

うとしているとか、辞めているか、そんなこと

を聞いているけれども、こういうでたらめで、

自分でやったことを事務の方の責任に押しつけ

るというような形じゃないのか、これは。とん

でもないこと。明日は事務の方に聞かないかん

けれども、こういうようなやり方をやっている

と思うんだけど、どうですか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 今の

委員の質問について、お答えいたします。

報道に、「誤った振込」、「スタッフの間違

った記載によって」、本当に多いです。誤って

振り込むはずがないんですよ、普通は。自分が

指示を出しているんです、こういうLINEで。

ですから、「誤って振込」とか、「不正な出金」

とか、それはいろいろ言いたいと思います。知

事職を守るために言いたいと思います。

いけにえですよ、事務所の職員さん、本当に

辛い思いしていると思います。やっぱりすごい

辛いと思いますよ。特に女性ですから、私らの

感覚とは違うと思います。全部、全て責任にさ

れているわけですよ、今。

ですから、自宅待機命令というのが、6月27
日だったと思います、恐らく、それが出た。こ

れはもう本当に理由がないんです、自宅待機命

令の理由が。

その上にですね、私も初めて知ったんです、

それ以降に。時間外手当すらも出てないんです。

休日手当すらも出てないんです。そういうふう

にこき使って、その上で自宅待機命令。

先日には、弁護士の方から、「自宅待機命令

を解きます」という話の通知がありました。と

いうことは、この463万円の誤解が解けたとい

うことだと思います。しかし、先日の記者会見

ではまだ、この463万円について、弁護士と相

談しているというような話。

とにかく話がですね、記者に話すること、事

務所の職員さんに話すること、これ、整合性が

ばらばらなんです。やっていることもばらばら。

ですから、恐らく迷っているんだと思うんです、

私は、どう解決するか。286万円のこと、この

件についても、2,000万円の件についても、ほか

の件についても、事実を知っているんですよ。

でも、いろんな方をかばわないかん、かばう必

要があるんです、彼には。ですから、いけにえ

というのが、私とか、その後援会の職員さんが
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いけにえなんです。

以上です。

【石本委員長】 小林委員、時間です。午後にも

時間を取りたいと思います。

若干、時間取りたいと思いますが、午前に、

どなたか質問されますか。

【宮本委員】 参考人、本日はお忙しい中、お越

しいただきましてありがとうございます。

本日、資料もいただきました。見るのに、確

認するのにちょっと時間がなくてですね、非常

に大切な資料なので、もっと詳しく見たいと考

えているんですが。

なかなかすっきりいかなくて、知事に質問す

る際にも、後援会とか選対に任せているので、

当時は知らなかったということがずっとあって

いるんですよね。

ただ、本日いただいた証拠、例えば証拠2に
ついては、10ページ証拠2、これが、286万円に

ついては、知事が当時知らなかったということ

はない、という資料であると。ということの証

明になるということ、先ほどおっしゃったとお

りなんですが。

証拠2の確認なんですけど、これは、要はこ

ういったふうに知事は答弁しますよという内容

のものであり、そこに当時の会話の中でという

ふうにあるので、当時は知っていたということ

の証明であるということになるのか、再度確認

をさせてください。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 これ

はですね、図式がですね、長年のこととして、

記憶が定かではないのですが、当時の記憶は定

かではないけれども、状況から推測すると、恐

らく当時の会話の中でという形で、コンサルタ

ントの方との会話がここに書かれていると思い

ます。

で、この286万円について、これがもう全て

だと、知事の認識だということは思います。で

すから、この方向で、6月24日の答弁は、この

方向で言っています。以上です。

【宮本委員】 ありがとうございました。要は、

このような形で言いますよということを確認を

してメールを送っているということなので、知

らぬ存ぜずではなかったということを確認いた

しました。

一方で、2,000万円ですが、これは私も一般質

問したんです。これは先ほど何回もあっている

とおり、証拠16から、要は33ページからのこと

が、本日、参考人が証拠として出されていると

おり、これについても、先ほどからいろんな質

疑もあっていますが、既にわかっていたんだと

いうこと。しかし、それを聞くと知事は、この

資料を見ていないということで、「わかりませ

ん」となってしまうんです。

先ほど冒頭おっしゃったとおり、知事のメー

ルなり、スマホなりを確認すればわかるんでし

ょうが、どういうふうに切り返していけばいい

のかというか。きちんとこういった形で証拠は

あるので、これについても事前に、二重計上で

はなくて、架空貸付であったということが、こ

の証拠でわかるんでしょうが、これを知事の方

に、今後質疑する際に。

知事側の証拠となるのは、スマホとか、パソ

コンのメールしかないということでいいのか、

もう一回確認をさせてください。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 先に

述べたとおり、知事の方から、簡単なのは知事

の方からスマホの提供です。これはもう一番簡

単です。簡単ですし、間違いないです。それで

出てくるものについては、こういう全て一致す

ると、一言一句、一致すると思います。
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私もいろんなことを言われましたよ、これ。

AIがつくっているとかね。AIがつくっていると

かという形で話をされているんですけどという

ことで、知事さんがですね、そういうお話をさ

れているんですけど、どうですかということで

報道の方からも言われました。AIがつくってく

れるんやったら、こんなもん、ね、どうやって

つくるんやと、教えてほしいということをお話

しましたし。

一番ポイントがですね、明日、私も昼から、

この出しているメールの286万円の分について

のメールについて、お昼からお見せします。ほ

かのメールもお見せします。

明日、来られる職員さんにも、知事との

LINE、選挙コンサルタントさんを併せたLINE
とかを、もし職員さんが「いいですよ」という

ことであれば、見せてもらってください。これ

と変わりませんから。変わりません、何ら変わ

りません。

で、プリンターを貸していただけるのであれ

ば、私が今持っているグループラインとかも全

て、1から10まで全部プリントアウトします。

ですから、そういうことなんです。これが、も

う確認方法しかないと思います、正直。それで

確認を。

このメールが、LINEが、本当に本物なのか、

どうなのかということがポイントだと思います

ので、実際にそういう形で確認してみてくださ

い。一言一句、変えてませんから。

以上です。

【宮本委員】 ありがとうございました。私も、

昨日最後、知事に質問したのが、ちょうど本日

参考人が資料を提出いただいている、このポス

トイットが付いている部分があるんですが、令

和6年10月28日（初日）総務委員会集中審議、

総務委員会証拠資料集と書いてある分の中で、

これですね、ここの部分で私も確認したんです

が、参考人、これは、公務と政務の混合になっ

ていますよと、要は職員に対していろんな、知

事が職員に働きかけを行って、後援会活動、後

援会づくりなどを行っているという証拠がこれ

になろうかと思うんですが。

1点、私、昨日質問したのは、今日、参考人

も提出していただいています31ページ、付箋が

ついてるところからの31ページの、「お疲れさ

まです、佐世保ですが、大きく以下の3点を踏

まえて進めていただければと思います」と、①

②③とあるんです。これは、後援会のグルーブ

ラインに送ったんですかね。

これについて、参考人、ちょっとご説明いた

だけませんか。この背景と、こういったものを

知事が行っている。これは恐らく、資料として

出されているのであれば、これはしてはいけな

いと、これは公務と政務のことからすれば、ち

ょっと違うんじゃないかということで参考人も

出されている資料かと思うんです。これについ

て、ちょっとご説明ください。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 公務、

政務の色分けについて、正直、職員さんのこと

ですから、出したくなかったんです。これはも

う本当に本心です。出したくなかったです。

ただ、知事が、いつまでたっても何にも認め

ないんです。それで仕方なく、公務と政務のこ

とを出したんです。それはすごい量ありますよ。

今回、ロナウドをはじめ7件か8件、出していま

す。出したと思います。こんなもんじゃないで

す。本当に長崎県庁の秘書課というのは、私か

ら言わせれば、大石けんご後援会の尾上町事務

所なんです。（発言する者あり）本当にすごい

量です。ここに、後にいっぱい。
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本当に今回、必死になって確認しました。こ

のプロパティ、誰がつくったのか、いつつくっ

たのか、何時につくったのか、本当に全て確認

しました。ですから、これをつくっていないと

かと言うことはできません。

あの動画、日本医師会に対する政務、あれも、

目の前に文字が出てくるやつを置いてつくって

いるんです。読み上げる、何というんですかね、

読み上げるものを置いてつくっています、全て。

職員さんがわざわざ撮っているんです。会議室

とか、そういうところで撮っているんです。（発

言する者あり）ですから、それも全部公務時間

です。公務時間に作成しているんです。（発言

する者あり）

で、全てこの文章なんかも、プロパティで出

しています。Uさん、Oさんですかね、Kさんで

すかね、いっぱいあります。それ、本当に出し

たくなかったんですよ。でも、とことんまで、

ここまで認めないから、じゃ、出そうかという

ことで、政務という形で出したんです。

あの黄色い紙、選挙の応援に公用車を使った

ということなんかも、もっと前からわかってい

たんです。あ、公用車だなということでわかっ

ていたんです。あの資料、Oさんは必死になっ

てつくったと思います。新聞社にも、いろんな

タレコミがありますよ。ですから、この政務と

公務というのは、認めないから出しただけです。

以上です。

【宮本委員】 ありがとうございます。参考人、

非常に重要な資料であるというふうに拝見いた

しました。

ちなみにですね、31ページ、私が今お伝えし

ました31ページなんですが、資料24、「大石知

事から後援会職員へのLINE」と書いてありま

すが、これは佐世保の件なんですが、全部は載

っておりませんが、全部見せていただければ幸

いなんですが、これに元秘書課長が関わってい

る、いるのか、いないのか、いるのであれば、

その証拠というものが、難しいのかもしれませ

んが、あるのか、ちょっとお聞きさせていただ

ければと思います。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 LINE
の後ですね、たくさん会話の中に出てくるとこ

ろを拾っていけば、関与はあります。

ただ、元秘書課長さんが、ミッションとして

人材を紹介したかと、人を紹介したかどうかと

いう確認は、そのLINEの中ではとれませんで

した。とれていません。

ただ、この秘書課長さん、本当に一生懸命な

んです、大石に対して。一生懸命にされていま

す。土曜日、日曜日でも、わざわざ出て来られ

て、政務活動をしているんですよ。この、どこ

にあるかわかりませんけれども、お庭ですね、

庭でのホームページの制作とかにも出て来られ

ています。それがLINEに全部残っているんで

す。

ですから、そういうことを一生懸命にされる

からこそ、私は知事の方から、次期の副知事だ

ということで聞いていました。（発言する者あ

り）

以上です。

【石本委員長】審査の途中でございますが、午

前中の審査はここでとどめ、（発言する者あり）

午後は1時より会議を再開し、大石知事への質

問応答をいたします。

なお、参考人におかれましては、知事の質問

応答終了後に再度、意見聴取を行う予定として

おりますので、よろしくお願いをいたします。

【浅田委員】 資料請求をお願いします。

先ほど、質問の中で、6月19日から20日に沖
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縄に行っていたというお話がございました。実

に一般質問の2日前くらいなんですよ。どのよ

うな形で知事の日程行動が組まれていて、公務

と政務とのあり方というのがきちっと秘書課に

記されているかと思いますので、その知事動向

というもの、新聞にも出ますけど、それがあれ

ば、きちっとその辺をお示しいただければ、知

事に質問しやすいので、お願いします。

【石本委員長】今の要請については、事務局と

して確認をさせていただきたいと思います。

それでは、参考人退出のため、しばらく休憩

いたします。

― 午前１１時５９分 休憩 ―

― 午後 １時 ０分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

これより、大石知事にご出席をいただき、引

き続き「大石知事の政治資金等」について審査

を行います。

知事におかれましては、昨日に引き続き、お

忙しい中、ご出席をいただき、ありがとうござ

います。

それでは、事前通告に基づき質問を行います

が、各委員の質問時間は、答弁時間を含めて一

回当たり10分以内とし、審査時間が残っている

場合に限って再度の質問ができることといたし

ますので、よろしくお願いします。

午前中、皆さんの方から出されました資料に

ついてお手元に配付いたしておりますので、参

考にしていただきたいと思います。

それでは、事前通告をされた委員の方で、ご

質問はありませんか。（発言する者あり）

始まる前に、今、お手元に出しています資料

の説明をしますと、午前中の会議の中で要望が

出されております元監査人とのメールの中身を、

提出されている資料とメールが間違いないのか、

そういう本当にメールがあるのかどうかという

話がありまして、今、2件のメールについて出

しているということでございます。

そして、もう1件は、資料請求されました6月
19日の知事の行動予定表について、今、秘書課

の方より資料提出をいただいた内容でございま

す。

以上でございます。

【小林委員】 このメールは、なんというか、偽

物というか、自分で勝手に作ったものじゃない

かという疑いに対して、そうじゃないよという

ことですか。

【石本委員長】はい。本人のスマホの中からの

メールの証拠写真でございます。

【小林委員】そういうことで、これは大場委員

が何か調べてくれたのか。

【石本委員長】 いえ、一応、私と副委員長で。

【冨岡副委員長】 先ほど来、SNSなど様々な

こういったものを偽造とかされてるんじゃない

かというお話がありました。

これのみをもって、全てが真実だとか、そう

いうことはわかりません。ただ、現実的に参考

人の、午前中の参考人の方が、実際そういった

自分のスマホ上の画面上では、しっかりそうい

ったものがあるという確認で、その点について

だけ確認をさせていただきました。

【小林委員】 そこは皆さんいいのかな。

【冨岡副委員長】 LINEなども大量にあるから、

全ては見れないけれども、一応、参考に幾つか

の写真を撮らせていただいています。

【小林委員】 これが事実だということで。

【冨岡副委員長】そういった、少なくともその

スマホ上では。

【石本委員長】画面上はですね、スマホ上には
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ある。

【冨岡副委員長】参考人のところにあるという

ことです。

【小林委員】 疑いが消えたということですか。

【冨岡副委員長】 全てではないけれども。

【小林委員】こういう状態でちゃんと事実にあ

ったことがこういうふうに。

【石本委員長】 残されているという。

【冨岡副委員長】スマホ上では、画面上確認で

きたという、そこの点だけは確認しています。

【吉村委員】こがん作り込むということはでき

るんじゃろう。

【石本委員長】 そこまではちょっと。

【冨岡副委員長】そこまでは確認できませんけ

れども、もう。

【小林委員】 専門家に聞いてさ。（発言する者

あり）結局、LINEとかメールとかいうのは、

作り上げたんだと、そんなようなことを言う人

がいるじゃないか。（発言する者あり）

【冨岡副委員長】 だからまあ、少なくとも、大

量に今回いろんな内容が出てますけど、その中

でも一部だけはこういうふうに。

【石本委員長】実際に残っているということで

すね。

【冨岡副委員長】 ですので、個々に、個々のこ

れがどうこう、どうこうという時には、例えば

知事が、それは嘘です、虚偽だと思います、そ

れは存在しませんというお話だったら、さらに

いろいろと確認する術はありますけど、全般的

なものとして。（発言する者あり）

【石本委員長】それでは、進行させていただき

ます。

事前通告をされた委員の方で、ご質問はあり

ませんか。

【浅田委員】すみません、とりあえず午前中に

質問が、知事、また参考人としてのご出席、あ

りがとうございます。

午前中にですね、いろんな流れの中で監査人

に対して、知事と監査人が6月19日にお会いし

ていたというお話を伺いました。そのことにつ

いて、知事の行事予定表というものを一応資料

として出していただきたいということを私の方

からお願いをし、今、こうやっていただきまし

た。

で、これを見ながら。知事自身にも渡してい

ただいてますか、知事にはないとしたら、ちょ

っと知事がわかりづらいと思いますので、知事

にも渡していただければと思います。

で、6月19日というのは、まさしく議会が始

まり、一般質問2日前というような状況の中で

す。なかなかそのタイミングで県外にわざわざ、

沖縄まで行くということは、通常であれば考え

づらいことであります。しかしながら、知事が

監査人に、わざわざ議会中。

本来であれば、今までの知事とかであれば、

この議会の1日、2日前というのは、これからの

一般質問に向けて、どういう質問が返ってくる

のか、その政策はどうなのかということ、まさ

に勉強をする、そしてレクを受ける時なわけで

すね。

それを割いた上で知事が沖縄に行った、その

明確な理由、目的、状況というのを教えていた

だけますか。

また、そもそも行っていたかどうかというと

ころをお聞かせください。

【大石知事】まず、議会の前の勉強会ですけれ

ども、大体は前日にまとまってやることが多い

です。もちろん状況に応じて、委員ご指摘のと

おりですね、勉強したり確認をしたり、するか

もしれませんけれども。
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今回、まず19日の日に行ったかどうかは、そ

れは行ってます。午後、多分、最終便だったと

思いますけれども、行って、で、朝いちで帰っ

てきているという状況です。

行った理由ですけれども、すみません、はっ

きりと、全て何を話しているのかは記憶にござ

いませんけれども、元監査人の方から、様々な

問題点があるというふうにご指摘をいただいて

おりました。これまでも私も申し上げてきたと

おり、私としては、もしそういった問題がある

のであれば適正に訂正をしていきたいというふ

うに考えておりましたので、そのことについて、

いろいろ意見、お話をしていったと思います。

また、この一般質問の時にも、286万円の話

ももちろん相談をしておりましたので、その件

ももちろんお話をしたというふうに思います。

【浅田委員】なかなかこう私たちとしては、議

会中に知事が、監査人だからということで会い

に行くというのが、にわかにいかがなものかと

いうような気もするんですね。

というのが、何かあったらどうするのかとい

う、まず危機管理上の問題があります、一般質

問とかも含めて、わざわざ陸続きではない離島

である沖縄にまで渡る、そもそも論としての危

機管理の在り方、知事の議会に対する姿勢その

ものが、ちょっと疑われるような問題だと思う

んです。今までそんなことはないと思うんです

ね。

で、何がなんでもそこで行かなければいけな

かったものなのかどうなのか。そもそもそれま

で知事は、何度も何度もLINEですとかメッセ

ージとかで監査人とやり取りをしてますよね。

それをわざわざ、議会が始まってから絶対的に

会いに行かなきゃいけないものなんでしょうか、

ズームとかでやれないものなのか。

そして、これは政務なんでしょうか、公務な

んでしょうか。

【大石知事】別の会い方はなかったのかと言わ

れると、それはもちろん可能性はいろいろ考え

られたと思います。ですけれども、私が記憶し

ている限り、この19日の日が、私、お会いした

のが初めてです、直接お会いしたのがですね。

そういった状況でもありました。理由はたくさ

んあると思いますけれども、そういったことを

総合的に勘案して、この日、会える時間がどう

にか確保できるようなところでしたので行った

ということです。

議会の前に渡航があるのかないのかという、

それも状況に応じてだと思います。ですが、委

員おっしゃるようにですね、もちろん委員会の

前、議会の前にそういったこと、可能な限り控

えるといったことが適切、より良いという考え

には、それは同意いたします。

すみません、質問を失念いたしました。すみ

ません、もう一度いいですか。

【浅田委員】ズーム会議とか考えられなかった

ということなので、それはある一定、理解しま

した。

同意するというよりも何よりも、やはりそれ

ぐらいはきちっと知事として、議会が一番なん

だと思うんですよ、そもそも論として。しかし

ながら、それをわざわざ監査人と会える日程が

この日しかなかったのは、知事のご都合が、こ

の日しかなかった、何がなんでも会わなきゃい

けなかったということですか。

この監査人は、田中議員のところにも会いに

行ったりとかしていますよね。実態として佐世

保にいらっしゃったりとかってしてるわけです

よね。そういう時にお会いしようとか、そうい

うのはなかったんですか。
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【大石知事】 調整状況について、すみません、

全て覚えておりませんけれども、物理的に私が

行ける日は、確かにこの日だったと思います。

で、先ほどの質問を思い出しました。公務か

政務かという話もございましたけれども、公務

ではございません。

【浅田委員】公務ではないということで、だと

するならば、例えば空港の行き帰りとかは、そ

れは自分の車とかできちっと行って、プライベ

ートであるということで行かれたんでしょうか。

【大石知事】 はい。

【浅田委員】そこはきちっとプライベートとい

うことを分けられたと。

この中で参考行事がいろいろ書かれているん

ですけれども、先ほど、最終便で行ったという

ふうにあります。この日は、午前中には農業ク

ラブ連盟の年次大会があったりとか、夕方以降

は県の観光業協同組合連合会の総会があったり、

19時半からは市医師連盟の総会などがあって

おります。これは、割と普段、知事が行かれる

ような内容かなと思うのを、ここに土木部、福

祉保健部と書かれているのは、代理を出してま

で沖縄に行くことが重要だったというふうな認

識だったんでしょうか。

【大石知事】すみません、この参考のところに

書いてある行事が、通常、私が行っているもの

かどうかは、すみません、この場で私はわかり

かねますけれども、どの行事にどういった方が

参加するのかといったことは、それまでの参加

実績だとか、いろんなものを影響を勘案して決

めているというふうに認識をしています。それ

は秘書課の中で、ほかのものとの調整をしなが

ら決めているという認識です。

【浅田委員】私の聞き方が悪かったのかもしれ

ませんが、私が言いたいのは、こういうふうな

長崎県、普段、長崎県を支えてくださっている

様々な団体の行事よりも、知事が個人のプライ

ベートな仕事、プライベートな監査人と会うこ

とを選んだということが事実かどうかというこ

とです。

【大石知事】その日に私が沖縄に行ったことと、

それは、全く別な問題だと思います。行事、ど

の行事に、どういった方がご参加されるかとい

ったことは、先ほど申し上げたとおり、様々な

ことを勘案しながら決定をしていくところでご

ざいます。

【浅田委員】ここが時間があったから沖縄に行

ったと。

普段ですね、私たち、例えば一般質問の前は

ですね、中村知事の時よりも知事に替わってか

らは質問取りが異常に早いわけですよ。もう早

く早く質問の中身を出してくださいというのが、

もうびっくりするぐらい早くなったんですね。

1か月ぐらい前から急かされるような状況の中

で、よっぽど知事がしっかりとレクを受けたり

とかなさっているのかなと思うと、こうやって

沖縄とかにも行けるぐらいの余裕があるんだな

と、議会中でも十分に余裕があるんだなという

ことが、まあ改めて感じ取った次第ですが。

私は、この予定表を出していただきたいとい

うことを通告しましたので、これに関してだけ

今、質問させていただいて、残余はまた後ほど

質問いたします。

【石本委員長】 ほかにご質問ありませんか。

【坂本委員】お疲れさまです。昨日に引き続き

まして質問させていただきます。

私のほうからは、まず、2,000万円のですね。

知事は二重計上、私は、どうも架空の貸付けじ

ゃないかなというふうな感じがしているんです

けど、それについてお尋ねいたします。
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まず、これ、選挙運動費用の収支報告書提出

の時点、これは前回の集中審査で知事から出さ

れた、時系列でですね。この時点では2,000万円

について自己資金と記載されてて、当時、公務

多忙のため、その記載内容について確認が不十

分だったというふうな説明がありました。まず、

これについてですね。

3月の初旬ぐらいに、たしか選挙が終わった

後、後援会の役員会をされてると思います。そ

こで、その時点の、だから3月7日までの、2回
出していますけど、3月7日付と、それから31日
付ですね、この時点での収支報告を役員会で説

明しているというふうなことが午前中の参考人

の方から報告がありました。

で、その時点で自己資金というふうに、私も、

これ見ましたけれども、はっきりと、収入はも

う知事の自己資金だけなんですよね。だからは

っきりわかるわけで、その役員会の時点でも、

なおかつやっぱり公務多忙のため認識できなか

ったのか、そこはどうなんでしょうか。

【大石知事】総会ですけれども、先ほど話題に

挙がってたというぐらいの認識で、私は、そこ

に誰が行ったのかとか、参加したのかと、現時

点でわかってません、私自身が参加したのかも

記憶がなくてですね。

そういった状況でございますけれども、総会

の場で、その収支報告のご報告、承認が、そう

いった議題が上がっても、もちろんおかしくな

いと思いますし、それがなされていたとしても

自然なことだと思いますけれども、もし私が参

加していた場合だとしても、恐らくですけれど

も、それが内容が、じっくり見ることは、まず

役員会で、総会で、ないと思いますし、私自身、

それを踏まえた、もし参加をしていたら、今、

それを踏まえた後の私になってますけど、それ

を認識できていないという状況でございますの

で、それについては、その総会で私が認識して

いたということはないと、私は理解しています。

【坂本委員】そこがちょっと、なかなかわかり

づらくてですね。知事の記憶では、そういうふ

うに言われていますけれども、今年の9月の一

般質問の中で、これは浅田議員に対する答弁で

すけれども、選挙資金は自己資金で2,000万円を

準備と、こういうふうに明確に答弁をされてい

るわけですね。もちろん、その後の宮本議員の

一般質問の答弁では、令和4年分の収支報告書、

後援会のですね、その時点で自己資金というこ

とを気づいたというふうなことなんですけど、

これは後援会の収支報告であってですね。あく

までも2,000万円を自己資金として準備したと

いうのは、これ、選挙運動の収支報告書ですか

ら、ちょっとそこがまた少し矛盾点というのが

あるなというふうな感じが、どうしても拭えな

いんですよ。

それで、この2,000万円の自己資金の準備とい

うのは、恐らくこれが、結果的に知事が言われ

る二重計上というふうなことで、訂正せざるを

得なかったというふうなことにつながってくる

わけなんですけれども、そのきっかけとなるの

が、この自己資金として準備した2,000万円は、

選挙コンサルタントの人から、こういうふうに

すれば一定返ってきますよみたいなですね、そ

んなのがあったからということでされたという

ことなんですけど。

そうすると、この2,000万円って、やっぱり大

きなお金ですから、自分が自己資金で選挙運動

に2,000万円、医師信用組合ですか、ここから借

りて、で、出したと、選挙のためにですね。出

したということで、それを例えば役員会、総会

ですか、選対本部の総会、知事が出てたか、出
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なかったか記憶にない、仮に出てたとしても、

そのことに気づかなかったかもしれない、それ

ぐらい小っちゃなものかなというふうな感じが

どうしてもするんですよね。

しかも、昨日、医師会長の方からいろいろご

意見をいただきましたけれども、選挙に出る前

の12月の下旬ぐらいですかね、その時に、選挙

費用をどうするんだというふうなことになって、

で、医師連盟は医師連盟で、いろいろ寄附とか、

いろんなそういうのを募るけれども、しかし、

選挙に出る本人、知事自身がですね、当時、候

補予定者ですたいね、が、それなりの決意を持

ってお金を出さないと、なかなかお金というの

は集まりませんよというふうなやり取りはしま

したというふうに昨日言われたんですよ。それ

は間違いないですかね。選挙に出る前の12月の

下旬ぐらいだと思いますけど。

【大石知事】 当時、私、お金がないということ

を正直に申し上げておりましたけれども、今、

坂本委員おっしゃるようにですね、選挙へ向け

た準備が実際に進む中で、自己資金を用立てし

てくれというお話があったのは事実だと記憶し

ています。

【坂本委員】 ああ、選挙って、そういうもんだ

なというふうな受け止めがされたんじゃないか

なというふうに思いますけど、その受け止めと、

医師会長からそういうふうに言われた時の受け

止めと、それから、その2,000万円という額です

よね。2,000万円という金額を判断した、借りる

ですね、それをちょっと改めて教えてもらえま

すか。

【大石知事】 2,000万円という額は非常に大き

い額です、もちろんでございますけれども、私

自身、そんな巨額なものを扱える個人ではあり

ませんので、その受け止め自身はですね、選挙

が初めてだということ、加えて知事選挙という

ことで全県下の大きな選挙でございます。そう

いった中でどれくらいかかるのかとか、そうい

ったことは全く想像がつかない中で、こういっ

た準備が進んでいったわけですけれども、そう

いった中で2,000万円という数字を、当時、どな

ただったのかはわかりませんけれども、用立て

はしてほしいと。私が2,000万円と言ったわけで

は多分ないと思います。そういうさじ加減がわ

からない状況での準備ですので、こういった額

をということを提案を受けて、わかりましたと

いうことで準備をしたと記憶をしています。

【坂本委員】わかりました。それはどなたかが、

選挙に慣れている方だろうなというふうには容

易に想像がつきますけれども。それぐらいの、

当時、知事候補予定者として、ああ、やっぱり

候補者としてはそれぐらい用意しなければいけ

ないんだということで、大きな金額ですよね。

だから、何度も言いますように、大きな金額

が選挙でどう使われたのかというのを、選挙が

終わった後の収支報告、1回目の収支報告が出

た後の、多分、総会だと思うんですけれども、

そこで、出席できなくても、後でどれぐらいか

かったんだろうかということが、私は気になる

んですよね。やっぱり自分の選挙が終わった後

に、桁が違いますけど、お金を出した分を含め

て収支がどうだったのかなって、これで選管に

報告しますよというふうなことも一応受けます

から、そこはね、やっぱりその時点で認識でき

なかったということがね、どうしてもやっぱり

ちょっとこう、すとんと落ちてこないんですよ

ね。

だから、そういう意味でいくと、今朝の参考

人が言われるように、主張されるように、やっ

ぱり当時は、その時点で認識してたんだと、知
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事がね。そういうふうに証言というか、主張さ

れてるわけですよね、午前中の参考人の方はで

すね。認識してたはずなんだと。だから、それ

をいかに取り戻すかというふうなことで、選挙

コンサルタントの方といろいろ相談をして、ど

ちらかが先にしたのかというのは、まあ意見が

分かれるところなんですけれども、知事のお答

えと参考人の方のお答えとは分かれるところな

んですけれども。

それを聞くと、参考人の方が言われるほうが、

やっぱりすとんとくるわけなんですよね。ここ

がなかなかですね、県民の皆さんにもちょっと

わかりづらい、この2,000万円の扱いですよね。

自己資金として行って、なおかつ、それは選挙

で使っているわけですよね。この収支報告でい

くと、約1,800万円ぐらい、収支報告で支出があ

りますから、そうすると、収入が自己資金だけ

ですから、2,000万円のね、ほとんど使ってるわ

けなんですよ。それを、改めて今度は後援会に

貸し付けるというね、そこがやっぱり全く、流

れとして非常に不自然というふうに皆さん思う

わけなんですよね。

そこを、いや、そうじゃないんだということ

を、この間の9月30日のここで聞いてもわかり

ませんし、10月2日の臨時会見の中で聞いても、

なかなかですね、これがわかりづらいというふ

うなことになっておりますけれども、改めて、

そういう意見が多いということについて、ちょ

っとご意見を聞きたいです。

【大石知事】 この2,000万円については、何度

も何度も話をしてきました。私が用立てしたの

は2,000万円です。それを後援会に振り込んでい

ます。それをどういう管理をされたのか、そこ

が稚拙だというご指摘は、もちろん受けますけ

れども、どう管理されたのかといったことにつ

いて、詳細までは把握してませんでした。

で、そのような中で、この2,000万円について、

貸付けにすれば返してもらえると、それは違法

ではないということで、問題はないということ

で言われましたので、もしそれであれば、先ほ

ど坂本委員おっしゃったように、2,000万円とい

うのは非常に大きなお金です。私、借金をして

用立てをいたしましたけれども、そういう状況

でございましたので、それであればありがたい

ということで、契約書を作成をして、その認識

の下で報告書も作成をしてますし、その契約に

基づいて正式な返済ということでお金も受け取

っていました。

今回、それが二重計上になっているというこ

とで訂正をさせていただきました。そのことが

正確じゃなかったということについては、これ

まで申し上げているように、本当にそれは申し

訳ないことだと思っておりますし、それは正す

べきことだと思って正してきたところでござい

ます。

いずれにしましても、2,000万円について二重

計上なのかどうなのかという話について議論が

されているのも、続いているのも、それはもう

承知をしております。ですけれども、この2,000
万円についても、もう告発をされているという

ことと認識はしているんですけれども、そうい

う状況ですので、捜査が進んで、これが正確に

解き明かされるといったことを期待を、そうさ

れるものだというふうに承知をしております。

【坂本委員】 この2,000万円、最終的には医師

信用組合から貸付利息2.2％で借りてますよね。

で、この二重計上となった、後援会へ知事が貸

し付けたということで、これ利息が3％という

ことになっておりますけれども、これはなぜ

2.2％じゃなくて3％になったか、こういうふう
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なことについては理由がありますか。

【大石知事】 利息とか条件とか細かなとこは、

ちょっと私はわかってません。ですけれども、

それが適切だというふうな認識の下でさせてい

ただいております。

【坂本委員】 事務的なことですね。

もう時間ですね。わかりました。とりあえず

はこれで終わります。

【宮本委員】 知事、昨日に引き続き、本日もお

越しいただきましてありがとうございます。

午前中、元監査人の方との集中審査をいたし

ました。

286万円について、お尋ねをいたします。

全員協議会、ほかの一般質問の中でも、いろ

んな質疑をする中で、「286万円、移動が行わ

れていたのが、令和4年2月7日から同月の18日
までの期間中に、当該県議の後援会から私の後

援会に合計286万円の資金移動が行われていた

のですが、当時、私は、その資金移動の事実を

知りませんでした」というご答弁です。一貫し

て、このご答弁です。

元監査人、本日午前中に集中審査を受けまし

て、このような答弁ですが、本当に知事は当時

知らなかったのかということを確認いたしまし

て、証拠はありますと、当時知っていたという

ことで証拠が出ております。知事が送ったメー

ルがあります。

すみません、宛先は黒塗りされているんです

が、2024年6月12日、今年の6月12日に知事が

メールを送っております。重ねてですが、宛先

は黒塗りでございまして、この部分はちょっと、

この委員会でも黒塗りなんですが、ちょっと読

み上げますと、恐らく知事のスマートフォンの

中にも、もしくはパソコンの中にも入っている

と思いますが、「図式が流れのこととして述べ

ます」、これは知事が打ったメールですよ。「図

式が流れのこととして述べます。記憶が定かで

はないので、状況からの推測であることをご了

承ください。恐らく当時の会話の中で、大石候

補が法人からは受け取れないが、こういう方法

もあるという趣旨で、選挙コンサルタントから

助言をいただき」、これは名前です、「選挙コ

ンサルタントから助言をいただき、違法でなけ

ればということで、大石も当該県議」、これは

後援会が入ってきたところの当該県議、「も承

知したということだと思います。その後、実際

に送金が発生して、大石としては、法人からの

お金を受け取れないから返金、その返金が貸付

け処理となり、利息が発生してまっている。本

来、両者に違法性を問われることを行う意思は

なく、今回、訂正のご指導を受けたことで改め

ることを同意した、というところが現在地なの

だと理解しています」という形で知事が実際に

送っている。要は、こういった形で答弁をしま

すという内容のメールを知事が送られているん

です。

この文面からすると、大石候補という文言が

出てきますし、選挙コンサルタントの名前も実

際に知事は書いていらっしゃいます。というこ

とは、選挙期間中も知っていたということにな

り、誰からの指示かというのを知事は知らない

ということでありましたが、実際、知事も選挙

コンサルタントの名前を書いていらっしゃいま

すので、誰からの指示である、そして当時知ら

なかったということはないという証拠を出され

てます。

これ、実際、知事が送られたメールなので、

わからないということはないはずです。2か月

前、違う、4か月前のメールですので、この点

はいかがですか、その後もメールは続くんです。



総務委員会（集中審査・参考人招致）（令和６年１０月２９日）

- 106 -

【大石知事】 すみません、メールは今、手元に

ないですけども、そういった内容が、会話があ

ったような記憶はあります。ですけれども、そ

れは事実と異なります。それがもし、そういう

文面になっていたとしても、それは事実と異な

って、286万、当時は私、知りませんでしたし、

それについて、どのような流れでやったのかと

いうことは、今もずっと、これまで整理を、確

認をしてきましたけれども、それはわかりませ

ん。

【宮本委員】実際、やはりメールにありますの

で、知事に実際に確認していただくということ、

委員長、できませんか。

知事、手元にいっているメールです。それが、

知事が実際送っているメールなんですね。よっ

て、証拠がこういうふうに出てきておりますか

ら、これについては、大変申し訳ないですが、

知らぬ存ぜぬではなくて、実際に知っていた、

誰からの指示であるということも知っていたと

いうことになります。

これについて、知事、いかがですか。

【大石知事】繰り返しになりますけれども、こ

れがもし事実だったとしても、これは私の記憶、

私の理解と全然違いますので、事実と異なりま

す。

つまり、この写真が事実だったとしてもとい

う話です。286万円の資金移動については、そ

の当時、知りませんでしたし、それが誰の指示

でそうなっているかといったことも、これまで

ずっと確認をしようとしてきましたけれども、

それについては、事実について、たどりついて

いません。

【宮本委員】ここはですね、非常に重要なとこ

ろで、286万円の当時の資金移動、それから誰

の指示というのは、ずっと知事も答弁されてい

らっしゃるとおり、やっぱりわからないと。選

対とか後援会に任せているということだったん

ですが、実際、出てきておりますので。

確認です、これは知事のメールで間違いない

ですか。

【大石知事】このような会話をやり取りしたと

いう記憶はございますけれども、繰り返し述べ

ますけれども、この内容が事実ではないです。

ここにも書いてますけれども、「記憶が定かで

ないので、状況からの推測であることをご了承

ください」と書いてます。これはもう事実と異

なります。

【宮本委員】すみません。事実じゃないけども、

書いていらっしゃるので、知事本人が書いてい

らっしゃるから、事実であるかどうかの前に、

知事が書いてらっしゃるので、これ、そのもの

の知事の文面なので、これは事実なんですよね。

これ、知事としてのご意見なので、定かか、「推

測であることをご了承ください」という前置き

はあるものの、こういうことで、流れで言いま

すと、知事もきちんと書いてあるので、これは

証拠になると。

もう一度、知事いいですか。

【大石知事】なので繰り返し述べてますけれど

も、推測で書いてたことが事実でないと。私は、

もしこれが正確であったらですね、恐らく事実

と異なることを推測をして書いたんだと思いま

す。それは記憶が定かでないですので、この時

点が、（発言する者あり）6月12日ですね。な

ので、そういった状況でございますので、これ

までもいろいろ確認をしてきましたけれども、

繰り返しになりますが、それを整理した上で述

べております。

286万円が資金移動された時、私は県内中を

走り回ってました。もう皆さんもこれ、選挙し
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ててわかると思いますけれども、そういった中

で、いつ、誰からお金が振り込まれているかな

んて、わかりません。本当にこれはわかりませ

ん。それについて誰の指示でそうなったのかと

いうことも、もちろん皆さんに説明をするため

に、県民の皆様に説明するために、これまで確

認してきましたけれども、それはもうわからな

いということが事実でございます。

【宮本委員】 知事、責めるわけでもなく、責め

るわけではなくて、事実、事実を確認してます。

事実を確認してるんです。事実を確認した上で

出てきているので、これが真実でないというこ

とであれば、なぜ知事、これを書いたのかとい

うことにもなりますし、知事が書いてるんだか

ら、これは知事の言葉ですよ。これは知事の言

葉だから、当時の記憶が定かではないと言えど

も、知事が書いているんだから、知事の文面で

あることに間違いはない。

じゃ、うそをこれは知事は書いた、送信した

ということですか。

【大石知事】繰り返し述べますけど、これがも

し私が書いたということであれば、それは事実

と異なることを書いています。なので、それは

事実と異なるので、誤った認識で、この時は書

いているんだと思います。（発言する者あり）

繰り返しになりますけど、事実は、286万円

が移動された時、これ本当に皆さんもわかると

思うんですけど、（発言する者あり）選挙をし

ている時に、外を回った時に、いつ、どんなお

金が入ってきているかといったことについては、

これ、みんなわからないと思います。（発言す

る者あり）

【宮本委員】私も繰り返しになりますよ、繰り

返しになります。現時点に、書いてますもんね、

証拠として挙がってきています。（発言する者

あり）知事自体が書いています、送信していま

す。だから、これは事実ですもんね。ご自身が

書いた文面は責任を持たないといけないし、そ

れだけの知事としての責任ももちろんあるわけ

であって、これが事実とは異なるということを

言われると、もう全ての公文書、全ての県にお

ける政策というのは、「おいおい、違うんじゃ

ないか」とやっぱりなりますし、ご自身が書い

た、発した文面というのは責任を持っていただ

かないと、（発言する者あり）今後の県政運営

にも大きくこれは左右されることになります。

あくまで、これは知事が書いたことであって、

現実に「選挙コンサルタントから助言をいただ

き」ということも書いてありますから、ここは。

そのほか、知事だけですよ、言われてないの

は、ほかの方はみんな、選挙コンサルタントか

らの指示であったということを言われておりま

すし、知事、「大石候補として」と「候補」と

いう名前もつけてあることからすると、これは

明らかに、やっぱりもちろん知っていたことで

あると。しっかりとして、選挙コンサルタント

から指示があったと、話があったという証拠に

なるので、これをもって事実と違うということ

を言われても、なかなかこちらとしては理解に

苦しむところがあります。再度お願いします。

【大石知事】ちょっと、今ぱっと見ただけなの

で、前後のやり取りもあるかもしれませんけれ

ども、また確認をさせてください。

【宮本委員】前後のやり取りももちろんご確認

いただいて結構ですし、スマートフォン、そし

てパソコンも全て確認をしてください。

こうやって現実として286万円の裏づけとな

るものが出ておりますから、これをもって証拠

ではないということを言い切れるというのが、

ちょっと私には、申し訳ありません、なかなか
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理解しがたいところです。これは真実でないと

いうふうに言われても、知事が書いているもの

なので、それは知事として責任持っていただか

ないと、今後の県政運営にも大きなひびが入る

というふうに思いますので。

これをもって知事としても、いま一度、286
万円の資金移動、そして誰からの指示であった

のかということを、いま一度、深く深くお考え

いただきたいというふうに思います。これ、や

り取りするとずっと繰り返しになりますし、時

間がもったいないので、深く深く、これは知事、

お考えください。

以上です。（「休憩」と呼ぶ者あり）

【石本委員長】 休憩します。

― 午後 １時４２分 休憩 ―

― 午後 １時４６分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

今の意見で、知事に対して真実を述べてほし

いという意見があっております。今日の意見を

踏まえて、明日の午後、再度、知事が出ていた

だくということになっていますので、それまで

に知事として、どういう回答ができるのか、再

度検討していただいて、本当に、ここだけじゃ

なくて県民の皆様に対しても、やっぱり県政の

停滞を招いていることに対しても、我々も、で

きるだけそういった迷惑をかけないということ

を前提に、こうして集中審査もやっております

ので、知事の誠実な回答を、また明日いただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。

また、今日の時間は、知事が2時までとなっ

ておりますので、厳守したいと思いますので、

後の質問をよろしくお願いします。

【小林委員】 明日をね、ちょっと期待をして、

真相を明らかにすると、真実を。もう、うそ八

百は結構ですから、そういうことでお願いをし

たいと思います。

そこで、知事ね、いろいろありますが、昨日、

286万円について、医師会長に実はね、286万円

は、今、知事は、医師会長から聞いたら、第8
支部のためのお金だったと、こういうことを発

言をされているんじゃないかと思いますが、そ

れは確認します。そのとおりですか。

【大石知事】 これまで申し上げてきたとおり、

医師会長にご確認をさせていただいて、第8支
部への寄附の依頼だったということで伺ってお

ります。

【小林委員】 昨日、医師会長に、ここにご出席

をいただいたことはご存じだと思います、参考

人として。それで、この名誉ある、そういう医

師会長が、こんな話をされましたよ。

286万円は、第8支部を通してからと、いわゆ

る医療法人、団体から大石後援会には寄附がで

きないからと、こういうことを明確におっしゃ

いました。議事録もあると思います。

ただし、第8支部のための286万円ではないと。

そしてまた、それを支える選対本部長であった、

いわゆるこの県議のためのお金でもないと。い

わゆる第8支部への286万円は、大石選対の中に

第8支部というのがあったから、一緒に、大石

推薦をした我々と戦ってもらいたいと。つまり

選挙のための寄附だと、こういうことを明快に

言われて、知事が聞いた発言と全く違うわけで

すが、その点についてはいかがですか。

【大石知事】 私が確認した際、第8支部にとい

うお話を、回答をいただいておりますけれども、

もし昨日、ご本人が違うような言い方をされた

のであれば、それが本人の正確な認識だという

ふうに思います。

ただ、私の方で確認した時は、その第8支部
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に、それはもちろん書類に書いていた宛て名が

そこになってたからということで、そうご回答

されたのかもしれませんけれども、そこのご回

答ぶりについては、昨日、ご本人の認識が本人

から語られたのじゃないかと思います。

【小林委員】時には問題のある発言をあなたも

するんだね。

だから、当初、大事なところの記者会見で、

第8支部は、全くそうやって医師会から寄附の

依頼というのは、あくまでも大石支援、大石さ

んの応援のために拠出してもらいたいと、こう

いうようなチラシが回っておったと思うんだよ。

ところが、現実に、9つの医療法人の中で、4つ
ほどの方が正直に述べていただいて、これはあ

くまでも大石支援のためのお金なんだと、そう

いうことを明らかにされて、第8支部は知らな

いし、関係がないと、こういうふうな明快な、

そういうお答えをしていただいているわけです。

で、一番問題の医師会長は、あなたのいわゆ

る記者会見の内容では、先ほども言ったように、

第8支部のためと、もう主体が第8支部だよ、迂

回献金になるから。ところが、そういうような

ところで、第8支部も大石支援の選対のメンバ

ーと、だから、そこに、言われるがままに、そ

こに振り込んだと。しかし、選対本部長の応援

をするためのものではないと、あくまでも大石

を応援するためのお金として、みんなで使って

もらいたいと、こういう願いの下に、実はこう

してやったんだと、医療法人が大石後援会に寄

附ができないからと、全く違うことをおっしゃ

っているんです。

それについて、どう思うかということで、い

ま一度、あなたの答えがはっきりしないと。そ

の当時は、そんなことを言われとったと、今は

違うということに対して、どっちがどう本当な

のか。あなたが言うのが本当なのか、昨日、医

師会長がおっしゃった、私に対する答弁が本当

なのか、そこに対しての認識を聞いてるわけよ。

【大石知事】繰り返しになりますけれども、私

が回答を求めた時は、第8支部に対する寄附の

依頼だったというふうに回答をいただいており

ますけれども、昨日、それと何が違うのかわか

りませんけれども、それが違うような認識を述

べられたのであれば、それはご本人からのお話

でございますので、ご本人の認識なんだろうと

思います。

【小林委員】何が違ったか知らないけれどもと、

そんな無責任な話がありますか、大事な問題で

すよ。

286万円が、そうやって今の話では、あなた

のいわゆる記者会見での話、また、議会等にお

ける答弁等を聞いてると、これは第8支部のた

めにという、これが主語になってるわけだよ。

ところが医師会長は、第8支部のためにじゃな

くて、第8支部が大石さんの応援の選対のメン

バーであるがゆえに、そうやって指示があった

とおり第8支部に入れたと。そのお金は、大石

選挙のために使ってもらうそのお金だと、こう

おっしゃっておるわけで、全く趣旨が違うんで

すよ。

そういうことを、あなたがどう思いますかと

いう時に、ここのところはとっても大事なこと

ですよ。あなたは、そんな受け止め方でよろし

いんですか。

【大石知事】 私が、その件について、お尋ねを

した際に、そのように回答をいただいたので、

それが私の認識でございますけれども、すみま

せん、何が違うのか、わからないと申し上げた

のは、つぶさにご発言の内容を詳細に覚えてい

ませんし、どういったことを踏まえて、どうい
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った視点で、どうお話しになられたのか、私に

はわかりかねるので、それについては、ご本人

の認識を昨日この場でお述べになられたんじゃ

ないかということを申し上げた次第です。

【小林委員】昨日言われたことが、とてもあな

たの発言と違うと、根幹的に違いますよと。と

いうことは大変な問題ですよ。あなたがそこで

驚くような態度と同時に、そこで、やっぱり、

ではもう一度確認してみたいとか、それこそ、

それだけやっぱりきちんとね、そこの真実をそ

れぞれ語るべきだというところで、医師会長に

改めて問うとか、確認するとか、昨日、参考人

として言われたことが、議事録はもうあるでし

ょうから、議事録を見ながら、やっぱり私は、

きちんと精査して、これも明日のあなたの出番

の時に、改めて私は確認をまたしたいと思いま

すから、よろしくお願いしたいと思います。

それからね、286万円の、そのいわゆる資金

の動きを知らなかったのは本当ですか。

【大石知事】その資金移動がされた当時、知ら

なかったのは事実です。

【小林委員】もう一回聞きますが、いつまで知

らなかったんですか。

【大石知事】これまで申し上げてきたとおりで

すけれども、その収支報告をする、後半の方で

すね、年末の方にお話を聞いたというふうに記

憶してます。

【小林委員】 12月までというようなことをお

っしゃってますね。

選挙が終わったのは2月ですね。2月28日がた

しか、選挙の投・開票の直前に、その286万円

がきてるんです。それから約10か月以上も、あ

なたが知らないままで、本当にそんな不自然な

ことがあるかどうか。選挙が終わって10か月も

経ってて、誰から幾らのそういうお金が入って

きたかとか、そんなことは一番関心があって、

きちんとお金を出してもらっているところには

お礼の挨拶をするとか、ちゃんとした人間とし

ての、きちんと礼節を欠いたらいかんと思うん

だけれども、本当に12月まで知らなかったんで

すか、お金の動きを。

【大石知事】はい、そのように認識をしていま

す。

【小林委員】 だから、そういうような認識が、

ちょっと実社会では不自然と、こういうような

こともあえて指摘をしておきます。

それから、2,000万円の問題ですかね、今日は

とんでもない話が出たですよ。結局、その2,000
万円については、これは架空だと。あなたは架

空ということは認めないわけだけれども、その

架空ということは、まず第一に、さっきもあな

たはね、2,000万円というのは巨額なお金だと、

そんなお金は持ってませんということを自分で

認めたぐらい大きなお金ですよ。

そういう状況の中で、実は後援会事務所の方

にコンサルタントから電話がかかってきて、

2,000万円を架空で計上しますということを、そ

この事務の方に連絡をして、その時には、あな

たの顧問税理士、それと同時に後援会の会計責

任者、この方がいらっしゃったと。このところ

にコンサルタントから電話が入ってきて、2,000
万円については、これは架空の計上でいきます

というようなことをですね、そのいわゆる後援

会の女性事務員の方に連絡をしてきたというよ

うなことになっているけども、これは架空の計

上と、こういうことを言ってきたということで、

大変なことです。これはご存じなかったですか。

【大石知事】 知りません。

【石本委員長】 小林委員、一応、今日のところ

はこれで、時間ですので、また、これは明日の。
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【まきやま委員】 宮本委員の証拠2の確認と、

それに追加して証拠5、証拠6、資料の24につい

て、知事の発信したものと間違いないかの確認

だけお願いいたします。

【大石知事】 資料は、いただけるんですか。

【石本委員長】そこだけですね。そしたら後で。

【大石知事】時間の制約もありますので、何の

ものかもわかっていないので、お約束はでき兼

ねます。それだけはご了承ください。

【石本委員長】それでは、本日の審査について

は、以上で、一旦終了いたします。

知事におかれましては、大変お忙しい中、あ

りがとうございました。

これより、しばらく休憩し、2時15分より会

議を再開し、再度、大石けんご後援会元監査人

より意見聴取を行います。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時 １分 休憩 ―

― 午後 ２時１５分 再開 ―

【石本委員長】再開いたします。

それでは、引き続き、会議を再開いたします。

参考人入室のため、しばらく休憩します。

― 午後 ２時１６分 休憩 ―

― 午後 ２時１７分 再開 ―

【石本委員長】 再開いたします。

引き続き、参考人からの意見聴取を行います

が、各委員の質問時間は、答弁時間を含めて1
回当たり20分以内とし、進めてまいりたいと思

います。

それでは、ご質問ございませんか。

【浅田委員】また、午後からもありがとうござ

います。

先ほど、一度、参考人が出ていただいた後に、

知事に質問をする機会をいただきました。

その際に、沖縄の件とかについても伺いまし

た。日程表を見て、19日の最終便で飛んで、翌

日帰ってきたと。

私たちとしては、それは議会中でありました

から、議会中に何がなんでも行かなければいけ

ないことなのかという疑問がやっぱりあるんで

すね。台風だったり、いろんなものがあったり、

危機管理上に、そういうさなかに行くというこ

とが果たしてどうなのかというふうに感じまし

た。だけれども、その日が。

でも、それまでにも、何度も何度も参考人と

知事は、LINEで密に連絡をしているわけです

よね。しかしながら、あえてこの日に会わなけ

ればならなかった理由というのは、参考人はど

のように考えているのか、いま一度、その知事

の答弁の後なので、お伺いできればと思います。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 19日の

最終、本当にぎりぎりに飛行機に乗られたと思

います。これはもう間違いありません。

どうしてもその日に会うという理由は、私が

午前中にお話したとおり、286万円の処理の問

題、答弁の問題、プラス、先ほども申し上げま

した特定寄附の資料が、その数日前に手に入り

ましたということです。

特定寄附の記録を調べていただいたらわかる

と思うんですけど、2回、知事は調べられてい

ると思います、2回。1回は、選挙コンサルタン

トから言われた時、2回目が、私の方から、そ

の資料がありませんかと、その時の残っていま

せんかということでした時に、残っていません

ということでしたので、私の方から、特定寄附

の内容を記した県の資料ですね、関係部署に、

これはメールにも残っています。関係部署にお

願いしていますということで、それをどうして
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も見ると。やっぱり県の資料ですから、メール

でぽんと貼り付けて、添付して送りにくかった

んだとは思います。ですから、直接持ってきて、

それを見て、2つ、特定寄附の該当、あやしい

なというところはありました。でも、1社は間

違いなく、100％特定寄附に該当すると。1社は、

私の判断ではつかなかったです、正直。で、そ

の1社については、1法人については、これはも

う明らかに特定寄附だということで知事にもお

話しました。

その時に、寄附に、24日の答弁に、寄附にす

るのか、それとも貸付のままでいくのかという

判断が、その日に決めたんです。訂正で、24日
の日にプレスリリースも出しましたけれども、

その日に、貸付けから寄附に変更しますといっ

た判断というのが、その日に決めたんです。そ

の日に決めました。19日の日に決めて、一気に

答弁の方も、答弁書の作成にも一気にその日か

ら入っていったと。方向性が決まったという日

だったんです。

だけど、方向性を決めるためには、その特定

寄附の資料が必要だったんです。本当に間違い

なく特定寄附、おるんかどうかというところが

非常に大切な内容だったんです。

以上です。

【浅田委員】 貸付けから寄附に変わったのが、

その19日、沖縄の現地でしっかりと資料を以て

して決定したということが、一つはわかったわ

けですけれども。

昨日も参考人の方、医師連盟の方に来ていた

だいたわけですが、その際は、医師連盟の方々

にとっては、やっぱり単純に大石知事を応援し

たいんだと、その思いだけだったということで、

ある一定そこは理解をしたところだったんです

ね。

では、例えば昨日の医師連盟の会長、そうい

う、わざわざ寄附から貸付に変更した、また寄

附にとかといろいろあった流れの中で、その後

の状況と、昨日の医師連盟の会長が答えた答弁

について、今、参考人はどのようにお考えです

か。

また、先ほどの知事の答弁とかも聞いていた

と思いますので、何か新しい思いがあれば、教

えていただければと思います。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 昨日の

答弁については、移動中で、ほとんど聞いてい

ません。あと、報道の方からコメントを求めら

れた時に、内容は聞きました。

先ほどの知事の1時間のうち30分ぐらいしか

聞いておりません。ただ、知事さんの今のお話

を聞いて、正直言いまして、なんでここまで隠

すんかなと、なんでここまで隠す必要があるん

かなというのが正直な感想です。

で、これ本当に、委員からの質問で12月末ま

で知らなかったということを先ほどもおっしゃ

っていましたけど、そんなことないんです。遅

くても、6月の時点では、もう彼は知っている

んです。その証拠が、私が出したやつの中の、

この話は記者会見でも聞いたと思うんですけれ

ども、医師連盟の会長が、10月の2日の臨時記

者会見の時にお話しされた件、この件について、

9法人の中の1法人が、知事の対応に激怒された

という話があったと思います。その激怒された

話、このうちの、医療法人のうち激怒した医療

法人というのは、200万円を寄附した医療法人

でした。その医療法人が激怒したという内容が

医師連盟の会長さんのところに入って、それが

入ったのが令和4年の6月の2日です。6月の2日
に激怒して入っています。会長さんから激怒の

話を聞いているんです、知事が。知事は聞いて、
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知事は聞いた上に、今ここに座られているM委

員の方に連絡をして、島原市の方までアポなし

で挨拶に行くようにという指示が出されている

んです。指示が出されているLINEが、証拠の4
です。

証拠の4を見てください。証拠の4に出ていま

す。証拠の4のLINEが、知事は、「飛び込みで

行っちゃってくださいとのことでした」と。「明

日行くことに意義がある」ということを知事が

おっしゃっています。

ということは、この200万円の寄附をいただ

いて激怒したということを、知事はご存じなん

ですよ。（発言する者あり）これ、ご存じなん

ですよ。ということは、年末まで知らなかった

いうことは絶対にあり得ないんです。遅くても

6月のこの時点で、この200万円の寄附で激怒を

受けたと。それまでに何回か会っているらしい

んですよ。何回か会って、何の挨拶もしないと、

ありがとうございましたの一言もないと、だか

ら激怒しているんですよ。

ということはね、6月で、選挙2月ですよ。た

った4か月、4か月の間に何回か会う機会があっ

たと思うんです。その機会の中で、一回たりと

でも挨拶がないから激怒されたんです。それは

そうです。200万円出しているんです。ですか

ら、6月の時点でわかっていたはずなんです、

遅くても。以上です。

【浅田委員】 昨日の答弁を聞いていただいて、

そのような疑問が出てきたと。私たちにも再三、

知事の方からは、12月までは知らなかったと先

ほどもおっしゃっていた。でも、この証拠4に
書いてあるように、確かに。

多分、その200万円の寄附をしてくださった

方も、知事を応援したい、長崎を変えたいと、

しっかりと政治家として頑張ってほしいという、

その方にとっては素直な思いだったわけですよ

ね。だからこそ、その「ありがとうございます」

の一言もないことに対して怒ったと、当たり前

のことだと思います。

それが耳に入ったということは、それだけ多

額の資金がしっかりと知事には入ってきている

んだという認識はあったわけで、わからないと

いうことではないということですね。それを法

人として受け取っているということが、この時

点でしっかりと明らかになるということで、今、

理解できました。

そういう流れの中で、昨日来てくださった参

考人について、今日の参考人がどのように思っ

たかを、改めて確認をさせていただきたいなと

思いました。

まず、お一人目の第8支部の会計責任者の方、

ここも286万円についてなんですね。この方た

ちも、要は公職選挙法というのについて素人だ

ったというのは確かに若干おありなのかなとい

う気は、私自身もしました。

しかしながら、実態として、結局、昨日の、

すみません、あまりにもいろいろ資料がどんど

ん出てくるものですから、私もちょっと混乱を

しているところがあるんですが、例えば、証拠

9と証拠10を、286万円についてはいただいてお

ります。その証拠9と証拠10に関して、昨日、

参考人、第8支部の方、来ました。その方が言

うには、この振込先になってほしいということ

に関しては、選挙期間中に、コンサルタントと

県議の間で話をし、そのやり方については詳細

に選挙期間中に、まあ10分以内の状況だったけ

れども、そこで説明を受けたというようなお話

があり、お金が入ったということも、その第8
支部の会計の方も理解をちゃんとしっかりして

いて、県議も理解をしていたんだなということ



総務委員会（集中審査・参考人招致）（令和６年１０月２９日）

- 114 -

が、昨日の答弁でわかったわけですよ。

で、例えば証拠10の中で、今後どうすればよ

いですかというようなご教示を、指示を仰がれ

ております。これに関して、参考人はどのよう

な指示を、ではなさったのでしょうか。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 これで

すね、非常に難しい状況でした。もう2年経っ

ています。これ、お金をいただいてから2年。

ということは、寄附控除を受けられています。

また、2年間ということは、2回決算、申告を迎

えています。これをもう一回やり直す、例えば

200万円のところであれば、200万円を一旦消し

て、消し込みをかけてやり直すということにな

れば、230万円、240万円かかってしまうんです。

税理士費用であるとか、そういうものを、2年
分を全部やり直ししなくちゃいけないんです。

総額で約400万円ぐらいかかるという見積りが

出たんです。これも知事にはお話しました。

これ、もし返すという形で、県議のところを

通じて、第8支部から各医療法人に返すという

ことになったら400万円近く要りますよという

ことをお話したところ、知事はそのお金を出し

ても良いと、私の方が出しますという話をされ

たんです。知事の方がされました。ですから、

それでこの処理方法というのを県議の方にもお

伝えしました。

以上です。

【浅田委員】それって、でも本当は変な話じゃ

ないんですか。そもそも論として、寄附をした、

貸し付けられた、それを寄附に戻した。

例えばですよ、私たちの感覚から言うと、貸

金業でもないのに、利息ももらったりしている

ことも不思議だなと思ったんですが、それを知

らなかった、存ぜぬだった、いつの間にか入っ

ていた、寄附が、みたいな形で、相違がなかっ

たので貸付けにしていた。でも、やっぱりその

時に合意性がなかったから寄附にしたというい

ろんな流れがあって、そこが2年間。

それを今度、しっかりと戻すための費用を知

事が負担するということ自体が、また問題でも

あるし、おかしな話だと思うんですけれども、

そのあたりはどうなんでしょうか。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 知事か

らすれば、全てを消し去りたかったんですよ、

消し去りたかった。全てを丸く収めたかった。

これがもう事実なんです。私もそのために必死

だったんです。本当に必死だったです。無い知

恵を絞ってやるしかなかったんです。

ですから、もう本当に、迂回寄附で受けたも

のを貸付けにしていますけれども、実際は迂回

寄附です。迂回寄附をもう一回迂回で返さなあ

かんわけです。これ、本当に費用たくさんかか

ります。本当にまともにやろうと思えば、本当

に大変な作業だったと思います。ですけれども、

そこまでしてでも、この286万円というお金を

消し込みたかったんです。これは、私もその一

心でした。消し込みたかった。

これはなぜかというと、やっぱり特定寄附の

問題もある。あと、事後買収の問題も出てくる。

お礼で返していますから。はっきりと言って、

お礼で返しているんです、あれ。「ありがとう

ございました。来年選挙もありますから」とい

う形で、お礼で返しているんです。そのお礼と

いうのをいつ決めたんですかということをお聞

きした時に、この12月に決めているわけじゃな

いんですよ。もっと前に決めているんです。

ただ、ひとつ県議の名誉のために言うと、県

議がその謀議に入っていないんです。（発言す

る者あり）県議が、選挙コンサルタント、あと

知事の謀議、3人で謀議したわけじゃないんで
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す。この2人が、選挙コンサルタントと知事が、

お礼で返すということを決めているんです。で

すから、県議の方の事後買収の告発に至らなか

ったんです。

ですから、そういう問題がいっぱいあったん

です。2つあったんです。ですから、それを断

ち切るために、どんなことをしてでも286万円

を迂回でまた返そうが何しようが、消したかっ

たんです。これは私の思いも一緒です。

以上です。

【浅田委員】消したかった、非常に大きな問題

だなというふうに、それだけのお金を負担して

でも何とかしたかったと。

確かに、昨日の第8支部の会計の方も、素人

でよくわかってなかったと。最初に口座貸しを

した感じであり、それはあくまで口座を貸して、

そこから大石知事の後援会の方にいくという流

れに関しては、県議も話を聞いて、それを了承

したと。でも、その後のことについては、気づ

いたら貸付に変えてくれと言われて、書類を書

かせられた。今度は、また寄附にというような

ことが、なかなか合意はとれていなかったみた

いなところは、それはもうそうなんだろうなと

は思うんですが、今、参考人が迂回であるとは

っきりおっしゃったというのは、もうそういう

ことであり。

例えば、医師会の方にとってもその意識はな

かったというお話だったんですね。

確かに、私たちも寄附とかをいただいた場合

に、その寄附がどのように使われるかというと

ころまでは、寄附をしてくださった方に一々言

わないというところはあったので、私は、その

医師会の方の言っていることも、そうだろうな

ということで信用したというか、受け取らせて

いただいたというのが、昨日の状況だったんで

すが、昨日の答弁を聞いて、参考人から、特に

286万円の流れを消したかったと。でも、これ

自体は、大きな罪ということになるのではない

かなという気はしているんですけども、その点

だけ1点お伺いして質問を終わります。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 正直言

って、罪は罪です。罪は罪です。これは認めま

す。ただ、気づくか、気づかないか、です。

これはもう286万円が、6月の24日の時点で明

るみに出るということを、もう間違いなかった

んです。6月24日、田中愛国先生の質問によっ

て、この286万円が、今まで2年間隠れていたん

です、ずっと。それが6月24日の時点で一気に

世の中に出てしまったんです。世の中に出てし

まったんです。

その前に、報道が動いていたんです。何日も

前、田中愛国先生の前に、報道がもう動いてい

たんです。ですから、記者のぶら下がりである

とか、定例であるとか、その時に、もうどきど

きしていたんです、知事は。私のメールにも残

っていますけど、「今日、質問に出ませんでし

た」と。「やっぱり裏どりしているんじゃない

ですか」という返事もしていたんです。ですか

ら、もう本当にこの286万円が、いつ出てもお

かしくないような状況であったんです。それで、

6月の24日を迎えて、一気に世の中に286万円の

迂回寄附の問題が出てきたんです。ですから、

私どもの方としては、何とかそれまでに消した

かったんです。でも、それが間に合わなかった

んです。

以上です。

【浅田委員】いろんな状況、流れというのがわ

かりましたし、昨日、確かに会計の方もですね、

「使っちゃっていいよ」と言われたと。要は、

貸借の契約書を結んだ12月前後ぐらいに、コン
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サルタントから「全額使っちゃっていいよ」と

言われたと。だから、ほぼほぼ全部使っちゃっ

たという話になっているわけですけれども。

そのあたりの、誰がジャッジをしてという、

知事が全くそれについて、「使っちゃっていい

よ」と言ったことも知らなかったというのが、

私はすごく、そんな286万円もの金額をコンサ

ルタントに全部預けて使わせてしまうのかなと

いうのが、本当に疑問であり、疑惑だなという

ふうに感じています。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 委員の

お話ですけれども、明日来られる後援会の職員

さんから、私もいろいろ、当時、なんでこれ286
万円を黙って渡したんですかというお話をしま

した。した時に、この職員さんは、いや、実は

知事の方から、「もうこれは県議の方にお礼で

お渡ししましたから」、「なぜ戻してもらわな

いんですか」と職員さんが知事に聞いたらしい

んです。そしたら、知事は、「これはもう県議

にお渡ししたやつですから」と、「お礼でお渡

ししたやつですから」ということの話があった

そうなんです。

その時に、初めて事後買収というものを疑っ

たんです、私は。それで、知事の方にぶつけて

いったんです。知事の方に、もうボディブロー

のようにですね、何回かに分けて、こうじゃな

いんですか、ああじゃないんですかということ

で何回も聞いたんです。

結局、最後に知事が、以前私の方が証言した

とおり、知事が認めたんです。ですから、そこ

に行き着くまでに、そういう後援会の方である

とか、そういうところでいろいろ聞いたんです、

この286万円の経緯をですね。なぜ持っていっ

たまま。これは誰だって、今、委員がお話した

ように、286万円使ってくださいと言う方は、

なかなかいらっしゃらないと思います。でも、

何かの理由があったから、この286万円をあげ

ますという形になったんだと思います。

以上です。

【浅田委員】 今おっしゃったように、知事が、

お礼で返していいということを言ったのも、そ

の貸借の時期、その12月ぐらいになるんでしょ

うかというのが一つ疑問と。

もう一点、あと、私の持ち時間が最後なので、

これで終わりますけれども、いろんな嫌がらせ

とかがどんどん起きている中で、私は、明日来

てくださる事務所の方の危険とかも、今後の精

神的なこととかも、すごく危惧しているところ

で、今日のこの委員会を経て、さらに嫌がらせ

がこの1日で増えたりとか、危害が加えられる

ようなことがないことを切に願っていますし、

そういうことに対して、今後、しっかりと事件

として刑事的に訴えたりとかという、そのおつ

もりがないのか、その2点だけお願いします。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 今回の

この嫌がらせ、誹謗中傷に関して、本当にすご

いんです。もう夕方ぐらいから、夕方から夜の

2時、3時まで、本当にすごい電話が入ります。

本当にすごいです。

また、後援会の職員さんの方にも、嫌がらせ

の電話があったりとか、あと通知文がきたりと

か、本当に。やっぱり人間ですから、そんなも

んがきたらびっくりしますし、精神的にもしん

どいと思います。

私は、まだ、こういう風貌ですから、あれで

すけれども、事務員さんは女性ですから、やっ

ぱり相当しんどいです。ですから、午前中もお

話したように、「私は出ます」ということをこ

の委員会の方にも通知しているのにもかかわら

ず、ごんと通知文みたいなのがきてから、「や
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っぱりやめとこう」と。やっぱり身の危険とい

うのは怖いんですよ。ですから、そういうもの

があって、一回お断りしたと。でも、やっぱり

考え直して、再び出席するということになった

と思うんです。その時にもやっぱり「大丈夫で

すか」という話はしました。でも、はっきりと

昨日、「もう全て話します」と、「全て聞かれ

たことについては、もう全てお話します」とい

うことをおっしゃっていました。私よりももっ

と身近にいた方ですから、もっと細かいことを

ご存じだと思います。ですから、明日、聞いて

ください。

【浅田委員】 知事のお礼、さっき質問の答弁、

お礼と判断したのはいつぐらいなのか。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 知事の

お礼と、その後援会の職員さんがお聞きしたの

は、知事に対して、なんで返してもらわないん

ですかということをお聞きしたのは、翌年の、

午前中にお話した税理士さんと、会計責任者、

あと後援会の職員さんがいらっしゃるところに

選挙コンサルタントからお電話があって、それ

で架空の貸付でいきますというご説明があった

以降です。あった以降に知事に、「なんで返し

てもらわないんですか」というお話をされたそ

うなんです。そしたら、「いや、あれはもうお

礼で渡すもんだから、いいんだ」というお話を

されたそうです。

以上です。

【大場委員】今日はありがとうございます。島

原市選出の大場と申します。

参考人の方からも、要は明日の後援会の職員

の方にお話をと、午前中からもそう言われてお

りました。明日、時間的にも聞ける時間が非常

に短い時間であるために、より効率的な質問を

したいと思っていまして。

朝から参考人が言われておりました、その女

性に確認した方がいいということは、まず、知

事とのLINEの確認、要は信憑性も含めてです

ね、そういうやり取りがあったのかということ

が1点。

それともう一つ、286万円、さっき言われま

した、要はお礼として返金をしたということで

の確認。

もう一つは2,000万円、要は架空と知った、税

理士といろいろ決めて、2,000万円を後援会に架

空貸付をしたというふうにしたことを、その会

計の方も知ったというふうなことで、大まかに

この3点なんですが、これ以外でも論点という

ことがあれば、参考人として考えることがあれ

ば、ちょっと教えていただきたいんですけど。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 まず、

286万円のこの迂回についてですね。これもほ

とんど知っています。ご存じです。

この2,000万円のことについても、ほぼほぼ、

ご存じです。あと、資料もお持ちです。

知らないのは、もう知らない方を言ったほう

が早いです。脱税の分についてです。脱税の分

についてと、あと背任の分についてと、あと選

挙買収については、余り詳しくなかったです。

ただ、資料はお持ちです。それと、あと建設

業協会へのものですね。

この後に事務局の方が、LINEのトークデー

タ、LINEトークというんですかね、グループ

ラインのトークのものをお配りしていただける

と思います。これ相当量が多いです。なぜこれ

を配付するかといったら、もう知事さんが認め

てくれないからです。実際に認めてくれないん

です。あの小出ししてですね、こんなに小さい

資料を、こう貼り付けていってもね、本物、偽

物と言って、認めてくれないから、もう全てを
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お渡しします。

【石本委員長】 今、資料を配付しています。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 もう、

大変なんです。ですから、今、事務の方も多分

同じものを持っていられると思うんです。

でも、あと一つないのが、今度、知事さんと、

県の職員さんの幹部2人と知事と選挙コンサル

タントさん、あと職員さんのLINEトーク、グ

ループラインがあったんですけれども、それは

もう今、職員さんが抜けられていますので、そ

れがもうデータがありません。それ以外は、そ

こに今、今日配っていただいた資料にあります。

その中に、おちゃらけトークも正直言ってあ

ります。正直あります。ですから、一応、もう

こういう小出しをするよりもですね、もう小出

ししたら、これ偽物になるんですよね。偽物な

ので、そこにずっとつながっていったものをお

渡ししたら、あとはもう裏付けは知事さんの方

の、同じものを知事さん持っていますから、で

すから、比べてもらったら全てわかります。

以上です。

【大場委員】 ありがとうございました。

ちょっと確認をいたしますが、まず、286万
円の件、また2,000万円で、知事と女性職員さん

とのやり取り。新しく出たのが脱税、これは私

たちもまだわかりませんが、それをお聞きした

いと思います。そして、背任の件、あと選挙買

収の件、以上6点になるんですかね。

こちらのほうは、確認として、明日お聞きを

したいと思います。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 それは

バツの方です。知らないということ。

【大場委員】 その残りの3つは知らないと。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 そうで

す。

【大場委員】 わかりました。

ただ、そしたら、この件についてのことで、

その女性が知らないということで、参考人の方

が知っていると、この3件について知っている

ということがありましたら、お教えいただきた

いと思います。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 まず、

脱税の件です。脱税の件については、全部で760
万円です。760万円を脱税したと。

朝日新聞が記事にして、60万円の金利の部分

だけの収入について、申告がないということで

記事にされてました。これは、誤りではないで

す。

でも、私の方が告発したのは、2,000万の架空

が、架空なんですから、架空で得た利益が460
万円あるわけです。ですから、その架空で得た

利益の460万円が、まずもって脱税の金額なん

です。

今、ここに書いているとおり犯罪収益金もで

すね、悪いことして得たお金も、申告しないと

脱税になるわけです。これ、申告をする方は少

ないですよ。少ないですけども、申告をしない

と脱税になります。

ましてや知事は、地方税のトップなんですよ。

これ考えてほしいんです。この市・県民税の県

民税のトップなんですよ。これ、県民税のトッ

プがね、脱税をね。所得税は、まだ国の税金で

す。でも、県民税は、県民の方が一生懸命働い

て納めているんですよ。納めなかったら督促が

くるんですよ、納めろと。その督促がきて、そ

れを督促しているのは知事なんですよ。県税事

務所でしょうけれども、大元締めは知事なんで

すよ。ですから、それをやる総責任者が、やっ

ぱり脱税したらだめですよ。ですから、これも

告発したんですよ。これも間違いなく脱税にな
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ります。

知事は、お金を返したんだから、お金を返し

たんだから、別にもういいじゃないかというよ

うなことをおっしゃっています。でも、返還し

たから云々じゃないんですよ。そもそも一旦後

援会から詐取したわけですから、それが無申告

なんですよ。無申告だから脱税になるんです。

これは、知事さんにも理解してほしいんです

よ。お金返したんだから、もういいじゃないか

というようなことじゃないんです。そもそも一

旦後援会からお金が出ているわけです。その出

とるお金を詐取したわけですよ。詐取したんだ

から、無申告だったら駄目なんですよ。一旦申

告して取り消ししたらいいんですよ。これはも

う知事たる者は、やっぱりやらないかんですよ。

ですから、これできちっとやっていただきた

いということと、あと、制限額、制限額につい

て、これは以前も少しだけお話しました。明日

の事務員さんは、あんまりそこまで、その時に

は事務をとってなかったんで、あまりわからな

いということですから、私の方で説明させてい

ただきます。

制限額は、この長崎県の県知事選挙の時は

3,100万円少しでした。実質、この資料が証拠の

中に入っていると思うんですけれども、4,800
万円かかっています。4,800万円、この知事選挙

にかかっています。証拠32のグループに入って

います。証拠32のグループに入って、こちらの

ほうです。この表ですね、会計責任者が作った

資料ですね。これが3月25日ぐらいに作ってい

ます。（発言する者あり）よろしいですか。あ

りましたか。

この資料ですね、制限額が3,100万円に対して、

実質4,800万円かかっているんです、選挙にです

ね。これは、いろんなことが考えられますけれ

ども、まず、財布が3つあったということで考

えてください。口座が1個です。口座が1つ。大

石けんご後援会には口座が１つしかなかったで

す。でも、3つの財布を設けたわけです。3つの

財布というのが、内訳が選挙収支です。後援会

です。確認団体です。この3つの財布を大石後

援会は持っていたんです、選挙の時に。

この3つの財布を持って選挙を戦ったんです

けれども、実質4,800万円かかったと。ああ、こ

れは大変やと。これは大変ですよ、実質4,800
万かかった。もう1,000万超えているんですから、

オーバーが。

さて、どうするということになって、選挙コ

ンサルタント指示のもとに、3つのかご、スー

パーのかごを目の前に置いて、それで領収書、

請求書、全部振り分けていったんです。この3
つの財布の中に全部、領収書、請求書全部振り

分けていったんです。その中に税理士さんも加

わっていたんです。あとMさんという方も、選

挙事務責任者で選挙収支の方に名前が出ている

方ですけれども、そのMさんという方も入って

いました。その4人が、かごに振り分けていっ

たんです。振り分けていって、選挙収支は2,000
万円、選挙収支の方は自己資金で2,000万円入っ

ているだけですから、まず、1,800万円、ここで

抑えているんです。あと、確認団体の方が、請

求書振り分けたやつが910万円だったんです。

その910万円を、確認団体の方に振り分けると。

その時に、確認団体ってお金がないんです。寄

附もゼロです。どうしたかといったら、この金

額が、910万円が決まったと同時に、選挙コン

サルタントが、1月にさかのぼって寄附が、後

援会から寄附があった形にしようという形で、

910万円の架空の寄附を計上したわけです。500
万円と410万円の寄附を計上したわけです。そ
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の時に、その910万円でプラス・マイナスがゼ

ロになるように、確認団体の方は処理したわけ

です。あと残りを全部後援会に振り分けたわけ

です。後援会の方に入れているんですよ。

本来、選挙収支報告書というのは、ここにい

らっしゃる人は全員が選挙を戦ってきているん

ですよ。ということは、選挙で入ってきた収入、

支出、全て選挙収支報告書に出しなさいよとい

う決まりがあるんですよ。これはもう皆さん、

ご存じだと思います。

それを、大石賢吾候補の選挙収支報告書を見

てください。寄附金ゼロ円です。寄附金、3,000
万円超えているんですよ。3,000万円超えていま

すけれども、選挙収支報告書に載っている寄附

金というのはゼロ円です。これも不思議なんで

す。ゼロ円しか載ってないんです。

自己資金2,000万円あって、そこに3,000万円

入れてしまったら5,000万円になります。じゃ、

選挙収支で4,800万円ですから、それで何とかい

けるんですけれども、制限額を越えてしまうか

らなんです。ですから、寄附金もゼロ円にして

います。自己資金のみにしています。次、後援

会の方であればごまかしが利くわけですよ。で

すから、そういう形で3つに振り分けているん

です。制限額のオーバーというのは、上手に3
つに振り分けています。これも間違いないです。

選挙収支報告書は、以前に第1回目の、総務

委員会のこの委員会で出した証拠の中に、選挙

収支報告書は入れています。その当時の令和4
年分の収支報告書も、その中に入っています。

甲1号証から13号証という判こをついているや

つです。その分に間違いなく入っています。で

すから、それを確認していただいたら、今、私

が述べた、寄附金がゼロ円というのも入ってい

ます。

あと、確認団体、ついでに確認団体の方にも

違法というのがあります。その910万円、架空

の寄附というのも一つそうです。910万円の支

払いを後援会が払っているんです。後援会が払

っています。後援会が払ったら、これは後援会

は、よその団体のものを立替払いするわけです

から、立替払いするいうことは、寄附になるわ

けですよ。寄附、寄附になるんです。でも、寄

附計上してないんですよ、910万円分、確認団

体は。ですから、架空寄附の上に、もう一つ910
万円を本来は寄附でしないといけないんですよ、

立替払いをした分について。ですけれども、こ

れも未記載、不記載ですね。不記載で告発して

います。

それとあと政務活動です。

政務活動も、もうこれはもう大変な量です、

本当に。これはすごい量あります。ですからね、

私は、人事課にしても、今まで本当にふたを閉

めてきたと思うんですよ、知っときながら。そ

うじゃないと、ここまでできません。秘書課で

もそうだと思います。今までずっとふたをして

いたと思うんですよ。ここまで明るみに出るま

で、見て見ぬふりをずっとしてきたと思うんで

す。

ですから、この際ですね、きちっと処理をし

て、きちっとした長崎県の人事課とか、長崎県

の秘書課であるとかいうのをつくっていただき

たいと。

これは皆さん、県民も絶対注視していますよ。

なんやと、こんなに大石のために政務活動まで

するんかと、税金、血税をたれ流して。（発言

する者あり）

それは、ここにですね、最後の方に、今日出

した証拠の中に、最後の方ですかね。お渡しし

ています。これ、プロパティを全部解析して挙
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げたんです。そして、そのプロパティの中身見

たら、全部、長崎県庁とかね、全部入っている

んですよ、名前が。資料作成者の長崎県庁誰そ

れ、個人名が全部入っているんですよ。そうい

う公務の時間に、選挙の応援とか、選挙のため

とか、日本医師会のためのメッセージであると

か、そういうものを作っちゃだめです。

以上です。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【吉村委員】今聞いとって、286万円の件です。

長崎市第8支部、ここを経由されたわけですが、

昨日の第8支部の会計の方のお話を聞いたとこ

ろ、まあ、迂回になるなという認識はあったと

いうことを話されました、当初より。それでも

せんといかんとやろうなということで、移動さ

せた。

そして、それが戻ってくるという時に、5～6
分ですけど、選挙期間中に候補者、それからコ

ンサルタント、ほかにも何人かおったのかもし

れませんが、関係者、5～6分ぐらいですけど、

第8支部の県議会議員は、そこに入って話を聞

かれましたと。もうそれぐらいですと、選挙期

間中。でも、その時に決定をして、移動してく

ださいという話であったので、私はそうしまし

たという話がありました。ですので、その第8
支部所属の県議は知っておったと言わざるを得

ないところもあるのかなと思っております。

参考人は、作為・不作為というところを判断

できないということで、その県議は告発はして

ないということをおっしゃいましたが、その何

分かでも認識はあったというふうに昨日の会計

の方の話では受けてとれました。

それから、当初貸付金でありました。それで、

貸付金のままなら、それを年末に戻してあるわ

けですね、利息まで付けて。それを受け入れて、

後援会で受け入れたなら、自分の選挙で使おう

が何しようが、それはよかったわけですよ。で

も、2年後に寄附に変えられたけんね、今年の8
月に。そこが問題になってきますね。

今度は寄附になると、それを後援会に戻すと、

それを第8支部にまた戻して、手続上は寄附さ

れた方に戻すという話になっていくわけですね。

そうすると、2年前から寄附にする時までは自

由に使えたというのが、寄附に変わったために、

さかのぼって、これは使うたら駄目となるんじ

ゃろうと思います。それで、昨日の会計の方も、

「あんまり使わんごとしとってください」とい

う注文をつけましたと、県議に対してですね。

時既に遅しですけど。

そういうことで、寄附に変えて、結局、でも

戻しておるのは22年の年末ですから、そこにも

う時間的なずれがあるわけですよね。それで、

12月に戻した時点で、結局は、お礼の意味を込

めとるんだという話になるわけですね。そした

ら、もうその時点で結局は、知事も知っとるし

選挙コンサルタントも知っとるし、もう違反で

あると。

そして、この6月にそれを変えるという時に、

本日の参考人もその時は、その時は知事と同じ

方向を向いたそのグループにおられたので、さ

っき言われたように、一生懸命どうにか取り繕

うという形をとられたんだろうと思いますが、

やっぱりこれはいかんということで、今回のこ

の証言になったと思います。

そうすると、これは参考人も、言うてみれば

共同共犯のようなもので、同じ罪に問われると

いうことになるんじゃなかろうかなと思うわけ

ですが、その点について、参考人のその思いと

いうもの、やっぱりそういうふうに問われても

仕方がないと思って、仕方がないけど、やっぱ
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りこれは表にせんといかんという、僕らも、お

かげでこういう資料があるので質問ができます。

もっと裏側のお金はわからんとですから。本

当に怖がりよる人たちは、その裏側の金の動き

でしょうから、それは僕らは全くわからんので

すよ。だから、これが出たおかげで、この表の

収支報告、後援会、知事のというのができよる

んですが、それはある一定時期は、参考人も一

緒になって同じベクトルで作業をやりよった。

それはやっぱり、これは法に抵触するんだとい

うことで、やっぱり長崎県を変えるためには、

こうやらんばいかんということで、本日、前回

からずっとあると思うんですが、そういう時に

自分の身を切ってもやっぱりやろうと、やらん

ばいかんというふうに思われてのことなのか、

そこら辺のお気持ちを聞かせていただけんかな

と思いますけど、いかがでしょうか。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 まず、

最初に私が考えたのが、まず1つ目は自己防衛

でした。まず自己防衛。あの460万円の件で、

不正な出金ということで言われた件です。それ

でびっくりしました、その時に。このカードを

切ってしたら、自分が、その2,000万円の架空貸

付けが世の中に出るのに、ようこれを切ってき

たなという、もう本当その時、気持ち、それな

んです。びっくりしました。

その上に、後援会の職員さんの方に自宅待機

命令を出したんです。もう本当にびっくりしま

した。これは、もちろん選挙コンサルタントで

あれ、もう一人が国会議員さんの方の指示だっ

たと思うんです、それ正直なところ。ですから、

いろんなことで、一気にそこで崩れ落ちたんで

す。

それで、自己防衛に入って、すぐに内容証明

を知事さんの方に送りました。その上に、今度

は検察庁の方に、2,000万円の架空の詐欺ないし

横領という形で出したんです、事実を書いて。

で、長崎県警本部の方にも上申書を上げました。

ですから、そういう自己防衛がまず一発目です。

気持ちです。

もちろん、その時に、もうここまでされたら、

公益通報という形で、もう全て大石後援会の方

の全ての事実を世の中に出そうということで、

この全てを出す考えには今でも変わりません。

実際のところですね、収支報告書、2,100万円

合わないんですよ、ここは。2,160万円ぐらい合

いません。プラスとマイナスもぐちゃぐちゃで

す。このたった2年少しの収支報告書、令和4年、

令和5年、選挙会計収支報告書、約2,160万円が

合いません。もうぐちゃぐちゃです。この2,160
万円を合わそうとしたら、選挙会計収支報告書

からやり直ししないと、合いません。

もう少ししたら、令和5年が出てくると思い

ます。令和5年が11月になったら発表されます。

これもまた不正だらけです、実際のところが。

もう虚偽記載、不記載、もういっぱいあります。

ですから、そういうところも全て、本当にきち

っと知事としてやっていこうということであれ

ば、選挙会計収支報告書から全部、全てやり直

せば済むことなんです。恥も外聞もなく、訂正

かけたらいいんですよ。訂正して、全てを訂正

すればいいんです。

でも、ごまかそうとするから、先般の390万
円の架空寄附が上がってくるわけですよ。あれ

も架空寄附です。余剰金が、余剰金余っていた

ら引継金にすればいいんですよ。同じ口座で運

営しているわけですから、そのまま口座の中に

390万円入っているんですよ。ですから、それ

を、390万円口座に入っているのであれば、後

援会の方に引継金として390万円上げれば済む
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ことなんですよ。それを上げずにですね、390
万円、私、うるさく言っていたんです、その390
万円きちっとせんと、これは絶対だめですよと。

なぜかといったら、余剰金というのは、公的な

費用が、資金が入っているんですよ。公的資金

が入っているんです。ポスター代であるとか、

いろんな費用が入っているんです。ですから、

これはまずいですよと。ですから、このままに

しておくんじゃなくて、引継金という形で、も

うこれは上げないかんですよということで、そ

の当時言っていたんです。

それをなぜかわからんですけど、寄附で上げ

てきたんです、あれ。この理由というのは、予

測はつきますけれども、390万円寄付で上げて

きたんです。ですから、390万円寄附じゃない

です。あれは架空寄附になるんですよ。390万
円現金で入っているものについて、またもう一

回上から390万円足したわけですから、帳面は

おかしくなりますよ、そりゃ。ですから、そう

いうことを、継ぎはぎのようなことをするから、

どんどん、どんどん収支会計報告書がおかしく

なるんです。それをする方がやっぱりおかしい

です、今。ですから、2,100万円、2,160万円合

わない。それもまた、今度390万円が足される

わけですよ。ですから、もう本当にいつまでた

っても。

選挙収支報告書と、あとその通帳、通帳の写

しがあれば、あんなもんすぐ見抜けるわけです

から、不正というのは。選挙収支報告書だけで

はなかなか見抜けないですよ。ですけれども、

通帳さえあれば、すぐに不記載であるとか、こ

れはおかしいというのは全部出てくるわけです

よ。

本当に知事として、ほんまに一からやろうと

いうのであれば、まず、そこをきちっとされて、

やられた方がよいかと思います。

以上です。

【吉村委員】今、参考人がこのような資料を出

す、そしてこの集中審査に参考人として出席す

るというきっかけのところをお聞かせいただい

て、よくわかったところですが、選挙当時は、

参考人は、その中にはおられなかったわけです

ね。ですから、そういう286万円についても、

これを決定する場所にはおられなかった。です

ので、例えばこうやって今。

でも、後の方で、隠すために、何か月間の間

の中で一緒に作業をやってしまったということ

については、やっぱり一緒になって共同して違

反に協力してしまったということの罪に問われ

てしまうことになるという点については、もう

致し方なしという覚悟がおありなのか、お尋ね

をしたいと思います。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 私自身

がですね、悪いなというのは、2,000万円の迂回

返済に加わったと、というか、これ、不法給付

ですね、不法給付に加わったという形の点は1
点あります。あとは全部未遂です。やる前に、

今回このようになったわけですから、全て未遂

になります。

ですから、この不法給付ですね、この分につ

いては深く反省しています。それに加わったと

いうことについては反省しています。

以上です。

【坂本委員】今日は、また午後からもありがと

うございます。ちょっと1点お尋ねします。

先ほど、知事を参考人に若干やり取りしたん

ですけれど、その中で、これは前回いただいた

資料ですね、参考人からいただいた資料の通し

番号で言ったら、ページ数でいくと69ページ、

2,000万円の架空貸付の件ですけれども、69ペ
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ージに、これは令和5年3月22日に、選挙コンサ

ルタントの方から大石事務所に、後援会事務所

に電話がありまして、「2,000万の貸付は架空で

す」と、「架空の貸付を計上して返済すること

にしました」というですね。これは当時の事務

局長代理、それから顧問税理士、それから明日

予定をしている参考人の方含めて、電話連絡が

あって、そこで確認ができたというふうなこと

なんですけど。

この令和5年3月22日のそうしたやり取りに

ついて、知事は知らないということだったんで

す、答弁がですね。で、この時点で知事が知ら

なかったのかどうかということと、この令和5
年3月22日のこうしたやり取りについての事実

関係を明らかに証明できるような、先ほどいろ

いろLINEとか、グループラインとかありまし

たけれども、そういうのがあったら、明日また

知事が来られますので、改めて。もちろん明日

の参考人の方も対象になりますので、そこでち

ょっと確認した上で、知事の方に改めて問いか

けたいなという思いもありますので、その件に

ついて、2つお願いいたします。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 まず、

この収支報告書の3月の22日のことについて、

お答えします。

3月22日のことについては、この件について

は知事も、もちろん3月22日、このあたりのや

り取りというのがLINEに出ています。恐らく

その中にあります。

その中にですね、弁護士さんにも、この件お

知らせして、確認をとってくださいということ

で、収支報告書を弁護士さんの方にあげるよう

にとかいうのが、全てそこの、今日、今お渡し

したグループラインの中に入っています。3月
のその時期のグループラインを見てください。

それでオーケーということであれば収支報告書

を提出してくださいということで、後援会の職

員さんの方に指示をされています。

ですから、これを知らないということはあり

得ないんです。そのグループラインに指示をし

ていますから。「弁護士さんに送ってください」、

「選挙コンサルタントに送ってください」、「確

認とってください」といって、全部細かく指示

されています。そのLINEが、その中に入って

いるはずです。以前は少しずつ出していったん

ですけど、その流れがずっとあります。そこに

入っていますので、ご確認ください。3月のこ

の時期、この時期ですね。これから末までの時

期に入っていますから。「じゃ、出してくださ

い」、「先生に確認してください」、「誰々に

確認してください」という指示を全部出してい

ますから、必ずあります。これは私も記憶があ

りますので、間違いなくあります。

以上です。

【坂本委員】 ありがとうございました。じゃ、

先ほどいただきましたグループラインのやり取

りを、ちょっとつぶさに見ていきたいと思いま

す。

今言われたのは、指示をしたというのは、知

事が職員の方に、「弁護士に確認してください」

とか、「コンサルタントに確認してください」

とか、知事が指示をしたということですね。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 はい。

【坂本委員】 はい、わかりました。

【宮本委員】 午前中に引き続き、参考人、あり

がとうございます、お越しいただきまして。

ちょっと確認です。今日で参考人の質疑は最

後なので、ちょっとお聞きしたいんですが、ま

ず、10月24日に、知事が参考人を告訴していら

っしゃいます。ネット上で虚偽の内容を発信と
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いうことでありまして、昨日確認をしましたと

ころ、供託金300万円について、選挙後、後援

会に返還せず、供託金300万円などを得たと数

回にわたり投稿したことで、知事は、事実と異

なりということで告発したと、長崎地検に告訴

したということがあります。

参考人、真っ向から反論をされています。こ

の際、供託金300万円について、真実をお聞き

できれば、参考人のご意見をお聞きできればと

思います。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 まず、

証拠51、本日お渡しした証拠の51を見てくださ

い。51に通帳があると思うんですけども、通帳

の右横に「仮払い」という形で出ています。通

帳の右横に鉛筆で「仮払い」という形で出てい

ます。（発言する者あり）

出金の300万円と書いた右側です。この300
万円の流れなんですけれども、この300万円、

仮払いという形で出ています。帳簿の中には、

TKCの帳票のところには、この300万円につい

ては、差入保証金という形で300万円上がって

います。貸方の方には、普通預金で300万円出

したという形で出ています。理由が差入保証金

という形で300万円が計上されています。

これ何の保証金かということをいろいろ調べ

ました。聞きました。これについて、300万円

の保証金といったら、長崎だったら相当な家賃

なんですよ。相当な家賃だと思います。ですか

ら、その300万円の保証金が該当するものがな

いんです。大石後援会の中には300万円が該当

するものがなかったんです。

そのことについて、知事の方に問い合わせし

ました。問い合わせしています。この問い合わ

せしたのが6月19日、さっきお話したように那

覇ですね、那覇の時に知事の方に問い合わせし

ています。

知事に、300万円について通帳を示して、「こ

の300万円、仮払いと書いていますが、これは」

ということで聞いています。これは記録にも残

っています。その分について、「2月の公示前

ですね」と、「恐らく供託金の仮払いだと思い

ます」ということで知事自身がお話しされてい

るんです。

お答えになった後に、「返済してないですよ

ね」ということで、私がまず聞いています。そ

の「返済してないですね」に対しては、その後、

「はい」という形で回答を得ました。「間違い

ないですか」と、私が、「供託締め切りは、も

う少し前の2週間前に供託締め切りしてません

か」ということでお話をしています、知事に対

して。知事は、「いや、間違いないです」とい

う形で、知事のお話でいただいています。

ですから、知事は、あくまでも違うというこ

とであればですね、何らかこの時に300万円を

返したということかもわかりませんし、供託金

で、自分でこうやって供託金だったということ

でおっしゃってるわけですから、その時点で。

あとプラスですね、この帳簿に、私どもの方

も、TKCの帳票と現金の小口の出納帳と現金通

帳、全てを一応再入力しとるんですよ。2月ま

での分を、全て入れました。百歩譲って、この

差入保証金300万円というのがあるんです、実

際のところが。で、普通預金の方で300万円と

いうのも動いているんです、実際に。

ですから、これが帳簿に載っとる以上、不明

金になっているんですよ。これが300万円、こ

の不明金も、さっき言った2,160万円の行方不明

という中に、この300万円が入っているんです。

ですから、知事の方も、私に対して、「確認

すればええやん、確認もせんとそんなことを告
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発した」ということをおっしゃっていますけれ

ども、確認はきちっとしています。そういう意

味で、きちっと確認をしてやっていますので、

私の方も虚偽告訴という形で告訴しています。

以上です。

【宮本委員】 知事は、昨日でしたかね、親戚か

ら借りて、返したというふうに、たしか言われ

ていましたですよね。これでは、「返済してい

ないですね」と聞いて、「はい」と。締め切り

は2週間前だった、締切りは過ぎても返してな

かったということですね。

しかし、知事は、昨日は返したというふうに

言われていましたが、これについてはどちらが

真実かというのは、今後の質疑によるんでしょ

うけど。

この証拠51、99ページの分のこのやり取りは、

先ほどおっしゃったとおり6月19日、那覇で行

われた分ということなので、供託金締切り過ぎ

て返すということ、可能なんですか。ちょっと

確認させてください。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 供託金

の締め切りをですね、供託金は恐らく2週間前

だと思うんです。2週間前までに供託をされる

と思うんです。ですから、私も不思議だったん

です。この時に、2月の2日の出金で、仮払いと

いう形があると。これは何ですかと聞いたら、

2月の公示前なんで、公示前なんで供託金です

かねという話を、の仮払いだと思いますという

ことをおっしゃっているんです。

その後に、「返済はしてないですよね」とい

うことを聞いたら、返済はしていませんと、で、

「はい」と。間違いないですか、供託締め切り

はもう少し前の、公示前の2週間前だと思うん

ですよね。2週間前までに供託、恐らく知事選

挙なんかも入れないとだめだと思うんですよ。

でも、2月2日。前の、2週間前が締切りなのに、

その時に、「いや間違いありません」というこ

と、「間違いないです」という回答だったんで

すよ。

それで、あともう一つ。

この一つだけではなくて、預かり差入保証金

と300万円で同額出ているんですよ、2月の2日、

同日に。で、貸方の方に同じように普通預金で

300万円出ているんです。でも、これは収支報

告書に出てないんです、この差入保証金という

のは。甲1から13までの収支報告書を見てほし

いんですけども、この300万円の収支報告書は

計上されてません。差入保証金としての計上は

ないです。ここら辺もおかしかったんです。で

すから、それで聞いたわけです。

以上です。

【宮本委員】 了解です。

ちょっとこれは今後、いろいろ質疑をしてい

かなければいけないというふうに思います。な

かなか、ここもちょっと食い違いがあるような

感じなので、非常に理解しがたいところかと思

います。

あと建設業協会について、この際、お聞きい

たします。

明日、会長にお越しいただいて質疑を行いま

すので、この件について、参考人のご意見、こ

こはこういったのでちょっと悪いと、不備だと、

あやしいという点がありますならば教えていた

だければと思います。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 建設業

協会もそうです。医師会もそうです。結論から

言えば、今日出した証拠の中に、一番最後の証

拠ですね。建設業協会から幾ら集めたという形

で表示していますけども、証拠49のグループに

入っています。同協会における後援会の会員の
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加入実績、これが結論です。

令和6年の6月まで、会員の整備状況について

は、令和6年6月の17日現在の整備状況について、

建設会社100社、100名、医師会100名の募集に

対して、特別会員12万円が現在40名、この時期

で480万円。建設会社100人の、医師会100人の

正会員6万円が、現在25名ですか、ですから630
万円という形で、合計1,100万円超えています。

これですね、その前の年は、この12万円の会

員さんと6万円の会員さんというのはいなかっ

たんです。新聞等に、できるだけ会費、後援会

費にしてくださいというふうにお願いを、セー

ルスをしているのは事実なんです。そこに今日

お配りしたライントークにも出ています、いっ

ぱい。そういうふうにもっていきましょうとい

う形でいっぱい出ています。ですから、その営

業をかけていたわけです。

で、知事の考えというのは、発言力があると、

S県議には、建設業界にとって本当に発言力が

あるということをLINEできちっと言っている

んです。発言力があるから、やると。

もう一つのポイントが、その後に、S県議が

発言力があるという後に、選挙コンサルタント

が、「ちょっと時期がずれてますけど」という

言葉が入っています、トークの中に。「時期が

ずれてますけど」と、何の時期がずれとるのか

といったら、この制限額の決定から時期がずれ

ているからということなんです。その「時期が

ずれているから」というトークが一言あります。

私はそれに注目したんですよ。

その「時期がずれてますから」というのは、

制限額の決定から時期がずれているから、ちょ

っと遅かったかもわからへんという話を、知事

と二人はしているんですよ、トークで。ですか

ら、ただ、やっぱり建設業協会に対して発言力

があるということは、やっぱり建設業界には、

会長ですね、知事からしてみれば、これは長崎

の、私が聞いていたのは、「建設業協会の会長

さんは、私の長崎の父親です」ということで言

われていました。ですから、本当に期待をして

いたと思います。実際、会長さんからも、この

LINEで、この後に出てくるLINEで、この資料

を出せ、この資料を出せということで、いっぱ

いLINE、指示が出ています、実際のところ。

また、「未来大国長崎」ですかね、そのこと

についても、建設業界の建設について何も触れ

られてないということで、ご意見があって、ご

説明を、知事の方からご説明してますし、未来

大国について、その時にこのLINEの中に入っ

ています。安定した公共事業を出してくれたら

ええということで、そのような話をされていま

す。

実際、知事が、これは私はびっくりしたんで

すけれども、このLINEの中に、ここですね、

白いLINEがあると思います。このグループの

中の証拠49のグループ、これだけは一言。49の
証拠ですね。白いLINEの部分ですね。

ここにですね、ここのところに、県議と知事

はウィンウィンの関係だということをここに書

いています。ウィンウィンの関係ということは、

党利党略とかという言葉がありますけど、これ

個利個略なんですよ。（発言する者あり）ウィ

ンウィンとは書いてないんですけど、ウィンウ

ィンの関係なんだということを書いています、

ここに。

知事と県議のその政策のやり方を書いて、一

例として、議会での質問の施策として、実現す

ること、県議から知事へ調整もあれば、知事か

ら県議への調整結果でもよいということを書い

ています。プラス一例として、自分が機会をつ
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くった、要望の内容が施策として実現すること、

というようなことも書いています。

これって斡旋収賄なんですよ、実際のところ

が。（発言する者あり）知事の権限を振るう、

いうことなんですよ。県議から申し出があった

ら、知事の権限を振るって、施策を県議のため

に実行するんだということで、ウィンウィンの

関係なんだということを言いたいんだと思うん

ですよ。

でも、これは知事たる者が、これをLINEで
こういうことを書いたらだめなんですよ。（発

言する者あり）ですから、これはぜひ知事に聞

いてほしいです。これは聞いてほしいです。実

際これはどういう関係のことを言うんかという

ことを聞いていただきたいと、そう思います。

以上です。

【宮本委員】 時間なので、最後に。

ちょっとすみません、確認です。参考人、先

ほどの94ページ、証拠49、先ほど言われた一例

として云々というところは、これは知事が発し

たLINEということと、もう一点、LINEですか

という質問と、98ページの証拠50、特別会員が

12万円、正会員が6万円とあります。これを設

定したのは、この金額を設定したのはどなたで

すか。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 知事、

知事でした。

このまずですね、このLINEのことから。

LINEは、これは知事の発信です。明日来られ

る後援会の職員さん、私のように、何ですかね、

偽物という形で言われたらあかんので、また写

真でも、実物を写真でも撮って見てください。

それと、あともう一つ何だったですかね。（発

言する者あり）特別会員の限定ですね。これは

知事と選挙コンサルタントさんが話し合ってい

るシーンが、そのライントーク集の中に入って

います。

【小林委員】 今、お話があった、答弁があった

特別会員、それが12万円、そして6万円の会員

と、これが何名、何名か確認をさせてください。

何名、何名とおっしゃっていましたね、今。

（発言する者あり）

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 いや、

それじゃなくて、一覧表。

【小林委員】 あなた、答弁しよったろう。

（「98ページの証拠50と違いますか」）と呼ぶ

者あり）

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 お昼休

憩の時に渡しているんですけど。それを合計し

たものが、今、私が述べたやつ。令和6年で特

別会員12万円が、6月の時点で40名いましたよ

ということになります。（発言する者あり）6
万円のものについては25名。プラス寄附が下側

にありますので、この寄附を足さにゃいかんで

すね。寄附が599万円というのがあります。で

すから、1,600万円超えています。

以上です。

【小林委員】 毎年1,600万円、トータル1,600
万円。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 いや、

今年まだ半年しかたってない時点のやつです。

これ6月の時点です。

【小林委員】そんなに知事が金を集めているの。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 そうで

す。

【小林委員】ちょっと確認しますがね、この建

設会社は、この会社が出しているの。それとも

個人が出しているんですか、12万円と6万円は。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 個人で

す。
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【小林委員】 大体ね、建設会社は、指名業者で

すよ。指名業者は寄附はできないわけでね、そ

ういう点から個人で出しているわけ。ほう、こ

れだけのお金を出していると。約半年で1,600
万円、（発言する者あり）半年で。（発言する

者あり）ほう、やめられんな、権力者、発注者

は。やっぱりこれをもって、いろんな問題が出

てきよるわけだな。わかった。

先ほどから286万円について、大体が、おっ

しゃっているように、大体全然知らなかった、

12月まではと、こう言っていたんだけれども。

さっきお話があったとおり、これね、昨日も

医師会長から話があったんですよ。286万円の

中の200万円出している人が怒っていると。な

ぜかというと、挨拶もせんと、ろくに、知事が。

というようなことがあったもんだから、医師会

長はね、その人のところに挨拶に行ったと、こ

ういうようなことを昨日おっしゃっていました

よ。それが6月なんですね。

だから、そのことを医師会長が、知事にそれ

を報告していると。そういう事情を話し合って

いると。これは間違いがないんですね。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 知事の

方からですね、ここにいらっしゃるM委員の方

に指示があったと思います。（発言する者あり）

ですね。すみません、名前出して申し訳ないで

す。このM委員の方に、知事の方から。

【石本委員長】参考人、個人名称は出さないよ

うにしてください。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 すみま

せん。

【小林委員】話を続けていいよ。名前を出さん

なら。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 証拠4
ですね。今日お渡しした証拠の4のLINEですね。

これは、知事の方からMさんの方に指示があっ

て、Mさん、すみません、M議員さんと後援会

の職員さんとのやり取りのLINEですけれども、

知事は、「飛び込みで行っちゃってください」

ということで、明日行くことに意義があるとい

うことで行かれたと思います。

それで、知事の方から指示を受けたM議員が、

島原まで行きました。しかし、島原の方に行っ

たんですけれども、応対した事務局に挨拶をし

たが、I医師にお会いできなかったということで

の結果が出ています。

ですから、その辺が、6月2日ですから、その

時点で知事さんがこれを、この200万円の寄附

について、法人から受けた、大石が受けた寄附

について、その時点で少なくとも認識があった

はずなんですよ。ですから、年末まで、いや、

お金の動きが知らなかったということは絶対あ

り得ないんです。この時点で絶対わかっている

んですよ、遅くても。激怒されとるんですから。

激怒して、M県議は挨拶に行ったんですから、

謝罪に行ったわけですよ。ですから、間違いな

く、それは、M県議もご存じだと思います。

以上です。

【小林委員】 結局ね、12月まで知らなかった

と。実は決定的な証拠は、今、6月2日、この時

点において、6月においては知っておったんだ

と。遅くとも6月。

ということは、なんで12月までと言うのか、

知った上で、それを6月を隠すのかというのは、

要するに迂回献金の疑いを晴らすためのそれが

理由ですか。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】約10か
月間放置していたんです。お金が出てから約10
か月間、借入れという形で計上するまで、約10
か月間の放置状態でした。
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ですから、その10か月間の放置の中で、貸付

けにするのか、それとも特定寄附というのが出

てきたから、特定寄附者を外したいから、寄附

にするのか、貸付けにするのか、それともその

まんま寄附でいくのか。でも、寄附でいった時

には怖いということで、迷って迷って迷われた

と思うんです。この10か月間ですね。

ですから、知事自身も当初から、私が今日出

したメールによって、当初からご存じだったと

思うんです。知事は、今日、とぼけられていま

したけど、大石候補の時期から、ご存じだった

と思うんです。でも、その時期を認めてしまえ

ば、もうこれ全部が崩れるんですよ、知事から

してみれば。ですから、認めたいけれども、認

められないんです。

で、この6月の分についても恐らく、聞いて

も、恐らく「知りません」となると思います。

ですから、この辺はМ県議に聞いていただきた

いと。実際に行ったのか、行かなかったのかで

もいいです。実際に指示を受けているわけです。

ですから、その件だけでも聞いていただければ、

真実が一つわかると思います。

以上です。

【小林委員】 さらにね、昨日、医師会長が参考

人でお見えになって、286万円については、第8
支部に寄附したものではないと、目的は。やっ

ぱり大石さんの選対、選挙で第8支部も頑張っ

てもらいたいと、そういう願いのもとで286万
円を第8支部に。医療法人として大石後援会に

入金することができないから、そういうことを

やったんだけれども、何も第8支部のいわゆる

担当県議会議員にやったわけではないんだとい

うことは明快におっしゃったから、このことの

ね、今、第8支部のためにやったとかいう話は、

全く断ち切れになったということが明らかにな

ったんですね、昨日ね。これも申し上げておき

たいと思います。

そこでね、2,000万円の話に移りますが、あな

たが2,000万円を架空だという、これを断言でき

る理由。2,000万円は、これは間違いなく架空だ

と。今言うたように、コンサルタントから電話

があって、架空計上でいくぞと、こういうよう

なこともあるけども、確かなね、2,000万円が架

空だというところを断言できる証拠、こういう

のが何かございますか。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 休憩を

お願いします。

― 午後 ３時５０分 休憩 ―

― 午後 ４時 ０分 再開 ―

【石本委員長】 それでは、再開いたします。

それでは、先ほどの小林委員に対する回答を

お願いします。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 なぜ、

二重計上ではなく、架空貸付なのかということ

について、お答えいたします。

まず1点目、先ほどの知事のお話の中に、役

員会じゃなくて、1年に1回しか総会をしてない

ということのお話があったと思います。総会は

1年に1回ですけど、役員会はきちっとやってお

られます。この役員会の議事録について、6月
の22日に知事室で確認しております。知事のフ

ァイルに、役員会議事録がありました。

また、今どうなっているかわかりませんけれ

ども、事務所の方にもありました。ですから、

それの提出を受けて、役員会議事録の方を、ま

ず確認してください。そこに2,000万円が自己資

金であるということが書かれています。きちっ

と書かれています。ですから、その役員会で承

認された内容をご確認ください。
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また、会計上ですね、2つ目の理由、会計上、

自己資金と計上したまんま、選挙収支に2,000
万円自己資金という形で計上していますので、

その2,000万円を計上したまんまで返済はでき

ません。もちろんできません。ですから、新た

な架空の貸付を計上する必要があったんです。

ですから、コンサルタントでも知事でも、それ

はわかっていると思うんです。2,000万円を自己

資金にしたまま、新たな貸付をすると。

もし、私が選挙コンサルタントの立場で、知

事の方にお話しするのであれば、この自己資金

をまず消し込みします。訂正報告します。訂正

報告して、同日日に、誤っていましたというこ

とで、同日日に貸付計上すればよかったんです。

それをあえてせずに、新たに貸付計上してしま

ったということで、これは二重計上じゃなくて、

明らかに意図を持った貸付なんです。

3番目の理由、今日の朝にもお話しましたけ

れども、長崎県医師信用組合の貸付利息は2.2％
です。もし、二重計上ということであれば、同

額の利息の2.2％でやっておられます。しかし、

貸付利息は3.0％で金銭貸借契約書の方に書い

ています。3.0％になっています。

2回目の時には、LINEの、ライントークの中

に、「医師信用組合に合わせた方がいいよね」

という会話があります。ですから、2年目の支

払いの195万2,000円の時には、合わせようとい

うことで努力はしています。ですけど、初年度

の460万円の支払いの時には3％で契約してい

ます。ですから、これでも、二重計上という形

じゃなくて、架空貸付という形になります。

また、契約締結の時に、この時点で自己資金

2,000万円と金銭の消費貸借の契約書の2,000
万円は別物ということの認識があるので、不法

領得の意思があったと。この2人には、そうい

う不法に領得するという意思があったというこ

とに間違いないです。これが4つ目の理由です。

知事において、この契約締結に際して、貸付

金であるのに2,000万円を貸し付けるという意

思、本当に貸し付けるという意思も、能力、現

金が2,000万円もないのにですね。なかったとい

うことの、認められるために、知事において、

後援会からお金だけを返金してもらうと、返し

てもらうという形の行為があったということの

話になります。

これは、私も知事の方にも確認しました。そ

の時に、「その当時、現金はありましたか、2,000
万円ありましたか」ということの確認をしてい

ます。「実際に貸し付ける意思がありましたか」

ということの確認もしました。双方とも「あり

ません」ということでした。

加えて、個人の大石賢吾という形と、後援会、

法人です、きちっとした法人番号も出ています。

ですから、法人です。その個人と法人の別個の

法人格を有しているわけです。その法人格も不

法領得するということになります。その不法領

得をするために、実現をするための行為を締結、

偽物の契約書を作って締結した、それでお金を

払わすための行為を行った、460万円支払いを

させたという、その実現する行為を行ったとい

うことで、これは明らかに架空の貸付になりま

す。

さらに、これは長崎県医師信用組合から借り

た返済金を得る目的で、県の職員の幹部が実行

していますけれども、押印や署名による私文書

偽造という形になります。ですから、ここら辺

も偽造の行為は出てきます。

そして、本件は、偽造した金銭消費貸借契約

によって架空貸付を計上して、偽りの返済を受

けたということで後援会収支報告書に記載して、
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収支報告書の趣旨を逸脱しとるということにな

ります。

以上のことから、2,000万円の貸付契約は架空

だったということで断定できると思います。よ

って、詐欺ないし横領、多分横領だと思います

けれども、の件で刑事告発したという形になり

ます。

以上です。

【小林委員】 大体よくわかりましたがですね、

知事はね、先ほどの質問でも架空と言わない、

二重計上と言うんですね。大体二重計上という

のは、この会計処理の中で、二重計上とかいう

ものは、まともにそんな言葉が使えるんですか。

どうですか。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 二重計

上にはなりません。二重計上は、同じ意味合い

を持つ計上です。ですから、2,000万円、自己資

金2,000万円で、1月に、2,000万円を1月14日の

日に2,000万円を入れました。貸付もしましたよ

と、同じ同日日に貸付もしましたよと、これが

二重計上です。同日日に同額を貸付けた自己資

金という形で入れたものが二重計上となります。

それ以外はなりません。

以上です。

【小林委員】大体入れてないんだから、入れて

ないんだから、二重計上なんて言えないでしょ

う。それをね、一県の知事がそういうことをで

すね、まやかしを言うということは許せんと思

うんですね。

だから、これは全然、架空貸付、これをきち

んと位置づけないといかんと。二重計上という

言葉は、どんなに考えても正しくないわけでし

ょう。本人は、2,000万円持ってないわけだから。

だから、そこは明らかにしていかなければいか

んと思います。

そこでね、その460万円の件ですが、実は前

にも質問を知事にもしたわけですが、令和6年6
月28日に、承認なく多額の出金がなされ、監査

業務を行っていた者に渡った可能性があること

が発覚したと。詐欺罪に当たる可能性も含め、

被害届の提出や刑事告訴も視野に確認を進めて

いると、こんなようなことでね。なんかそうや

って貸付から、寄附に延ばすために、時間を引

き延ばす理由にしたわけよ。

この460万円というのは、先ほども出てきた

けども、いわゆる利息、第1回目が460万円と。

この460万円と、多額の出金というのが460万円

と、これは大体一致しますか。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 一致し

ます。463万円です。一致します。

【小林委員】 じゃ、その460万円を、なんかあ

たかもですね、あなたが、そういう事務員の方

と結託をしてごまかしたような、そんな言い方

ですね。そういうことについての、どういうい

きさつが。この2,000万円の問題を処理するため

には、655万円の中のまず第1回目の460万円を

消さなければいかんと、そういうことで、まず

460万円をきちんとやるために、どういうふう

な話し合いをされたのか、なんでこうなったの

か、ちょっとその経過を教えてください。

【参考人(大石けんご後援会元監査人)】 まず、

経過ですね、令和6年6月の5日、午後3時19分か

ら38分間の電話で、286万円の迂回寄附ですね、

問題ですが、「2,000万円の架空貸付がマスコミ

等に漏れたら、286万円以上の騒動になります

よ」という形で、知事に対してお話をしました。

その後、知事は、この2,000万円の架空貸付問

題に頭を悩ませて、それはなぜか、冒頭で述べ

た18件の不正、16件の虚偽表示、26件の不記載

のうち、最も罰条が大きい不正行為の一つだっ
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たからです。

知事は、6月の7日、午前9時44分から12分間

の参考人との会話の中で、2,000万円の架空貸付

問題を話した後、2,000万円の取消し方法をご教

示くださいという旨のお話がありました。だか

ら、いろいろ、知事を助けるために考えた次第

です。

参考人は、知事に対して、2つの提案をまず

しました。知事が2,000万円の現金を用意して、

後援会の小口に入金をして、後援会帳簿を取り

繕い、詐取行為の事実を取り消す。それか選挙

運動収支報告書に計上されている2,000万円を

貸付金として訂正報告をする。しかし、訂正に

は一定の制限やルールがあります。単に誤りが

あったというだけでは訂正報告はできません、

普通は。

以上、2つの話をしました。その後に、2,000
万円を用意することはできない、選挙運動収支

報告書の訂正はリスクが高いということの回答

でした。

ここで6月9日のズームの会議になります。そ

して、その後に、6月の19日の那覇でのミーテ

ィングになっていきます。だんだん、だんだん

進むごとに、知事の方も、千葉の自宅のマンシ

ョン、今、賃貸で出してるらしいんですけれど

も、その自宅のマンションを売却するという話

も出ました。自宅のマンションを売却して、何

とかこの2,000万円の現金を穴埋めする、後援会

に対して穴埋めしようという話も出てました。

しかし、現実に今どうなっているかというのは、

正直わかりません。

その後に知事の方に、現金が用意できない、

家族の中に会社経営者はいないのかということ

で、いない。すぐに用意できる現金はお幾らで

すかということをお聞きしました。で、お聞き

したところ、この時には3人、後援会の職員さ

ん、私、知事、3人がズームで会議している時

です。すぐに用意できる現金は300万円前後で

あるということのお話が残ってます。

で、医師会信用組合の契約書を取り寄せます

と、コンサルタントから送られてきたメールを

再確認しますということで、その日、話があっ

て、その上で参考人は、訂正報告を残しつつ、

後援会の資金を後援会外に流出させることが法

令上許されないものであることを知りながら、

知事の職責を守るために、具体的に詐取事実を

取り消すスキームとして、後援会と私どもの方

という形で業務委託契約を新たに締結し、後援

会から参考人、そして参考人が、その資金と同

額を後援会職員にお渡しすると。その後援会職

員が現金で、それを知事にお渡しするというス

キームをつくりました。それが、今言われてい

る迂回返済ですね、わかりやすく言えば迂回で

返済するという形になります。これはあくまで

も法律的には不法、原因の給付行為という形に

なろうかと思います。

ですから、その説明もしました、知事に。説

明して、ただ、詐取金を取り消すことを目的に

して締結する業務委託契約ですよということで

了解をして、翌日に押印をいただいています。

ですから、何ら知事さんが知らなかったと、

不正な出金だというのもおかしいんです、おか

しい話なんです。これは知事さんもわかった上、

説明を受けて、承諾した上での出金だったはず

なんです。ですから、その2,000万円、463万円

もおかしいということになります。後援会職員

さんからも、出金した当日に、夕方に知事室で、

きちっとした報告を受けてます。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質問ありますか。
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【まきやま委員】まず、知事選後の選挙コンサ

ルタントの関係性について、教えてください。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 知事

選後のコンサルタントさんとの関わりですね。

後援会の総責任者が選挙コンサルタントです。

でも、10月2日ですかね、臨時記者会見をされ

た時に、「個々に契約をして、個々にお支払い

をしてます」ということで、知事さんが臨時記

者会見で述べていたと思います。「コンサルタ

ントとは個々に契約をして、個々にお支払いを

してます」という形で述べてたんですけれども、

選挙コンサルタントと大石後援会との間の契約

書、1枚もありません。これは不思議なんです。

1枚もないです。選挙が始まってから、今はわ

かりません、6月まで、契約書は1枚たりともな

いです。

でも、請求書、領収書は来て、後援会がお支

払いはしています。調査費であるとか、いろん

な名目で請求書は上がってきています。でも交

通費、不思議なのが交通費、宿泊費、これがも

う一切ないです。明細の中にもありません。

で、これを、選挙コンサルタントが担当した

議員さん、いろんな議員いらっしゃいます、そ

の議員さんの、私、収支報告を全部調べました。

同じ、議員さん全員ないです。これも不思議な

んです。普通、コンサルタントにお願いしまし

た、じゃ、交通費が出てきます、宿泊費も出て

きます、これは当たり前の話です。しかし、そ

のコンサルタントさんが担当した議員さん、大

石知事も含めて、交通費、飛行機代であるとか、

ホテル宿泊費、一切請求書、支払ったというの

がありません。これは本当に不思議なんです。

これ、一度見てください。

以上です。

【まきやま委員】 先ほど、知事選の制限額が

3,190万円ぐらいと述べてましたけども、それが

4,800万円以上になっているそうです。

そこから収支報告を確認しますと、出納責任

者の会社に支払った費用が多いんですけども、

幾ら支払ってますか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 休憩

をお願いします。

【石本委員長】 休憩します。

― 午後 ４時２０分 休憩 ―

― 午後 ４時２１分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 会計

責任者の会社に支払った費用、1,793万4,400円
です。

以上です。

【まきやま委員】ちょっと尋常な額ではないよ

うな感じがしますけども、わかりました。

市民団体が、事務責任者Mさん及び選挙コン

サルタントに支払った200万円を、買収として

告発されていますが、心当たりはありますか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 心当

たりはあります。市民団体さんが告発をされた

時にも、私もこれ、告発しようとしてました、

実際。18件の不正の中の1件です。16件の虚偽

の方にもこの不記載が入ってました。

まずですね、要旨は、知事と選挙コンサルタ

ント、後援会の会計責任者O氏、そして事務責

任者M氏らは、共謀の上、大石候補を当選させ

る目的で、運動員のアルバイト報酬名目及び選

挙運動の車両費名目という形で、それぞれに

100万円ずつ供与してます。

これは、実際にですね、供与して、100万円

を供与してるんですけれども、実際に後から領

収書というのが出てきてますけども、領収書も
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化粧品の領収書とか、そういう何ですかね、コ

ンビニで使ったものが精算で出てきてますけれ

ども、実質この100万円の選挙運動費用の車両

費名目という形とアルバイト、アルバイトは一

部確認団体の方に、アルバイトというのは一部

出てすけれども、100万円というのは出てませ

ん、ありません。

また、なぜ2人に、100万円を供与したという

ことであればですね、当時の自民党が、実質2
つに分裂したということで、事後の統制の危機

感、これは大石知事のほうからも聞いてます。

知事の、O氏と共謀して、選挙に影響力のある

選挙コンサルタントとM氏に対して、買収する

というのも考えたのかなと。非常に大石氏、知

事よりも、O氏の方を中心にして、そういうこ

とを考えて、各100万円を供与し、運動員の買

収をしようということを企てたということで、

告発をしようというところだったんですけれど

も、先に市民団体の方が告発をしました。

以上です。

【まきやま委員】 では、そのほか、市民団体か

ら車上運動員に支払った報酬について、告発を

受けてますが、それについてご存じですか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 この

事案についてもですね、この18件の不正、また

虚偽表示について、これも入ってました。

この一つですね、ウグイスさんに支払われた

費用です。ウグイスさんの費用は、普通、例え

ば選挙収支の方からお支払いをするとか、現金

でお支払いするという形になろうかと思うんで

すけれども、ごまかすために確認団体から、例

えば一人の方、15万3,000円、確認団体の方か

ら15万3,000円を振り込んでます。で、選挙収

支の方で16万円計上されてます。

ですから、こういうふうに分けてですね、ご

まかしてるんです。分けてごまかして、1日当

たりの1万5,000円という法定制限額をオーバ

ーしてるんです。そういうものが31万3,000円、

また後援会の方からお支払いをしているという

形になったりとかですね。

私のほうも、今回、ウグイスさんのほかの件

でですね、告発状を送付しました。これもやっ

ぱり1万5,000円の法定額を超えてます。1日は

明らかに超えてました。ですから、それで告発

をした次第です。

以上です。

【まきやま委員】 では、運動員さんとかに、お

金を支払ったということはありますか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 選挙

運動員を選挙事務という形で登録して、届出を

して、その人たちに報酬を払うという形をされ

ていました。実質の選挙運動員という形で活動

されてたという形になります。

以上です。

【まきやま委員】今の話からするとですね、か

なり違反をしているような印象というか、違反

になると思うんですけれども。

まず、知事選の制限額を超えた場合って、当

選が無効になると思うんですけれども、今後、

これが確かだった場合、この次の流れって、ど

うなりますか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 選挙

管理委員会の方に申立てをするというのが、も

う期限が切れてますので、次は、これはもう刑

事事件として処理していただいて、判決を受け

て失効という形に、有罪であれば失効という形

になります。

以上です。

【まきやま委員】では次に、政務と公務の混同

について、教えていただきたいんですけれども、
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これについて、何かご存知のことがありました

ら、教えていただきたいんですけども。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 朝か

ら、政務と公務についてはしつこくお話してま

す。

でも、政務と公務、これがですね、やっぱり

県幹部について、一人だけで申し訳ないんです

けれども、O氏がやっぱり知事の右腕であって、

知事の政務活動を支えてきた人物。知事の方か

ら聞いてたのは、将来の副知事候補やというこ

とで聞いていました。そのステップアップとい

うのが、やはり22年は課長、23年部長、24年は

局長、次は副知事という形にだったんでしょう

が、これは、この人事というのを、人事課は、

恐らく知事の方の人事権の発動だと思います。

こうじゃなかったら、こんな人事なんかあり得

ません。ですから、大石知事の推薦があって、

初めて、この行使ができたんだと思います。

しかし、県庁内でも相当問題視されてたとい

う話は新聞記者の方からも聞きました。新聞社

の方に、どうにかしてくれという話もあったと

いう事実も聞きました。

しかしですね、この方の一番最初の、この2
年以上前から、ずっと政務活動をされてきたわ

けです、政務活動を。明らかに政務活動をされ

ています。

ですから、その政務活動について、なぜ、こ

れ向こうの県北振興局長になったかということ

は、私が聞いたのは、知事と市長、この振興局

の、この区域の市長とのパイプ役やと、パイプ

役で局長になったということで聞きました。

それプラス、朝から言われている政務活動と

いうのが、今回、7件、8件というて出しました

けれども、これ、本当にまだまだあります。本

当にまだまだあります。本当にこれはひどいで

す。ここまでやって、すぐに秘書課がですね、

まともになるはずがないです。

以上です。

【まきやま委員】 最後に、秘書課の方の、佐世

保での活動体制をつくるということで、資料の

一番最後の方ですね、24番、ちょっと知事の方

には確認をお願いしてるんですけれども、ここ

について、最後、詳しくお聞かせいただきたい

と思います。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 それ

はもう、そのLINEに書かれたとおりです。後

援会の事務所を佐世保の方に出したいというこ

とで、人材を局長さんの方にお願いしとると、

責任者を局長に探してくれというミッションを

与えているということの話です。

以上です。

【まきやま委員】 以上です。

【石本委員長】一応予定しておりました時刻に

なりましたけど、ほかに何かありますか。

【小林委員】承認なく多額の出金ということが、

460万円ということで断定ができたわけですが、

なんかね、自宅待機させられている、いわゆる

女性の後援会の事務の方が、なんか最近になっ

て疑いが晴れたとか何かということで、また戻

ってくるようにというような連絡が弁護士から

あったということを聞いておりますけれども、

460万円の疑いが晴れたと、何の疑いが晴れた

んですか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 当初

の自宅待機の理由、自宅待機しなさいという形

で知事の方から通知書が後援会職員さんの方に

来ました。その時の理由がですね、不正な出金

が理由でした。

その理由について、どういう調査をされたか

というのがわかりません。しかし、先月に知事
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の代理人さんの弁護士のほうから、復帰しなさ

いと、いついつに、何月何日に、事務所の方に

出勤しなさいという形で通知がきました。

ということはですね、復帰するということは、

労働基準法上、これは当初の理由としたものが

明らかになったと、疑いが晴れたということで

通知を出しているはずなんですね。ですけども、

それを後援会職員さんが、理由を明らかにして

くださいと、きちっと疑いが晴れたんなら晴れ

た、出勤させる理由をきちっと公表してくださ

いというお話を通知書で送りました。いつまで

たっても、知事の方から一切回答はないです。

知事側の方から回答はありません。ただ、復帰

しなさい、復帰するに当たっては守秘義務があ

りますよとか。要は、もういい加減、このLINE
を公表したりとか、いろんな形をやめなさいよ

ということだと思うんですけれども、そういう

自分にとって大事なことだけを通知してくるん

です。でも、後援会職員さんが、主張されるこ

とというのは正論なんです。正論です。

長崎県も、私がホームページを調べたらです

ね、産業のためにいろんな施策を打ってます。

いろんな企業さんに、いろんなルールを守りな

さいという形で、雇用される県民を守るために

いろんな形で施策を打ってます。しかし、知事

の本当の元の元の後援会が、時間外手当もなし、

休日手当もなし、有給も取れない状況、まして

や、就業規則すらもなし、本当にもう無茶苦茶

な事務所だったんです。そういう状況の開示、

ちゃんときちっとしてくださいよということで、

知事さんの方に通知書を何回も送ってます。代

理人さんの方にも送ってます。しかし、知事は

一切回答はしません。これもおかしいんです。

もうそこまで、ここで県庁のトップとしてです

ね、いろんな施策を打っているにも関わらず、

自分のところは、もう無茶苦茶でいいんやとい

う形で、おかしいんです。

【小林委員】多額の出金が不正にね、承認なく

多額の出金がなされということの疑いが晴れた

というふうな見方と、いわゆる口封じのね、そ

の事務員の方の口封じをするためのいわゆる疑

いが晴れたと。こういうようなことが明らかに

なっているようですが、その460万円を出金し

た時の状況は、その事務の方が、知事にきちん

と報告をされているわけですね。だから、許可

なくと、承認なくということはあり得ない話で

すね。どうですか。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 今、

委員がお話したように、知事の方には承諾を取

ってます。その日の朝にも、私も確認しました、

後援会の職員さんも確認しました。ですから、

きちっとした承諾というのは得てますし、きち

っとした契約書も結んでます。

ですから、知事がおっしゃる承認なき金員、

承諾もなく、本当に承諾もなくして出金したん

だということは、あれは別途の理由があると思

います。

以上です。

【小林委員】 わかりました。

最後に、結局は、この460万円は、2,000万の

架空貸付の利息だけを取ったと。この655万円

をいわゆる消すための手段、方法であったと。

そのために後援会からそれだけのお金を、460
万円出したと、そして自分の300万と、トータ

ル760万にして、そういうことで、その460万円

を事務員の方から大石さん本人に返すと、現金

で返すと、こういう方法だったんですね。確認

します。

【参考人(大石けんご後援会 元監査人)】 460
万円プラス、今年の3月の、今年3月に195万
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2,000円を振り込んでます。ですから、それも全

部足して、全部で463万円プラス自己資金の300
万円という形で、全部帳消しにしようという形

の計画でした。

以上です。

【小林委員】 ありがとうございました。

【石本委員長】ほかに質問がないようですので、

参考人に対する意見聴取を終了いたします。

参考人におかれましては、本日は大変お疲れ

さまでございました。本委員会を代表しまして

お礼を申し上げます。

それでは、参考人退出のため、しばらく休憩

いたします。

― 午後 ４時３８分 休憩 ―

― 午後 ４時４１分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は、10
時から会議を再開し、今回の政治資金問題に詳

しい弁護士から意見聴取することといたします。

本日は、お疲れさまでした。

― 午後 ４時４２分 散会 ―



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月３０日 

（第３日目） 
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１０月３０日

自  午前１０時 １分

至  午後 ５時 ４分

於  委 員 会 室 １

２、出席委員の氏名

委 員 長 石本 政弘 君

副 委 員 長 冨岡 孝介 君

委 員 小林 克敏 君

〃 浅田ますみ 君

〃 松本 洋介 君

〃 吉村  洋 君

〃 坂本  浩 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 まきやま 大和 君

〃 湊  亮太 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

田中 愛国 君

５、参考人の氏名

今回の政治資金
問題に詳しい弁護士

郷原 信郎 君

大 石 け ん ご
後援会元関係者

長 崎 県 建 設 業
協 会 会 長

根〆 眞悟 君

６、県側出席者の氏名

知 事 大石 賢吾 君

７、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 １分 開議 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

本日の議題は、昨日に引き続き、「大石知事

の政治資金等について」であります。

傍聴人の方に申し上げます。

傍聴人の方々は、お手元の傍聴人等の守るべ

き事項を守って静粛に傍聴いただきますよう、

お願いいたします。守られない時には退出を命

ずることもありますので、念のために申し上げ

ておきます。ご協力をよろしくお願いいたしま

す。

次に、参考人より、委員からの質問通告に対

して、お手元に配付しております資料を用いて

発言したい旨の申し出があっております。お手

元に2種類あるかと思います。なお、A4縦版の

資料につきましては、審査終了後、回収させて

いただきますので、ご了承をお願いいたします。

また、補助者の同席があっておりますので、

念のためお知らせいたします。

それでは、これより審査に入ります。

はじめに、委員長として一言ご挨拶を申し上

げます。

本日ご出席いただきました郷原信郎弁護士に

おかれましては、お忙しい中、本委員会にご出

席いただき、厚くお礼を申し上げます。

本日は、「大石知事の政治資金等」について

意見聴取をさせていただきたく、ご出席をお願

いした次第でございますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

ここで念のために申し上げますが、呼称につ

きましては、規定により「参考人」という言葉
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を使わせていただきますので、ご了承をお願い

いたします。

また、発言される際は、挙手の上、委員長で

ある私が指名した後に、簡明に案件の範囲を超

えることなくご発言いただきますようお願いい

たします。なお、発言の際は着座のままで結構

でございます。

また、参考人は、委員に対しての質問ができ

ないこととなっておりますので、ご了承をお願

いいたします。

万が一、質問の趣旨がわからなかった場合は、

休憩を求めてください。休憩中に質問の趣旨を

確認していただくことといたします。

それでは、まず、参考人より5分以内で、ご

自身のご紹介のための発言を求めます。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 いただいております質問事項の最後のと

ころに、402万円の告発の件がございますが、

その件も含めて、10分ほど冒頭説明させていた

だければと思うんですけれども、よろしいでし

ょうか。（発言する者あり）

【石本委員長】 はい。

それでは、事前通告に基づき質問を行います

が、各委員の質問時間は、答弁時間を含めて一

回当たり10分以内とし、審査時間が残っている

場合に限って再度の質問ができることといたし

ますので、よろしくお願いします。

それでは、まず参考人。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 まず、私の長崎との関わりからお話しさ

せていただきたいと思います。

私は、2001年4月から2003年3月まで、長崎

地検次席検事として勤務いたしました。その中

で、自民党長崎県連違法献金事件、政治資金パ

ーティー裏金事件などを手がけた、この時の捜

査が、私にとっては、本当に多くの市民の方の

期待に応えて、全庁一丸となって取り組んだ捜

査のことは、私の検事人生の中でも最も思い出

に残る、やりがいのある仕事だったということ

もありまして、私は、生まれ故郷の島根県、そ

して長く暮らした広島に次いで、第三のふるさ

とだと長崎のことを考えてまいりました。とい

うこともあって、私が長崎から離れた後も、長

崎のことは常に関心を持ってまいりました。

2年余り前の長崎県知事選挙の際、大変な激

戦になっているということを聞いておりまし

て、その中で、かなり公選法に違反する疑いの

強いような行為が横行しているというようなこ

と、いろいろ私の方にSNS上での指摘もありま

したし、私の方にも問い合わせなどもありまし

た。

ということで、選挙結果にも大きな関心を持

っていたわけですが、選挙結果は、現職知事が

敗れて、今の大石知事が、極めて僅差で当選さ

れるという結果になったわけですが、その後も

いろいろ、大石知事陣営の、大石陣営の選挙運

動に関しては問題が、ネット上でも指摘をされ

ておりました。そして、市民の方々の中から告

発をする動きなど、警察への告発の動きなども

ありました。

私は、その表に出ている公選法違反の疑い、

多くは、確かに違法の疑いはあるものの、刑事

事件として取り上げるべきものというのは、あ

まり見当たらないというのが率直なところだっ

たんですが、その中で一つ、大石氏の選挙運動

費用収支報告書の支出の記載の中に、通信費の

項目に電話料金として402万円余りの支出の記

載があると。これは、その支出が電話会社では

なく選挙コンサルタントの会社に支払われてい

る、ということは、これは電話代を含んでいる
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としても、その中に選挙コンサルタントへの報

酬が含まれている可能性があるのではないかと

いうことを考えました。

たまたま、一連の政治資金パーティー裏金事

件の告発で有名な神戸学院大学の上脇教授と、

たまに連絡を取り合うことがあったんですが、

上脇教授も同じ問題意識を持って、この402万
円余りの支出の領収書の情報公開請求を求めた

ところ、その領収書の内訳に「電話代SNS通信

費他」と書いてある。これは、その「他」の中

には、選挙運動の報酬が含まれている疑いがあ

るのではないかということで、私と上脇教授と

の間でいろいろ検討しまして、これは告発すべ

き案件だという結論に至りました。

ご存じのように、上脇教授は、政治資金規正

法違反、更生法違反などで違法の疑いがあると

コメントしたものは、ほぼ全て告発をされてい

る方ですが、私は、刑事の実務家ですので、こ

れは刑事事件として取り上げるべき事件だとい

う確信がなければ告発はいたしません。

ということで、私と上脇教授とで告発状を作

成して長崎地検に提出いたしました。

もう一つの理由として、選挙運動の報酬では

ないかと疑ったもう一つの根拠は、その選挙コ

ンサルタントの人ですね、その人が自分でネッ

ト上で、ほぼ選挙運動に深く関わって、実質選

挙参謀のようなことをやっていたということを

公言してたんですね。それもあって選挙運動の

報酬である疑いが強いのではないかと判断した

ところです。

ただ、我々としては、私はですね、それはあ

くまで疑い、相当強い疑いがあると判断したわ

けでして、最終的にそれが公選法の買収罪に当

たるかどうか、これはその目的とか、どういう

ような認識でその供与が行われたのかとか、い

ろいろ捜査をしてみないとわからないわけです

から、それは捜査の結果を待つしかないと思い

ました。

ただ、それに当たって、まず何より重要なこ

とは、402万円の支払いに関して、一部、選挙

運動の報酬である疑いがあるんですけれども、

もし客観的に支払いが全て明らかにされれば、

場合によっては疑いが晴れるかもしれないわけ

ですから、私と上脇教授の連名で、告発から1
週間後に、大石知事宛てに書面を出しました。

この中で、我々が、この402万円について疑

いを持っている理由と、その後の、その件につ

いての我々は告発を公表しましたので、それを

受けての大石知事の発言、それから新聞で報じ

られた選挙コンサルタントの人の発言などが、

見てみますと食い違っている。しかも、大石知

事の県議会での答弁が極めて矛盾したという

か、意味不明の内容になっていると、それにつ

いてしっかりですね、本当にそういう答弁でい

いのかということを検討していただき、まず何

より402万円の内訳を明らかにされれば、もし、

その電話代そのものだということであれば、疑

いはすぐに晴れるわけですから、それを要請い

たしました。

もし、そういう形で疑いが晴れれば、我々は

もう告発を取り下げるということも全然やぶさ

かではないということで、そういう要請をした

んですが、残念ながら、そういうような解明は

全く行われず、長崎地検の審査の結果、4か月

余りかかったと思いますが、その年の秋に告発

が受理され、本格的な捜査が開始されるに至っ

たわけです。

最終的にこの事件は、つい1か月近く前でし

たか、不起訴ということで終わりました。

ただ、この件は、私自身がそういう刑事事件
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の捜査を自ら行い指揮する立場でしたので、そ

こはよく理解しておりますが、刑事事件で最終

的に買収罪が立件できるかどうかということに

ついては、当然供述がある程度必要になるとい

うのが一般的な考え方です。特に、供与した側、

受けた側、両方の供述が全く得られないという

ことになると、いくら疑いがあっても、なかな

か起訴するということは困難であると。

今回のこの事件については、少なくとも客観

的には、報酬分は相当あったことは間違いない

だろうと私は確信しております。ということは、

客観的な費用の支払いだけではなかった、だか

らこそ2年以上もの間、長崎地検のほうで真剣

に捜査をしてくれたんだと思います。恐らく取

り調べなども相当行われたものだと思います。

しかし、私がマスコミ等から聞いたところによ

ると、どうも、その選挙コンサルタントの方は、

ほとんど完全黙秘の状態であったようです。で

すから、なかなかそういうことではですね、起

訴は困難であったということで、私は、後輩の

長崎地検の担当検事も非常によく捜査をしてく

れたものと思います。

むしろ、不起訴に終わったということは、そ

れまで捜査を理由に答弁を拒否していた大石知

事が、説明をするという段階にまず入っている

んじゃないかと思います。402万円の内訳はど

うであったのか、仮に選挙コンサルタント会社

に対する報酬分があったのであれば、それはど

ういう趣旨であったのか、これを自ら明らかに

されることが必要なんじゃないかと思います。

402万円の件については、今お話ししたとお

りです。冒頭説明にかえさせていただきます。

以上です。

【石本委員長】 ありがとうございます。

それでは、通告をされた委員の方で、ご質問

はありませんか。

【浅田委員】本日は、参考人におかれましては、

この第三のふるさとのためにということでお時

間を割いていただきましたことを、まずもって

心から感謝申し上げます。

私、個人的には、20年以上の歳月を経て、私

が議員バッジをはめることになった、ある意味

きっかけでもある参考人に対し、この場におい

て質問ができることは、非常に何とも言えない

気持ちというか、感慨深いものでもあります。

その時のことも振り返りながら、様々な思いで

質問をさせていただきたいと思います。

20年前もそうだったかと思いますが、参考人

は、今もおっしゃっておられた公職選挙法とい

うものに対して非常にお詳しいかと存じます。

そういう意味において、我々、選挙で選ばれた

政治家たる者、そして、特に首長である知事と

いう者は、公職選挙法に対してどのような姿勢

で臨むべきなのか、また、今現在もそうですけ

れども、どのように説明責任を果たすべきとお

考えか、まず教えてください。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 公職選挙法は、公正な選挙が行われるた

めのルールです。有権者が、その当該候補者な

いし政党などについて、政策について、そして

候補者の人柄、その人物像などについて正確な

情報が与えられ、そしてさらに、じゃ、その候

補者が誰から支持され、どのような人から資金

の提供を受けて選挙を行っているのかというよ

うなことなど、様々なことがしっかり情報とし

て開示されるということが重要だろうと思いま

す。

もちろんそれが選挙後に、選挙運動費用収支

報告書という形で開示されるものも多いわけで

すが、いずれにしても、そういう形で、公正に
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選挙が行われるとともに、その公正に選挙が行

われたことがしっかり事後的に確認されるとい

うことが重要だろうと思います。

そういう意味で、選挙で選ばれた公職にある

者、そして特に自治体の首長として、その自治

体の行政を預かる責任を持っている、そういう

立場の公職者というのは、その選挙が公正に行

われたということについての有権者への説明と

いうのは、極めて重要だろうと思います。

先ほど、浅田委員からちょっと言及があった

20年余り前の事件も、公職選挙法違反から始ま

った事件です。ただ、この時の公職選挙法違反

事件というのは、自民党長崎県連という政党支

部の問題でした。政党支部、自民党の地方組織

とゼネコン業界との間の問題でした。

当時の知事も、捜査の対象には一部なってい

ましたが、直接そのことについて捜査の中心的

な対象になったわけではありませんでした。

今回の問題というのは、刑事事件として、我々

が問題を提起した部分、これはきっかけとして

重要だったと思うんですが、それに加えて、こ

の問題は、県知事が直接疑いを受けている、そ

して、全く訳の分からない部分がたくさんある、

不明な部分がたくさんあるということですか

ら、それは刑事事件の捜査とは別に、県知事と

しての説明責任が強く問われる案件だろうと思

います。

もちろん捜査への影響ということを考えて、

途中の段階で答弁がしにくいというようなこと

も、それは若干はあろうかと思いますが、私は

むしろ、公選法の目的とするところからすれば、

こういう案件は県知事の説明責任が極めて大き

いと考えております。

以上です。

【浅田委員】よくわかりました。公選法という

ものは、しっかりとした公正な選挙が行われた

ということを確認することも目的であり、それ

によって選ばれた知事にとっては、やはり今回、

知事自身が疑われているということを踏まえま

すと、しっかりと説明をしなければいけない。

まして、今、我々も今日で3日目でございま

すが、なかなかご答弁がはっきりといただけて

ない。これは、県民も非常に大きな関心がある

と思いますし、県民の、しっかりとした県政の、

もちろん停滞させてはならないということもあ

りますが、130万人にもなる県民の生活にかか

っていることであるということを知事自身が認

識をした上で、今以上の説明責任を果たすべき

ということでよろしいでしょうか。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 やはり自治体のまさに大統領的存在でも

ある首長というのは、県民から信頼をされてい

るということが何より重要だろうと思います。

その信頼そのものに関わる事実について、首長

たる知事が、しっかり説明責任を果たしていく

ということがなければ、これはそもそも県民か

ら信頼される行政自体があり得ないのではない

か。

そういう意味で、あらゆる努力をして、しっ

かり説明責任を尽くすということをしなければ

いけないと思いますし、私も、これまでのこの

委員会での議論も、全部ではありませんが、一

部拝見しておりますが、どうも、先ほどから私

が言及しております選挙コンサルタントという

人が、相当選挙運動に深く関わっていて、お金

の処理、会計処理的なものにも深く関わってい

て、そうであるのに、その人がほとんど何も供

述していない。

先ほど、私は、捜査機関に対して完全黙秘を

したんじゃないかと思うと言っていましたが、
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それは、この県議会に対する姿勢からも推測で

きます。

ということになると、県知事自身が説明責任

を果たすために、重要な人物からお話が聞けな

いということになるわけですね。それは、その

お話を聞いた上で説明するために、県知事とし

ては最大限の努力をすべきですし、そもそも、

選挙コンサルタントとして何がしかの業務を委

託をして契約関係があるわけですから、それに

ついて、契約というのは、むしろそのコンサル

タントが、依頼者である知事に対して説明責任

を果たす、説明をするということの義務も含む

と考えております。

【浅田委員】まさしく参考人がおっしゃるよう

に私たちも、何よりもこれまでの2日間に対し

ても、選挙コンサルタントが、選挙コンサルタ

ントがと、選挙コンサルタントがキーパーソン

であるということは間違いないわけです。

その件に関しまして知事にも、あなたからも、

しっかり出てきてもらうというような姿勢であ

るべきではないかというようなことも申し上げ

ました。しかしながら知事は、「それはその本

人のご意思によるものです」ということで止め

るわけです。

先ほど参考人がおっしゃった402万円のオー

トコールの問題にしても、逆に言うと、捜査と

しては終わったことになるかもしれませんが、

我々として、議会として、それをしっかりと説

明責任を果たしてもらわなければならないんだ

なということを改めて感じた次第です。

我々としては、私たちは裁判員でも何でもあ

りません。ただ、県民に対して、二元代表制と

して県民に対する責任があります。その皆さん

が知りたい、現状、真実というものを明らかに

したいという思いで、この委員会を開かせてい

ただいております。

本来であれば、20年前、なぜ政党の方では逮

捕者が出て、今回はどうなるのかしらというと

ころなどもお伺いしたいところではございます

が、それは別の問題ですので、どういうふうな

状況になるのか、また時間があればご質問させ

ていただければと思います。

【小林委員】大変お忙しい中にご出席を賜りま

して、ありがとうございます。若干質問をさせ

ていただきます。

ただいま参考人から、いわゆるコンサルタン

トとして、その方の役割、今回の知事選挙にお

ける、その後における長崎のいろんな選挙、い

ろんなことで活躍をされているようであります

が、私もご指摘のとおり、非常にこうね、ちょ

っと見えない問題点があまりにも多過ぎるんじ

ゃないかと、こんな感じを個人的にいたしてい

るわけであります。

それは何かというと、例えば、その選挙コン

サルタントの名前は言えませんけれども、その

方が、長崎県の知事選挙とか、あるいは市長選

挙とか、その他の選挙にいろいろ関わりをしな

がら、調べてみるとですね、全然交通費もない、

あるいは宿泊代もない、当然コンサルティング

料もないと。要するにそんな状況の中で、なん

でこうなのかということも当然マスコミの方も

やっぱり疑問に思うが故に、直接知事に、一体

どうなっているのかと、こういうご質問もしば

しばあるわけでございます。

そうしますと、個別に契約して、個別に支払

っているとか、こういうような知事の答弁で、

個別に契約して個別に支払いと、どんな意味な

のかよくわかりませんが、一切、収支報告書に

そのコンサルティングに幾らか払ったとかとい

うようなことは出てこないわけです。これは非
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常にうさんくさいやり方で、当然彼は、コンサ

ルティングというのを業にしているわけです。

まあ、選挙のプロなのか、どれくらいの人かわ

かりませんが、そういうようなことで自分の仕

事として、業として、生業としてやっているの

に、全然宿泊代も、しかも宿泊するといっても、

一番高いヒルトンホテルに、どこの貴族様かわ

からんような形で宿泊をされていると、いろん

なことのうわさを聞くわけでございます。こう

いうところが、どうしてもやっぱり見えないが

故にうさんくさいと、これが選挙コンサルタン

トということで、いろんな役割を実は果たして

いる。

今回の集中審議にも、本来ならば、浅田委員

が言うように、やっぱり出席をされて、彼が関

わったいろんな大きな問題があるから、彼はこ

こに来て、当然我々のそういう質問に答えるべ

き人だと。むしろ知事が出席をさせていただか

なければいけない、そういう対象者じゃないか

と私は思うわけでありますけれども、それがな

かなかうまくいかないということで。

402万円の問題については、私も「その他」

は何かと、「その他」は何かと尋ねたわけです。

知事に議会で答弁を求めたんです。言わないわ

けです、「捜査に影響があるかもしれんから」

と、そんなのは答弁にならないわけです。こう

いう状況で。

もう一度聞きますが、交通費も宿泊代も出て

こない。市長選挙に関わって、その市長選挙の

いわゆる収支報告書、いろんなものを見ても、

全然誰も出てこないんです。なんでこんなこと

で、この人はなんで生活をしているのかと。た

だ働きをしてね、そんなヒルトンホテルみたい

にそういう豪華なところで食事をし、そんなと

ころで宿泊なんか、できるはずがないわけです。

一体どうなっているのかと。だから、402万円

の「その他」については、私は幾分か報酬が当

然入っているんじゃないかと。

聞けばですね、そういう電話を扱うような、

電話をやるような会社じゃないと、こういうの

が電話代ということで402万円の中に振り込ま

れていると、その会社に。

そういう点については、先生は、どういうふ

うに参考人はお考えであるか、ちょっとお尋ね

をさせてください。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 402万円余りの電話代と称する支出の中

に、相当程度、報酬分が含まれてたんじゃない

かという疑いは、全く晴れてないと思いますし、

知事の答弁が、途中ずっと捜査に影響があるか

らということで、答弁、実質差し控えだったと

いうふうに承知しておりますが、もう既に刑事

事件は不起訴ということですし、今回の件につ

いて、私は先ほど申しましたように、長崎地検

の方でしっかり、できる限りの捜査はしてくれ

たと思っておりますので、検察審査会に申し立

てをする気は全くありません。ですから、もう

既に402万円の件は、刑事事件としては完全に、

まあ決着がついているということですから、も

う今後は、少なくとも知事が答弁を拒否する理

由には全くなりません。いまだにその点につい

ての疑いが残っているわけですから、しっかり

議会で答弁をされるべきだろうと思います。

それから、選挙コンサルタントの問題ですね、

今日お配りしている資料は、私が昨年出した

「”歪んだ法”に壊される日本」という本の第2
章の中で、この402万円の選挙コンサルタント

への支払いの問題、これについて公選法違反で

告発をしている、この件について書いておりま

す。ここの中でも書いているんですが、これは
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選挙コンサルタントという職業を、公職選挙の

中でどう位置づけるべきなのかということにも

関連する問題でして。

本来、選挙プランナーという職業があって、

この選挙プランナーというのは、科学的に選挙

に関するデータを分析したり、選挙運動を企画

立案したりということをアドバイスする職業、

そこから始まっているんですね、選挙プランナ

ーというのは。

ところが、それが次第に選挙運動そのものに

深く関わる選挙コンサルタントというような人

たちが、それを生業にするようになってきて、

これは今、委員がおっしゃったような、その選

挙運動そのものをやっているとすると、相当額

の報酬を受けることは、これは選挙運動に対す

る対価の支払いを受けるということで、公選法

違反、買収、被買収ということに当然問題にな

ります。

ですから、それを何とか免れるために、政治

活動ということで言い逃れができるようにして

いるんですね。そういう言い逃れの仕方を描い

たテレビドラマのこともこの中で書いてます

が、そういう非常に違法すれすれの話になって

しまうのが今の選挙コンサルでして。

しかも、今回の問題でもどうもそういうよう

な懸念があるように思いますが、公選法に違反

するかどうかということを選挙コンサルタント

が、有償で業務を行っている選挙コンサルタン

トが、いろいろアドバイスをしたり判断をした

りするというようなことが、今回も出てきてい

るようですが、これは弁護士法違反になる可能

性があります。法的な助言を有償で行うという

のは、これは弁護士でないと本来はできません。

ですから、様々な面で、違法すれすれというよ

りも、むしろ違法の領域にかなり突っ込みかけ

ているような選挙コンサルタントが最近は出て

きていると、実際に摘発された例がありますし、

選挙コンサルタントが。

そうした中で、今回、その選挙コンサルタン

トの人が、参考人質疑で全く出席しないという

のは、これはもうちょっと、本人としては、出

席することがあまりにリスクが多過ぎて出席し

ようにもできないということかもしれません

が、それによって事実解明が、県議会としての

事実解明が妨げられるというのは、私はあって

はならないことだと考えております。

【小林委員】今のご指摘、よく理解ができます。

実は今回、我々がこういう集中審査をつくり、

いろいろ議論していることに、ほとんどが選挙

コンサルタントの問題が多いわけです。その当

の、中心の人がここに来ないということが、非

常に議論を妨げているというような感じがする

わけですね。

例えば、先生もご承知おきかも、ご存じかも

しれませんが、286万円というお金があります。

9つの医療法人が大石後援のために、実はなん

とですね、そのまま医療法人が大石後援会に寄

附ができないものだから、自民党長崎県の第8
支部、ここを通して、まさにそれを経由して大

石さんに実はお金を渡していると、こういう問

題が出てきております。完全な迂回献金と。し

かし、迂回献金にするわけにいかんから、そこ

を何とか取りつけていると。

じゃ、なぜ、その選対本部長であるところの、

ある県議会議員の、いわゆる自分がやっている

第8支部、ここを通すようになったのかという

と、自民党県連に言っても断られ、誰かに言っ

ても断られ、結局は選対本部長であるその県議

会議員、あなたしかいないとコンサルタントか

ら直接頼まれて、いわゆる迂回献金に手を貸し
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たような形、それを違法性は絶対ないと、こん

なことを言い切っていると。

例えば2,000万円についても、これは架空の貸

付です。これも明らかになってます。そういう

架空の2,000万円をいわゆる後援会に、お金は入

れてないのに入れたかのような形で、その利息

と貸付の一部を返済させるために、655万円ぐ

らいのそのお金をもらって、借用書についても

そのコンサルタントがつくったと、もう全くも

って。

そして、なんとその借用書に印鑑を押したの

は県庁の秘書課、その秘書課長と。こんなこと

をですね、実は考えられないようなことが、も

う癒着だらけ。これはもう本当にですね、しっ

かり一掃しなければいかんと思うぐらいあるわ

けですが、こういうところについても先生が告

発をされているということも聞いておりますの

で、まだどういうような方向づけになるかわか

りませんが、そういう、絶対違法性がないと言

いながら、違法性のあるようなことばっかりや

っている。そういうところに、残念ながら本県

の知事がのせられていると、また、本県の知事

と打ち合わせをしながらやっていると。

こういうことについて先生はどのように受け

とめていただいているか、ちょっと考え方をお

聞かせください。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 今、286万円と2,000万円の件についての

ご質問を受けましたが、事前に告発状を資料で

お配りしていますので、この件についてちょっ

と、どういう趣旨の告発なのかということをご

説明して、お答えにしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。席上配付して回収にさせてい

ただいたのは、ちょっとやっぱり、捜査当局に

出しているそのものですので、ちょっと、この

場だけでご覧いただきたいと思っております。

まず、286万円の件ですが、この件と2,000万
円の件というのは、先ほど申し上げた402万円

の電話代に関する公選法違反の疑いの捜査の過

程、なおかつ、その捜査が行われたことによる、

恐らく知事側の動きの中で表面化してきた新た

な公選法違反の疑いだろうと思います。

そういう意味で、402万円の件は不起訴とい

うことで、恐らく関係者の供述が得られなかっ

たということで不起訴に終わったんだと思いま

すが、それが契機となって、もっと重大な公選

法上の問題、政治資金規正法上の問題が出てき

たということだと思いますし、我々としても、

402万円の告発で今回の捜査のきっかけをつく

った立場としても、これは無視できない問題だ

と考えております。

まず、この286万円の件ですが、これは今、

委員がおっしゃったように医療機関、9つの医

療法人から自民党の支部に寄附が行われて、法

人が寄附できる先は、企業団体献金は政党だけ

ですから、一応、形式上合法の形で支部に寄附

が行われて、それがその県議の人の後援会、そ

してさらには大石氏の後援会に流れているとい

うのが、迂回献金ではないかということが疑わ

れているわけですが、要するにその迂回するこ

とによって、大石知事の後援会に資金が提供さ

れ、そこで選挙資金として使われる、それが目

的の献金だったのではないのかということが当

初から、外形的に見てもですね、時期からして

も、選挙との関係が極めて濃厚だと考えざるを

得ないわけです。

実際に、その医療法人側の人も、マスコミの

取材に答えて、「これは大石候補応援のために

出したお金だ」というふうに明言しているわけ

ですから、まさしく医療法人側から、大石候補
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の選挙の費用に使ってもらうために大石候補側

に資金を提供したものだと考えられます。

この場合、形式上、後援会、大石けんご後援

会が入金先になっているんですが、ここは私と

上脇教授とで、じゃ、その後援会というのはど

ういう存在だったのか、選挙の際に、これを調

べました。政治資金収支報告書を見るとですね、

この大石けんご後援会からは、名刺作成代、ス

タジオ人物撮影代、のぼり・たすきデザイン制

作一式、広告事業費。これ、時期からしても、

2022年の2月です、選挙期間です。もろに選挙

のための支出、選挙の費用です。ということは、

この大石後援会からの支出というのは、もうほ

ぼ大石候補の選挙運動の費用の支出と混然一体

となっていたと考えざるを得ないと思います。

そうであるとすれば、286万円が大石後援会

に政党支部などを迂回して提供され、実際にそ

の混然一体となっている大石けんご後援会か

ら、そういう支出が行われたとすると、これは

もう完全に寄附自体が、選挙運動費用収支報告

書の収入欄に寄附として記載すべきものだと。

ということで、この寄附としての記載がないと

いうことが公選法違反、選挙運動費用収支報告

書の虚偽記載であるということで告発をいたし

ました。

具体的な認識が大石知事の側にはないという

ことも考えられますが、少なくともですね、こ

の収入欄は寄附がゼロとされているんですね、

ゼロ。2,000万円の大石候補個人の自己資金の記

載のみがあって、寄附はゼロです。この寄附が

ゼロであるという認識は、少なくとも大石知事

においても、これは虚偽だということは明確に

認識していたのではないかと。

この選挙運動費用収支報告書の中身を全く知

らなかったということであれば、これはちょっ

と公職の候補者としての基本的な義務すら果た

されていないということになりますし、そうい

うことで、286万円については、私は公選法違

反の嫌疑が濃厚だと判断いたしました。

それから2,000万円の件ですが、これもお配り

している告発状に書いているとおりなんです

が、今申し上げたように、大石知事の選挙運動

費用収支報告書の収入欄には、自己資金2,000
万円と書かれております。この自己資金という

のは、大石知事が医療関係の共済から2,000万円

の借入れをして、そして自己資金として提供し

たと。まさに自分自身で自己資金として選挙の

費用を賄ったということを書いているわけです

から、これはもう大石知事の意向に従って、意

向に基づいて記載したものだと思います。

一方で、その2,000万円というのが、後援会に

対する貸付金というふうに一旦記載されて、そ

れもその選挙コンサルのアドバイスのようなん

ですが、そこから借入れ、貸付の返済というこ

とで、ある程度の金額が知事のところにも提供

されていると、返済されているということが問

題になっているわけですが、これはもうはっき

り申し上げて、私が今まで経験した政治資金規

正法違反の中でも、最も露骨かつ悪質な政治資

金規正法違反と言わざるを得ません。

よく、政治資金規正法違反の政治資金収支報

告書の虚偽記入の問題は、「記載が間違ってい

ました、間違ってたから訂正します」というこ

とで済まされてしまうケースが多いわけです。

しかし、この件はですね、今申し上げたよう

に、自己資金は、借入を受けた自己資金は、選

挙運動費用の収支報告書に書かれているわけで

す。先ほども申し上げたように、その大石知事

の選挙資金というのは、後援会と混然一体とな

ってます。もう既に選挙費用を賄う財布の中に
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入っているんですね。その2,000万で選挙の費用

が賄われたというふうに報告しているわけで

す。そうすると、2,000万円は残ってるわけない

ですよね。どこにも残っているはずはありませ

ん。

ですから、貸付という記載をして、そこから

お金を取り戻すというのは、後援会に、本来は

ですね、選挙のためにいろんな人が寄附をして

くれたお金を個人が取り込むという、実質横領

に近い行為だと思うんですね。

しかし、横領罪が成立するかというと、この

場合はちょっと横領罪は難しいんじゃないかと

思うんです。なぜなら、後援会の代表が大石知

事自身だからです。ですから、最終的な管理者

が大石知事ですから、自分が管理する財布の中

から自分が取り込んだ、ということで違法性が

どこに現れるかといったら、それを政治資金と

して記載されている、そういう収支の中から個

人が取り込んだということを隠したと、その虚

偽記載なんですね。

借入金の返済、貸付金の返済の名目で、お金

を後援会から取り込んだ。それはそれで、ちゃ

んと表に出さないといけないのに、あたかも貸

し借りの問題であるように虚偽記載をして隠し

てしまった。こういう実態を伴った、実相を伴

った政治資金規正法違反、収支報告書の虚偽記

載罪というのは、私はあんまり見たことがない。

非常に悪質な案件であると考えて、これも上脇

教授と二人で確信を持って、これはちょっと弁

解の余地がないだろうということで告発に至っ

たものです。

【松本委員】参考人は、本当に専門家であられ

て、今のご説明も大変わかりやすく聞かせてい

ただきました。

まず、先ほどありました告発状についてです

ね、2024年8月5日に、参考人が告発をしており

ます。前段の方で402万円の告発に至った経緯

のご説明はございました。インターネットで見

てて、ちょっとおかしいなと思われて、今回、

告発に踏み切ったということでございます。

それは不起訴になっておりますが、これは8
月5日に出されて、今回、これ文章を読ませて

いただきました。この文章も大変緻密に書かれ

ておりまして、違反の内容があるんですが、こ

のところでちょっと確認したいのが、添付資料

のところなんですが、ここには載ってないんで

す、ここにはもう付いてないですけど、添付資

料が、収支報告書と新聞の記事が添付資料にな

ってます。もう地検も、ずっとベテランのプロ

の方が、新聞記事と収支報告書の添付資料のも

とに告発をされた内容なんですけれども、もと

もとこの文章を書かれるに当たって経緯といい

ますか、何を基に、新聞記事を基にこの告発を

準備されたのか、経緯についてどのような調査

をされたのか、専門家としていろいろ見地があ

られて、今回されたことは重いことだと思いま

すので、伺わせていただければと思います。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 我々は、捜査機関ではありませんので、

係争上の権限に基づいて証拠を収集することは

できません。ですから、マスコミ等で報道され

ていることの中で、これは間違いないであろう

と思われる事実があれば、それを根拠に告発を

行う、一般的に一般人の告発というのはそうい

うものだと思います。

告発にも、行政機関が行う告発もあります。

公正取引委員会とか証券取引等監視委員会とか、

それは一定の調査権限に基づいて調査を行って、

その結果、告発するんですが、係争上の告発と

いうのは、何人も行い得ると。その何人の中の
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権限を持っていない一般人の場合は、やはりそ

の根拠となるのはマスコミ報道など。ただ、そ

のレベルはいろいろありますから、あまり信用

するに足らないようなことを根拠にはできませ

んけれども、我々は今回、この、たしか長崎新

聞の記事だったと思いますが、十分信頼に足り

る記事だと考えて、この長崎新聞の記載、それ

から大石知事の答弁自体も、もちろん貸付で計

上したということは否定してないわけですし、

そして、説明が二重計上だという説明、これは

もう全く理屈になってません。弁解も極めて不

合理。実際に自己資金というふうに書いている

わけですから、もう、非常に稀有なケースなん

ですが、報道とご本人の説明だけで、ほぼピー

スは埋まっていると、私に言わせれば、こんな

楽な捜査はないんじゃないかというぐらい明白

な事件だろうと思います。

【松本委員】こちらの告訴状にも、公職選挙法

違反と政治資金規正法違反の悪質性というふう

に書かれておりました。

今回、総務委員会で、本当に長い時間いろい

ろ審査をしていく中で、いろんなことがわかり

ました。やはり問題となるのは、要は、先ほど

からご説明されるように、資金の流れが非常に

ずさんなところがあったということで、本人も

それを認めて、先日記者会見をして、修正をし

たという発表をされておりましたが、そういっ

た経緯を見ていく中で、参考人の専門家の見地

から、今回こういったことに、告訴に至った背

景の中で、やはり何がそもそもこの背景にある

のか、問題となっているのか、そして、この悪

質性についてどのようにお考えなのか、お尋ね

いたします。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 冒頭に申しました22年前のことを思い起

こしますと、市民からの期待に本当に応えられ

たという思いがあるんですね。その時に、今ま

でこういう構図で公共工事の一部収益が政治の

世界に流れ込んでいたのかと、それもしかも構

造的な問題だというのが明らかになった。それ

は、その後、やはり公正な行政、公正な政治を

つくっていくということについて、市民の共感

を得ることができたと。

私は、その時点で、長崎が少しはこれからよ

くなっていくんじゃないか。ある意味では、こ

ういうことが日本中で起きれば、日本の国はも

っとよくなるんじゃないかという思いもあって、

「長崎から日本を変える」というフレーズも、

やや少し現実感をもって考えることができるん

じゃないかとも思ったんです。

それが今回、もう本当に久々にこの長崎の現

状をつぶさに拝見することになり、誠に残念で

す。いまだに、しかもあの時に問題になってな

かった県のトップである県知事が、このような

状況で、もう法律に照らすと信じられないよう

な現状にあると。

それに対して、しっかり法的な責任を、そし

て政治的な責任を果たしていこうという、そう

いう意思がどうも感じられない。何とかして、

その法的な責任だけ免れればそれでよしという

ような姿勢にしか見えないですね。

ですから、まず、今回の問題の一つの根本に

あるのは、残念ながら長崎県の行政のトップで

ある知事の姿勢が、全く、公正さというところ

にしっかり目を向けて、それを実行していこう

という意思がないというところが、まず本質の

一つだと思います。

それともう一つは、私が当初から懸念しまし

た選挙コンサルタントの存在、選挙コンサルタ

ントという誠に曖昧な、職業であるかないかも
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わからないような存在が、ここまで深く選挙活

動に関わってきて、これだけ大きな弊害を生じ

させるということになると、私は、都知事選で

問題になったポスターの、破廉恥ポスターの問

題と同様に、この選挙コンサルタントに対する

適切な規制というのは、公選法の改正の重要課

題になるんじゃないかと。まさにそのぐらい今

回の問題は深刻な問題じゃないかと思います。

そういう意味で、選挙コンサルタントの存在

が、まさに、これ表裏一体の関係なんですね。

大石知事の姿勢の問題と選挙コンサルタントの

存在が、両方がまさに問題の両輪となって、こ

ういうとんでもない事態が生じてしまっている

んじゃないかと考えております。

【松本委員】今、端的に2つおっしゃいました。

公正さを実行していないと、それと選挙コンサ

ルタントの弊害があられるということ。

もうちょっと具体的に、公正さというのは、

大石知事のどういうところが公正さを実行して

ないのか、選挙コンサルタントのどういうこと

が問題なのか、もうちょっとわかりやすく教え

ていただければ。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 先ほども浅田委員の質問にもお答えしま

したが、何より重要なことは、説明責任をしっ

かり果たすということだと思います。今回疑わ

れている402万円の問題、286万円の問題、2,000
万円の問題、これ長崎県民、有権者の方々が、

なるほどそういうことだったのかと納得した方

は一人も恐らくいないと思います。そういうこ

とで、大統領に近い、非常に強大な権限を地方

自治体に対して持っている知事の職が務まると

は、私は全く思いません。

とりわけ、その自治体の首長の場合は、まず、

信なくば立たず、それが大きなウエートだと思

います。その信頼されている知事に、ほぼ多く

の重要な案件を委ねているというのが県民の立

場ですから、その根幹にある信頼が失われてい

る状況というのは、私は、まさに県として異常

な状態にあると思われますし、一にも二にも説

明責任が果たされていないこと。

具体的に申しますと、402万円については電

話代が幾ら、SNS通信費が幾らと、そういう明

細を明らかにし、そして、それ以外の選挙コン

サルタント会社への報酬分は幾らで、それはど

ういう経緯で、何に対する対価として払ったと、

そういった説明が全く行われていないというこ

とが具体的に言えます。

それから、先ほどの286万円については、そ

の286万円が入金された大石けんご後援会と選

挙運動費用との関係ですね。大石知事が自分で

自己資金を出したと言われる選挙資金の支出と

後援会の支出との関係、それについての説明は

全く行われていません。

そして、それに関連して2000万円という明ら

かに架空貸付、この架空貸付ということについ

ては、例の元監査人の人ですか、その人も直接

供述をしているわけでして、その疑いについて、

何一つ答えられてない。全て選挙コンサルタン

トが、選挙コンサルタントがということで言い

逃れをしているということですから、説明責任

は何ひとつ果たされていないと思います。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【宮本委員】 宮本です。

本日は、参考人、そして補助員の方、お忙し

い中、長崎県議会集中審査にお越しいただきま

して、ありがとうございます。

端的に質問させていただきます。

今日ご提出いただきました告発状、これにつ

いて私も確認をしたかったことがありまして、
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今、参考人の方からご説明がありました。あり

がとうございます。8月5日に出されていらっし

ゃいます。これ、告発事実、告発の理由等々書

いてあられます。

これはですよ、受理をされてから、すみませ

ん、私、法の専門家ではありませんので、疎い

んですが、教えていただければと思います。受

理されて、そこから捜査になって、明らかにな

っていくということだろうと考えておるんです

が、今の段階は受理されているのかどうか、含

めてお尋ねいたします。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 告発状を提出した後の検察庁の処理なん

ですが、私が二十何年前、長崎地検の次席検事

を行っていた頃と最近の取扱とはかなり違いま

す。昔は、告発状、告訴状が出た場合に、形式

上問題がなくて、一応犯罪事実が具体的に記載

されていれば受理をする。そして捜査をして、

その結果、嫌疑が十分であれば起訴するし、嫌

疑が十分でなければ不起訴、あるいは起訴猶予

という処分を行う、これが一番一般的なパター

ンなんですね。

しかし、最近は、この受理の段階で、かなり

ハードルを上げているという実態があります。

これは裁判員制度導入と合わせて検察審査会法

が改正されて、いわゆる強制起訴という検察審

査会の議決に法的拘束力が生じるようになって

から、検察の方は、一旦受理をしてしまうと、

不起訴にしても、それで決着しない。検察審査

会で起訴相当議決が出て、場合によっては強制

起訴という可能性があるもんですから、最初の

受理の段階でかなり慎重にして、できるだけち

ょっとその受理を引き延ばしたいというような

インセンティブがどうしても働いてしまうんで

すね。

それに加えて、マスコミの取り上げ方が、と

りわけ政治家、それなりの大きな影響力を持つ

政治家の事件の場合は、受理されたかされない

かということをものすごくマスコミが関心を持

ち、受理されたら、もうそれだけで相当程度嫌

疑があると判断して受理したように勝手に書い

てしまうもんですから、これは東京地検特捜部

の直告受理係の検事とも何回も話したんですが、

最近は、まず政治家、そういう重要人物の告発

状については、受理をしないまま捜査を開始し

ていくと。そして、最終的に起訴・不起訴の判

断をした段階で受理をするという取扱がほぼ一

般的でして、今回の長崎地検に対して我々が提

出した告発状についても、当初、実は大石知事

も被告発人に含めてました。しかし、その段階

では、やはりちょっと知事本人が被告発人に含

まれていると、なかなかちょっと簡単に受理が

しにくいから、とりあえず、大石知事以外の2
人ですね、の方に限定してもらえないかという

話があって、確かに大石知事の嫌疑というのは、

まだその段階で大石知事も、先ほど申し上げた

ように書面を送って、ちゃんと説明責任を果た

せば、場合によっては嫌疑が解消されるかもし

れないよと言っていたような時点でしたから、

2人の被告発人の告発状に限定して出し直しま

した。その結果、4か月ほどかかりましたけれ

ども、この2人についての告発は受理されまし

た。

その後、その捜査状況を見て、これはさらに

大石知事についての嫌疑も相当程度高まったん

じゃないかということで、今年の1月、大石知

事を告発をしたんですが、追加告発をして、同

じ事実で被告発人に追加しましたが、この段階

でもマスコミには説明したんですが、受理は直

ちにされることはないだろうし、我々もそうは
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考えてないと。最終的に、処理の段階で受理を

して、知事の分も併せて処理されるだろうとい

うふうに言っておきました。で、実際そういう

ふうになっています。

ですから、今回の8月に行った286万円と

2,000万円、これはもう知事自身が被告発人です

から、これはそんな結論が出る前に、先に告発

が受理されたというようなことが表に出ること

は、まずないと考えてます。既に捜査は行われ

ている。東京地検特捜部でも、捜査を先に行っ

ているということは明言しています、受理の前

に。

以上です。

【宮本委員】 ありがとうございました。

被告発人が3名あるのは、そのためだという

ことも確認をさせていただきましたし、既に捜

査は始まっているという認識で、ありがとうご

ざいます、確認をさせていただきました。

しかしながら、この委員会でもずっと審議、

今日3日目です。なかなか難しい。本人、知事

の方からもなかなかそういった発言が得られな

い状況です。どこをどうすればいいのかという

ことが、非常に悩むところなんですが。

参考人、今回、資料提出いただいたところで、

ちょっとあるのが、被告発人は医師であり、本

県知事選挙の立候補に当たって、長崎県内の医

療法人、医療関係者からの支援を受けているこ

とは当然認識していたはずであり、かかる医療

法人側から、選挙応援の目的による寄附を受け

ていたことについて認識がなかったとは考えら

れないと。医師である知事が、医療法人から寄

附を受けていたというのは、それは当然知って

いるだろうという見解があります。この証拠と

いうのは、やはり知事の発言しかない、説明し

かないというふうに考えるんですが、ここは非

常に難しいと思うんですが、いかがでしょうか。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 結局のところ、本人の認識は本人に聞い

てみるしか、直接証拠はないわけです。主観的

な要素ですから。ただ、外形的に、外形的な事

実から相当程度推認されることは、多々ありま

す。

だから、ここに書いているんですが、この9
法人からの選挙応援のための寄附を具体的に認

識しているかどうか、これはわかりません。い

ろんなところから寄附を受けているはずですか

ら、医療関係者からも。ただ、少なくとも寄附

金がゼロと記載されているわけです、選挙運動

費用収支報告書の収入欄に。このゼロと記載さ

れていることの認識がなかったとは思えません

し、ゼロが正しい記載だったという認識であっ

た可能性は、私はあり得ないと思います。間違

いなく、それは医療法人とか、医療関係者側か

らの選挙運動費用収支報告書に記載すべき寄附

があったという認識は、当然あったんじゃない

か。

ちょっとここについて付け加えますと、もと

もとですね、皆さんも県議会議員でいらっしゃ

るので、そういう選挙運動費用収支報告書を提

出されていると思うんですが、その書き方って、

従来は直接的な選挙期間における選挙運動の支

出をまず書き、それに対応する収入を書く程度

でいいんだということで、ほとんどの選挙運動

費用収支報告書は、それでオーケーとされてき

たのが実態だろうと思います。

ただ、本当は、厳密に言うと、選挙期間内の

ものに限られるわけではありませんし、もう少

し幅広く選挙運動費用収支報告書の支出欄に書

くべきものはあります。ただ、それはどこまで

書くべきかというのが、なかなかちょっと難し
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い判断なので、この支出の方で記載すべきこと

が記載されてなかったということで処罰された

例は、恐らくないと思います。

ただ、収入は別なんですね。収入は、一体ど

ういう人から、あるいはどういう団体から、ど

ういう政党から選挙資金の提供を受けて選挙が

行われたのかという、まさに有権者に提供すべ

き重要な情報ですから、これは選挙に役立てて

ほしいということで提供された資金であれば、

収入欄に記載する義務があるというのは、これ

は明確にもう既に司法判断が出ています。

それはもう何年前になりますが、猪瀬知事の

徳洲会からの5,000万円の資金提供、この時に、

今申し上げたような選挙運動費用収支報告書の

支出欄の記載に見合うような記載さえしてれば

いいんだというのが、今までの常識だったけれ

ども、実は、こういう大きなお金が選挙のため

に提供されたということであれば、これは書か

なくちゃいけないんだということを、私、ブロ

グに書いて、問題の提起をしました。結局、猪

瀬知事は、都議会での追及で辞任をしましたが、

その後、東京地検特捜部に告発が行われて、最

終的に、この選挙運動費用収支報告書の虚偽記

載罪で略式請求されて、公民権停止になりまし

た。

ですから、これがもう既に前例としてありま

すので、この部分の選挙運動費用収支報告書の

収入に、明らかに選挙のために寄附されたお金

を書いてなかったことが告発をされると、私は、

ちょっとそれをですね、犯罪が成立しないとい

う理屈はちょっと無理ではないかと、現状では。

ですから、この点についても大石知事の公選法

違反の嫌疑は、私は相当程度濃厚ではないかと

考えています。

【吉村委員】どうも遠くから来ていただきまし

て、ありがとうございます。

ちょっとわからん点を1～2点尋ねさせてい

ただきます、専門家であられるので。

今の話の続きですが、この知事選の時に、大

石知事には、昨日、医師会の会長がお話なされ

ました、一昨日か。「金が足らんなら言うてく

れ、幾らでも出すから」という大変うらやまし

い話でしたよ。どんどん、どんどん、医師会か

ら費用が出とります。それでゼロというのは、

本当におかしい話だなと思います。

それで、まず最初に戻って286万円の件です

が、これも第8支部の会計の方に一昨日おいで

いただきまして、ご意見をお聞かせいただきま

した。この会計の方はですね、この迂回という

ことについて、そのような認識が多少あったと

言われました。こう回していくとですね、うち

に直接もらった寄附ではないという認識もあら

れた。それと、コンサルタントの指示どおりに

動きました、最終的には、法的な知識が不足し

ているので、それが正式に迂回献金で罪になる

というところまでは考えが至っておりませんで

したという答弁だったんですよ。

そこを考えると、動きとしては、選挙の時に

この286万円が第8支部にきて、その後援会に移

して、それから大石後援会に移動されとるわけ。

それをその年の12月に、もう利息を付けて返済

してあるわけですね。借入金ですから払うと。

その時のLINEのやり取りの中で、これはお礼

の意味を込めとるんだという文章が残っていま

す。それが一つです。

それと、翌年の6月に一般質問が田中県議か

らあったわけですが、それからがたがたやりま

して、8月にその借入れを寄附に訂正されまし

た。

そうすると、この286万の取扱がですよ、借
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入の時にもう戻してあるわけですね。その第8
支部所属の県議は、貸付金を戻してもらった、

返してもらったんだから、それを使うのは自由

かもしれんなあと私個人的には思ったわけです。

しかし、2年後に、いや、あれは貸付ではなく

て寄附だったんですと、こう訂正されました。

そうすると、それは2年遡及していくんじゃな

いかと。そしたら、寄附金は、寄附金を戻され

たら勝手に使うことはできないし、流れからい

くと第8支部に戻して、9つの医療法人に戻すと

いうことになるけれども、それを知事は丸くお

さめたいという考えがあったんだと、昨日、参

考人からお聞きしました。

なぜならば、税務処理が大変なんですね。9
つの医療法人が、2年前に遡って、寄附控除も

受けられているので、それを全部やりかえるの

には、もう何百万円という税理士に払う金がか

かる。だから、それをなくすために、そういう

処理をされたんだということで、やっぱりその

流れを見ると。

それと、その第8支部の県議は、この会計の

話では、全く知らなかったと、そういう流れを

つくり込んであるというのを。コンサルタント

から言われたとおりにしただけですということ

だったんですが、会計の話では、短い5～6分の

ことではあったんですが、その関係者、コンサ

ルタントとか、知事本人とか、本人はおらんや

ったとか、事務関係の人たちとの話がありまし

たと。それがあって戻ってきて、そのように手

続をやってくださいという指示を受けましたと

いう証言があっております。ここら辺について、

やっぱりそこら辺を全部合わせると、これは迂

回献金と言わざるを得ぬようになるのかなと思

うのが1点と。

それのいろいろ裏づける参考人、もと監査人

ですね、ここにこれだけの暑さのグループライ

ンの記録を出してあります。ほかにもいっぱい

写真もあるんですけれども、これが証拠能力と

して十分に発揮できる、証拠になるのかなとい

うのが。

知事は、そういうのをなかなか認めません。

「分かりません、知りません、そういうことを

LINEを送ったかもしれませんが」とか、そう

いう逃げ方です。でも、これが事実であれば、

もう知事が全部その対応をしています。知らな

いでは通らないぐらい全部知事は承諾しており

ます、相談をされて。そこら辺がもう直接つな

がっていくと思うんですが、このLINEのやり

取りというのは、どれぐらいの証拠能力がある

のかなというのを合わせて2点お尋ねします。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 今、吉村委員がお話になったような事実

関係であったとすると、しかも、それがLINE
の記載によって裏づけられているんだとすると、

これはもう刑事事件としても政治資金収支報告

書の虚偽記入の疑いは、それぞれ相当大きなも

のになっていくんじゃないかと思います。

それは迂回献金、迂回献金と言われているん

ですが、その迂回献金という一言で片づけられ

るものではないんですね。迂回献金というのは、

AがCに献金をしようと思った時に、自分が献金

したということが表に出ないようにするために

Bを経由してA→B、B→Cと献金する。これ自

体が違法なんじゃなくて、それを本当はA→B、
B→Cという流れであることを収支報告書に記

載しないといけないのに、それをB→Cと書いた

と。これが虚偽記入に当たる可能性がある、そ

ういう問題なんですね。

ですから、収支報告書に記載した段階での問

題ですから、迂回献金即違法、即アウトという
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話ではないんですが、今、いろいろお話された

ことを前提にすると、途中経過で、明らかにこ

れは実態と反するということを認識しつつ、い

ろんなことをやって、しかも、それが収支報告

書に事実に反することが記載されているという

認識もLINEによって裏づけられているという

ことになると、そこの部分の刑事責任が成立す

ることは免れないんじゃないかと思います。

LINEのデータ、メールデータも、最近では

刑事事件の立証の主要な手段になっています。

これはもう特に本人が、LINEなどは見なかっ

たということは言えないし、自分でLINEを打

っていれば、もう全く弁解の余地がないという

ことになりますから、証拠としては相当濃厚だ

ろうと思います。

ですから、先ほど私が申し上げた286万円が

実質的に選挙運動費用収支報告書の収入欄の虚

偽記載だということと併せて、今ご指摘のよう

な事実の政治資金規正法違反の嫌疑も十分にあ

るんじゃないかと思います。

それに加えて、先ほどからの2,000万円の実質

犯的な問題もあって、これはちょっとその402
万円の問題とは比較にならないぐらい、刑事事

件的には重い事件ではないかなと思います。

じゃ、なぜ、なかなかまだ結論が出ないんだ

ということなんですが、これはちょっと実情を

申し上げると、東京地検特捜部が政治家を逮捕

し摘発するというのは、もともとそれを生業に

している捜査セクションですから、その高検、

最高検の了承を得てやるということに関して、

やはりやる時はやるということで、それなりに

ハードルが低い面はあるんですが、地方の地検

の場合、なかなかハードルが高いんです。やは

りそれはもう政治的に非常に影響が大きい事件

であれば、高検、最高検、法務省刑事局などに

事前に了承してもらって、本格的な捜査に移る

段階で、いろんなことが言われるわけです。

実際、22年前も、私、我々が最終的な捜査の

ターゲットにしていた県議会の重要な人につい

ては、結局逮捕はできませんでした。最終的に

起訴はしましたけれども。それは、やはり最高

検とか法務省とかの了承を得るというプロセス

で、いろいろですね、これで本当にやるべきな

のかどうかという検察的な価値判断みたいなも

のがあって、相当程度嫌疑が濃厚であっても、

なかなか思い切った最終的な捜査に踏み切れな

いで、かなり時間がかかってしまうということ

があり得るんですね。私は、そういうプロセス

があるのかなと考えています。

場合によっては、402万円と同じように、こ

れはむしろ知事の説明責任が問われることによ

って、政治の場で、この問題が解決されるとい

う結末もあるんだろうと思いますし、ただ、い

ずれにしても、それじゃ、これはシロだったと、

犯罪の嫌疑は晴れたねということでの決着は、

ちょっと考えられないと思います。

【吉村委員】 ありがとうございます。

状況的にはよくわかるんです。あくまでも噂

の話ですが、やはり長崎地検、高検から、あん

まり動くなとか、そういうことを言われたとか

いう話も聞いたりします。そういう大きな動き

もあるんだなと。

この長崎県内に至っては、身近で言うと、自

民党長崎県議団、私も自民党ですが、反対で追

及をしよる方ですが、守ろうとする動きもあり

ます。現職の国会議員、元職の国会議員、そう

いうグループがですね。もう県民は、先ほど参

考人は、県民一人も納得しないでしょうと言わ

れましたが、もう県民は飽き飽きしていると、

そろそろもうやめてくれんと自民党の評判が悪
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くなるとか、いろいろと圧力をかけられてきま

す。頑張ってやりよるんですが。

最終的にこれ、知事がそういう説明責任をき

ちっと履行してくれればいいわけですが、しな

い場合は、やはりこの総務委員会のこの集中審

査というのも限界がございます。あとは百条委

員会という多少権限が強まる委員会があります

ので、そこでの審議を深めるということにつな

げていきたいと思っておるわけですけれども、

そういった意味で、参考人のアドバイスをいた

だければありがたいと思うんですが、最後に。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 全くおっしゃるとおりだと思います。ま

さにこれは百条委員会の問題ではないかと思い

ます。地方自治法百条に基づく調査委員会とい

うのは、その自治体の事務が本来の対象ですけ

れども、その自治体の事務を行う上で、その首

長の信頼性に関わる事項というのは、それ以上

に重要な問題ですから、もう過去にもこういう

首長自身、知事自身の問題などで百条委員会が

開かれるということは、もういろんなところで

あるわけです。現に、今、兵庫県知事の知事選

になった原因も百条委員会での追及だったわけ

です。

もう一つ大きな理由として、先ほど来ご質問

された選挙コンサルタントの問題があると思い

ます。選挙コンサルタントの具体的な問題は何

かというと、全く本件について説明を選挙コン

サルタントの自身が行ってないということです。

これは、県知事選で、知事選にそこまで深く関

わっている以上、県知事とそういうコンサルタ

ント契約をした立場として、当然県知事の側か

ら求められて説明すべき責任はあると思うんで

すが、それを自分自身が全く果たさない。知事

の話によると、本人がどうしてもいやと言って

いるから、自分は強制的に連れてくるわけには

いかない、恐らくそういうことを言いたいんだ

ろうと思います。であれば、そのまま終わらせ

るということは、普通はできないと思います。

権限として、その参考人を証人として呼んで

くる権限は、県議会には与えられているわけで

すから、まさに百条委員会を設置して、出頭を

拒否した場合には罰則の適用があるという強制

力を持って県議会に来てもらうと。そうすれば、

今までわからなかったことが、かなりの部分わ

かるはずですね、直接聞いてみれば。それはも

う捜査に対してもほとんど供述してないんだと

思いますし、402万円の件については。今、恐

らく286万円とか、2,000万円の件についても捜

査の対象になっていると思いますが、まともに

供述しているとは思えません。

だとすると、それはもう刑事手続は黙秘権が

ありますから、これはしようがありません。で

すから、ひょっとすると、ここに百条委員会で

呼んでも、2000万円や286万円の件は、自分自

身が刑事訴追を受ける可能性があるということ

で証言を拒否するかもしれません。しかし、少

なくとも402万円の件は、もうそういう言い訳

はできませんから、相当程度供述は、証言はせ

ざるを得なくなるんじゃないか。

そういう意味で、本件においては百条委員会

の設置、その選挙コンサルの証人喚問というの

は不可欠じゃないかと思います。

【石本委員長】ちょっとここで一旦休憩します。

― 午前１１時３０分 休憩 ―

― 午前１１時３０分 再開 ―

【石本委員長】委員会を再開いたします。

【まきやま委員】本日は、ありがとうございま

す。私の方から1つだけですね。
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ここまで詰んだ状況で、知事の罪が最も軽く

なる行動は、どのような行動でしょうか。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 まず、ご自分の説明責任を果たし、認め

るべきものを認めるということが大前提なんじ

ゃないかと思います。有権者に対して、県民に

対して、説明すべきことを自分で説明し、そし

て、自分で説明できないことがあれば、選挙コ

ンサルタントの方にですね、契約上もしっかり

説明してもらうのが当たり前ではないかと強く

要請して来てもらうということができれば、知

事の責任は相当果たされたと言えるんじゃない

かと思いますし、それがないと、結局、刑事責

任の問題に、常識的に考えてもならざるを得な

いんじゃないかと思います。

【石本委員長】ほかに新しい方はありませんか。

【浅田委員】 すみません、2回目になりますけ

れども、申し訳ありません。

「長崎から日本を変える」という言葉、非常

に懐かしいなと思いながら聞かせていただきつ

つ、当時は当事者の一人でもありましたので、

憎々し気にも思っていたのが正直なところなん

ですが、今、自分が政治家になって考えると、

やはり私たち県議としても求められていること

は、我々議会としても、ともどもに説明責任を

果たしていかなければならないんだなというこ

とを痛切に感じましたし、吉村委員の時の答弁

であったとおり、もう、私たちは私たちなりに

総務委員会でしっかりと議論を深めるに当たっ

ては、最初は百条までいかなくとも、総務委員

会でしっかり答弁いただければ、そこでいいん

じゃないかという思いがあったので集中審査と

いうことをしました。

しかし、参考人から見ても、もう今までのこ

の答弁のあり方では、もう先に進めないと。や

っぱり百条しかないんだということが先ほどの

ご答弁でわかった次第なんですが、この後もt、
知事の時間があります。参考人としての時間が

あるんですけれども、そこでやっぱり、こうい

う今までの流れを聞いて、せめてこの委員会の

中で落としどころとして、知事として言えるこ

とってあると思いますか。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 少なくともですね、ここまで選挙コンサ

ルタントがこうした、選挙コンサルタントがこ

う言ったからそれに従ったという話ばっかりな

わけですから、その選挙コンサルタントに対し

て、今回の件について、いつ、どういう要請を

行ったのか。やはり自分ではわからないところ

が多過ぎるから、その選挙コンサルタントさん、

ちょっとそこを教えてもらえませんかと。どう

いう考えでこういうことをやったのか。公選法

に違反しないと言われているんだけれども、ど

うも違反するというふうにも言われているので、

その理由も説明してもらえませんかと、いろん

なことを選挙コンサルタントに説明を求めない

といけないはずですね。それを具体的にどこま

でやったのか。それをもう少し突っ込んで問い

ただすということも必要なんじゃないかと思い

ます。

何となく、「本人の問題だから、本人が出て

こないと言っているんだから私じゃどうしよう

もありません」じゃないと思うんですね。選挙

に関して、あれだけ重要な役割を担ってくれた

人なんですから、そこを、まさにそこに尽きる

んじゃないかと思います。そこをどこまで知事

ご本人が説明されるのかということじゃないか

と思います。

【浅田委員】まさに参考人がおっしゃるとおり

でして、実は、過去に私もその質問を繰り返し
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ております。そうすると、今となっては、「弁

護士を通して連絡をした」とか、「ご本人の考

えだから強制力はない」ということに終始され

てしまいます。

しかしながら、それは、確かに選挙コンサル

タントの方のご自身にのっとって来ないという

ことかもしれないけれども、それに対して、自

分が信頼して選挙コンサルタントとして雇った

方と、自分の行動の説明責任が全く果たされて

いないと、それ自体が、県民に対しての、もう

本当に不誠実なあり方であるということに尽き

るのかなという気がしております。

これから私たちが、あと残りのこの総務委員

会の中でどこまで解明できるか、解明できない

場合には、どうその一歩を前進させるか、まさ

にまた20年以上たった今、長崎から日本を変え

られるように我々も努力していきたいと思いま

す。

【小林委員】 参考人、私は先ほどから、横着に

も座ったまま質問をいたしておりますが、足を

傷めておりまして、何とか座ったままでお許し

をいただきたいと思います。

286万円の件とか、2,000万円の件とか、ある

いは今後のあるべき姿とか、そういう状況でい

ろいろご意見をいただきまして、本当に肝に、

身に染みるような感じのお話ではなかったか

と、このように受け止めております。

実は、今回この集中審査は、また一方におい

て政治とカネの問題で、知事がですね、最低制

限価格を、引き上げたわけです。そして、その

見返りを求めるかのように、建設業協会の会長

とか、その他関係者にですね、資金集めを実は

始めているわけであります。

今まで大体月3,000円だった。これが一気に、

最低制限価格を引き上げて、その見返りを求め

るかごとく、一番上が12万円、1年に12万円、

3,000円だったのが12万円、それから6万円と

か、そういうような形で、知事自ら建設業協会

に、いわゆる何か影響力のあるかのような、力

があるかのような、そういう、我々の同僚、県

議会議員までを巻き込んで、例えばですね、年

間24万円とかいろんな形で、ちょっと私が調査

しただけでは半年で600万円を超えているよう

な金額を実は集めている、こういう事例がある

わけでございます。

先ほどもお話があって、本当に私も改めて感

じましたけれども、本当に大統領みたいなね、

本当に強力な権限、権力を、まさに県民の皆様

方から与えられている知事です。その知事が、

発注者でもあるわけです。そういう建設業協会

とか、医師会とか、いろんなところにですね。

そして、聞いてみれば、1年間に建設業協会

から1,000万円、医師会のほうから1,000万円

と、トータル2,000万円の金を集めるというよう

なことを、実はいろいろ聞かされておるわけで

ございます。

そういう発注者である知事という立場の中

で、自ら金集めに奔走していると、イコール県

政が停滞してもやむを得ないと。その2,000万の

問題とか、286万円の問題も大変な問題であり

ますが、そういう最低制限価格を引き上げた見

返りと言われても仕方がないような、そういう

資金集めはね、これはどこの知事もないと思う

んですが、こういうことが実は今、行われて、

また今日はですね、午後から建設業協会長を参

考人として呼んでおりまして、まだその辺の質

問をしようと思っていますが、そういう面もあ

るということも、ひとつぜひ参考人の先生には、

いろいろとご指導いただきたいと、こう思いま

すが、今のような話はいかがでございますか。
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【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 公共調達の問題というのは、私のもう一

つ専門分野でして、今も国土交通省の公正入札

調査会議の委員などもやってますが、ちょっと、

話のあった最低制限価格の設定が、その知事側

からの何らかの示唆とか意向に基づいて、そう

いう建設業界側に有利な取り計らいとして行わ

れた疑いがあるということになると、これはも

う公共調達の手続の公正さに対して重大な疑念

を生じさせることになると思います。

ですから、本当にそこに関連があるのかどう

かということを、しっかり見極めないといけな

いと思います。

当然、県のその担当部局で、最低制限価格の

設定をどの程度にするのがいいのかということ

は、様々な根拠に基づいて設定されている話で

すから、それが引き上げられることには、やっ

ぱりそれ相応の理由があったはずだと思いま

す。そこが、その行政の対応自体がおかしかっ

たということになると、これまた大問題なんで

すが、そこの理屈は理屈として一応整ってるん

だけども、それとは別に何かそれを知事が有利

な取り計らいをしてやったように思わせて、そ

ういう会費を出してもらうとかですね、自分の

ほうに利益がいくように、そういう要請をした

ということだとすると、これはもうむしろ、知

事本人の問題ということになってきますので、

そこはもう事実解明が必要だろうと思います。

ちょっとその、そういうことに関連するのか

もしれませんが、そもそも、なぜ2,000万円の架

空貸付を計上してお金を取り戻す必要があった

のかというと、これは恐らくもともと2,000万円

の自己資金を出した際の借入れの返済など、結

構資金的に苦しかったんじゃないかと思うんで

すね。そうすると、政治活動に関する費用、あ

るいはその政治活動と称していろんな活動をす

る費用にかなり困っていたという事情があっ

て、それが背景になって、会費をどんどん集め

ていこうというようなことを考えたんだとする

と、これはやはりその知事の活動のための費用

そのものに関わる問題になってきますし、いろ

んな観点から事実解明が必要な問題なんじゃな

いかと思います。

【小林委員】ですから、今お話をしましたよう

に、そういう一番ですね、建設業協会に、最低

制限価格を引き上げてやったから何とかと言っ

てですね、知事自ら、そうやって建設業協会長

とか、それぞれ支部の会長がおりますけれども、

そういう方と一緒に食事をしながら、いわゆる

資金集めのお願いをすると。こんなね、汚れた

やり方なんて、47都道府県の中で、これはね、

本当にいないのではないかと、こんな感じがす

るわけでございます。

だから、286万円も大事、2,000万円も大事だ

けれども、こういう事実関係を、もう少し明ら

かに我々も調査し、また調べて、いろいろです

ね、やっぱりこういう問題、いわゆる発注者で

すよ、発注者がですね、それはもう、そういう

仕事を受注している、請負をしている、そうい

うところにお金を出してくれと、こういうよう

な形でやって来ますとね、これはもう正直言っ

て嫌と言えないと。

今は昔のように指名の制度が少なくなったと

思いますが、それにしても、仕事をいただいて

いるおやじから資金を出してくれと言われたら

ば、いやとは言えないと。こういうこともね、

やっぱり私は社会問題があると同時に、法的に

もやっぱり抵触していくんじゃないかと、こう

考えますけれども、その点は法的には、先生、

どういうふうにお考えでございますか。
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【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 冒頭でもお話した、22年前の自民党長崎

県連事件というのが、まさにそういう、建設業

界から発注額に応じて一定の献金を要求したと

いう事件だったわけです。それが選挙に関連し

て行われたということで公選法違反に問うとい

うことだったわけですが、それはもう当時はシ

ステム化していて、当時、直接的に被疑者にな

って刑事罰の対象になったのは、その時の幹事

長だったんですが、それをつくったのは、もっ

ともっと前の人なんですね。

そのすごい、最初つくる段階では、強烈なそ

の要求があるわけですよ。その要求に応じなか

ったら本当に工事が受注できなくなる、干され

るということのそういう事実が重なったから、

その後はもうシステム化して一定額の献金をと

いう形になってきます。

そういう意味で、その22年前の事件は、知事

が、知事選に関連してということだったけれど

も、自民党県連の問題でした。県議中心の県連

の問題でした。

もし、知事本人が関わって、そういう公共工

事の収益の一部を吸い上げるようなことをやる

としたら、これは本当に大問題で、しかも、県

連の問題なら、これはもう刑事事件の捜査でし

か解明できないんですけど、知事本人の問題で

あれば、その県という行政の中でも、そして議

会の審議の中でも解明が可能な問題なわけです

から、刑事事件の捜査の対象になるかどうかと

いうこととは別に、県議会でもしっかり事実解

明が行われるべき事案なんじゃないかと思いま

すね。

【小林委員】やっぱり今おっしゃるように、こ

れだけ、8,000億円とか7,000億円ぐらいの、い

わゆる年間予算を持っている長崎県です。その

中で、そこの知事という権力者が、やっぱり発

注者なんです。自らそうやっていろいろ、さっ

きも言ったように、同僚県議会議員の建設協会

に顔の利く複数の県議会議員に依頼をして、い

ろいろ資金集めをやってくれと、こういうこと

を依頼してみたり、まあ、いろんなですね、自

らお金を集めると。これはもう知事だったらね、

何千万円と集まりますよ、その気になれば、そ

んなに難しくないと。

こういうことが今まかり通ろうとしている、

あるいはまかり通っている部分があると、ここ

はやっぱりですね、絶対我々は糾弾せんといか

んじゃないのかと。こういうふうに考えており

ますので、今のいろいろお考えをお聞かせいた

だいて、我々も今後どういう態度をとるべきか

ということがよくわかったような気がします。

ありがとうございました。

【参考人(今回の政治資金問題に詳しい弁護

士)】 「長崎から日本を変える」の真逆になら

ないようにしていただきたいと思います。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】 ほかに質問がないようですの

で、本参考人への意見聴取を終了いたします。

参考人におかれましては、本日は大変お疲れ

さまでございました。本委員会を代表しまして、

お礼を申し上げます。ありがとうございました。

これよりしばらく休憩し、午後は1時より会

議を再開し、大石けんご後援会元関係者への質

問応答を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時４９分 休憩 ―

― 午後 １時 ０分 再開 ―

【石本委員長】 会議を再開いたします。
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これより、意見聴取を行う参考人につきまし

ては、申し出により、音声のみのリモートによ

る意見聴取を行うこと、また、氏名についても

公表しないこととしておりますので、ご了承を

お願いいたします。

これより、審査に入ります。

初めに、委員長として一言ご挨拶を申し上げ

ます。

本日、ご出席いただきました大石けんご後援

会元関係者におかれましては、お忙しい中、本

委員会にご出席をいただき、厚くお礼申し上げ

ます。

本日は、「大石知事の政治資金等」について

意見聴取をさせていただきたく、ご出席をお願

いした次第でございますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

ここで念のため申し上げますが、呼称につき

ましては、規定により、「参考人」という言葉

を使わせていただきますので、ご了承をお願い

します。

また、発言される際は、「委員長」とお呼び

いただき、委員長である私が指名をした後、簡

明に案件の範囲を超えることなくご発言いただ

きますようお願いいたします。

また、参考人は、委員に対しての質問ができ

ないこととなっておりますので、ご了承願いま

す。

万が一、質問の趣旨がわからなかった場合は、

休憩を求めてください。休憩中に質問の趣旨を

確認していただくことといたします。

それでは、まず、参考人より5分以内でご自

身の紹介のための発言を求めます。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 まず、

自己紹介をさせていただきます。

まず初めに、このような機会をいただきまし

たことを感謝申し上げます。ご配慮いただき、

誠にありがとうございます。

私は、この4か月、不条理を一方的に押しつ

けられ、心身ともに大変疲れております。この

ような状態では、委員会では通常どおり話すこ

とは困難だということで当初は欠席とさせてい

ただいておりました。がしかし、権力には屈し

たくない、今後の人生において後悔したくない

と強く思い、皆様にご無理申し上げて、このよ

うな形とさせていただきました。

申し遅れましたが、私は、令和4年4月1日よ

り、大石けんご後援会に勤めさせていただいて

おります。知事選の際も、少しですが、お手伝

いをさせていただきました。そちらにおられる

元秘書のM議員とは、7か月ご一緒させていただ

きましたので、当時のことは私よりご存じかと

思います。

まず、お知らせしておきたいことがございま

す。

令和6年6月26日、16時40分に、知事よりメー

ルが届きました。その内容は、6月28日に知事

が記者会見で伝えたことです。不正な出金がな

されており、私の関与が疑われるとのことで、

「今後は、弁護士に依頼し、適正に対応を進め

ます。このメッセージを受けた以降は、知事や

関係者への接触を含め、一切の後援会業務を禁

ずる」との内容でした。

私は、何がどうなっているのかわからず、大

変困惑いたしました。翌日には、一方的に自宅

待機命令通知書、その後、業務命令書が送られ

てきました。資料1と資料2の書類です。

こういうデリケートな労働問題に関わること

を、130万人のトップであられるお方が平気で

なされるわけです。このことは詳しく元監査人

の方がブログに上げてくださっておりますので、
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お時間がございましたらご参考にしていただけ

れば幸いでございます。

代理人弁護士も一方的なことばかりを通知し、

こちらの依頼の回答には一切なさいません。

8月28日、急に「今月いっぱいで自宅待機命

令を解除する。9月2日より出勤せよ」の通知を

受けました。がしかし、自宅待機命令とした事

由について、それをどうやって解決に至って自

宅待機を解除するのかの理由がございませんで

した。その理由を明確にご回答いただけるまで、

私は出社の求めに応じることはできませんとお

伝えしております。全くその回答はありません。

それどころか、「9月2日に出社されませんでし

たので、それ以降は欠勤扱いにしております」

との通知がありました。

さらに、今回、虚偽の書類を作成し、私の執

務机から出てきた。これに対する回答を要求す

る通知をしてきました。私は、こんな書類は見

たことがありません。どなたが入手して私の執

務机に入れたのでしょうか。ほかの嫌がらせも

含めて、これは知事もご了承の上だと判断して

おります。

本当にやめてほしいんです。怖くて家にも帰

れない状況なんです。本当に困っています。「ど

うぞやめてください。私はもう一切関わりたく

ありません。そちらの都合で解雇してください」

と通知もしております。でも、またその後の回

答がありません。

これが現在までの経緯です。

最後になりますが、宣誓をさせていただきま

す。

私は、名誉にかけて真実のみをお話しするこ

とを誓います。知事や県議会議員、県庁職員の

方々を陥れたり、不実のことを伝えて傷つけた

りはいたしません。なぜならば、それは私の信

念に反する行為であり、私自身を否定すること

になるからです。

本日は、限られた時間ではございますが、誠

心誠意、真実のみを答弁いたします。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

以上です。

【石本委員長】 ありがとうございました。

それでは、事前通告に基づき質問を行います

が、各委員の質問時間は、答弁時間を含めて1
回当たり20分以内とし、審査時間が残っている

場合に限って再度の質問ができることといたし

ますので、よろしくお願いをします。

それでは、事前通告をされた委員の方でご質

問はありませんか。

【坂本委員】総務委員の坂本と申します。今日

は、大変お忙しい中、当委員会の集中審査にご

出席いただきまして、ありがとうございます。

そして、今、お話を伺いまして、本当に心情を

拝察するところであります。どうぞよろしくお

願いいたします。

それでは、まず、時間の関係がありますので

端的にお伺いいたします。

2,000万円の、知事は二重計上で、疑義は架空

貸付ではないかということについてですね、少

し事実関係の確認をさせていただきます。

まず、端的にお伺いしますけれども、知事は、

2,000万円、二重計上で訂正をしました、8月2
日付でですね。一方で、昨日、それから9月30
日にも参考人としてご出席いただいた元監査人

の方は、これは架空貸付であるというふうなこ

とを、証拠等も含めて示して断言をされたわけ

ですけれども、参考人のお考えをお聞かせくだ

さい。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。
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2,000万円の貸付は、架空の虚偽でございます。

もともとの2,000万円は、ご自身の選挙において、

ご自身が自己資金として借り入れ、ご使用をさ

れたので手元にはありません。しかし、どうに

かならないかと知事と選挙コンサルタントで相

談し、選挙コンサルタントが、長崎県の選挙管

理委員会のA氏へ意見を求め、ヒントを得て立

案し、知事にそれを提案、知事が了承したとい

うことで間違いございません。

【坂本委員】 ありがとうございます。それで、

昨日はそういう状況を踏まえて知事にもこの件

をお伺いをしました。知事は、相変わらず二重

計上だというふうなことで主張されているわけ

なんですけれども、実は、昨日の参考人、元監

査人たる参考人でありますけれども、令和5年
の3月22日の日に、選挙コンサルタントの方か

ら、当時、後援会の事務所に電話があったと。

内容がですね、「2,000万円の貸付は架空です、

架空の貸付を計上して返済することにしまし

た。」という電話での説明があったと。そこに

後援会事務所ですので、おられた方が、当時の

事務局長代理、そして顧問契約をしていた税理

士、そして多分、本日の参考人だというふうに

思いますけれども、そこにですね、そういう連

絡があったということで、そこにおられた方は

ですね、そのことを理解をしたということのよ

うでありました。それについて知事に、そうい

う令和5年3月22日のやり取りといいますか、選

挙コンサルタントから、こういう連絡があった

ということについて知ってますかというふうな

ことをですね、昨日もこの委員会の中で質問が

されまして、知事本人は、知らないというふう

なですね、答弁でございました。

そのことについて知事は「知らない」と言い

ましたけれども、参考人はどのように認識をさ

れているか、お伺いいたします。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 そのこ

とは間違いございません。令和5年3月22日、令

和4年分の収支報告書の作成を後援会事務局に

て、私と、当時、事務局長代理だったO、顧問

契約をしている税理士Mと在室していたところ

に選挙コンサルタントから電話がかかってまい

りました。

それを、なぜ電話がその時にかかってきたか

ということは、3月22日と3月27日で3人で集ま

って収支報告の作成をします、というふうに知

事とOさんにお伝えをしておりました。で、ち

ょうどタイミングよく在室していたところに選

挙コンサルタントから電話が入ったということ

です。

【石本委員長】参考人、個人名は出さないよう

にしてください。よろしくお願いします。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 はい。

【坂本委員】最後の方がちょっと聞き取れなか

ったんですが、すみません。3月の22日と27日
に3人でそういう後援会の収支報告、令和4年分

の収支報告の相談をしたと。その3人というの

は、知事と、それから選挙コンサルタントと、

それから参考人ということで間違いないですか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 知事で

はございません。私と、当時、事務局長代理だ

ったO氏、それと税理士のM氏の3人で集まって

収支報告書の作成をしておりました。

以上です。

【坂本委員】 すみません、わかりました。

それで、そういった令和5年の3月22日から27
日にかけての令和4年分の収支報告が3月31日
までだと思いますので、そこに向けた収支の報

告書の内容について相談をされて、その件につ

いては、知事はどの段階で把握されていたかと
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いうのはわかりますでしょうか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 はっき

りとした日にちはわかりませんけれども、3月
22日と3月27日に集まることをお伝えしたのは、

3月に入ってからだと思います。

以上です。

【坂本委員】 そうすると、3月の初旬頃に、そ

ういった22日から27日にかけて3人で集まって

協議をしますということですけれども、冒頭申

し上げました3月22日の電話で選挙コンサルタ

ントの方から、この2,000万円の貸付については

架空ですと、架空で計上して返済することにし

ましたということを知事が認識したというのは、

どの段階というふうに参考人は思われますか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 認識し

ていたのは、もうかなり前だと思います。とい

うのは、選挙コンサルタントと知事の二人で相

談をして、何とかして2,000万円を搾取したいと

いう気持ちはあられたので、計上することにし

たのは、もう早くからご存じだったと思います。

以上です。

【坂本委員】 わかりました。そうすると、この

3月22日の時点では、既に知事と、それから選

挙コンサルタントの方が協議した上で後援会事

務所の方に選挙コンサルタントの方から電話が

あったというふうな時系列的な認識ということ

で参考人はお考えですかね。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 3月22
日に事務所に集まっていたところに選挙コンサ

ルタントから電話がありました。というのが、

M税理士に、こういうことにしますというとい

う内容を伝えるためだったわけです。「2,000
万円の貸付は架空です。架空の貸付を計上して

返済することにしました」ということをM税理

士はその時聞かれて、ああ、そういうことにす

るのですねと。その時に私も初めて、ああ、そ

ういうことにして現金を架空で貸付することに

したんだなと思いました。

以上です。

【坂本委員】 わかりました。

それでは次に、286万円の資金移動に関する

件でお尋ねいたしますけれども、選挙の収支報

告の関係は参考人も携わられてますか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 選挙の

収支は、一切関わっておりません。そちらは先

ほどの事務局長代理、選挙の時は事務局長でし

たO氏とM氏、それと税理士のM氏、3人で作成

をされておられます。

以上です。

【坂本委員】 わかりました。実はですね、選挙

の収支報告書の収入は、この2,000万円の自己資

金、2,000万円を医師信用組合から借り入れて、

それを自己資金として、収入として、選挙の収

支報告書には上がっています。

ただ、それ以外にもこの286万円をはじめ、

様々な団体、個人の方から選挙中に、選挙前ま

でに約3,000万円ぐらいの寄附があっているん

ですけれども、そのことは一切ですね、収支報

告書には計上されておりません。で、その分が、

恐らく後援会の令和4年分の収入の方に随分と

計上されているんじゃないかなというふうに思

います。

その選挙の前ですね、選挙が2月の20日だっ

たかな、ですから、その前までに、私が後援会

の、令和4年分の後援会の収入のところを全部、

ほとんどチェックしましたらですね、約850万
円ぐらい計上されておりますけれども、そうい

う金額で間違いございませんか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 最後の

質問のところがちょっと意味がわからなかった
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ので、もう一度いいでしょうか。

【坂本委員】すみません、ちょっとわかりにく

くてですね。これは昨日の元監査人が証拠資料

として出している令和4年長崎県知事選挙の収

支報告というのがあるんですね。この一覧で言

いますと、借入金が2,000万円、これは大石知事

本人からの借入れということで2,000万円。それ

から、寄附として、それ以外、寄附がたくさん

ありまして、合計で、収入合計が5,264万5,000
円というのが、これは令和4年の1月12日から4
月15日までの締めで作られているわけなんで

すね。

そのうちですね、いわゆる選挙の前というの

が計算しましたら3,345万円なんです。ところが

ですね、この選挙に関わっているにもかかわら

ず、選挙の収支報告書はゼロと、収入がですね、

寄附金収入がゼロと、本人の自己資金だけとい

うふうなことになっておりまして、その点につ

いて参考人がご存じだったら、ちょっと認識を

お伺いしようかなというふうに思った次第です。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

当時ですね、私が引き継いだ後に、「選挙収

支報告書に1円も寄附が載ってないのはどうし

てですか」とお尋ねを選挙コンサルタントにい

たしました。選挙コンサルタントは、「後援会

で上げてもらって何の問題もありません」とい

う回答でした。だけれども、やはり選挙のため

に知事を応援して、その時は候補でしたけれど

も、応援しているのに、選挙の収支報告に載せ

ないのはいかがなものかなと私自身は思ってい

ました。

ただ、限られた期間内に選挙収支報告書を作

成し、寄附金控除の書類ですね、それも作成し

ないとならなかったので、多分時間がなかった

んだと思います。それで、知事、大石候補の借

入金2,000万円で賄おうとされたのではないか

と推測します。

以上です。

【石本委員長】 ほかにご質問ありませんか。

【宮本委員】宮本と申します。参考人におかれ

ましては、本日、お忙しい中、そしてまた、心

身ともに非常に困惑されていてお疲れのところ

をご対応いただきまして、ありがとうございま

す。幾つか端的に質問をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

まず、先ほど2,000万円の件です。まさに昨日、

参考人がこの場でおっしゃっていただいたこと

と同じことでありまして、確認をさせていただ

きました。これは先ほど、参考人から知事がコ

ンサルタントに相談をして、さらに選挙管理委

員会のA氏にヒントを得てというふうに言われ

ましたが、ここの部分について選挙管理委員会

のA氏にも相談してヒントを得たということ、

これ、もう少し詳しくお聞かせいただけますか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 私が選

挙コンサルタントから聞いたところなんですけ

れども、県の選挙管理委員会におられるA氏に、

「この2,000万円どうにかならないでしょうか

ね」みたいな質問されて、それで、「これはも

ともとご自身が、ご自身の選挙のために借り入

れて使用されたので、どうにもならないですよ

ね」みたいな話になって、「別に2,000万円、現

金で持ってたというふうにするかですね」、み

たいなやり取りがあったそうです。それを多分

ヒントを得たんだと思います。

以上です。

【宮本委員】ありがとうございます。これもま

た問題ですよ。「仮に持っていたというふうに

すれば」ということの発言が選挙管理委員会か
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らもあったということは、まさしくこれ、架空

ということになりゃせんかなと思うんですが、

要は、知事は違法性はないという答弁をしてお

りますが、恐らく知事とコンサルタントと相談

をして、さらに選挙管理委員会にも確認をした

ので違法性がないということを知事は言ってる

んだろう、これが違法性はないの裏づけになろ

うかと思うんですが、これについてと、参考人

は、これが架空でお願いしますと言われた時に、

これはまずいんではないか、これは違法性があ

るんではないかというふうにお考えにはなられ

ませんでしたか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

そういう、まあヒントを得たということに対

してですね、それをまさか本当に実行なされる

とは思いもしませんでした。明らかに虚偽の、

架空の貸付を収支報告書に載せるということは

犯罪行為になりますので、でも、それをなされ

てまでも、どうにかして搾取したかったんだな

と思いました。

以上です。

【宮本委員】ありがとうございます。参考人も、

大丈夫なのかなと、違法じゃないかなというの

は、ちょっと考えたということで認識をさせて

いただきました。ありがとうございます。

選挙管理委員会にも相談をしたというのが、

ちょっと今まで出てこなかったもんですから、

これ、ちょっと問題ありではないかというふう

に考えております。

それと、本日提出なされた資料がございます。

資料1には自宅待機命令通知書と業務命令書、

資料3、そして4、5、6、7、8ありますが、これ

は先ほど冒頭に言われた、誰かが置いたのでは

ないかと言われている請求書なり領収書になる

のか。これについてすみません、この領収書の、

請求書と領収書について、ちょっと疑わしき点

があるのであれば資料として出されているので

ご説明いただけますか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 そちら

の資料ですが、これはですね、選挙の時に選挙

コンサルタントから請求された分と、選挙の時

の後援会事務局長であったO氏の会社から請求

された請求書と領収書でございます。

402万円の内訳とかですね、ほかの、例えば

後援会であったり、確認団体であったりに同じ

ような電話代として請求がなされております。

その証拠というか、その資料として、今回、内

容がわかるように明細を資料として配付させて

いただいた次第です。

以上です。

【宮本委員】ありがとうございます。今日の午

前中も参考人に来ていただいて、402万円の件

です。電話料金、SNS送信費ほかとなっており

ますが、このほかというのは、この資料3にな

るのかな、これの詳細というのは、402万円の

詳細というのは、これは資料3に当たるんです

かね。この402万円の詳細というのはあるのか、

それをちょっと確認させてください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

資料3ですね。請求金額が407万7,362円にな

っております。細目、分けてありますが、一番

右に私が丸印を4点つけていると思うんです。

この4点が合計したら402万82円になります。で

すので、その丸印の詳細項目、それが選挙コン

サルタントが「詳細はこれなんだよ、これに対

しては、これだけかかりました」という明細に

なると思っています。

以上です。
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【宮本委員】 ありがとうございます。丸印の4
つが合計すれば402万円になるということで確

認をいたしました。この中には、参考人にお尋

ねいたしますが、ほかと書いてある、このほか

というのは、ちょっと午前中も言われてました

が、人件費とかに当たるものも入っているんじ

ゃないかと、ちょっと疑いもあられましたが、

そういったものは見当たらないという認識でい

いのか、再度確認をさせてください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 実際、

この請求書と支払いをしたのは、私ではないの

で、これは後日、引き継いだ後に拝見した内容

です。ですので、その当時どうだったかという

詳しいことはわかりません。ですが、選挙コン

サルタントへの報酬が一切出てないので、とて

もこれは不思議なことだなとは思っています。

以上です。

【宮本委員】ありがとうございます。やはり選

挙コンサルタントに対する報酬というのは、参

考人もおっしゃるとおり、ないと、不思議だな

というふうに思われていたということでありま

す。それも確認をさせていただきました。

知事とコンサルタントの方とは、頻繁に選挙

期間中もいろんなやり取りをしていたのか、面

会して会っていろいろなやり取りをされていた

のかというのは、何かご確認したりとかされて

いたでしょうか、お尋ねいたします。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

その際ですね、選挙時のことは、私は本当に

詳しくはわかりません。ただ、私が感じたのは、

いつも選挙事務所には選挙コンサルタントと事

務局長だったO氏ですね、この二人は常にいろ

いろお話し合いをされておられました。知事は、

遊説で回られておられましたので、そのときは

あまり親しくはなかったんではないかなと推測

いたします。

以上です。

【宮本委員】 ありがとうございます。もう1点
確認です。先ほど坂本委員からもありました

2,000万円の件です。これはまさに3月22日にコ

ンサルタントが電話で架空で2,000万円をお願

いしますということで連絡があったということ

を確認いたしました。これは昨日もありました。

知事は、認識していたのは、かなり前になる

のではないかということもおっしゃっていただ

きましたが、これを架空でということ、知事は

あくまでも違法性はないという認識であるとい

うことをずっと繰り返し言っております。恐ら

くその認識でいたのか、それとも、いやいや、

知事はやはりこれは虚偽の記載で2,000万円は

架空であるという認識をしていたのか。これ、

再度、参考人、どんなでしょうかね、わかる範

囲でお答えいただければと思いますが、よろし

くお願いいたします。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 申し訳

ありません。今、ちょっとパソコンの不具合で

宮本委員の質問がほとんど聞き取れませんでし

たので、もう一度お願いしてよろしいでしょう

か。

【宮本委員】 もう一度お尋ねをいたします。

3月22日にコンサルタントから連絡があった

時に、2,000万円は架空でという話、お願いしま

すということで税理士もそういったお話を聞い

て3人で確認をしたということでありましたが、

知事は、参考人、先ほどおっしゃっていただい

たように、もっと前から認識していた、かなり

前から認識していたのではないかということを

おっしゃいました。

しかし、知事は、これは違法性はない、違法
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性はないという認識でずっと繰り返し答弁をさ

れています。その認識でずっときていたという

ことも考えられるけれども、架空であると、架

空であるということを、実はこのおっしゃるず

っと前から知っていたのではないかと。これは

参考人からしてみると、2,000万円は架空である

ということを知事は認識していたというような

確証と申しますか、そういったものは何かござ

いますか。これは確実に知事は架空だと知って

いたんですよというものがありましたらば教え

ていただきたいと思います。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

確実に知事が知っていたという証拠となるか

どうかわかりませんけれども、私が返済を2回
行っております。1度目は令和5年の3月30日に

460万円、2回目は令和6年の3月27日に195万
2,000円、これが知事の口座に振り込まれた時点

で、私の方に、これは何のお金ですかと逆にお

尋ねがあるはずなんです。どうしてこういう多

額のお金が後援会から自分の口座に振り込まれ

ているんですかと。それがご自身が納得されて

受け取られておられるので、確実に違法性があ

ると思われていたと思います。

以上です。

【宮本委員】ありがとうございました。自宅待

機命令が出されて非常に厳しい、体調がきつい

中、お越しいただきまして大変にありがとうご

ざいました。

以上です。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

【浅田委員】参考人におかれましては、本当に、

先ほど私も聞いていて、不条理な状況であると

いうこと、そして、権力に決して屈したくはな

いというふうに強くおっしゃっていただいたこ

とが、実に実に印象に残りました。実際として、

これまで参考人にも、この間、元監査人からも

言われたんですが、かなりの嫌がらせがあって

いるというお話でした。そのあたり具体的に証

拠も含めてですね、そういう嫌がらせがあった

ということなど提示できたりするようなものと

かはおありかどうかというのを教えてください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 私の個

人の携帯電話に着信があったり、ショートメー

ルがあったりしました。ですが、もう本当に怖

かったので、もうそれ以降は受け取らないよう

に設定をしています。ですから、その後、あっ

たのかどうかはわからないです。後はもう、自

宅を知られておりますので、それもやはり怖く

て、本当に夜も眠れない、不眠症のような状態

になりました。

昨日の元監査人の方のような嫌がらせは、さ

すがに受けてはおりませんけれども、対応され

る弁護士さんの対応の仕方であったりですね、

急に通知をしてきたりとか、急にそんな虚偽の

書類を送ってきたりとか、そういうことがやっ

ぱりすごくストレスになってしまって。

ですので、浅田議員が言われるように、これ

が証拠ですというような証拠は、提出できるよ

うな証拠はございません。

以上です。

【浅田委員】ありがとうございます。本当に怖

い思いをなさりながら、今、ご答弁いただいて

いると思いますが、その証拠というものは、今

は着信拒否をしているような状況であろうかと

思いますが、その相手方というのは、誰かとい

うのは、特定できる人たちも含まれるんでしょ

うか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 特定を

できるかどうかわかりませんが、私は、この個
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人の携帯番号は限られた方にしかお伝えしてお

りませんし、家を知っているのは、今、後援会

におられる秘書の方もご存じですし、自宅待機

命令通知書を家まで持って来られたのもその方

です。

私は、本当にストレスで、今までだと、どう

もなかった血圧が、高い時は180と、下が120
とか、そういう状態になってます。きちんと今

日もお話ができているか、できてないかもよく

判断できないんですけれども、知っていること、

真実のみを誠心誠意お伝えしようと思う気持ち

は十分ございますので、こういうことを知って

いたら伝えてくださいと言っていただいた方が

ありがたいと思います。答えになってないかも

しれませんが、以上です。

【浅田委員】とんでもありません。非常にしっ

かりとご答弁をいただいていると思いますし、

同じ、これ性差で言うべきではないかもしれま

せんが、女性としては、やはり怖いと私も思い

ます。私自身も今回いろいろ質問してて、大丈

夫かなと思うようなこともありますので、その

思いを受けながら、こうやって答えていただい

ていることを感謝申し上げます。

その中で幾つかまた質問をさせていただきま

すが、先ほど宮本委員も言いました選管のA氏
というのが、私も非常に気になりました。選管

の方って、あんまり明言はしないわけですよね。

この選管A氏という方は、常日頃から非常に知

事やコンサルと、まあ知事選に関してやり取り

をなさってた方なんでしょうか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 わかる

範囲でお答えいたします。

この選管のA氏が選挙コンサルタントと懇意

にしておられるのは確かです。いろんなことを、

私が思うには、総務省の方に尋ねればよろしい

ものを、選挙コンサルタントは、そのA氏を通

していつも回答を依頼しています。A氏が、こ

れは寄附に当たるか、会費に当たるか、ちょっ

と総務省の方に尋ねて、また折り返しますとい

うメールも私は選挙コンサルタントからも受け

ているのを持っていますし、先ほどお伝えした

2,000万円の架空貸付の件ですが、これはあくま

でも選挙コンサルタントから相談を受けた選管

のA氏が、「まあ、現金で持っておくというぐ

らいとかですかね」と言っただけであって、そ

うしたらいいですよとは決して言われているわ

けではないです。

以上です。

【浅田委員】 わかりました。A氏は、そうした

らいいと言ったわけではなくて、ある意味、そ

れにヒントを得たというようなこと、というこ

とですね。場合によっては非常に重大な問題に

つながるなと思いましたので、重ねて質問しま

した。

続いて、先ほど午前中の参考人の中から、選

挙コンサルタントの立ち位置というものがいか

がなものかというようなお話があった中で、い

ただいた資料の中に、選挙コンサルタントは、

公示の前に政治活動支援費というものを支払う

ものに関しては問題がないと。しかし、公示後

は問題になるので、公示後はボランティアであ

るというようなお話がありました。

すみません。私がちょっと資料等々を失念し

て見ていなかったんですけど、実際、その選挙

コンサルタントには公示前に選挙活動支援費と

いうものが幾ら払われたのかという点と、知事

選期間中は、もしかして払われてないかもしれ

ませんが、選挙後から、つい最近までですね、

LINEの履歴などを見ても、かなり選挙コンサ

ルタントから様々なアドバイスを知事は受けて
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おられます。

いずれにしても、この選挙コンサルタントと

いう方は、ボランティアではない。プロとして

公に出ている方でございますので、その方に対

しての報酬の在り方で知っていることがあれば

教えてください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

選挙コンサルタントへは、1円も報酬は渡っ

ていません。今まで、選挙前から今まで、現在

までですね。で、選挙コンサルタントが言うに

は、訴えられていた402万円の件が片がつくま

では1銭もいただくつもりはないと言われてお

られました。これもとても不思議なことなんで

すが、旅費であったりも何も請求がないんです

ね。知事も選挙コンサルタントのことをボラン

ティア、ご好意でしていただいているというふ

うに常日頃から言われてました。

以上です。

【浅田委員】 現在のところは1円もいただいて

いないと。片がついたらということで、じゃ、

この何年か、2年以上経過している中で、どれ

だけのものが支払われるのか。また、この選挙

コンサルタントは、知事以外の方の選挙コンサ

ルタントというか、それがボランティアなのか、

本当にコンサルタントだったのか、今の時点で

私も、ほかの方々の選挙収支報告を見てないの

でわかりませんが、かなり長崎には何人ものの

方のために来ておられます。それが全てゼロな

のかどうか、そこはご存じですか、どうでしょ

うか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 私は、

ほかの方の収支報告書をつぶさには見ておりま

せんので、はっきりとしたことは述べれません

が、多分、同じように報酬は支払われてないと

思います。

以上です。

【浅田委員】だとするならば、長崎出身でもな

い選挙コンサルタントの方が、様々なところで

ご活躍なさっていると言える方が、長崎の議員

に、政治家に関してだけはゼロで様々なアドバ

イスをしてくださっていたとするならば、すご

いことだなと思いますし、だったら私だってし

てほしかったわと思うぐらいの話になろうかな

と思うんですけど、非常に疑問かなと、その点

は思いました。その点に関しては、今後、改め

てしっかり私どもも調べてまいりたいと思いま

す。

で、昨日ですね、監査人から、かなりたくさ

んのLINEの資料をいただきました。それは私

も、それから数時間かけてばっと読んだので、

全部が全部、きっちり読めてないのですが、そ

の時に、例えば5月8日は、知事とコンサルタン

トが長崎で会ってるっていうのを参考人自体が

アポを取ったというか、中に入ってやられたり

しておりますが、最近、知事にコンサルタント

との連絡はと聞くと、必ずその弁護士を通して

というようなことを言われます。

実態として参考人が知り得る状況の中で、選

挙コンサルタントと知事というのは、いつまで、

どのようなやり取りをなさっていたのか。待機

があるまでに知っていることがあれば教えてく

ださい。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 確かに、

知事は、5月中旬ぐらいから6月の24日ぐらいま

では、お話をなされてなかったと思います、選

挙コンサルタントと参議院の先生とはですね。

だけれども、それであるからこそ、元監査人に

対して、すごく頼っていたと思います、その時

は。だけれども、自宅待機命令通知書、これが
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送られてきたのには訳があります。

それはですね、実は、6月の25日か26日か、

ちょっと今、調べればすぐわかるんですけれど

も、その辺は後できちんとお答えしますが、そ

の日はですね、朝から知事と、知事が切望され

てお願いしていた大阪の弁護士の方、それと元

監査人と私で、午前9時からホテルニュー長崎

の控室でミーティングを予定しておりました。

その弁護士とは、本当に忙しい方で、それを、

忙しいのであれば知事は私の方から出向いて行

きます、夜中に車を運転してでも会いに行きま

す、というふうに本当に切望されておられまし

た。それをお伝えしたところ、その弁護士の方

が、そんな危険なことはなさらないでください、

私の方から何とかしてから出向きますからとい

うことで来てくださったお相手です。

その方とミーティングを行うようにしていた、

朝9時ですね。私は、そのミーティングの際に、

たくさんの資料を用意しなくてはならなくなっ

て、元監査人の方から、これと、これと、これ

の資料を用意してくださいという指示を得たの

で、朝7時前から事務所にいて資料を作成して

おりました。9時からですので、8時45分、遅く

とも8時45分には知事をお迎えに行かなければ

なりませんでした。

で、知事から電話があって、「今日は、何々

先生はいらっしゃってるんですか」と、「はい、

弁護士の〇〇先生は昨夜からいらっしゃってい

ます、元監査人の方もいらっしゃっています。

8時45分までにはお迎えに行きますので、着い

たらLINEを入れますから降りてきてくださ

い」ということでした。

で、朝8時45分に知事の自宅に着きました。

で、電話をしましたところ、「今日は行けませ

ん」の一言でドタキャンをされました。あとは

もう自宅のベルを鳴らしても、電話も一度も出

てくださりませんでした。

こういう失礼なことをですね、平気でされる

方なんです。その弁護士の、ご自身がお願いし

て、前日それも、もともとは午前中は空いてい

るのでミーティングは知事室でしましょうとい

うことだったんですね。それをその前日に、前

日夜8時ぐらいに、「明日、ニュー長の会議室

かどこかを押さえてください」と言われて、私

はちょうど大阪の弁護士の方を空港に迎えに行

っていたところだったので、ニュー長の担当者

の方は、もう退社されておられましたが、携帯

の方にご連絡差し上げて、無理言ってお願いし

ました。

そこまでしてるのに、それをドタキャン、先

方へ、どういう事情でお伺いできなくなりまし

たの電話一本もなされず、もうあとは放り投げ

た状態です。あまりにも人としての常識があり

ません。弁護士の先生も、もうあきれられて早

い便で帰られました。「もう引き受けない、旅

費や宿泊費も一切要りません。」こういう失礼

な仕打ちを受けたのは初めてであったと推測し

ます。

それがなぜそういうことになったのかの原因

が、多分、その前日の夜、6月24日の答弁の際

に、選挙コンサルタントを悪者にしたではない

ですが、選挙コンサルタントが誤った指示を出

したためにこういうふうになりましたという発

言を知事がなされたと思います。それを選挙コ

ンサルタントは憤慨されており、私の方に抗議

の電話もありました。それを聞いた参議院の先

生が知事に対して電話を入れて、ちょっと選挙

コンサルタントと話をしてやってくれみたいな

ことだったと思います。

そこで、また多分、選挙コンサルタントの方
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に知事は流れていったんだと思います。全部、

この二人のせいにすればいいじゃないか、この

2,000万円も私が間違って二重計上したことに

すればいい、と私は思いました。

以上です。

【浅田委員】今のを簡単にまとめさせていただ

きますと、選挙コンサルタントとは、5月中旬

から6月24日まではほとんど会っていないと。

それに関しては、その期間は元監査人のことを

信用し、そして、多分、大阪の弁護士さんって、

多分、Kさんという弁護士さんかと思いますが、

LINEに載っていた方かと思います。その方に

相談を、切望するほど相談をしたかったと思っ

ていたけれども、議会の答弁により選挙コンサ

ルタントを悪者にされたことによって、その選

挙コンサルタントとかに電話をして説得をされ

たかなんかで、また風向きが変わったというよ

うに参考人は今思っていらっしゃると。

で、先ほど来からの話で、非常に切望してわ

ざわざ呼んだ方をドタキャンするって失礼だな

と。でも、いつもそうなんですといったことが

ちょっと気になるので違う方向性で聞きたいん

ですけれども、今日、例えばですね、6月の24
日に質問した際、その質問した議員の方のこと

とかをLINEでは「敵艦隊」と呼んでいたりで

すね、例えば、議員のことも「スネオ」と呼ん

でいたり、私のことも選挙の応援の時に「浅田

のところに突撃しろー」みたいな感じで、「突

撃できました（笑）」、「そこには新聞社をあ

えて呼びました」みたいなやり取りが全部逐一

あって、ああ、あれはかなり仕込まれた中身だ

ったんだなということがわかったり、その後に

何の案件かわからないんですけど、私が「スネ

コになったらどうしましょう、ドキドキですね

（笑）」みたいな、なんかえらい小ばかにして

るなという印象がありまして、スネコ、ここで

スネコになるよりは、ジャイコになりそうです

けど、要は言いたいのが、いつも議会の答弁と

かもしっかりと受け止めない、交わす感じが、

私は1回目の小林議員の質問の時からそれを感

じてたんですが、参考人としては、常日頃から、

こういう議会とか議員とかを軽視なさっている

方というふうに思ってますか、どうなんですか。

そのあたりによって今後の我々の議会の、やっ

ぱり議会軽視につながるのであれば、きちっと

していかなければいけないので、これは重要な

ことだと思うのであえて聞いておりますが、い

かがでしょうか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 私の考

えでお話をさせていただきますが、多分おっし

ゃるとおりです。いつもああいう会話を、LINE
の会話ですね、ああいう会話を、あの方々はさ

れておられました。

以上です。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 非常に

議員をばかにしてるんだな、議会を軽視してい

るんだな。だからこそ、参考人として知事が来

た時に、ああいうふうな誠意のない答弁にしか

ならないのかなというふうに感じてしまった次

第ですが、参考人は、これまでの知事の集中審

査に対する答弁等々をどのように思っているの

か。もう時間ですよね、最後にそこだけお答え

いただいて、私からのまずの質問を終わらせて

いただきます。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 ちょっ

と休憩よろしいですか。

【石本委員長】 休憩します。

― 午後 １時５７分 休憩 ―

― 午後 １時５８分 再開 ―
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【石本委員長】 委員会を再開いたします。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 私がで

すね、知事のことを、そういう対応をされてい

ることを拝見して、とても悲しいです、残念で

す。というのは、私は、もう本当に知事のご両

親や知事のご家族のために、絶対守ろうと決め

ておりました、ずっと支えてきました。県議会

選挙の時も私が自分の車で知事を連れて佐世保

にも何度も行っています。こういうことを平気

でなさる方なんだなと思ったら、もう本当に自

分が情けなくて仕方ありませんでした。ですの

で、そういう答弁を聞いても、ああ、やはりそ

うなんだとしか思えません。

一連のそういうお答えとか行為はですね、ご

自身がご納得の上でなされておられると思いま

すので、もう何も言うことはないです。でも、

真実は一つなんです。それを変えることはでき

ません。

以上です。

【浅田委員】真実は一つであると、すごく重い

お言葉かと存じます。本当に厳しい状況の中で、

こうやって前向きにご答弁をいただきましたこ

と、そして、答えていただいたことで私たちも

また改めて気づかせていただいたこと。これか

らこの後の知事へしっかりと質問へとぶつけさ

せていただきたいと思います。

まずは以上です。ありがとうございました。

【大場委員】 大場と申します。本日は、参考人

におかれましては、大変な中にご出席いただき

まして本当にありがとうございます。

2点ほどお聞きをさせていただきますが、先

日の元監査人の参考人からも、私たちのこの審

査をするに当たってLINE等々の信憑性という

のが周りでよく言われておりました。

で、先日の参考人からも、知事とのやりとり

のLINE等々ですね、そういったものも本日の

参考人の方もお持ちであるはずだと。そういっ

たことで、ぜひそちらの方も確認していただけ

れば、知事とのやり取り全て、現在出されてい

る、こういった諸々の証拠として出されている

ものとしての裏づけが取れるはずですというこ

とだったんですが、これは参考人として、もし

よろしければ、そういった参考人のお持ちの

LINEのデータ等は、私たちに確認をさせてい

ただくということは、その前にそういったやり

取りが残ってますでしょうか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 実は、

今年になって、秘書課の部長だった方が県北に

行かれた関係もありまして、次に来られた部長

と、もとからおられたK課長と知事と選挙コン

サルタントと私の5人のグループLINEを知事

が率先してつくられました。これは政務と公務

のことを、言うなればスムーズにいくようにだ

と思います。

その際に、知事は、選挙コンサルタントのこ

とを大石けんご後援会の生みの親だと、開口一

番、紹介しておりました。秘書課の皆さんもそ

う思われているんだとは思います。

ただ、そのグループLINEが、私がこういう

自宅待機命令を出された時に抜けたんですね。

ですので、その記録はございませんが、あとも

う一つのグループLINE、これは知事と、選挙

コンサルタントと私と、今の事務所のU秘書で

すね。このグループLINEがあったんですが、

これも抜けてしまったので、それも残っており

ません。

でも、今残っているのは、証拠として出して

いるグループLINEは残っております。ですの

で、いつでも確認していただいて結構ですし、

私は、6月28日に、知事から記者の方々に「不
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正な出金をされた」と言うことを聞いて、すご

く驚異を覚えました。

というのは、不実で罪に着せられるのかもし

れないと、とても恐怖でした。ですので、大阪

のK弁護士ですね、その方にご相談をしました。

そうしましたら、その方が、「6月に聴取を受

けた長崎地検の担当の方がいるでしょう。その

方に電話をして、会いに行きなさい」と言われ

ました。ですので、私は、ご連絡を差し上げて、

7月の2日に会ってきました。

検察でこのスマホ、もう渡しました。ですか

ら、データも全部抜かれてます。LINEのデー

タもメールのデータも全て検察はお持ちです。

以上です。

【大場委員】 ありがとうございました。

直近のデータはもうない。それ自体はないと

いうことで理解をいたしましたが、そのLINE、
非常に重要なことで、参考人ご自身として、こ

のLINEのやり取り、恐らく出されているもの

は、恐らく同じものだろうと推察を、と思いま

すが、これについては全て本物であると、大石

知事もそれについてはご存じであるということ

の、その認識をちょっと教えてください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 全て出

されているものを確認したわけではないので、

はっきりとしたことはお伝えできませんが、私

が見た範囲では全て同じものです。

知事と選挙コンサルタントと私の3人のグル

ープLINEですので、もちろんあのお二方も承

知おきのことだと思います。

以上です。

【大場委員】 それでは、最後にもう1点。先ほ

ど大阪の弁護士の方をお呼びになって、当日、

その日に会う予定だったが、前日、3人の先生

と、先ほど参考人は言われまして、その3人の

先生というのはどういう立場の方なんでしょう

か。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 参議院

の先生ですね。知事選の時に幹事長か何かをさ

れてた方です。

以上です。

【大場委員】 ありがとうございます。

要は、その先生方に知事が説得をされて、大

阪の、要は監査人とのつながりをというか、そ

ういった紹介をされた弁護士とはしないように

と。その後の対応を、これは推察をいたします

と、そちらの関係は全て断ち切るような行動に

出られておりますが、参考人として、知事のそ

の態度の豹変というか、それまでは参考人が言

われているように、元監査人の方にもすごく頼

りにされていたと。ただし、その日を境にして

一切の関係を断つような行動をとられたという

ふうに推察をいたしますが、そこについての心

変わり、知事としての、なぜそういうふうにな

ったのかというふうなことを、もしご存じであ

ればお聞かせいただければと思います。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 それは

私の方ではわかりません。というのは、あくま

でも、知事のお考えであるので、多分思い当た

るのは、やはり選挙コンサルタントと、その参

議院の先生の方が頼りになるというか、信頼で

きるというか、その方の言うことがごもっとも

だと判断されたんだと思います。

以上です。

【小林委員】 小林と申します。参考人は、本日

はお疲れでございます。

いろいろ承りますと、大変な妨害とか、いろ

いろとなんか身体的な不安を感じる。あるいは

精神的な不安を感じる。こういうような脅しみ

たいなことがあっているというようなこと。こ
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れは、昨日の元監査人も同じことでございます

けども、そんなことがこの民主主義の平和な世

の中であるのだということはもってのほかで、

これは本当に全く女性で、一私人であられるあ

なたに、こういうような妨害がまかり通るとい

うことについては、我々としても、やっぱり後

日問題にしなければならないと。誰がそんなこ

とをやらせているのかと、誰が命令を下してい

るのかと。こういうようなことについては、我々

としても看過ができないと、こう考えておりま

す。まあ大変な状況の中で、しっかりご出席を

いただいて、ずっとお答えをされておりますけ

れども、非常にお答えの内容も明快でよくわか

りますし、また、理解ができる内容でございま

す。どうぞ、慣れないこういう参考人として、

いろいろ我々が勝手に質問することを、いろい

ろお答えいただいているということになります

けれども、どうぞ肩の力を抜いて、どうぞ心呼

吸をしっかりやりながら、また水があれば水を

飲みながらですね、少々の、ちょっと名前を言

うなとか、そんなことを言っていますけれども、

ちょっと間違いぐらいなことはですね、看過で

きるところでございますから、どうぞ思いの丈

を話してもらいたいと。真実をやっぱり話して

もらうということが一番でございますから、ど

うぞひとつ緩やかに、お力を抜いて、私たちは

あなたの今の答弁を、先ほども言っているよう

に、よおくわかりますし、本当に理路明快でご

ざいます。どうぞひとつ今のような気持ちで、

あと40分ぐらい、しっかり頑張って、ぜひとも

お願いをしたいと思っております。

さあ、そこでお尋ねをしますけれども、驚く

ことばっかりです。驚き桃の木の驚くことばっ

かりです。

実はね、先ほど坂本議員が1番目に質問をい

たしました。その2,000万円の貸付が架空だとい

うことが明らかになりました。しかも、そうい

うあなた方が数名いらっしゃる中に、そういう

コンサルタントが電話をしてきて2,000万円の

貸付は架空で、これを計上して返済をすると。

こんなようなことをですね、架空でいわゆる処

理すると。こんなことの状況をやっぱり電話で

してきたと。私も以前からそういう話は聞いて

おりましたけれども、今日の参考人のあなたが、

実際当事者としてどういうようなそれに対する

答弁をされるかということが、非常に大きな関

心がありました。しかしながら、明快にコンサ

ルタントからそういう指示があって、いわゆる

架空計上でやるよと、2,000万円についてはと。

こんなようなことの指示があったというような

ことをですね、あなたのいわゆる明快な発言に

よって、答弁によって、改めて重ねて驚いたと、

これが実情でございます。

要は、これについて知事が知っておったのか

どうなのかというのが、一番県民の実は知りた

いところなんです。

ところが、昨日も知事に質問をいたしますと、

知らなかった、知らないとか、そういうことで

全くそういう自分が何らタッチしてないような、

そんな人ごとみたいな発言をしていることに、

非常に怒りを感じるというのが、私の今の気持

ちであります。

幾らコンサルタントといえども、この2,000
万円というのは大金です。2,000万円の大金をそ

うやって架空で貸付すると。そして、その最初

の2,000万円を取り戻すと。こんなことについて、

知事に相談しなくて、コンサルタントが一人で

そんなようなことをできるはずがないというの

は、もうこれは常識です。それをまだ知らなか

ったというようなことを、本当に議会軽視もい
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いところ。こういうような形で県民の皆様方に

真相を明らかにしない、こういうことは絶対許

されるものではないということで、もう今日の

発言で、やっぱり二重計上じゃなくして、これ

は架空の計上であったということが明らかにな

りましたことをもう一度確認し、これをあなた

の口から、やっぱり電話でそういう指示が、そ

ういう何て言いますか、税理士にあったんだと

いうようなことをもう一度聞かせてください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 令和4
年分の収支報告書を作成していた時ですね、令

和5年3月の22日の日です。その日に集まってい

たのは、私と当時の事務局長代理、選挙の時は

事務局長でしたO氏と、顧問税理士をお願いし

ているM税理士の3人で集まっておりました。

この日に、3月22日と3月27日にお会いするこ

とは、知事と選挙コンサルタントにあらかじめ

お伝えはしております。時間も大体何時ぐらい

から集まるということもお伝えをしております。

ですので、そのタイミングで選挙コンサルタン

トから電話が入りました。その時に、選挙コン

サルタントが「2,000万円は架空です、架空計上

です」それを聞いた税理士さんが、「ああ、そ

ういうことにするんですね」と言われて、私は

そういうふうに計上をしました。

以上です。

【小林委員】 参考人ですね、とても明快です。

作り話ではないということが、よく伝わってき

ます。現実にあったことを、あなたが体験され

たことをお話しいただいているというふうな形

で、本当に大変なことだということを証言をし

ていただいて、非常に真相究明の一歩前進とい

う形でございます。

そこで、もう一度ね、これも確認ですが、知

事が知らなかったと、こんなことは、コンサル

タントと相談してないと。コンサルタントがこ

んな電話をしたということは知らなかったとい

うようなことを平気で言ってますが、そんなこ

とは絶対にないということは、これはもう常識

だということで、先ほど話をしましたが、あな

たも知事のそばにおられて、こういう2,000万円

を、知事が2,000万円という大金を持ってないと

いうことは、もう明らかになってるんです。自

分でも昨日言いましたよ、そんな2,000万円の大

金をねということで言いかぶったような形で、

すぐなんか言葉を変えましたけども、議事録を

見れば、ちゃんとそこの部分が載ってるんです。

そういうことで、あなたも知事が知らなかっ

たということはないということは、大体確信が

持てますか。いかがでございますか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 小林委

員のご質問にお答えいたします。

それは確信を持って知っていたとお答えいた

します。というのも、3月27日にも、先ほどの3
人で事務所に集まり作業をしました。その後、

出来あがった収支報告書を選挙コンサルタント

と、その当時、顧問契約をしていた東京の弁護

士、O氏に見てもらってくださいという知事よ

りの指示がありました。もちろん、知事にも見

せております。その後、選挙コンサルタントと

顧問契約をしていた弁護士Oがオーケーであれ

ば提出してくださいということでした。もちろ

ん、内容も知事はご存じです。

以上です。

【小林委員】ありがとうございます。架空計上

の2,000万円をちゃんと載せた収支報告書を知

事に見せたということでございますね。そして、

ちゃんとそれを了承している知事ということも、

今のお話で明らかになりました。思い切った明

快な真相の発言をしていただいて、とても我々
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は勇気づけられます。ありがとうございます。

そこでですね、もう一つお尋ねしますけれど

も、何かその2,000万円については、あなたが、

なんかこの間違って二重計上をしたかのような、

そんなようなことを、平気で人になすりつける

ようなことが現実にあっております。

さらにまた、650万円とか460万円とか、ある

いは195万円とか、それをまた、あなたがです

ね、誤って振り込んだかのような、そんなこと

で、なんか今、これが非常に誤って二重計上し

た、誤って振り込みをしたと、こういうことで、

なんかあなた方に責任を全部押しつけるかのよ

うに、自分は何も知らなかったというような、

本当にポーカーフェイスを決め込んでいるとい

うことに、これまた怒りを感じるわけです。こ

れについて、誤った記載とか、誤った振込みが

本当にあったんでしょうか、お尋ねします。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

私が勝手に後援会の口座から出金することは

できません。ですので、これは全て知事にご納

得いただいた上での出金です。間違いありませ

ん。

以上です。

【小林委員】 だから、今言うように、あなた方

が、何かミスして二重計上したかのような、そ

んな誤って間違いと、あるいは間違って振り込

むと、こういうことについては、自分たちは勝

手にお金を動かすことができないんだと、ある

はずがないと、このように明快におっしゃって

います。そこのところを本当にですね、先ほど

言ったように人のせいにするこういう性格、こ

ういう責任逃れ、とんでもないことだというこ

ともさらなる強調をしておきたいと思います。

そこでね、参考人、先ほどから、今日、資料

が出ておりますように、なぜあなたが自宅待機

命令を受けなければならないのかと。こんなに

知事のために、本当に最高に努力をして支えら

れた一番の功労あるあなたに対して、突然、自

宅待機命令とか、こういうようなことを突きつ

けてきた。そしてまた最近になって、もうこの

自宅待機命令が解けましたと、また事務所に戻

ってきてくださいと。その理由は、何も言わな

いままにして、そしてまた戻ってきてください

と。こんなことを言っておりますが、要するに、

今あなたに戻ってきてくれということは、あな

たにしゃべってくれるな、しゃべるなという言

論の、いわゆるこれは脅しですよ。私は、そう

受け止めて仕方がありませんが、絶対にそんな

ものに負けないでいただきたいと、こう思いま

すが、お尋ねしますが、なんであなたみたいな

大事な人に、いきなり自宅待機命令、そして、

先ほど自宅待機命令が、なんか大阪から弁護士

を呼んだことに対しての、なんか取り組み方が

悪いと、こういうようなことが原因なのか何な

のか、よくわかりませんので、この自宅待機命

令とは一体何なのかと。何が原因なのかと。

そして、最近、また事務所に戻ってきてくれ

ということは、まさにあなたの言論を封じるた

めに、しゃべってくれるな、しゃべるなと、こ

ういう圧力じゃないかと私は受け止めておりま

すが、どのようにあなたは受け止めていらっし

ゃいますか、お尋ねします。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

小林委員の言われるとおりだと思います。と

言いますのも、労務担当をされている弁護士か

ら、「新しく後援会の代表が代わりました。就

業規則も作りました。」と。その中に守秘義務

のようなことも載ってました。ですので、それ



総務委員会（集中審査）（令和６年１０月３０日）

- 179 -

を以て私を復職させて意のままにしようと思わ

れたんだと思います。でも、私は、虚偽のこと

は絶対出しませんし、そういうことも受けませ

ん。ですので、自宅待機命令とした460万円の

件がどういう経緯を経て解決されたのか、それ

を聞くまではお伺いいたしませんというふうに

お伝えをしました。今はもう解雇をしてくださ

いというふうにお願いしております。

以上です。

【小林委員】今は解雇してもらいたいと、戻る

気はさらさらないということを強調されたと思

います。受け止めました。

次にお尋ねをしますけれども、お疲れになっ

ていませんか。どうぞ水でも飲んで、ちょっと

一息入れてください。大丈夫ですか。もう話は

よくわかります、伝わってきます。本当に頑張

っていただいていると思います。

そこでね、次の質問でございますが、なんか

知事がですね、議会において、承認なく不正な

出金ということで、刑事告訴も含めて、なんか

ね、あたかもあなたがそうやって不正にお金を

引き出したかのように、送り込んだように、そ

んなふうなことを県議会の県民の代表の権威あ

る議会の場で、そんなことを発言をしておりま

す。

そういうことに対して、本当に承認なくです

ね、知事が知らないお金をあなたが勝手に引き

出して、他のところに振り込んだかのような、

そんなような話、これは遺憾千万だと思うし、

絶対にそんなことはあり得ないんではないかと

考えますが、それはどういうことだったのか、

ちょっと経過を教えてください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

申し上げます。

実は、6月の9日の日に午後9時からzoomミー

ティングを、知事、元監査人、私で行いました。

その時に、元監査人も私も、知事を守る側でし

た。どうにかして助けてあげようと思っており

ました。286万円のことよりも、この2,000万円

ことが公になったら本当に大変なことになりま

す。それを元監査人の人は大変危惧されており

ました。その話になりまして、元監査人から、

現金2,000万円はご用意できませんか。それが無

理であれば、還流スキームの受け皿になってく

れるような親兄弟の経営者、会社経営者はいな

いですかということを知事にお尋ねされました。

知事は、現金で用意できる金額は、200～300
万円だというふうにお答えされました。これの

音声データも残っております。

それに対し、知事も家族の中にも会社経営者

はいない。先ほどお伝えしたように、すぐ用意

できる金額は200～300万円ということだった

ので、そこで元監査人が、知事の職責を守るた

めに、具体的な詐取事実を取り消すスキームと

いうんですかね、そういうのも考えてくださっ

て、後援会と元監査人の会社の間で業務委託契

約を締結し、後援会から元監査人、そして、元

監査人がその資金と同額を私の個人口座に振り

込んで、その金額を現金で私が引き出して知事

に渡し、知事は手持ちに持っておられる200～
300万円をプラスして、460万円ですね、その利

子として受け取っている460万円を返還すると

いう流れを考えてくださいました。その流れは、

きちんと知事にお伝えしたのは、6月10日、翌

日の午前中に元監査人と知事が電話をして、ご

承諾を得ましたということです。

その後に、元監査人から、私の方に電話があ

り、「知事と電話で話しました。再度、ご説明

をして承諾を得ました」という電話がありまし

た。知事からも電話がありました。「元監査人
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より、電話の内容は聞きました。その旨、確認

できましたので、業務委託書ですね、そういう

契約書が届いたら、押印をして渡してください。

そのように進めてください」というふうな指示

も受けました。

ですので、6月10日、その日お昼にそういう

内容を知事と話をしましたが、その同日、夕方

5時40分頃に、私は知事室に行きまして、きち

んと内容をもう一度説明して、こういうふうに

対応いたしますというふうに説明をしたところ、

知事も、わかりましたと了承されました。

ですので、私が不正な出金をしているという

のは、でたらめです。私が、そういう大金を勝

手に引き出せることもできません。

以上です。

【小林委員】 まあ、聞けば聞くほど、驚くこと

ばっかりですね。

そしてね、ちょっと参考人も知っていただき

たいんですが、議会でですよ、県民の前の我々

の議会で、それも本会議場においてですね、田

中愛国先生が、その286万円の質問を初めてさ

れたんですね。そして、それを貸付から、それ

を寄附に訂正すると。そういうことで今月中ま

でということで、あと5～6日、1週間もあった

のかなかったのか、そういうようなところで今

月いっぱいにと。こういう状況の中から突然、

実はそういう「承認なくして、そういう不正な

支出があった」と、こういうことを我々に真顔

で語って、全く自分は知らないうちに、そうい

う不正なお金が出金されて元監査人に渡ったみ

たいだと。こんなようなことを言うてね、結局、

何のこともない、そういう貸付を寄附に訂正す

るための時間稼ぎをあなた方のせいにして、そ

うしてですね、今言う時間を稼いで、いわゆる

貸付を寄附に訂正をしたと。こういうような形

のものでなかったかと、こういうふうに思うわ

けですよ。

ですから、そういう承認なくして、不正の出

金については断じてなかったと。あくまでも知

事と打ち合わせをし、知事の指示のもとにおい

て、その460万円というお金を、2,000万円の655
万円の中の第1回の支払いの460万円を消すた

めに頼まれてやったことだと。3人で話し合っ

た上でやったことなんだと。それを不正の出金

とかいうようなことで、あなた方になすりつけ

ていると。こういうことも議会でやっているわ

けですよ、議会で。とんでもないことだと思う

んです。懲罰ですよ、本当に、こういうことに

ついては。

そんなことを私は今でも、今お話を縷々聞い

て怒りを感じるということを明らかにしておき

たいと思います。

【石本委員長】 ほかに。

【まきやま委員】 私の方からは5点質問させて

ください。よろしくお願いします。

まず、大石選挙の知事選挙の時ですね、ウグ

イスさんに上限以上の支払いをしたり、運動員

さんに報酬を支払った覚えはありますか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 私は、

その際、一切関わっておりませんので、わかり

ません。

ただ、その後の選挙収支報告書とかに記載さ

れている方で、でも実際は確認団体の方のウグ

イスだった方とかもおられるのは確かでしたし、

ちょっと不明なところは多々あるなとは感じま

した。

以上です。

【まきやま委員】 ありがとうございます。

次に、令和4年、選挙が終わった後の6月2日
に9法人の中の一人の方が知事に怒ってらっし
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ゃったということで、その時には知事が迂回献

金のことについて知っていたということまでは

わかったんですけれども、実際、この286万円

について、大石知事が最初からわかってやった

と思っていますかどうか、教えてください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 それは

私の考えではわかっていたと思います。という

のは、医師会からそういうご案内が出ているわ

けですから、それは医師会長、大石知事、あと

医師会のそういう作業をした事務の方、皆さん

ご納得の上で迂回献金になるという意識はあっ

たと思います。

以上です。

【まきやま委員】 ありがとうございます。

それと、その件に関して、誤解を与える事務

的なミスがあったと医師会長から伺っています

という発言があったんですけれども、この件に

関して参考人の感想をお聞かせください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

記者会見の際でしたでしょうか、県の医師会

長М会長が、たしか「たくさんの自民党県議が

おられる第8支部へ寄附をした、多くの先生方

で使ってもらうようにです」みたいな内容をお

話されていたと思うんですけれども、しかし、

第8支部はG県議お一人ですよね。そこも私は整

合性がないなと思いました。

以上です。

【まきやま委員】 ありがとうございました。

次に、田中愛国県議の問題の質問止めについ

てお聞きしたいんですけども、知事から元監査

人への依頼があったかどうか、ご存じないでし

ょうか。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

知事から依頼がなければ、監査人はそういう

行為はなされないと思います。その詳細も、当

日の田中議員の詳細も知事はご存じでしたし、

そのお昼にある予定の自民党の会に欠席された

こともわかっておられました。で、欠席された

ので、ではそこに行ってお話をすることはでき

ない。となれば、じゃ、後援会事務所で翌日の、

翌日というか、24日の資料を作成しようという

ことになり、資料を作成しました。

で、夜の佐世保でのパーティーは出席される

かなという話になり、そこで私がそちらにおら

れるМ議員にお電話をさせていただいて、M議

員が、じゃ、僕の方で聞いてみましょうかとい

うお返事でしたので、聞いていただいて、出席

されるそうですという回答を得ました。ですの

で、そこからそれを知事に報告して、元監査人

が、では行きましょうということになった流れ

です。

以上です。

【まきやま委員】 ありがとうございます。

次の質問にいきます。

秘書課とグループLINEをつくって、業務の

共有をしていたということですけれども、参考

人から見て政務と公務が混同していたかどうか。

もし、していたのであれば、具体的な例があれ

ば教えてください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 お答え

いたします。

もうそこは、何と言えばいいでしょうね。私

の認識ですと、全て政務のことも秘書課の方は

ご存じでしたし、これは政務だなと思われるこ

とでも、やはり知事から言われれば、しなくて

はならないんだろうなと思われていたと思いま

すし、一つの例としては、県議会選挙の時、県

議の選挙の時に、島原半島の方ですね、回るス
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ケジュールも秘書課が作成をしてくださいまし

た、順番も考えてくださいました。それは明ら

かに政務であったと思います。

ほかにもありますが、今ちょっと用意してな

かったので、お答えができません。

以上です。

【まきやま委員】 ありがとうございました。

では、最後の質問になります。

今日いただきました資料の2になるんですけ

れども、業務命令書というものがあります。そ

の一番最後の（3）の当会事務所の金庫の鍵及

び当会の通帳の所在が不明ですと。その保管場

所について直ちに明らかにしてください。手元

にある場合には、至急、当会事務所まで提出し

てくださいとありますけれども、この件に関し

て、事実を教えてください。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 こちら

は、7月の3日の日に事務所に行きまして、U秘

書、事務所の2階になるんですけれども、そち

らのK社長に間に入っていただいて、またここ

でもらってない、渡してないというような話に

なったら困りますので、間にK社長に入ってい

ただいて、きちんと通帳や鍵はお返ししており

ます。

以上です。

【小林委員】小林でございます。もう時間がき

ましたので、最後に一言お尋ねをいたします。

まだたくさんに質問したいことはたくさんあ

ります。910万円のいわゆる確認団体「新しい

長崎県をつくる会」、ここに対する910万円の

架空の要するに寄附、実際お金が動いてない架

空の寄附についてとか、たくさん、まだほかに

いっぱいございます。今、まきやま委員が言わ

れた、政務と公務についても、本当に秘書課が

もう何か政務のことは一切知らないと。一切関

わってないなどと平気で議会で答弁をし、それ

が虚偽の答弁だと言っても認めようとせんとい

うぐらいね、ちょっと何かおかしくなってしま

っていると。かつての秘書課というのは、政務

と公務の区別が難しいわけであるけれども、明

快に公務と政務をきちんと切り離していると。

前の秘書課長は、今、佐世保に行っている。こ

ういうのが本当にうそ偽りの答弁をやって、こ

れは地方公務員法のいわゆる何か法律に抵触す

ることはないのかと思うぐらいであります。

そこで、最後に、やっぱり知事を支えられて

きた参考人であります。こういう状況になって、

知事に伝えたいこと、知事に物申したいこと、

こういうことが何かございましたら、時間もご

ざいませんが、簡潔におっしゃっていただけれ

ばありがたいと思います。どうぞ。

【参考人(大石けんご後援会元関係者)】 本日は、

こういう機会を与えていただきまして、大変感

謝申し上げております。

先ほど、小林議員が言われました、元秘書課

長であったO氏と選挙コンサルタントは、本当

に毎日電話を交わすような、情報交換をしてお

られました。ですので、政務とわかっていたけ

れども、もうそこはわからないような状態に、

そのような状態というか、感覚になっていたか

もしれません。だけれども、政務は政務、公務

は公務として、きちんと分けるべきだったんだ

ろうなと私は思います。

最後に、知事に言いたいことは、先ほども申

し上げましたが、真実は一つです。それを変え

ることはできません。これ以上うそにうそを重

ねることはやめていただきたい。私は、本当に

尊敬しておりましたし、支えておりました。そ

ういう知事であっていただきたい。潔く引いて

いただくなら、そうしていただきたい。
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未来大国、知事はこれからの未来を、今の若

い人たちに託そうとされております。知事にも

子どもさんがおられます。子どもさんたちへ、

うそをつくのはいけないことだと伝え、真っ当

に育つように教育されておられると思います。

知事もご両親からそう受けられたと思います。

お子様たちは、お父様として、知事を大変尊

敬し、誇らしく思っておられるのではないでし

ょうか。そのお子様たちに、今のご自身の姿を

正々堂々と見せられるのかを問いたいです。

以上です。

【小林委員】 ありがとうございました。

【石本委員長】 ほかにありませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】これで本参考人への意見聴取を

終了いたします。

参考人におかれましては、本日は大変お疲れ

さまでございました。本委員会を代表しまして、

お礼を申し上げます。ありがとうございました。

これよりしばらく休憩し、15時から会議を再

開し、長崎県建設業協会長より意見聴取を行い

ます。

しばらく休憩します。

― 午後 ２時４８分 休憩 ―

― 午後 ３時 １分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

参考人より、委員からの質問通告に対して、

お手元に配付しております資料を用いて発言し

たい旨の申し出があっておりますので、ご了承

をお願いいたします。

それでは、これより審査に入ります。

初めに、委員長として一言ご挨拶を申し上げ

ます。

本日、ご出席いただきました長崎県建設業協

会 根〆会長様におかれましては、お忙しい中、

本委員会にご出席をいただき、誠にありがとう

ございます。

本日は、「大石知事の政治資金等について」

意見聴取をさせていただきたく、ご出席をお願

いした次第でございますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

ここで念のために申し上げますが、呼称につ

きましては、規定により「参考人」という言葉

を使わせていただきますので、ご了承をお願い

いたします。

また、発言される際は挙手の上、委員長であ

る私が指名した後に、簡明に案件の範囲を超え

ることなく発言いただきますようお願いいたし

ます。

なお、ご発言の際は、着座のままで結構でご

ざいます。

また、参考人は、委員に対しての質問ができ

ないこととなっておりますので、ご了承願いま

す。

万が一、質問の趣旨がわからなかった場合は、

休憩を求めてください。休憩中に質問の趣旨を

確認していただくことといたします。

それでは、まず、参考人より5分以内でご自

身の紹介のための発言を求めます。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 私は、一般

社団法人長崎県建設業協会の会長をしておりま

す根〆と申します。よろしくお願いします。

【石本委員長】それでは、事前通告に基づき質

問を行います。

各委員の質問時間は、答弁時間を含めて1回
当たり10分以内とし、審査時間が残っている場

合に限って再度の質問ができることといたしま

すので、よろしく願います。

事前通告をされた委員の方でご質問はありま
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せんか。

【まきやま委員】まきやまと申します。よろし

くお願いします。私からの質問になります。

県建設業協会からの最低制限価格の引き上げ

の陳情は、いつになりますか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 資料にあり

ますように、知事への要望は、令和5年、最後

の2月3日です。

以上です。

【まきやま委員】その後、同協会へ大石けんご

後援会の資金集めに協力してほしいという流れ

になってますけども、県議会議員とは、この件

で何度かお会いしていますが、いつ頃から、誰

とお会いになりました。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 私は、建設

業協会の会長をしておりまして、総会の懇親会

とかいろんな会合とかで、県議とは、いろんな

県議と普段から話をさせていただき、親しくさ

せていただいております。どの県議を、もしか

したらお二人の県議を言われているかどうか知

りませんけれども、そういう話は、最低制限の

話については、普段の会話の中で上がったねと

いう、要望しておりますのでですね、県連の方

に、そういう話はありましたけれども、それ以

上の話はありません。

【まきやま委員】 ありがとうございます。

では、後援会の資金集めですね、資金集めの

協力をいつ頃お会いされたか、お聞かせくださ

い。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 この辺、い

ろんな経緯があります。実は私は後援会の、設

立当時の前からですね、組織をつくろうとする

時に、私がまだ会長になる前から、ちょっと相

談があったりしてまして、その後、副会長にな

って後援会の中身については、いくらかは知っ

ております。その中で後援会費の、少し足りな

いという話も役員会なんかでも出ておりました

ので、そういうこともわかった中でですね、ま

ず今回、知事の事務局の方から、後援会事務局

から電話がありまして、大石知事が会って話を

したいということがありました。そういうこと

で日程調整をしてお会いするようにしました。

そういう中で、県議とはまた、先ほど言いま

すように普段から会っておりますので、当時は、

5月に会ってますけれども、知事とは、その時

はちょうど総会時期でありますので、普段から

会っておりますので、私たちも行くよみたいな

話程度で実際に会っております。

以上です。

【まきやま委員】具体的に後援会の資金集めに

対して要請をされましたか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 正式に知事

と会う時に同席はされましたけど、その前は一

切ありません、そういう話はありませんでした。

【まきやま委員】知事の方から資金集めについ

て要請をされましたか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 同席した時

は、知事からはありませんでした。同席した時

に議員の方から、どちらか覚えておりませんけ

れども、ありました。

以上です。

【まきやま委員】実際、建設業協会加盟の企業

から12万円の寄附や会費、6万円の寄附、会費

等が入ってます。この件に関して会長は動かれ

ましたか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】先ほど、私、

述べましたように、後援会の副会長をしており

まして、後援会の発会式が令和4年の5月28日に

ありまして、そこで会員拡大のお願いがありま

した。そこで、私が、2か月後の私どもの会議



総務委員会（集中審査）（令和６年１０月３０日）

- 185 -

がありますので、支部長、特に支部長を中心と

した常任理事会というものがありますので、そ

こで皆さんに、これまでの知事にも皆さん、寄

附等をしておりますので、そのようにしていた

だけないかと。そして、支部長さんたち、それ

ぞれの支部で、そういうふうにしていただける

方には今までどおりしていただきたいというお

願いを私はしました。

【まきやま委員】 ありがとうございます。

それでは、知事が掲げている「未来大国」に

ついてなんですけども、この時、会長から知事

の方に建設関係のことが入っていないというこ

とで、安定して公共工事を出してくれればよい

とお話をされているようですが、その時の知事

の回答は、どのような回答でしたか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 その知事と

の会話の中で、かなりの部分がその部分になっ

たんですけども、会議の話はすぐ終わってです

ね、その話になったんですけども、知事の方か

らは、建設業とか公共事業ということについて

は十分認識を、私もわかってると。ただ、一般

向けだし、建設業界がしっかりしていただけな

いと自分たちの「未来大国」もできないと、で

すから、今後もよろしくお願いしますという話

でした

【まきやま委員】最後になります。毎日新聞の

記事で取り上げられているんですけれども、「変

なことに巻き込まれたくないのでまだ動くなと

言っていた」という記事がございます。このこ

とに関してLINEで会長が書いているところも

出てますけども、このことについて詳しくお聞

かせください。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 知事が、政

治資金の手続上の問題が出ておりましたけども、

ネットとかでいろいろ出て、また少し騒がしく

なっているような私は感じを受けましたので、

あえてここで様子を見とこうという考え方があ

りましたので、話は少しはしましたけども、あ

まり動いてくれるなという話をしました。

以上です。

【浅田委員】 今日は、本当にお忙しい中、お時

間をいただきましたことを心から感謝申し上げ

ます。

その中で、私も最低制限価格の見直しについ

ては、政治家の一人として関わった者として県

民の方に誤解を与えてはならないという思いも

ありますので、前段からお話をさせていただけ

れば幸いでございます。

ちょっと長くなりますが、そもそも私たち議

会の中においても、この最低制限価格を上げる

というのは、従来から国の制度にのっとり県の

中でも議論をされてきた状況の中であり、要は、

ただでさえ建築業界の人手不足ですとか処遇改

善、様々な景気の沸騰とか高騰とか経済的な問

題等々もある中で、従来どおりではなくて、国

にも合わせた上でしっかりと価格を上げていこ

うというようなことであり、これは県の土木の

方も、それは非常に正しいことであるというこ

とに則ってずっときたわけです。それを我々も、

もちろん必要であるということの前提に基づい

て、それを支援したというか、賛成をしたとい

うのが流れでございます。

県民の方々に、なんかこう最低制限を上げた

こと自体が悪かったかのように思われるのは、

ちょっと違うなと思ったので、あえて私の方で

説明をさせていただいたことと、中には、今日、

例えば建築関係の方々も、私たち総務委員会が

会長を呼んだことが建設家をいじめているかの

ような言い方をされた部分がありました。でも、

私たちとしては、そうではなくて、私たち、特
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に自民党は誤解をあえて恐れずに言いますと、

いろんな職域の方々と付き合わせていただいて

おります。それは政権与党として、しっかりと

様々な国民、県民の生活を守っていくため、自

分たちの地域を守るため、しっかりと今も最低

賃金を上げるとかいろんな議論がなされており

ますけれども、多くの方々の生活を守るためと

いうことで、いろんな団体の方々と協議をしな

がらお話を進めております。それ自体は悪でも

なんでもなくて正当的なことだと思いますし、

それに則って我々の党ですとか政治家をご支援

いただくことは、非常にありがたいことですし、

まともなことだと私は今も信じております。

そんな中で、この最低制限が上がったことが

問題ではなく、今日、参考人をお呼びしたとい

うことも、私が真実を知りたい一つは、最低制

限を上げることの問題ではない。また、適切に

献金をしていただくことも問題でもない。我々

が何らかの場合に会費をいただくことも問題が

ないわけです。

しかし、今回、その中で一つお伺いしたいの

が、これまでの知事とかに関しましても、そこ

は変わらずやってこられた、ご支援いただいて

いたと思うんですけれども、今の知事になって

極端に、なんていうんでしょうかね、今までに

なかった、例えば1口3,000円が何万制度、何万

制度とか、制度設計が変わった部分が大きくあ

るなという、事実としてですよ、変わったもの

なのか、その辺が私どもではわからないので、

そのあたりはまずはいかがなものでしょうか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 最後のとこ

だけの、会費の問題についてだけ、後援会にい

ましたので少し話をさせていただきますけども、

私も前の知事の時のいろんな内情はわかりませ

んけども、事実として、かなりの金額を会員は、

会員企業の個人はですね、寄附をしてるわけで

すよ。しかし、今回、大石知事の場合は、会員

を広く集めようといって、会費を3,000円出せば

会員になれるよと。あとはもう一つは寄附とい

う形をしたんですね。しかし、現実は会員はい

くら集めても、そんなに資金として集まってこ

ないという中で、あまり資金が集まってこなか

ったと、中途半端な感じになっていたというこ

とで、もうある程度前の知事みたいにしたらど

うですかということを私も1回申し上げたこと

もあります、役員会の中でですね。

そういう中で、そしたらということで、まあ

その経緯はそこでどうなったか知りませんけれ

ども、6万円、年間6万円と12万円という、それ

と3万円と3つに分けた、その前は1口（「3,000
円じゃないのか」と呼ぶ者あり）会費はですね、

すみません、会費は3,000円です。しかし、1口、

幾らでもいいですよというのが前の決め方だっ

たんですね。ですから、我々会員の方もですね、

どれぐらいすればいいかということも逆にわか

りづらいところもありました、あったというの

も聞いております。

そういう状況で変更されたんではないのかな

というふうに私は思っております。

【浅田委員】繰り返しになりますけども、職域

の方々に我々もいろんなお願いごとをしたりと

か、適切な、適正な寄附をお願いすること、そ

ういうことは当然あってしかりだと思っている

んですけれども、状況が何か違ったのかなとい

うようなのが今回の問題なのかなと思うんです

ね。

こうやっていろんな方たちが最低制限価格の

見直しすらも問題かのように言われ、業界全体

が問題かのように言われていること。こういう

ことに関して参考人として、まず、今現在どの
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ような思いがありますでしょうか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 8月22日に

毎日新聞が全国紙で、記事の中で刺激的なスク

ープ記事を出しました。「大石知事後援会は、

県建設業協会に後援会員を集めるよう繰り返し

求めていた。専門家は、知事側が陳情を実現し

た成功報酬を依頼したように見える。癒着を疑

われるような行為は慎むべきだと専門家は批判

した」という内容でした。

しかし、知事から私に最低制限価格の話も含

め、成功報酬を依頼するような話は、これまで

一切ありません。また、私は、後援会の役員も

しており、会員拡大の話をするのは当然だと思

います。

そして、記事が出た翌日、私は、各社の取材

を受け、報道10社に対し、そのように述べまし

た、否定しました。建設業が担い手不足で苦し

んでいる状況で、最低制限価格の引上げを機に、

現在、給与アップや休暇の拡大、そしてデジタ

ル化の促進に向けて協会が一致団結して努力を

し、着実に担い手確保の実績が出ています。こ

のような中、邪推に基づき、県民の誤解を招く

ような一部マスコミの報道がありました。

これらのことは県民の生活基盤をつくり、安

全・安心のため、真面目に一生懸命努力してい

る建設業界にとって大きなマイナスでしかあり

ません。このような状況を私は悲しい思いでい

っぱいです。今回は、建設業協会会員の名誉回

復のために出席をさせていただきました。

以上です。

【浅田委員】私ども総務委員会も誤解をしてい

ただきたくないのは、建設家協会ですとか、例

えば昨日も医師会の方に来ていただきました。

それは別にそこの団体を責める気持ちなんかみ

じんもないわけですね。先ほどからの繰り返し

にもなりますが、見直したことに関しては、県

民の生活を守るためというふうに私も思ってお

ります。

ただ、どうしても、様々な知事の選挙に関す

る問題の中で、お金の架空の寄附だったり、い

ろんなことが今騒がれている中で、やはりどう

しても名前が上がってきたのかなというふうに

感じずにはいられないところでございます。

ただ、私が知事とのやり取りをしていった中

において、先ほど参考人からは、なんか無理や

りの価格を言われたりというのはなかったとい

うようなお話もあったんですけれども、最初、

私もどこかで、なんか上がったこととか何かを

したことを、トップなので、トップの方が言う

と、なんか悪用したかのようになってしまうと

ころはあるのかなというところは、今も感じる

ところで、そこは知事に対して、やっぱりやり

方ですとか、人との接し方ですとか、多分、前

の知事の場合には、宴席にしても何にしても、

すごく固くやられてました。個別で会わないと

か、大勢としか会わないとか、プライベートな

時には飲みにも行かないとか、そういうことを

前知事はしっかりとやられていたわけですね。

だからこそ、今まで私も何人かの知事を見て

ますけど、そういう問題が上がったことがない

んですよ。これが今の知事の時に上がっている

ということは、問題であるなというふうに感じ

ているということだけは、それは協会の方、建

設業協会とはまた別の問題として、私は一応そ

ういう思いがあるということだけお伝えをさせ

ていただいて終わりたいと思います。何かあれ

ばご答弁ください。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 私ども協会

は、現役の知事とは、それなりに良い関係であ

るべきだというふうに私は思っておりますので、
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協会としては。やはり知事も、前の知事は総会

には来ていただきませんでしたけれども、今の

知事は総会の懇親会で我々会員といろんな話を

していただけるということもありますので、全

てがマイナスではなくて、いいこともあるので

はないかなというふうには思っております。

以上です。

【浅田委員】ありがとうございました。いろん

な角度によって捉え方、いろんなことがあろう

かと思います。やっぱり私たち46分の1とは違

って、130万人の舵取りをするトップというこ

ともありますので、あとはご本人の姿勢等々見

せ方、そういったところにも通じてくるのかな

というのを今感じました。ありがとうございま

した。

【石本委員長】 ほかに質問ございませんか。

【坂本委員】委員の坂本と申します。今日はあ

りがとうございます。

私も、浅田委員のところと通じるところがあ

るんですけれども、特に協会の皆さんとは直接

はいろんなものはありませんけれども、建設産

業団体連合会というのが平成25年に発足をし

まして25団体、これは建設業に携わるいわゆる

経営者の皆さんと、いわゆる労使でつくられて、

その中で建設産業が総合的に改善・発展して公

共の福祉に寄与するというふうな目的で発足を

されて活動されておりますので、私も、そのこ

とは支持をし、また、最低制限価格も、私は国

政与党の立場ではありませんけれども、やっぱ

り働く皆さんのために、それは必要だというふ

うな立場に立ってますので、通ずるところがあ

ります。

何点か事実関係を確認させてください。

先ほどもちょっとまきやま委員の方からあり

ましたけれども、まず、この令和6年度から大

石知事の後援会が特別会員年間12万円、正会員

年間6万円というふうなことで、先ほど会長さ

んの方からあったとおり。これはなかなか後援

会の財政が非常に厳しくなっているというふう

な要因もあって、そういうふうなことを令和6
年度からされているというふうにお伺いをして

おりますけれども、この中でそういうふうに令

和6年度からなってきた中で、いわゆる協会の

皆さん方でこの特別会員が何名ぐらい、それか

ら正会員が、年間6万円が何人ぐらいというの

が、協会として把握をされているのかどうか。

もし把握されてたら、今年は令和6年の、まだ

過ぎてませんので、今現在ぐらいでわかるとこ

ろがあれば教えていただけませんでしょうか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 今把握して

いるだけでいえば、建設業協会会員の個人が40
名しております。それは令和5年度です。ここ

に資料、ちょっと手持ちありませんので、幾ら

かというのはわかりませんけども、半分以上の

方が12万円以上をされているんじゃないでし

ょうか、そういう感じです。

【坂本委員】ありがとうございます。これです

ね、昨日、参考人でお呼びした大石知事の元監

査人の方からいただいた資料では、令和6年度

で、これは6月の17日現在なんですけれども、

いわゆる年間12万円の特別会員が建設業協会

の方で40名、それから正会員かな、正会員の方

が25名と、年間6万円ですね。というふうなこ

とでありましたので、そのことを、ちょっと数

字を確認したかったんですけれども、今手元に

ないということで、すみません。ただいま40名
というのは突き合わせできているんじゃないか

なというふうに思います。

それで、これは私は令和6年度からこういう

ふうなのが始まったというふうにお聞きをして
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いるんですけれども、これが毎日新聞に報道さ

れて、会長の認識は先ほど伺ったとおりなんで

すが、もう一つ、この知事に要望書を提出をし

たのが2月3日で、その後、これ、5月10日に、

これは知事の後援会のグループLINEだという

ふうに思うんですけれども、その中にですね、

「会長から連絡がありました」、これ、5月10
日の知事が発信したLINEなんですけれども、

「会長から連絡がありました」ということで、

会長の方が建設関係の後援会の入会寄附先、年

度ごとの状況表を作りたいので入会寄附のデー

タをいただきたいというふうなことを会長の方

から知事の方にあって、そのことが後援会のグ

ループLINEの中で流れているというふうなこ

となんですけれども、それは知事と会ったと、

5月に、今年ですね、会ったという、その席で

そういうふうな話になって、連絡をして、知事

の方が後援会の方でそういうのをまとめてくれ

ませんかというふうなことになっているみたい

なんですけれども、その流れは間違いございま

せんか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 私は、詳し

くはわからないと先ほど言いましたけれども、

私は、お願いする立場であって把握する立場で

はないんですね。1回はお願いしました、最初

に。しかし、その後は基本的には逐一把握して

おりません。

そういう中で、知事とお会いした時にありま

したものですから、これは知事の方からの話で

はなく、私は今わからないと、全く誰が、それ

と少し減っているという感じもちょっと私も見

受けたので、会員の中で。ですから、とにかく

会員の名簿をくださいということを言いました。

それともう一つ、その中で出てきた数字が、

先ほど40名と十何名ですかね、20名ですかね、

言われましたけれども、あくまでですね、その

名簿の中で見ると5年度の分しかわかりません

でしたけれども、会員以外の会社の個人の方が

いらっしゃるんですね。ですから、私、先ほど

5年度の分だけで統計の数字が、日にちが違い

ますけども、あくまで私は会員の数字を、会員

各社の個人の数字を言わせていただきました。

ですから、私たち会員の数字もですね、皆さ

んが、協会が言ったから入れてくれたかどうか

わからないんですね。いろんな形で会員のお願

いとかはあってるはずなんですね。ですから、

全てが協会でしたから、その数字になったとい

うことは違うと思います。

以上です。

【坂本委員】わかりました。確かにそうですも

んね。協会の会員さんだけじゃなくて、入って

ない方も、当然そういうふうなことで会員とし

て寄附なりそういうことをしているだろうとい

うふうには推察をできます。

それで、先ほど毎日新聞の記事がぽんと出て

非常に衝撃的な内容だったなというふうに思い

ます。その中で会長の話として、これ、取材を

されて、かぎ括弧で協会の会長の言葉として載

ってるんですけれども、「簡単に集まるわけが

ない。協会内で依頼があったことを一部伝えた

が、変なことに巻き込まれたくないので、まだ

動くなと言っていた」ということなんですけれ

ども、この毎日新聞が出た記事の前に今言われ

たようなことがありました。そういう意味でい

くと、「まだ動くなと言っていた」というとこ

ろが、ちょっとこう矛盾するかなって、時期的

にですね。時期的にもう既に5月段階では知事

とお会いして、それなりの、じゃちょっとうち

の協会の会員、何人ぐらい入っているんですか

ということを聞かれたということでしたので、
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それからいくとちょっと、「動くな」と言って

いたというところが、ちょっと矛盾までいかな

いんですけれども、ちょっとどうかなというふ

うな感じがしたんですけれども、そこら辺とい

うのは、どういうふうに私たちは理解すればよ

ろしいでしょうかね。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 知事とお会

いしたのは、令和6年5月9日です。それで私が

常任理事会で少し話をしたのは6月の19日です。

1か月半ぐらいの、そこに間がありました。そ

ういう中で先ほど私が言いましたように、ネッ

トとかいろんなので少し騒がしくなったような

感じが受けましたもんですから、今はちょっと

止めとった方がいいなということを皆さんに話

しました。正式なお願いは、だからしておりま

せん、一切。

【坂本委員】 わかりました。今、時系列的に整

理をできました。ありがとうございました。

以上で終わります。

【石本委員長】 ほかにご質問ございませんか。

【宮本委員】 宮本です。本日は、参考人、お忙

しい中、お越しいただきましてありがとうござ

います。

確認だけさせていただきます。

今回、特別会員と正会員で分けて、特別会員

が12万円、正会員が6万円というお話があった

時に、これ、今までない会費で、非常に私から

するならば高いなと感じたんですけど、一番最

初、聞かれた時にどういう受け止めだったのか、

お聞かせいただければと思います。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 建設業界の

個人の方々は、案外6万円とか12万円とかされ

ておられる方が多かったので、私は、それなり

に、そんなに違和感はありませんでしたけれど

も、確かに言われるように、決め打ちされたと

いうのがどうかなというふうには思いましたけ

ども、建設業、個人からしたら、はっきりした

のかなという感じは見受けました。

以上です。

【宮本委員】ありがとうございます。これが寄

附ではなくて、先ほども参考人からもあったと

おり、寄附というのはよく行っているという話

もあった中で、会費ということである中で、寄

附ではなくて、あえて会費になっているという

ことの設定となった中で、これは寄附ではない

んだなと、会費としてこういった形できたとい

うことに対する受け止め、寄附ではなくて会費

なんだということでなぜなんだろうとか、そう

なんだなと、いろんな思いがあられるかと思い

ますが、その受け止めをお聞かせいただければ

と思います。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 私ども、少

なくとも私は、寄附とか会費とかという、あま

り区別がついてなかったのは事実です。今回、

総務委員会の中でいろいろ出ておりましたけれ

ども、確かに言われるとおり、寄附と会費とい

うのは違うと。実際ポケットマネーを出すのは

一緒ですので、あんまりそういう、皆さん意識

はなかったのではないかなというふうには思っ

ております。我々、建設協会の個人の方はです

ね、想定ですけれども。

以上です。

【宮本委員】ありがとうございました。私の方

もですね、最低制限価格の引上げについては、

これはやはり現場としては非常に大きな課題で

あろうかと思ってますし、これは今に始まった

問題、要望でもないということも承知しており

ますから、こういった形のご要望については、

議会としても対応していくべきものであるとい

うことは認識しておりますので、引き続きまた
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ご尽力いただければと思います。

以上です。

【小林委員】 お尋ねをします。

最低制限価格、これを引き上げるということ

は、やっぱり時として諸般の事情があるわけだ

から、我々もね、全面的に協力はしているわけ

だ。私は、今、自民党を外れているけれども、

何も自民党だけではないんだぞ。ここは根〆会

長、よう知っとかんといかんね、参考人、こう

いうことは。

そういうことの中で建設業協会のあなた方と

か、建設業者の方々が、やっぱり県民の安心・

安全な暮らしのために相当役割を頑張っていた

だいている、こういうことについては誰も否定

はしてない。本当に厳しい取り巻く環境の中で、

よくぞ頑張っていただいてる。まして、そのト

ップに立つあなたはね、非常に大変だろうと、

こういうことは推測するわけです。

そこでね、最低制限価格の要請をあなた方も

されてきたけれども、今回これが実現したと。

幾らの一般財源、県民の税金、上げたことによ

ってどのくらいのお金が県の方から拠出される

か、これ、わかりますか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 毎日新聞の

方では6億という数字が出ておりましたけども、

県との話の中でも、それに近い数字が出ており

ました

それで、私どもはそしたら1万名の役職員が

います、建設協会だけで。全部は受注しません、

6億全部、受注しませんけれども、その中で1年
間で4.4％上がっております。年収400万と計算

したら、20億の、年間、実際に給料を上げたと

いう計算になります。こういう計算を基に、我々

は92％に上げることについて、前の会長は数値

目標を出さなかった理由は、やっぱりそういう

とこにもあったんではないかと思っております。

ただ、私はですね、数値目標を出して、最低制

限を上げて、アクションプランをつくって、み

んな業界が一致して頑張っていこうと、上げて

いこうと。そうしないと持続的な建設業にはな

らないぞということを皆さんに申し上げて、皆

さんがですね、個々の会社の経営の内容をです

ね、皆さんがですね、賛成してくれました。

ですから、私どもは、十分県民のことも考え

ながらですね、やっているつもりです。

以上です。

【小林委員】あんまり尋ねんことはしゃべるな、

時間がない。尋ねたことだけしゃべってくれ。

そういうことはよくわかってるよ、あんたが努

力していることは。

それで、あなたは知事の後援会に幾らお金を

渡していますか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 14万円です。

【小林委員】 西海建設は。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 ちょっと今

覚えてませんけど、社長ですから12万円か24万
円か、どっちかわかりませんけど。

【小林委員】名前を挙げたらいかんということ

だけど、おたくの社長、15万円チケットを購入

して、会社から。結構ね、頑張って金を出して

くれてるんだ。ただね、我々もよくわかるけれ

ども、やっぱり知事は発注者だよ。しかもね、

権力、権限を県民から全部お預かりしている人。

だから、そうやってあなた方の指名は今なくな

っているけれども、仕事をやってもらうという

発注者だよ。

そういうことで、あなた方は、仕事をいただ

くからと、県からはと。こういうことでやっぱ

り行政にはね、率直に言えば弱い立場にあるた

い。やっぱり県の公共工事をやらなくて、あな
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た方の会社は成り立たないと、これは誰しもが

わかっていることなんだよ。だから、正直言っ

て弱い立場にあると。

だから、知事あたりから、上から、やっぱり

資金集めに協力をとか、資金集めをやってくだ

さいとお願いをされた時に、嫌なんてことは言

えないよ。あんたも大分強気で言ってるけれど

も、そんなね、嫌なんてことは言えないと思う

んだよ。わかりましたとか、あんたもね、三拝

九拝しながら、やっぱりね、知事あたりと会っ

てるんじゃないかと。もちろん後援会の役員だ

から、それ相当なりに協力をしてあげてるから、

そんなひれ伏すことはないかもしれんが、一般

的に言えば、やっぱり仕事をもらうために行政

側に、ましてや知事という発注者側に言われれ

ば三拝九拝してる人がいっぱいおる。それはあ

なたが一番よく知っていると思うんです。

それでね、要は、今、毎日新聞にでかでかと

載って、そういう状況が出てくればね、なんだ、

これを見返りかのごとく疑われて、それで建設

業協会に今まで年間3,000円だったのが、いきな

り6万円だ、12万円だと、こういうようなこと

で引き上げていくというようなことが、なんか

見返りかのような誤解を招いたのかもしれない

し、その辺はね、あなたも役員の一人であるな

らば、知事の後援会の役員の一人であるならば、

やっぱり慎重な姿勢が足りなかったんじゃない

かと思うが、それについてはいかがですか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 私、前の知

事の時から24万円の方はいっぱいいらっしゃ

ってというのは私は知っております。それと6
万円､12万円の会費が出てきた時に、私もそん

なに深くは考えてませんでしたけども、ただ、

先ほど言いましたように、私たちのところ、会

員の個人の方は、それなりのところをやられて

おられましたので、そこについては大した違和

感はありませんでしたけれども、議員が言われ

るように、今後については十分配慮しながら進

めていくべきだなというふうに思っております。

以上です。

【小林委員】ここは大事なとこさ。やっぱり県

民の税金で成り立っとるわけだよ。国の予算と

か、あるいはいろいろ県の予算、あるいは地元

市町の予算かれこれあるけれども、みんな国民

の税金、県民、市民の税金、それで公共事業が

成り立ってるし、強靱化ね、ああいう災害に対

応する強靱化の予算も全部税金からだよ。

こういうことから考えていけば、やっぱり慎

重にならざるを得ないし、やっぱり時期的なこ

ともね、あなたもこれだけ緻密な人で、頭のい

い人なんだよ。なんであなたがそばにおりなが

ら、もうちょっと緻密にやらないのかと、こう

いうことを言いたいわけよ。

やっぱり最低制限価格が約6億円ぐらいアッ

プして、それでもってね、県民の税金だからね、

6億円も。そういう状況の中で、やっぱりほと

ぼりが冷めて、いいかなと思ったりなんかして、

発注者である知事がね、建設業協会にね、資金

の依頼をするとか、そういうのを直接はしなか

ったと。

これはちょっと聞くけどね、知事は本当にあ

なたに頼んでないのか。資金の要請をしたいと、

本当になかったのか、真顔で言いきるか、それ

は。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 知事とお会

いした時は、知事からはありませんでした。

【小林委員】しからば、同僚議員の名前が二人

挙がってますよ。その一人の同僚議員の息子さ

んは、おたくの会社に勤めてると、こんなこと

も知ってますよ。
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そうすると、その知事からの依頼というのは、

知事から聞いてないと。しかし、誰から聞いた

んですか、同僚議員から聞いたんですか。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 お二人のう

ちのお一人が言われました。

以上です。

【小林委員】そのとおり、あなたも正直にお答

えしていただいてる、そのとおりですよ。私も

調査してますよ。

だから、要はね、さっきも言いかけたように、

タイミングとか、やっぱり最低制限価格を引き

上げて時もあまり経たないうちに、そうやって

3,000円の毎年の会費が一気に12万円、6万円に

なったと、これは見返りを求めてるんじゃない

かと。そういうようなことで、あなたも後援会

の役員であるということを言ってるが、やっぱ

り知事とね、食事をしてる。同僚県議会議員も

同席してやってるとか、いろんな形の中で仲の

良い友達なんだというような言い方をあなたも

してるようだけども、やっぱり仲の良い中にお

いても、やっぱり区切りがないとね、やっぱり

けじめがないといかんわけよ。

そういうようなことで、今大体がね、お願い

する側で、あんまりね、幾らお金が集まってい

るかは知らないと、こんなことについて、あん

まりそれは関心がないですか。

【石本委員長】 小林委員、時間です。

【参考人(長崎県建設業協会会長)】 正確な数字

はわからないということです。それと、途中、

事務局の方に出してくださいと言っても出して

もらえませんでしたので、そういうこともあり

ました。

【小林委員】 令和6年の、今年6月までに630万
円集まってますよ、やめられませんよ。半年で

630万円だ、私の調査で、間違いがないと思う

が。今、幾ら集まってますかと、6月の時点に

おいて630万円と。6年度、4月から始まった、

そういうことの中で結構ね、会社名は言わんけ

れども、どこが24万円、どこが24万円と。あな

たが言わすごと、24万円の、月2万円か、そう

いうのはいくらでもおるよというようなことで、

それは前の知事時代からも同じことだよと。

こういうことで、やっぱり知事が金を集めよ

うと思えばね、幾らでも集めることはできます

よ、やろうと思えば。しかし、これはやっぱり

税金だと。その上において、あなた方のやっぱ

り利益があっておるわけだ。

そういう点を考えれば、あなたみたいな、さ

っきも言ったように、能力のある人、頭のいい

人、そういう人がやっぱり誤解を招かないよう

に、ちゃんとやっぱりそこの手綱は締めて、あ

なた自身もやっぱりそこは手綱を締めてやっぱ

りやっていくべきだと。

こういうような、毎日新聞に大々的に書かれ

て、我々県議会はあんまりそのことについて知

らぬ存ぜぬというわけにはいかんじゃないか。

やっぱり県民の皆さんから質問がありますよ。

我々、それに対して明確に、我々は、こういう

ことに対してはこう思うということを明確に言

わにゃいかんと。だから、いろいろ迷惑してる

んだ、反対にまた、こんなことで。

だから、そういう点からも考えて、今後、そ

ういうことについてはですね、私は、冷静な態

度を取っていただかなければ、我々も黙ってお

けんということになりますから、やっぱり県議

会議員の方々との距離関係、あるいは知事との

距離関係、こういうところについては誤解を与

えないように、お付き合いはお付き合いです。

しかし、誤解を与えることがないように、ひと

つよろしくやってください。これをお願いして、
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やめます。

【石本委員長】 ほかにご質問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】ほかに質問がないようですので、

これにて本参考人への意見聴取を終了いたしま

す。

参考人におかれましては、本日は大変お疲れ

さまでありました。本委員会を代表いたしまし

てお礼を申し上げます。ありがとうございまし

た。

これよりしばらく休憩し、16時より会議を再

開し、大石知事への質問・応答を行います。

しばらく休憩します。

― 午後 ３時５０分 休憩 ―

― 午後 ４時 ０分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開いたします。

これより、大石知事にご出席いただき、引き

続き、「大石知事の政治資金等について」審査

を行います。

知事より、委員からの質問通告に対し、現在

お手元に配付しております資料を用いて発言し

たい旨の申し出があっておりますので、ご了承

をお願いいたします。

知事におかれましては、引き続きお忙しい中、

ご出席いただきまして、ありがとうございます。

それでは、事前通告に基づき質疑を行います

が、各委員の質問時間は、答弁を含めて1回当

たり10分以内とし、審査時間が残っている場合

に限って、再度の質問ができることといたしま

すので、よろしくお願いします。

それでは、事前通告をされた委員の方で、ご

質問はありませんか。

【松本委員】 では、質問させていただきます。

午前中、参考人の方に、専門家の方に質疑を

した時に、「今回の大きなこういった騒動の背

景は何だと思いますか」というふうにお尋ねを

した時に、その専門家の方が、やはり知事の説

明責任だというふうにおっしゃいました。一連

の疑惑に関して事実関係を、やっぱり本人じゃ

ないとわからないところもあります。これだけ

の時間とこれだけの人が関わって、いまだに解

明されないところがあるのは、ご自身が本当に

真実をしっかりと述べていけば、何もこういう

ことが起きなかったと思いますし、お金の管理

に関しても同様であります。そちらについて、

もう一回、再度、確認をさせていただきます。

まず1つ目、286万円の件ですが、メールも前

回出てきました。これは、日付を見ると4か月

前ですね、今年の6月12日でございます。

やはりポイントとなってくるのは、要するに

このような286万円の寄附の状況を、ご本人が

いつ気づいたのか、そしてそれを気づいた後に

どのような対応をしたかというのがポイントに

なってくると思うんですが、そこをお尋ねいた

します。

【大石知事】 ごめんなさい。ちょっと一回、質

問の確認をしていいですか。

【石本委員長】 休憩します。

― 午後 ４時 ２分 休憩 ―

― 午後 ４時 ２分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開します。

【大石知事】 ありがとうございます。286万円

については、選挙が終わった年、2022年の12
月頃ということだと思います。（発言する者あ

り）

その後は、やはり私としては、受け取らない

という判断をしたので、そのまま返金をさせて

いただいたと。はい、そういう感じで。
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【松本委員】ここでやはり本人が、寄附があっ

たのは2月でありましたけれども、本人が、結

局、収支報告書を作成する年末の12月に、これ

は問題があるというのを指摘を受けて、コンサ

ルから。そしてそれを指摘を受けて、これはや

はり返金しなきゃいけないといって返したとい

う手続をとったわけですね。そちらのところに

関しても、その後に、今度は貸付から寄附に、

また戻しているわけですけれども。

もう一つ、2,000万円のことについてもなんで

すけれども、ここで午前中も議論があったのが、

その選挙の収支報告書に寄附がゼロというのが

おかしいという、架空計上みたいな意見もあり

ましたが、そもそも令和4年3月7日、自己資金

として収支報告書に2,000万円を記載してます

が、これは、ご本人は収支報告書を見たことが

その時あったのか、そこの自己資金という記載

を本人は認識をしていたのか、確認させてくだ

さい。

【大石知事】 これはですね、正直、本当に覚え

ていないです。その時は、就任が3月2日でござ

いますので、もう本当に日々がバタバタだった

と思います。

なんで覚えていないと言うかというと、見た

ことがないかと言われると、そこはちょっとわ

からないので、そこも否定するのは非常に難し

いということです。見ていても理解はできてい

ないと思います。

【松本委員】 私も選挙に6回出ているんですけ

れども、実は自分で収支報告書を書いたことが

ありません。報告は受けていますけれども、ま

してや初めて選挙に出られた方は、書き方も多

分わからなかったのかなというふうに思います

が、しかし、そのことが後々問題になるわけで

すね。

午後の参考人の審議で、令和5年3月22日に、

コンサルタントより、この2,000万円を貸付にす

るような指示が事務所にあったというふうに聞

きました。

先ほどと同じような質問になるんですけれど

も、どの時点でこれを貸付にしようと思われた

のか、理由についてもお尋ねします。

【大石知事】 この件は、昨日、言ったかどうか

わかりませんけれども、これまでももうお話を

してきています。恐らく、選挙が終わって2か
月ぐらい経って、令和4年の5月ぐらいだったと

思います。この頃に2,000万円のことについて、

貸付にすれば返すことができると、それについ

て問題ないという話があって、それは、本当に

私も裕福ではないので、自分で用立てしたお金

だったということもあって返していただけるの

はありがたいということで判断をして、そのよ

うにお願いをしたと、その処理をお願いしたと

いう経緯です。

【松本委員】その時点で二重になってしまった

ということですね。

そうしたら、この二重になったのが判明した

のはいつですか。

【大石知事】 今回、収支報告書の訂正、見直し

をする中で、二重計上になっているということ

を確認して、それを適切な訂正の方法について

様々な専門家の先生方にお伺いした上で、今回

の対応に至っています。

【松本委員】 二重になっている、けれども、そ

れを知らずに令和5年3月と令和6年3月に、460
万円と195万2,000円を、一回出しているけど、

それをまた戻したということですね。それで、

令和6年7月に655万2,000円全額返金したとい

うことで了解をいたしました。

もう一つ、新たな疑惑として、供託金につい
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ての参考人からの意見がありました。300万円

の対応ですが、預金口座から300万円が出金さ

れているわけですね。

知事は、親戚から借りたというふうにおっし

ゃっている。そこのところで齟齬があるではな

いかというところですが、そちらについてはど

のように説明されるでしょうか。

【大石知事】これはもう本当に、先日発表させ

ていただきましたけれども、事実無根です。私

は、親戚から借り、用立てをして300万円を納

めています。で、この前も話、すみません、正

確な日付は今出てこないんですけれども、たし

か出金が2月2日だったような気がしますけれ

ども、それより前に、この供託金は納めており

ます。これは記録も残っていますし、告訴状に

もしっかりと載せた上で提出をしています。

【松本委員】 それでは、300万円という大きい

現金を何に使われたんでしょうか。その出金を

された、口座から2月に出金されたものは、

【参考人(知事)】 これは、出納簿で、出納帳で

確認をしておりますけれども、全て、300万円

全てではありませんけれども、現金、小口現金

として、そういったまとまったお金を振り分け

て活用しているという記録が残っています。

【松本委員】 供託金を収めたのが2月2日より

も前の時期だということと、小口の現金で納め

たなら、帳簿も残っていると思いますので、し

っかりと、そこはまたそちらの裁判のほうで争

われると思います。

続きまして、建設業協会への資金集めでござ

います。先ほど、会長も来られましたけれども、

やはりポイントとなってくるのは、前知事の時

代から建設業協会も、自民党の職域としても協

力をいただいていた背景はございます。ポイン

トになるのは、やはり知事が、公職者のトップ

の立場として建設業協会に寄附の依頼を直接的

にするかどうかというところが、前知事の時に

もしていたから、引き続きという会長の意見は

ありましたが、そこのところ。会員を集めてく

れと知事が直接的に頼むということは、やはり

首長として問題があると思いますが、その会長

に関しては、そういうことはなかったとおっし

ゃっておりました。

知事に関しても、同じ質問をさせていただき

ます。

【大石知事】明確に述べさせていただきますけ

れども、最低制限価格の見直しの見返りとして

お願いをしたことは全くございません。

ただ、私自身が、知事という立場の人間が、

資金集めに対してご協力のお願いをしないかと

いったら、それは違うと思います。これは建設

業協会だけではなくて、様々な団体、個人に対

してご協力をお願いすることはありますし、こ

こは自由意思の中で判断をいただくものだと理

解しています。

【松本委員】後援会の会員を集めるのは、建設

業協会に限ったことではなくて、全ての県民の

方々に、もちろん個人としてお願いをしている

ということでよろしいでしょうか。

【大石知事】はい。その理解で良いと思います。

【松本委員】今言ったような、そういったもろ

もろの質疑を交わさせていただきましたけれど

も、いたってそういうことに関して、しっかり

説明責任を都度都度、果たしていけば、そこの

疑惑というのは解消されていくわけでありま

す。状況的な中から、やはり誤解される、そう

いうふうに取られるというのは、受ける県民の

方々の認識もありますけれども、報道のされ方

もあると思いますけれども、しかし、全ての責

任はご自身にあると思います。そういった意味
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で、やはり今後も真摯に説明責任を果たしてい

ただく。

「李下に冠を正さず」という故事成語があり

ますけれども、スモモの木の実を取ろうとして

いる、王様が冠をかぶりなおそうとしたら、実

を盗もうとしているように誤解されたという故

事成語で、立場がある人ほど、自分の行動とい

うのは、かなり正していかないといけないので

はないかなというふうに、これは父に言われま

した。

やはりお立場がお立場です。ですから、会食

にしろ、人と会う時にしても、やはりご自身が

130万人のトップなんだと、そして職員も2,000
人、3,000人いる中のトップなんだという、改め

て自覚を持っていただいて、襟を正して今後も

活動していただきたいと思います。

以上です。

【石本委員長】 ほかに質問ありませんか。

【宮本委員】知事、昨日に引き続き本日お越し

いただき、ありがとうございます。今日は最終

日でございます。

確認をいたします。まず286万円。昨日、私、

質問いたしました。知事が、この件について当

時知っていたのではないかという証拠が参考人

から提出されたという件についてお尋ねをいた

します。

昨日、私の質問に知事は、そういうやり取り

をした記憶はあるけれども、書いていることは

事実と異なるという、ちょっと私には理解しが

たいご発言がございました。

本日、知事からも資料として提出していただ

いておりますが、この件について、再度ご説明

願います。

【大石知事】 少し丁寧にお話をさせてくださ

い。ちょっと時間が短くて大変恐縮ですけれど

も。

まず、この資料ですけれども、昨日見せてい

ただいたメールですね、私、書いたものでござ

います。一部、連絡先とかアドレスが書いてあ

るので白く塗らせてもらっていますけれども、

2ページは、それの前に元監査人からいただい

たメールです。このメールに対して返信をして

いるという形になっています。

それを踏まえた上で、先ほど申し上げたとお

り、6月12日付のメールは私が書いたものでご

ざいます。で、昨日、委員から、このメールこ

そが、令和4年2月の知事選当時から、私が既に

286万円の資金移動を知っていたということを

示す証拠だというふうなご指摘を受けましたけ

れども、これはそうではないと、昨日申し上げ

たとおり、そうではないということを、これか

ら説明をさせていただきます。

やはりこれまでも申し上げてきたとおり、令

和4年2月の知事選当時、その資金移動のことは

知りませんでしたし、そのことを知ったのは12
月頃ということだと理解をしています。そのこ

とについて説明をいたします。

このご指摘のメールですね、先ほど申し上げ

たとおり、元監査人のほうから送られたメール

への返信という形になります。具体的には、2
枚目の冒頭に出てくるメールを見ていただきた

いと思います。6月12日、8時6分というところ

で、元監査人から私に送られてきたメールでご

ざいます。

その中で元監査人からは、286万円に関連し

た、県議の名前を挙げた上で、追伸の訂正とし

て、「知事は、図式について事実を知らなかっ

たと報告しましたが」云々と書いてございます。

これはどういう意味かといいますと、6月当

時、このメールがあった当時、元監査人は、286
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万円について解決をするということで、その県

議とも連絡をとっていた状況でございます。

この追伸の訂正というのは、元監査人から県

議へのメールの文案という形になります。その

中で元監査人は、知事は図式について事実を知

らなかったと、そのように報告しましたが、再

度記録を確認したところ、図式決定の後、コン

サルタントから説明があったことが事実だった

ということが判明しましたという内容だという

ふうに理解していますけど、と書いております。

で、この資金の流れにつきまして、当時私は、

元監査人とのやり取りの中で元監査人は、記録

を確認したところということを伝えています。

そのことも踏まえて、どうやら私が、選挙コン

サルタントから資金の流れの説明を受けたこと

は間違いないようだと、その時、整理をしたと

いう状況でございます。

で、今となっては、当時、元監査人の方がど

ういった記録に基づいて、その資金移動がなさ

れた当時の状況を言ったのか、正直わかりませ

ん。実際には、その286万円を返金する際に話

を聞いたという記憶はもちろんありますけれど

も、選挙の最中に286万円のことを聞いた記憶

はございません。

これ、2年前の記憶を喚起するに当たって、

令和4年2月の時点の出来事と、12月の時点の出

来事を混同してしまっていたというふうに理解

をしています。だからこそ、私はメールを書い

ておりますけれども、まず冒頭、「記憶が定か

ではないので、状況からの推測であることをご

了承ください」ということから始まって、「だ

と思います」というような、そういった言葉で

結ぶような歯切れの悪いようなものになってお

ります。

それによって、このメールに記載をしており

ます私の推測でございますけれども、昨日申し

上げたとおり、大変、あれです、事実に反する

ものになっております。

昨日、自分で書いたのに、その事実に異なる

のであれば、知事としての資質を疑うというこ

ともご指摘を受けたところでございます。また、

公文書の信ぴょう性にも影響があるといったよ

うなことも、ご意見があったかもしれません。

このメールは、何ら公表することを目的とし

ていたものでは、まずございません。6月議会

における286万円の質問が出そうだという情報

を得た時も、それはたしか6月15日ぐらいだっ

たと思いますけれども、それの以前の話です。

なので、私自身が、選挙戦、選挙の期間中の

時系列についてさえも整理が十分できていなか

ったと。そういう状況の中で、信頼をしていた

元監査人とのやり取りの中で、私からの推測と

して題して送った個人的な相談メールでござい

ます。

ですので、注意喚起の過程で、かつ、推測で

あることを明示して送信をしたメールの文面に

誤りがあったということで、知事としての資質

を疑うとまで言われるのは、これはもうさすが

に当たらないと思いますし、ましてや公文書の

信用性に影響が出るといったようなご指摘につ

いては、当を得ないものだというふうに、ここ

でははっきりと申し上げておきたいと思いま

す。

選挙戦当時の状況を冷静に思い返してみます

と、繰り返し申し上げているとおり、私は朝か

ら晩まで県内中を走り回っておりました。相手

も大変実績のあられる現職のベテランの知事で

あったということでございましたので、選対本

部の事務所で関係者の方々と落ち着いてお話を

するといったことも、十分にその機会も得られ
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ていなかったと、また、そのことによって資金

関与のことについてももちろん目を配ることが

なかなかできていなかったと。それが問題の一

つでもあるというふうに、原因の一つであると

いうふうにご指摘いただいておりますけれど

も、そういう状況でありました。

そのような中で、286万円のことについて、

誰かから選挙当時お話を聞いたということは、

覚えはなくて、事前にそのお金の流れを私が知

っていて、それを実行を承諾していたというこ

とは、これは絶対にないと申し上げておきます。

【宮本委員】「記憶が定かではないので、状況

からの推測であることをご了承ください」とい

う一文があるので、あくまでも推測であるとい

うこと。286万円については、当時はやっぱり

知らず、その年の年末、12月末に知ったんだと

いう知事のご答弁でございました。ご自身が書

いていらっしゃるということからすると、なか

なかちょっと信用しがたいという面もあるのが

正直なところであります。

もう一度確認をいたしますが、私ももちろん

選挙をしていて、朝から晩まで走り回っていま

す。その間に、「どこどこからこういった形で

連絡がありましたよ」とか、「どこどこありま

したよ、寄附がありましたよ」というのは、あ

って然りと思うんですよね。全くそういったも

のがなかったというのは、にわかに信じられず。

私も、朝から晩までくたくたになりながら走

りながらも、「候補、こんなところからありま

したよ、連絡はしとってくださいね」と言って、

選挙期間中の夜でも電話をする、それぐらいは

当然やっています。

ましてや286万円という膨大な、これはお金

ですよ、寄附ですよ。これがありながらも、全

く知らないというところ、しかも医師である候

補者が、医療機関からもらっている、いただい

ているというところからすると、本当になかっ

たですか、再度確認します。

【大石知事】 端的に言って、ないです。私、選

挙は1回しか経験をしたことがございませんけ

ど、今、振り返ってもですね、そういったお話

を毎日聞いていたということは、もうないです

し、実際にその通帳がどこにあるとか、どうい

った方々がそこを管理できているとか、そうい

ったことは、もうそれさえもわからなかったま

ま走り回っておりましたので、どこどこから幾

らありましたと、例えば立ち寄った時に、手紙

みたいな、メッセージみたいなものが入れられ

ているものを拝見したりとか、そういったこと

はありましたけれども、そういったお金の話に

ついて、逐一お話を受けることはなかったと理

解しています。

【宮本委員】 事務所に陣中見舞い一覧という、

例えば、私たちはそういったものが、私はある

んですが、逐一、帰ってきて、こういった方が

来ましたよと、来訪者一覧というのがあって、

来ていらっしゃいます、来ていただきましたと

いうのがあるんですが、そういったこともなか

ったということであれば、なかなかに選対自身

も、どういう選対で動いていらっしゃったのか

なというところも、ちょっと考え難いところが

ありますが、それすらも全くなくて、朝から晩

まで動いていたと、走り回っていたと、どこか

ら誰が訪問していたかも全く知らぬ存ぜずです

よという理解でいいんですか。

【大石知事】 全く、どこから誰もという、絶対

に知らないということはわかりません。一覧が

あったかないかということも、記憶も定かでは

ないですし。

ただ、先ほど言ったように、今覚えているの
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は、メッセージがあったりとか、お手紙があっ

たりとか、そういったところは覚えてますし、

それは毎日とか、常に見ることはもちろんでき

ませんでしたけれども、例えば立ち寄った時と

かにお時間がある中で拝見したといったことは

記憶にはございます。

【宮本委員】 私も2015年に経験いたしまして、

一番最初の選挙の時だからこそ、一生懸命かつ

丁寧にやりながら、丁寧にご挨拶もして、御礼

もしてというのは記憶があるんですね。だから、

そういったのがなかったのだという受け止めし

かできない。

改めて聞きます。12月末に、この286万円を

知ったという認識でいいのか。

【大石知事】その資金の流れを聞いて、どうし

ますかというお話を、これまでもずっと繰り返

し述べているとおり、それを知って、お返しさ

せていただくということをしたのが12月末だ

と理解しています。それまでは、どういった、

そのお金があるといったことはわかっていない

ので、返金をするという判断もなかったんだと、

そういう理解です。

【小林委員】 今の質問に関連をしますが、286
万円のことについて、初めて12月で知ったとい

うことについては、にわかに信じることはでき

ないと思います。

なぜならば、6月において、いわゆる286万円

の中で200万円を寄附された島原方面の医療法

人の先生のところに、あなたの元秘書、現在の

県議会議員になっている、この人を謝罪に行か

せたことはありませんか。

【大石知事】その、行ったということは事実で

ございます。ちょっと述べてもいいですか。（発

言する者あり）その、お礼をしていなかったと

いうのは、私がその寄附を知らなかった。昨日、

2日前ですね、医師会長、参考人がお話になら

れた部分ですけれども、確かにお叱りを、ご意

見を伺ったことも記憶にございます。

ただですね、そのご寄附をいただいて、お礼

が礼節を欠いているということでご意見をいた

だいて、その話になったんですけれども、お詫

びに行くと、お礼を述べに行くということにな

ったんですけれども、その時点で、法人から寄

附をいただいているとか、そういったことは全

くわかってませんでしたし、そのことがこの

286万円の件だということは認識がありませ

ん。

それがわかっていれば、恐らくその時点で、

返金をするという判断をしていたんだと思いま

す。

【小林委員】 今もね、その元秘書を、島原方面

の医療法人にご挨拶に行かせたと、謝罪に行か

せたということは認められましたね。

それは、286万円のうちの200万円のお金を出

してくださった医療法人です、ね。そういうと

ころに対して、全然ね、お礼の挨拶もないと、

こういうようなことで医師会長も、わざわざそ

こに出かけてお詫びをされたということを明ら

かにされました。

そうするとね、200万円も出してるというこ

とを、あなたは知らなかったんですか。

【大石知事】明確にそれが理解できていなかっ

たと思います。これは宮本委員からも言われて、

本当に反省すべきところだなと思いますけれど

も、多額の、参考人が言ってくるぐらいなので、

それは大変大きなものだろうと、ご尽力だろう

というふうな理解はしましたけれども。

【小林委員】 だってですよ、200万円もらって

いるということを、知らないままね、謝罪に行

ってこいとか、ご挨拶に行ってこいとか、こん
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な不自然なことはないですよ。誰がね。こうい

うことを言うから、知事の発言に、やっぱりね、

非常に疑惑があると、こういうような話になっ

ていくわけですよ。もうちょっと正直に話して

いただかないと、自然体で。

やっぱりね、知らないで、286万円のうちの

200万円をいただいて、それで挨拶もないとは

何事かと、こういうことで怒ってらっしゃると。

だからあなたも、元秘書をそういうことで派遣

して、とにかくアポイントなしで行ってこいと、

こういう格好でやっているというようなことが

明らかになってね。

その時点で、286万円のことは、あなたは確

かに聞かされていると思うんだけれども、本当

に何も聞かされないまま、謝罪に向かわしめた

んですか。

【大石知事】これについては、本当に詳細な記

憶がないです。そのご指摘をいただいたという

のは記憶がございますけれども。

だから、その寄附が具体的に、もしかしたら

言われたかもしれませんけれども、幾らで、ど

こに入ってとか、そういったことがあったかも

しれませんけれども。ただ私が覚えているのは、

私に対してご尽力したのに、礼節を欠いていた

と、それについてご意見をいただいたので、や

っぱりこれは対応すべきだということが、伝え

ていただいた、その記憶はございます。

【小林委員】 繰り返しますがね、200万円とい

うのはね、そんなざらにね、ご寄附なんかして

くれる人はいないですよ。私も、その方は誰か

ということはわかってますが、そういう男気の

あるですね。あなたを心底応援しようと、医師

会長等から言われて、協力の要請を受けて、男

気のある人で、それだけのことの協力をもらっ

ていると。そういうところにあなたの挨拶ひと

つもないじゃないかと、こういうことで言われ

て、それでやっと。だからあなたも、そういう

ことで身内の人を、元秘書を派遣してやってい

るわけだから、その時に当然ね、中身について

は聞いていると思うんだよ。だからそれをね、

聞いていないとかね、知らなかったとか、よく

わからんとか、こういうことを言うから疑惑が

高まってしまうと。こういうことを申し上げて

いるわけですよ。

やっぱり素直にね、そこのところはね、なぜ

あなたが認めないのかと。迂回献金だとかなん

だかんだ言われるから、認めるわけにはいかん

というようなことなんだろうと思うけれども、

実際においては、あなたが12月まで知らなかっ

たということについては、私は理解もできない

し、あなたが真実を語っていただいていないと、

こういうふうな受け止め方をせざるを得ないと

思います。

それからもう一つ、今日は大変なことが明ら

かになりました。2,000万円の貸付が、まさに架

空の貸付だというようなことが、実は後援会の

女性事務員の方と、それから税理士の方と、そ

れから会計責任者と、収支報告のいろいろ整理

をやっているところにコンサルタントから電話

があって、2,000万円は架空で計上してもらいた

いと、こういうようなところの話がコンサルタ

ントからあったということを、1人じゃなくし

て3人の方々が確認をしております。

こういう2,000万円という大金をね、やっぱり

いかにコンサルタントといえども、あなたの信

頼が厚いといえども、これを計上するに当たっ

ては、あなたと相談しないと、そんなことがで

きないと思うわけです。だから、当然のことな

がら、2,000万円を二重計上じゃなくして架空で

計上するということを、コンサルタントがちゃ
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んと連絡してきているわけだから、そこの相談

がありませんでしたか。あなたは全然その時点

でも知らなかったと言い張りますか。

【大石知事】はい。昨日も少しお話出たように

記憶はしていますけれども、そのことについて

は存じ上げておりません。

今日、午前中にその話が出たということだっ

たんですけれども、すみません、全部は見れて

なくてですね、公務で外に出たりもしていたの

で、部分的にではございますけれども。私の理

解としては、これまで申し上げてきたとおりで

ございます。そういった方々のご主張の内容が、

真偽はわかりません。ご主張がどういったこと

でされているのかわかりませんけれども、まさ

に主張が分かれているんだろうと。なので多分、

いつまでたっても平行線だとおっしゃられるん

でしょうけど。

【小林委員】何も平行、分かれてはいないです

よ。ただ、あなたが、自分が知らなかったと言

っているだけのこと。

だけど、具体的に、あなたの信頼する、あな

たが雇用している後援会の事務員の方々、今言

ったように会計責任者、それから税理士、名前

もわかっている、それから女性事務員の方、そ

ういう自宅待機になった方、そういう方々が、

そうやってコンサルから2,000万円を架空計上

できますよと、こういうことの連絡があったか

ら、2,000万円のお金があなたのポケットから出

ているわけはないのに、それがこうやって架空

で計上していると。こんなようなことをね、本

当に驚くようなことがね。実際ね、こんなこと

までやるのかと驚きますよ。これを、あなたが

知らんかったと、そういうことで認めないと。

こういうこともね、2,000万円という大金を架

空計上することについて、あなたは2,000万円が

戻ってくればありがたいと、こんなような考え

方でやっているようだけれども、それを知らな

いなんていうのを、こういう自然体でないよう

なことをいつまで、さっきの286万円もそうだ

けれども、2,000万円についても認めようとしな

い。一体何事ですかと、私はね、声を大にして

叫びたいんだけれども、全然あなたの姿勢はお

変わりにならん。これはどうですか。

【大石知事】 2,000万円については、これまで

も申し上げてきたとおり、私は、2,000万円に、

入金をしたその一つ、2,000万円がありますけれ

ども、それに基づいて、それが貸付という形に

すれば返ってくると、返すことができるという

話があったので、それが問題ないということで

お願いをしたと、その処理をしたと。

で、それは、2,000万円の貸借を結んだという

ことですので、今日、先ほどちょっと部分的に

聞いた中で、返金を受けた部分ですね、655万
2,000円の部分、これが何か誤ったとかいう話が

ありましたけど、これは契約に基づいて正式に

いただいたと私は認識をしておりますので、こ

れはその当時、正式な手続として出金をされて、

私はいただいていたという認識でおります。

【小林委員】 だからね、今、そういうことで、

2,000万円について、1人じゃなくして3人の人

が聞いてるんですよ、その場にいた人が。ね、

そういうことで。

じゃ、コンサルタントが、あなたが知らない

ところで2,000万円を架空計上しますと、こうい

うことを電話でしてきたことに対しては、それ

はどのように思っていますか、そんなことがあ

るはずがないと思いますか、どうですか。

【大石知事】それについては、本当に事実がわ

かりませんので、コメントはすべきではないと

思います。
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【小林委員】 そんなことをね、やっぱり1県の

知事という責任の重い方が、何かな、こういう

コンサルタントは一体何を考えて、あなたをこ

ういうような状況の中に巻き込んでしまうのか

と。あなたがお金を2,000万円も持つわけはない

んだから、その時点で。だから、そういうとこ

ろから考えてみて、やっぱりお金に困っている

あなたを助けようと思って、コンサルタントが

いろいろ考えた挙げ句、こういうことをやった

のかもしれないけれども、それにしても、もう

まさにですね、どこのね、状況でも、全国を見

ても、こういうね、何か架空の計上をして、何

かそうやってお金をですね、そうやって取り戻

すみたいな、そんなようなことをね、まれに見

る悪質ですよ。

だから、そういう点については、やっぱり認

めるところは認めんと、どっちみち裁判でね、

か、あるいは法廷で明らかになるかと思います

が、やっぱりあなたがそれまでは、そうやって

自分で知らなかった、知らなかったと、相談が

あっていないとか、コンサルはそういうことを

したかどうかわからんと、だからコメントがで

きないとか。

3名の方がね、あなたが雇っている、そうい

う税理士とか、会計責任者とか、事務の方々が、

その場に電話をいただいて、2,000万円の架空計

上を指示されているわけですから、この辺のと

ろこにはね、やっぱりですね、ちゃんと事実を

ね。

事実を究明しますか、どうですか。自分で、

そんなことがあったのかどうかということにつ

いては、そういう方々にいろいろ聞いて、事実

関係を精査すべきじゃないかと思うんだけど、

それすらやらないで、知らなかったみたいな、

そんな大ごとみたいなことを放っとくあなたの

ね、その意識というか、そんなのにも驚きます

よ。どうしたんですか。もっとね、きちんと精

査すべきじゃないか。約束をね、精査をして、

いつまでにはっきり明快にしたいと、こういう

ことをこの場で言い切りませんか。

【大石知事】これまでも努めてきましたけれど

も、その説明をできるように、事実確認の努力

は続けたいと思います。ただ、相手があっての

ことですので、いつまでとお約束はできません

けれども、可能な限り、そこは努めていきたい

と思います。

【小林委員】だから、そういうことから考えて、

あなたが雇っている選挙コンサルタント、あな

たが雇っている後援会の方々、そういう方々を

調べて精査をすれば答えは明らかになってくる

んじゃないかと。誰が嘘を言っているのか、誰

がでたらめなことをやっているのかと、あなた

はやっぱり責任を持って調べる必要があるわけ

よ。それがあなたの責務なんだよ。こんなこと

をね、まれに見る悪質な、こういうやり方は、

まかり通るわけはないと思うんです。

だから、いつ頃までに。私は11月にね、質問

をしますから、一般質問。その時には時間があ

りますから、ゆっくりあなたの考え方をね、た

だしていきたいけれども、本当の話をしてくだ

さいよ。そこでお願いします。

それから最後にね、最後に･･･（発言する者あ

り）

【坂本委員】お疲れさまです。今の関連なんで

すけど、要はですね、貸付が問題じゃなくて、

それが架空だった。だから、したがって収支報

告書では虚偽記載ということなんですよ。それ

を知事が認識していたかどうかというのを私は

知りたいんです。いつの時点でね。

で、今日の午前中の参考人、それから昨日の
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参考人、元監査人、それから元後援会の職員の

方が口揃えて言うのは、令和5年3月22日に、選

挙コンサルタントの方から電話があったと。そ

こに顧問税理士の方もいらっしゃった、当時の

事務局長代理の方もいらっしゃった。そこで、

そのコンサルタントの方が、「2,000万円の貸付

は架空です」と、「だから、架空の貸付を計上

して返済することにしました」ということを言

って、そこで皆さん認識されているわけ。

で、皆さんは、知事は知っていると思ってい

るわけですよ。だから、今日の後援会職員の方、

女性職員の方も、その時点で3月の末に、知事

が言う金銭消費契約書に基づいて最初の460万
円を返しているわけ。

だから、その時点で、それをいつの時点で知

事が認識していたかということなんですよ。自

己資金としているのにもかかわらず、架空の

2,000万円を後援会に貸付たというふうになっ

ているって。

今日の参考人のご意見では、3月22日にそう

いう連絡が入りましたから、当然私たちは知ら

なくてそこで知った。選挙コンサルタントと知

事は当然、話し合って知っていたはずだと、3
月の初旬には知っていたはずだというふうに言

われました。

【大石知事】 その2,000万円についてですけれ

ども、繰り返し述べてますけれども、私が入金

した2,000万円について、貸付という対応、処理

にすれば返していただけるというふうに理解を

していました。私は、そういうふうな理解のも

とで。だから、別にもう一個の2,000万円をつく

って、それに対して貸借をしたとか、そういっ

たことではなくて、私が入金をした2,000万円に

ついての処理だと私は理解をしておりました。

それができたのが、貸借ができたのが6月だ

と、6月です、令和4年6月。令和4年の6月です。

なので、私はそこの時点で、貸借だという処理

が適切だというふうな認識でずっとおりました

し、それに基づいて返金をいただいていたと。

【坂本委員】 それがですね、令和4年の6月に

そういうふうに貸付で返ってくるというふうに

思ったというのが、翌年の3月に、それは、相

談した選挙コンサルタントが、それは架空です

という連絡が後援会事務所に入ったということ

なんですよ。だから、問題は貸付が問題じゃな

くて、これを架空でしてたって、だから虚偽記

載でしょって。それに、架空に基づいて虚偽記

載をしたのを、その令和4年分の収支報告書を、

後援会の収支報告書を令和5年の3月末に提出

しているわけだから、これを知事が認識してい

たかどうかということなんです。

もし認識してなかったら、それは選挙コンサ

ルタントに聞いて、ちゃんとそれをきちんと説

明しなきゃいけませんよ。だって、今日の参考

人の、来てくださいとお願いしていた事務局長

代理、当時のね、も来なかった、それから顧問

税理士も来なかった。唯一来たのが、後援会職

員の女性職員の方ですよ。

【大石知事】 2,000万円については、本当に訂

正する、確認をする前まで、私は、貸借として

やったものだというふうに理解をしてました。

なので、今回、今のご指摘も踏まえて、先ほど

小林委員からもご指摘がありましたけれども、

本当、これだけではなくて、これまでいろんな

ご意見とかご指摘があったと思います。なので、

しっかり議事録はまた見直して、自分が調べる

べきところは、できる限り努力をしたいと思い

ます。

【浅田委員】 今日もまたありがとうございま

す。今まで聞いていた流れの中で、2,000万円に
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しても何にしても、例えば、選挙運動費用の収

支報告の中の収入は自己資金しか入っていませ

んよね。しかしながら、たくさんもらってきた

寄附とかが入っていないわけですよね。本来な

ら、それも入れなければならない。まして、資

金はかなり使われているのではないかと思うよ

うな、選挙自体にもと、その辺の収支の在り方

も、そもそもおかしいという部分。

それなのにですよ、使っているのにもかかわ

らず、すぐすぐね、自分が貸し付けたからって、

お金が戻ってくるって、なかなか政治家の感覚

ではないんですよ。我々も選挙でお金を使った

中で、すぐすぐ返ってくるというのはない。

だけど、先ほど、女性の事務の方が言ってい

らっしゃいましたけれども、460万円払っても、

195万円払っても、賃貸契約書は結んでたから、

貸借を結んでたから、知事は何も言わずに、返

ってきても疑問がなかったのかもしれないけれ

ども、大きなお金を動かす時にすら、知事は何

も聞いてこなかったと。それは多分、286万円

の時も同じですし、それだけのお金が動くこと

に対して、あまりにも無頓着じゃないのか。

これがね、県政130万人のトップとして、

7,000億円以上の税金を預かっている人として、

そのね、ずさんさはね、あり得ないと思うんで

すよ、知事として、まずもって。

公職選挙法にも抵触するかどうかというのを

問われている。もう少し、自分のお言葉に責任

を持たなければいけないし、説明責任をしなけ

ればならない。しかしながら、今は、果たした

とは言えていないと思いますが、いかがですか。

【大石知事】説明責任を果たしたかどうかとい

うことは、これまで本当、私なりに努めてきた

ところですけれども、十分にご理解いただけて

いないという状況だというのは理解をしていま

す。

前段の部分ですね、私の管理、また知識含め

て稚拙だというご指摘ですけれども、それにつ

いては反省すべきところは多々にあると思いま

すので、これについては今後しっかりと、私だ

けではなくて、ほかの人の力も借りながら、適

切な運営ができるように、私自身も努めていき

たいと思います。

【浅田委員】ほかの方の力も借りて。これまで

の議論の中で、一番みんなが疑問に思っている

のは選挙コンサルタントですよ。一番あなたが

信じた選挙コンサルタントの方が、何を聞いて

も、それは選挙コンサルタントの指示だった、

選挙コンサルタントの指示だった。だけど、そ

の選挙コンサルタントは、一切何も答えない。

つい最近まで、今年の5月か6月、監査人を知

事が信じていた時には、選挙コンサルタントと

の関係性は一時途切れてた。しかしながら、大

阪から知事が切望してやまなかった弁護士が来

る、それを当日にドタキャンした。そういうふ

うな非礼をした時にもかかわらず、その後から

また選挙コンサルタントを信じてる。何か、そ

のあたりの、こう、時系列もすごく誠意が感じ

られないし、関わった人たちのことを、寄附を

した人にもお礼も言わなければ。

今、多くの県の職員さんも困ってますよ。正

直言って、秘書課の人なんか大変ですよ。知事

のせいで、これまで頑張ってきた県職としての

長い自分の時間帯すらも否定をされるようなこ

とを言われているわけですね。本来だったら、

これまでそんな人たちはいなかった。それを知

事は、職員にもさせてるんだと、職員にも迷惑

を。

首をかしげるところじゃないですよ。県の職

員さんが、公務か政務か、その状況もわからな
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い中で、非常に追及をされている。そういうこ

とに対しても、申し訳ないと思わないのかなと

いうのも不思議ですし、知事自身を信じてやま

なかった事務局の人のことすらも、はっきり言

うと悲しいですと、裏切られたという思いを持

っている。それで精神も病んでいても、今日、

真実を明かさなければいけないという思いで、

ここに、その方は声を出してくださったわけで

すよね。

それに対して全く何も応えてないと思います

が、どうでしょう。

【大石知事】ちょっと長かったので全部に答え

られるかわかりませんけれども、まず、県職員

に関してですね。

今回、私の件でご負担、またご迷惑をかけて

いる部分は多々にあると思っています。そこに

ついては本当に申し訳なく思っています。

特に秘書課はですね、これまでも皆さんの中

でご意見も出てますけれども、政務、公務、本

当にこれ、切り分けは難しいと思います。本当

に、同じ事象でも見方を変えると違ったり、見

る方によって違ったりするので、そういった意

味の中で、本当に悩みながら、一つひとつ丁寧

に整理をして、できるだけ納得が得られるよう

な形を、努めて整理をしてくれようとしていま

す。

その中で、私のこの問題で、そこは政務では

ないのかとまたご指摘を、いつもよりも受けて

しまっている状況が生まれているという状況に

ついては、本当に申し訳ないなと思っています。

今後ですね、私もそこは意識しながら、ちゃ

んと自分なりに整理を一緒になってやっていき

たいと思っていますし、わかりやすい対応をし

ていきたいと思っています。

【浅田委員】 確かに知事がおっしゃるとおり、

政務と公務の線引きというのは難しいというこ

とは私たちも想像ができます。

しかし、多分、このLINEを見る限り、知事

が求めていたことがあまりにもプライベート的

な、やっぱりどうしても、それは公務ではない

であろうということが含まれているということ

が問題点であると思います。これはまた今後も

どんどん、お話したいと思いますが。

午前中には、弁護士の方からは、本当にこれ

は、最初の402万円のオートコールの問題以上

に悪質な問題がどんどん、どんどん、286万円、

2,000万円に関しても、悪質なことが出ている

と、一切合切、説明責任を果たしてないんだと

いう厳しい答えもありました。

とにかく参考人に出てきてくださる方が、知

事に対して誠意を受けてない、そして我々議会

もそうです。

先ほど、女性の事務局員の方に伺ったら、議

員を「敵艦隊」、「スネコ」、「スネオ」とか。

えらいばかにしたようなね、LINEがいっぱい

あるわけですよ。あんまりにもね、ばかにし過

ぎ。それは、はっきり言って事務局員の方も、

常日頃そういうやりとりをしてますと。

これね、私はこれまでの2年間で、なるほど

なと思いました。議会での答弁も、確かに交わ

せばいいなとか、さらっとしてたりとか、本当

に誠心誠意を感じられない。11月議会から、非

常にその辺もね、見てます。

議員との関係性のあり方というやり取りも書

いてました。答えたい人には答えるかのような、

そういう部分も、自分を応援してくれた人には、

みたいなのもありましたし。やっぱり、気持ち

はわかりますよ。私みたいに応援してない人よ

りも、応援してくれている人の肩を持ちたいと

いうのは、人間としてごく当たり前だと思いま
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すが、議会において、知事としてやるべきこと

というのは、やはりしっかりあると思います。

その辺は今後、求めたいと思いますし、今日

答えられなかったことに関して、議事録を後ほ

どしっかり読んで、そこに対しては、答えたい

というのをこれだけ大勢の前で言ったわけです

から、我々の疑問点にしっかり答えていただき

ますよう要望します。（発言する者あり）

【まきやま委員】陣中見舞い、選挙後には報告

なかったですか。

【石本委員長】 休憩します。

― 午後 ４時５１分 休憩 ―

― 午後 ４時５２分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開します。

【大石知事】すみません、詳細に覚えてないで

す。ないとも言い切れないし、あったとも、わ

かりません。

【まきやま委員】 これ、選挙でですね、天下の

自民党がついてて、そんなことはないと思うん

ですけれども、本当に記憶ないですか。

【大石知事】今、現時点で、記憶を精査すれば、

またあるかもしれませんけど、現時点では、す

ぐ出てきません。

【まきやま委員】 それからですね、令和4年の

6月2日、I医師に会わせてもらえなかった。そ

の後はどうなってますか。怒ってた、9法人の

中の1法人、怒られていた方に会えなかったと

いうことだったんですけども、その後、どうな

ってますか。

【大石知事】 すみません、即答できないです。

この場でわからないです。

【まきやま委員】 知事の命令で、指示で、M議

員が病院に行ってますよね、その後。この時に

会えなかったと、その後です。その後です、ど

うなったか、どういう話をされたか、教えくだ

さい。

【大石知事】すみません、確認する必要がある

と思います。すみません、記憶で、そこはわか

りません。もう2年前の話でございますので。

【小林委員】わずかしかないからね、ちょっと

聞いておきますが、今回、300万円の供託金の

件で、あなたは、元監査人を告訴しましたね。

300万円の件について。

それ以外は告訴しないんですか。その1件だ

けにとどまってるというのは、あとのやつはも

う。

あっちはね、めちゃくちゃいろいろ書いてい

るじゃない。それに対して、あなたは告訴がで

きないということ。告訴しないということは、

真実ということを認めているということじゃな

いのか。これはどうですか。

【大石知事】 これはですね、私、今もなおまだ

理解が進んでいるところだと思いますけれど

も、本当に刑事告訴というのは、非常に重たい

ものです。事実が異なるということだけででき

るものではないと私は理解をしています。これ

はもう本当、弁護士等々とも協議をする中で、

重々そこの指摘を受けるんですけれども。

今回告訴を出した供託金のところですね、こ

れはもう事実と、全く事実無根でございますし、

それを証明し得る、しっかりとした環境にある

ということが整ったことで告訴に至っています

けれども、それ以外に事実と異なることがない

わけではなくて、そういった環境が整う、そこ

が重要だということだと思います。

【小林委員】 私はね、やっぱりこのね、130万
人ぐらいの長崎県民の代表として、あなたが選

ばれて座っているわけよ。そうしたら、相手方

のほうは、もう何本もあなたを告訴しているん
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だよ。これはね、その告訴をね、最終的に司法

で判断をされると思いますけれども、あなたは

あなたなりにね、やっぱり事実じゃなければね、

こんな名誉棄損的な、こんなね、何というか、

許せないような行為はないんだから、当然告訴

すべきだと私はいつも言っているわけだけれど

も、それをなかなかやろうとしないと。

だから、今回300万の件が出たけれども、そ

れ以外のことについて、やる用意があるのかな

いのか、それはどうなんですか。

【大石知事】これまでも申し述べてきましたけ

れども、引き続き、そういう状況を整理、弁護

士とも協議しながら整理は進めているところで

ございます。

【小林委員】承認なく不正の出金ということを

議会であなたは明らかにしたんだよ。刑事告訴

も視野に入れて、この問題を精査したいと、こ

んなことをやっておったんだけれども、何かそ

の話はどうなったんですか。

【大石知事】先ほど述べたとおり、引き続き精

査をして協議をしております。

【小林委員】もう実際ね、日にちがたち過ぎて

過ぎてるわけよ。あなたは何も精査してないん

だよ。460万円のお金というのが、いわゆる多

額な出金と、多額の不正な出金と、こういうこ

とが現実に元監査人の会社にいっているわけ

だ、460万円。それをあなたが、2,000万円から、

いわゆるいただいた655万円とか、650万円ぐら

いのお金を整理するために、そういう方法でや

ろうという話になって、460万円という後援会

からの金が監査人にいってて、それはまさにあ

なたは知らなかったじゃなくて、あなたの指示

で後援会職員は振り込みをしてて、ちゃんと報

告もしとけば、何でもあなたは承知されている

と。

これをね、議会において、不正な出金と、こ

ういうことで承認なくしてと、承認はいっぱい

しとるくせに、そういうでたらめをね、議会で

明らかにするということは、議会軽視を、一体

議会を何と考えているのかと、こういうことを

言わざるを得ないわけよ。

このことについて、あなたは460万円の、そ

のいわゆる元監査人のところに、会社に振り込

んで、655万円か650万円ぐらいのお金を整理す

るためのお金として、あなたもちゃんとそれは

承認しておったということについてはどうです

か。

【大石知事】これについては、もう既に県議会

でもご説明をしてきておりますけれども、捜査

当局に情報提供を行ってございます。その内容

はやはり公表すべきではないですけれども、こ

の不正に関して私が了解をしていたということ

については、事実に反することでございます。

【小林委員】もう時間が来ましたから終わりま

す。

【石本委員長】 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】それでは、大石知事への質問応

答を終了しますが、私のほうからも最後に委員

長として一言述べさせていただきたいと思いま

す。

これまで4日間を通して、大石知事のこれま

で言われた疑惑等について、いろんなご意見、

それぞれのご意見をいただいてきましたけれど

も、現在のままではなかなか、議会としてもで

すね、県民が納得いく説明のある集中審査にな

ったのかどうかというのは、甚だ自信を持って

言えるところではございませんが、今日の参考

人からのお話もありましたけれども、やっぱり

真実は一つと、これは変えることができないと
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いう発言がありました。

そして、この参考人にもついても、知事をど

うこうと、おとしめるつもりは全くないと、こ

れまでも応援してきたと。それでもやっぱり知

事については、本当のことを県民に対して話し

ていただきたい、それが一番なんだと。

また、今回、知事が「未来大国」という大き

なテーマを掲げて県政に取り組むという姿勢を

出されてますけれども、今のような状況では、

本当に今後、この長崎県を担っていく子どもた

ちがね、知事が提案したこの「未来大国」とい

うものがかすんでしまう、このままではね。そ

こに本当に、知事が県民のためにしっかりやっ

ているんだという気持ちを表すためにも、今後、

正直な、真実について語っていただきたいと私

からも要望して、終わりたいと思います。

知事におかれましては、お忙しい中、3日間

にわたり、ありがとうございました。

引き続き、委員間討議を行いますので、しば

らく休憩します。

― 午後 ５時 １分 休憩 ―

― 午後 ５時 ３分 再開 ―

【石本委員長】 委員会を再開します。

今回の集中審査に関しまして、11月11日、月

曜日、15時30分から協議を行い、総括について

協議したいと存じますが、ご異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【石本委員長】ご異議ないようですので、その

ように決定をさせていただきます。

以上をもちまして、総務委員会閉会中審査を

終了いたします。

大変お疲れさまでした。

― 午後 ５時 ４分 閉会 ―
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